




は じ め に

近年、社会環境の変化や情報化社会の進展など、児童・生徒を取り巻く環境が変化す

る中、学校においては性情報の氾濫、未成年者の性感染症や人工妊娠中絶の未然防止、

性自認・性的指向等への正しい理解など、様々な課題に対し、適切に対応する必要があ

ります。

学校における性教育は、児童・生徒の人格の完成を目指す「人間教育」の一環として、

「生命の尊重」、「人格の尊重」、「人権の尊重」などの根底を貫く人間尊重の精神に基づ

いて行われます。学習指導要領に示された内容を全ての児童・生徒に確実に指導すると

ともに、性情報の氾濫等の現代的な課題を踏まえながら、保護者の理解を得て必要な指

導を行っていくことなど、丁寧な対応が必要です。そのため、各学校において、校内全

ての教職員で共通認識を図り、児童・生徒が性に関する正しい知識を身に付け、適切な

意思決定や行動選択ができるよう、性教育に取り組むことが重要です。

今回、東京都教育委員会では、平成 29年小・中学校、平成 30年高等学校学習指導要

領改訂の機会を捉え、その趣旨を踏まえるとともに、現代的な課題にも対応できるよう、

平成 16・17 年に発行した「性教育の手引」を改訂することとしました。各学校におか

れましては、性教育の基本的な考え方や指導事例等を十分に理解し、教職員の共通認識

の下、家庭・地域とも連携を図りながら、適切な性教育の実施に向けて本手引を御活用

くださいますようお願いします。

最後に、本手引の改訂に際し、御協力いただいた方々に、心から感謝申し上げます。

平成 31年３月

                                 東京都教育委員会
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１ 改訂の経緯
近年、社会環境の変化や情報化社会の進展により、児童・生徒を取り巻く環境が大きく

変化しています。インターネット上には性に関する情報が氾濫し、様々な情報を容易に入
手できるとともに、ＳＮＳ 等を介して性犯罪に巻き込まれることもあります。また、若年
層のエイズ及び性感染症や人工妊娠中絶も課題となっています。さらに、性自認・性的指
向等の児童・生徒への指導については、学校生活を送る上で正しい理解に基づいて、児童・
生徒一人一人の心情等に配慮した個別の支援が必要です。
また、平成 29年及び平成30年に学習指導要領が改訂され、これからの社会を生き抜く

児童・生徒に求められる資質・能力が、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、
「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱に整理されました。そして、社会に開かれた教
育課程を編成すること、カリキュラム・マネジメントを確立し、教科等横断的な視点から
教育活動を改善すること、主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善を行うこと
など、改訂の重点が示されました。
これらのことを踏まえ、東京都教育委員会は性教育における重点的な内容や配慮すべき

事項を整理し、平成 16・17年に発行された「性教育の手引」を改訂することとしました。

２ 改訂の基本方針
以下の方針に沿って改訂を行いました。
学習指導要領改訂の基本方針 「性教育の手引」改訂の基本方針

①今回の改訂の基本的な考え方
・「社会に開かれた教育課程」の
重視

・確かな学力の育成
・豊かな心や健やかな体の育成

①今回の改訂の基本的な考え方
・性をめぐる課題について、児童・生徒に求められる資質・
能力を検討

・性に関する基本的な知識の習得
・体育・健康に関する指導の充実

②育成を目指す資質・能力の明確化
・知識及び技能
・思考力、判断力、表現力等
・学びに向かう力、人間性等

②心身の健康の保持増進において育成を目指す資質・能力
・健康な生活を送るための基礎となる各教科等の知識・技能
・自らの健康を適切に管理し、改善していく力、健康に係る
情報を収集し、意思決定・行動選択していく力等

・健康の大切さ、健康の保持増進に向かう情意や態度等
③主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善の推進

③主体的・対話的で深い学びの実現に向けた指導の工夫

④各学校におけるカリキュラム・マ
ネジメントの推進

④性をめぐる課題に対応して、求められる資質・能力の育成に
向けた教科等横断的な学習の充実

また、今回の改訂においては、他の校種における指導事例を参考として活用できるよう
１冊に取りまとめました。手引は、基礎編と実践編の二部構成とし、基礎編は各校種に共
通する内容、実践編は「小学校編」、「中学校編」、「高等学校編」、「特別支援学校編」

ＳＮＳ(social networking service)とは、インターネット上の会員制サービスの一種。友人・知人間のコミュニケーシ

ョンを円滑にする手段や、新たな人間関係を構築するための場を提供する。

Ⅰ 「性教育の手引」の改訂に当たって
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それぞれの校種の発達の段階に応じて、生物的側面、心理的側面及び社会的側面に加え、
生命尊重の四つの側面から指導事例等を示しました。

３ 性をめぐる現代的な課題
(1) 情報化の進展に伴う課題

 インターネットやスマートフォン等の普及により、性に関する情報が氾濫し、様々
な情報をいつでも容易に入手できるようになりました。しかし、その情報が必ずしも
正しいとは限りません。学校において、児童・生徒一人一人が性に関する基本的な知
識を身に付けることができるようにするとともに、必要な情報を自ら収集し、適切な
意思決定や行動選択を行うことができる力を育むことが課題となっています。

また、インターネットを介して、不特定多数の人と交流することにより、児童・生
徒が性被害に遭う事例も増加しています。「インターネット異性紹介事業を利用して児

（平成20年度警察庁）に伴い、出会い系サイトに起因する被害に遭う子供は減少傾向
にありますが、その反面、ＳＮＳを介して被害に遭う児童・生徒が急増しています。
平成 29 年に、ＳＮＳ等を通じて児童買春や児童ポルノ等の被害に遭った児童・生徒
は、全国で過去最多の 1,813 人（前年比＋77 人）でした。

さらに、平成 29 年に、児童ポルノ事犯の自画撮り被害 に遭った児童・生徒は全
国で 515 人（前年比＋35 人）であり、増加傾向にあります。そのうち、自画撮り
被害に遭った児童・生徒の半数は中学生でした。一度流出した画像等は完全に削除す
ることが困難で、取り返しのつかない被害につながってしまう場合もあります。

●自画撮り被害に遭った児童・生徒の数 ●自画撮り被害に遭った児童・生徒の内訳

、だまされたり、脅されたりして、子供が自分の裸を撮影させられた上、ＳＮＳ等で送信させら「自画撮り被害」とは
れる被害を指す。

（警察庁のホームページ）

●罪種別の被害児童数の推移（SNS）

青少年保護育成条例違反 児童ポルノ 児童買春 児童福祉法違反 重要犯罪

童を誘引する行為の規制等に関する法律（いわゆる出会い系サイト規制法）」の改正
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（警察庁のホームページ）

１ 改訂の経緯
近年、社会環境の変化や情報化社会の進展により、児童・生徒を取り巻く環境が大きく

変化しています。インターネット上には性に関する情報が氾濫し、様々な情報を容易に入
手できるとともに、ＳＮＳ 等を介して性犯罪に巻き込まれることもあります。また、若年
層のエイズ及び性感染症や人工妊娠中絶も課題となっています。さらに、性自認・性的指
向等の児童・生徒への指導については、学校生活を送る上で正しい理解に基づいて、児童・
生徒一人一人の心情等に配慮した個別の支援が必要です。
また、平成 29年及び平成30年に学習指導要領が改訂され、これからの社会を生き抜く

児童・生徒に求められる資質・能力が、「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力等」、
「学びに向かう力、人間性等」の三つの柱に整理されました。そして、社会に開かれた教
育課程を編成すること、カリキュラム・マネジメントを確立し、教科等横断的な視点から
教育活動を改善すること、主体的・対話的で深い学びの視点に立った授業改善を行うこと
など、改訂の重点が示されました。
これらのことを踏まえ、東京都教育委員会は性教育における重点的な内容や配慮すべき

事項を整理し、平成 16・17年に発行された「性教育の手引」を改訂することとしました。

２ 改訂の基本方針
以下の方針に沿って改訂を行いました。
学習指導要領改訂の基本方針 「性教育の手引」改訂の基本方針

①今回の改訂の基本的な考え方
・「社会に開かれた教育課程」の
重視

・確かな学力の育成
・豊かな心や健やかな体の育成

①今回の改訂の基本的な考え方
・性をめぐる課題について、児童・生徒に求められる資質・
能力を検討

・性に関する基本的な知識の習得
・体育・健康に関する指導の充実

②育成を目指す資質・能力の明確化
・知識及び技能
・思考力、判断力、表現力等
・学びに向かう力、人間性等

②心身の健康の保持増進において育成を目指す資質・能力
・健康な生活を送るための基礎となる各教科等の知識・技能
・自らの健康を適切に管理し、改善していく力、健康に係る
情報を収集し、意思決定・行動選択していく力等

・健康の大切さ、健康の保持増進に向かう情意や態度等
③主体的・対話的で深い学びの実現
に向けた授業改善の推進

③主体的・対話的で深い学びの実現に向けた指導の工夫

④各学校におけるカリキュラム・マ
ネジメントの推進

④性をめぐる課題に対応して、求められる資質・能力の育成に
向けた教科等横断的な学習の充実

また、今回の改訂においては、他の校種における指導事例を参考として活用できるよう
１冊に取りまとめました。手引は、基礎編と実践編の二部構成とし、基礎編は各校種に共
通する内容、実践編は「小学校編」、「中学校編」、「高等学校編」、「特別支援学校編」

ＳＮＳ(social networking service)とは、インターネット上の会員制サービスの一種。友人・知人間のコミュニケーシ

ョンを円滑にする手段や、新たな人間関係を構築するための場を提供する。

Ⅰ 「性教育の手引」の改訂に当たって
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 (2) 妊娠・出産に伴う課題
人工妊娠中絶実施率は、近年各年代で減少傾向ですが、20 代前半が最も高く、10

代でも一定数が見られます。10代での人工妊娠中絶は心身の健康に様々な影響をもた
らすことも少なくありません。
●年齢階級別にみた人工妊娠中絶実施率（女子人口千対）

また、年齢別にみた周産期死亡率によると、20 歳未満や 30 代後半以降で高くなっ
ています。年齢と妊娠・出産のリスクには関連があることについても、あらかじめ理
解しておく必要があります。
●年齢別にみた周産期死亡率（平成19～23年の平均値）

一方で、不妊治療を受ける人も年々増加しています。
一人一人が、妊娠、出産等に関する正しい知識を身に付けるとともに、主体的に将

来のライフプランを考え、適切な行動選択ができるようにすることが大切です。
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（健康な生活を送るために（平成30年度版）【高校生用】文部科学省）
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(3) 性感染症に関する課題   

エイズ（AIDS:Acquired Immuno Deficiency Syndrome、後天性免疫不全症候群）とは、HIV（人免疫不全ウイル
ス）に感染し、病気を発症した状態である。

（東京都福祉保健局のホームページ）

19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年

(件)
(件)

●東京都の梅毒患者報告数 ●東京都の男女別・年齢別梅毒患者報告数

20～40代で多くなっています。
多くの性感染症には自覚症状がなく、不妊症や流早産・死産の原因になったり、胎児

にも感染したりすることもあるので注意が必要です。

平成 22年以降、梅毒の報告数が増加を続けています。中でも、女性は20代、男性は

(年)
（東京都福祉保健局のホームページ）

(人)

●新規HIV感染者・AIDS患者報告者数の年次推移　日本におけるHIV感染者・エイ
ズ(AIDS)3患者の新規報告者数は、
平成19年以降横ばいの傾向にあり
ますが、HIV感染者は20～30代の
若い世代に多い状況があります。
　現在では、早期発見と適切な治
療を続けることでコントロールで
きる病気になりましたが、いまだ
に誤解や偏見、差別を受けること
もあり、課題となっています。
　そのため、児童・生徒がそれら
の疾病概念等について理解すると
ともに、感染のリスクを軽減する
効果的な予防方法を身に付けるこ
とが大切です。
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代でも一定数が見られます。10代での人工妊娠中絶は心身の健康に様々な影響をもた
らすことも少なくありません。
●年齢階級別にみた人工妊娠中絶実施率（女子人口千対）

また、年齢別にみた周産期死亡率によると、20 歳未満や 30 代後半以降で高くなっ
ています。年齢と妊娠・出産のリスクには関連があることについても、あらかじめ理
解しておく必要があります。
●年齢別にみた周産期死亡率（平成19～23年の平均値）

一方で、不妊治療を受ける人も年々増加しています。
一人一人が、妊娠、出産等に関する正しい知識を身に付けるとともに、主体的に将

来のライフプランを考え、適切な行動選択ができるようにすることが大切です。
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(4) 性同一性障害等に関する正しい理解
 性同一性障害とは、生物的な性と性別に関する自己意識が一致せず、違和感や嫌悪
感が続く状態を指します。学校生活を送る上で個別の支援が必要な場合があることか
ら、児童・生徒一人一人の心情等に配慮した対応を行うことが求められています。
平成 26年 6月に文部科学省が公表した「学校における性同一性障害に係る対応に

関する状況調査」結果によると、学校で性同一性障害に関する教育相談等 に対応し
た事例として、全国から 606 件の報告がありました。全国の学校において、服装、
トイレ、宿泊研修等に関して個別対応がなされています。
多様な性の在り方については、まず、教職員が偏見等をもつことなく、児童・生徒

に対する対応等の在り方について理解を深めることが必要です。文部科学省は、平成
28年 4月に「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細か
な対応等の実施について（教職員向け）」を発行し、教職員の理解を促しています。
 ●学校における性同一性障害に
　関する教育相談等の報告件数

●他の児童・生徒や保護者に対する取扱

●学校生活の各場面での支援の例について

「性同一性障害に関する教育相談等」とは、児童・生徒本人が性別違和感をもち、かつ児童・生徒本人又は保護者が性
同一性障害であるとの認識を有している場合であって、「児童・生徒又は保護者がその児童・生徒本人の自己認識を学校
の教職員に開示している」等の場合としている。本調査では、児童・生徒が望まない場合は回答を求めないこととしてお
り、該当する事例の実数を表しているものではない。
「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成 27年 4月 30日文部科学省初等中

等教育局児童生徒課長通知）の別紙から

項目 学校における支援の事例
服装 自認する性別の制服・衣服や、体育着の着用を認める。
髪型 標準より長い髪型を一定の範囲で認める。（戸籍上男性）
更衣室 保健室・多目的トイレ等の利用を認める。
トイレ 職員トイレ・多目的トイレの利用を認める。
呼称の工夫 校内文書（通知表を含む）を児童・生徒が希望する呼称で記す。

自認する性別として名簿上扱う。
授業 体育又は保健体育において別メニューを設定する。
水泳 上半身が隠れる水着の着用を認める。（戸籍上男性）

補習として別日に実施、又はレポート提出で代替する。
運動部の活動 自認する性別に係る活動への参加を認める。
修学旅行等 一人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。

※人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。
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健康に関する指導については、児童が身近な生活における健康に関する知識を身に付けること
や、必要な情報を自ら収集し、適切な意思決定や行動選択を行い、積極的に健康な生活を実践す
ることのできる資質・能力を育成することが大切である。
（略）
さらに、心身の健康の保持増進に関する指導においては、情報化社会の進展により、様々な健

康情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易になっていることなどから、児童が適切に行動で
きるようにする指導が一層重視されなければならない。なお、児童が心身の成長発達に関して適
切に理解し、行動することができるようにする指導に当たっては、第１章総則第４の１ に示す
主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと一人一人が抱える課題に個別に対応した
指導を行うカウンセリングの双方の観点から、学校の教育活動全体で共通理解を図り、家庭の理
解を得ることに配慮するとともに、関連する教科等において、発達の段階を考慮して、指導する
ことが重要である。
体育・健康に関する指導は、こうした指導を相互に関連させて行うことにより、生涯にわたり

楽しく明るい生活を営むための基礎づくりを目指すものである。
したがって、その指導においては、体つくり運動や各種のスポーツ活動はもとより、保健や安

全に関する指導、給食を含む食に関する指導などが重視されなければならない。このような体育・
健康に関する指導は、体育科の時間だけではなく家庭科や特別活動のほか、関連の教科や道徳科、
総合的な学習の時間なども含めた学校の教育活動全体を通じて行うことによって、その一層の充
実を図ることができる。

各学校において、体育・健康に関する指導を効果的に進めるためには、全国体力・運動能力、
運動習慣等調査などを用いて児童の体力や健康状態等を的確に把握し、学校や地域の実態を踏ま
えて、それにふさわしい学校の全体計画を作成し、地域の関係機関・団体の協力を得つつ、計画
的、継続的に指導することが重要である。
また、体育・健康に関する指導を通して、学校生活はもちろんのこと、家庭や地域社会におけ

る日常生活においても、自ら進んで運動を適切に実践する習慣を形成し、生涯を通じて運動に親
しむための基礎を培うとともに、児童が積極的に心身の健康の保持増進を図っていく資質・能力
を身に付け、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮する
ことが大切である。

１ 学習指導要領における位置付け
学習指導要領及び解説では、性教育に関する内容について次のように示されています。

性を含めた健康に関する指導は、児童・生徒の実態や課題に応じて、教育活動全体を通
じた各教科等において、関連付けて指導することになっています。

(1) 総則
【小学校学習指導要領（平成 29 年３月）第 1 章 総則 第１の２(3)】※中学校、高等学校においても同様

【小学校学習指導要領解説 総則編（平成 29 年７月）抜粋】

Ⅱ 学習指導要領における性教育の取扱い

学校における体育・健康に関する指導を、児童の発達の段階を考慮して、学校の教育活動全

体を通じて適切に行うことにより、健康で安全な生活と豊かなスポーツライフの実現を目指し

た教育の充実に努めること。特に、学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導、

安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については、体育科、家庭科及び特

別活動の時間はもとより、各教科、道徳科、外国語活動及び総合的な学習の時間などにおいて

もそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めること。また、それらの指導を通して、家庭や

地域社会との連携を図りながら、日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促

し、生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮すること。

(4) 性同一性障害等に関する正しい理解
 性同一性障害とは、生物的な性と性別に関する自己意識が一致せず、違和感や嫌悪
感が続く状態を指します。学校生活を送る上で個別の支援が必要な場合があることか
ら、児童・生徒一人一人の心情等に配慮した対応を行うことが求められています。
平成 26年 6月に文部科学省が公表した「学校における性同一性障害に係る対応に

関する状況調査」結果によると、学校で性同一性障害に関する教育相談等 に対応し
た事例として、全国から 606 件の報告がありました。全国の学校において、服装、
トイレ、宿泊研修等に関して個別対応がなされています。
多様な性の在り方については、まず、教職員が偏見等をもつことなく、児童・生徒

に対する対応等の在り方について理解を深めることが必要です。文部科学省は、平成
28年 4月に「性同一性障害や性的指向・性自認に係る、児童生徒に対するきめ細か
な対応等の実施について（教職員向け）」を発行し、教職員の理解を促しています。
 ●学校における性同一性障害に
　関する教育相談等の報告件数

●他の児童・生徒や保護者に対する取扱

●学校生活の各場面での支援の例について

「性同一性障害に関する教育相談等」とは、児童・生徒本人が性別違和感をもち、かつ児童・生徒本人又は保護者が性
同一性障害であるとの認識を有している場合であって、「児童・生徒又は保護者がその児童・生徒本人の自己認識を学校
の教職員に開示している」等の場合としている。本調査では、児童・生徒が望まない場合は回答を求めないこととしてお
り、該当する事例の実数を表しているものではない。
「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成 27年 4月 30日文部科学省初等中

等教育局児童生徒課長通知）の別紙から

項目 学校における支援の事例
服装 自認する性別の制服・衣服や、体育着の着用を認める。
髪型 標準より長い髪型を一定の範囲で認める。（戸籍上男性）
更衣室 保健室・多目的トイレ等の利用を認める。
トイレ 職員トイレ・多目的トイレの利用を認める。
呼称の工夫 校内文書（通知表を含む）を児童・生徒が希望する呼称で記す。

自認する性別として名簿上扱う。
授業 体育又は保健体育において別メニューを設定する。
水泳 上半身が隠れる水着の着用を認める。（戸籍上男性）

補習として別日に実施、又はレポート提出で代替する。
運動部の活動 自認する性別に係る活動への参加を認める。
修学旅行等 一人部屋の使用を認める。入浴時間をずらす。

※人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。
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さらに、心身の健康の保持増進に関する指導においては、情報化社会の進展により、様々な健康

情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易になっていることなどから、生徒が健康情報や性に関

する情報等を正しく選択して適切に行動できるようにするとともに、薬物乱用防止等の指導が一層

重視されなければならない。なお、生徒が心身の成長発達に関して適切に理解し、行動することが

できるようにする指導に当たっては、総則第４の１の （高等学校は第１章総則第５款１ ）に

示す主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと一人一人が抱える課題に個別に対応

した指導を行うカウンセリングの双方の観点から、学校の教育活動全体で共通理解を図り、家庭の

理解を得ることに配慮するとともに、関連する教科等において、発達の段階を考慮して、指導する

ことが重要である。

【中学校学習指導要領解説 総則編（平成 29年７月）抜粋】※高等学校においても同様

●指導の充実
指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、保

護者の理解を得ることなどに配慮することが大切です。
●児童・生徒が身に付けるべき資質・能力
情報化社会の進展により、様々な性に関する情報の入手が容易になっていることなど

から、児童・生徒が性に関する情報等を正しく選択して適切に行動できるようにする指
導が一層重視されます。児童・生徒が発達の段階に応じて性に関する正しい知識を身に
付けることができるようにするともに、児童・生徒が必要な情報を自ら収集し、適切な
意思決定や行動選択を行い、健康な生活を実践できる資質・能力を育成することが大切
です。
●学校の教育活動全体を通じて
性教育の内容は、体育科、保健体育科はもとより、家庭科、道徳科等の各教科、総合

的な学習の時間・総合的な探究の時間及び特別活動に関連する内容が多くあります。こ
れらを相互に関連付けながら学校の教育活動全体を通じて行うことが必要です。
●集団指導と個別指導
児童・生徒が心身の成長発達に関して適切に理解し、行動することができるようにす

る指導に当たっては、主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと、一人一
人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方の観点から、学校の
教育活動全体で教職員の共通理解を図り、家庭の理解を得ることに配慮することが重要
です。
●性教育の全体計画の作成
性教育を効果的に進めるためには、児童・生徒の発達の段階や健康状態等を的確に把

握し、学校や地域の実態を踏まえて、学校の全体計画を作成し、地域の関係機関・団体
の協力を得つつ、計画的、継続的に指導することが重要です。

(２) 生活科

学校、家庭及び地域の生活に関す
る内容

（１）学校と生活
（２）家庭と生活
（３）地域と生活

自分自身の生活や成長に関する
内容 （９）自分の成長

小
学
校
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(３) 社会科・公民科
Ａ 私たちと現代社会
Ｂ 私たちと経済
Ｃ 私たちと政治
Ｄ 私たちと国際社会の諸課題

（１）私たちが生きる現代社会と文化の特色
（２）国民の生活と政府の役割
（１）人間の尊重と日本国憲法の基本的原則
（２）よりよい社会を目指して

公共 Ａ 公共の扉 （２）公共的な空間における人間としての在り方生き方

倫理 Ｂ 現代の諸課題と
倫理 （１）自然や科学技術に関わる諸問題と倫理

(４) 理科・生物
第４学年

生命

（１）人の体のつくりと運動

第５学年 （２）動物の誕生

第６学年 （１）人の体のつくりと働き

第１学年

生命

（１）いろいろな生物とその共通点

第２学年 （３）生物の体のつくりと働き

第３学年 （５）生命の連続性

生物基礎
生命

（１）生物の特徴

生物 （３）遺伝情報の発現と発生

(５) 家庭科

Ａ 家族・家庭生活 （１）自分の成長と家族・家庭生活
（２）幼児の生活と家族

家庭基礎
Ａ 人の一生と家族

・家庭及び福祉

（１）生涯の生活設計
（２）青年期の自立と家族・家庭
（３）子供の生活と保育

家庭総合
（１）生涯の生活設計
（２）青年期の自立と家族・家庭及び社会
（３）子供の生活と保育・福祉

(６) 体育科・保健体育科

第４学年 (2) 体の発育・発達

ア 知識
(ｱ) 体の発育・発達
(ｲ) 思春期の体の変化 
(ｳ) 体をよりよく発育・発達させるための生活

イ 思考力、判断力、表現力等
体がよりよく発育・発達するために、課題を見付け、

その解決に向けて考え、それを表現すること。

第 5学年   心の健康

ア 知識及び技能
(ｱ) 心の発達
(ｲ) 心と体の密接な関係
(ｳ) 不安や悩みへの対処

中
学
校

高
等
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

中
学
校

高
等
学
校

小
学
校

さらに、心身の健康の保持増進に関する指導においては、情報化社会の進展により、様々な健康

情報や性・薬物等に関する情報の入手が容易になっていることなどから、生徒が健康情報や性に関

する情報等を正しく選択して適切に行動できるようにするとともに、薬物乱用防止等の指導が一層

重視されなければならない。なお、生徒が心身の成長発達に関して適切に理解し、行動することが

できるようにする指導に当たっては、総則第４の１の （高等学校は第１章総則第５款１ ）に

示す主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと一人一人が抱える課題に個別に対応

した指導を行うカウンセリングの双方の観点から、学校の教育活動全体で共通理解を図り、家庭の

理解を得ることに配慮するとともに、関連する教科等において、発達の段階を考慮して、指導する

ことが重要である。

【中学校学習指導要領解説 総則編（平成 29年７月）抜粋】※高等学校においても同様

●指導の充実
指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図ること、保

護者の理解を得ることなどに配慮することが大切です。
●児童・生徒が身に付けるべき資質・能力
情報化社会の進展により、様々な性に関する情報の入手が容易になっていることなど

から、児童・生徒が性に関する情報等を正しく選択して適切に行動できるようにする指
導が一層重視されます。児童・生徒が発達の段階に応じて性に関する正しい知識を身に
付けることができるようにするともに、児童・生徒が必要な情報を自ら収集し、適切な
意思決定や行動選択を行い、健康な生活を実践できる資質・能力を育成することが大切
です。
●学校の教育活動全体を通じて
性教育の内容は、体育科、保健体育科はもとより、家庭科、道徳科等の各教科、総合

的な学習の時間・総合的な探究の時間及び特別活動に関連する内容が多くあります。こ
れらを相互に関連付けながら学校の教育活動全体を通じて行うことが必要です。
●集団指導と個別指導
児童・生徒が心身の成長発達に関して適切に理解し、行動することができるようにす

る指導に当たっては、主に集団の場面で必要な指導や援助を行うガイダンスと、一人一
人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカウンセリングの双方の観点から、学校の
教育活動全体で教職員の共通理解を図り、家庭の理解を得ることに配慮することが重要
です。
●性教育の全体計画の作成
性教育を効果的に進めるためには、児童・生徒の発達の段階や健康状態等を的確に把

握し、学校や地域の実態を踏まえて、学校の全体計画を作成し、地域の関係機関・団体
の協力を得つつ、計画的、継続的に指導することが重要です。

(２) 生活科

学校、家庭及び地域の生活に関す
る内容

（１）学校と生活
（２）家庭と生活
（３）地域と生活

自分自身の生活や成長に関する
内容 （９）自分の成長

小
学
校
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第 5学年

イ 思考力、判断力、表現力等
心の健康について、課題を見付け、その解決に向け

て思考し判断するとともに、それらを表現すること

  けがの防止

ア 知識及び技能
(ｱ) 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となっ
て起こるけがの防止

イ 思考力、判断力、表現力等
けがを防止するために、危険の予測や回避の方法を

考え、それらを表現すること。

第６学年   病気の予防

ア 知識及び技能
(ｲ) 病原体が主な要因となって起こる病気の予防

イ 思考力、判断力、表現力等
病気を予防するために、課題を見付け、その解決

に向けて思考し判断するとともに、それらを表現す
ること。

第１学年
(2) 心身の機能の発
達と心の健康

ア 知識及び技能
(ｱ) 身体機能の発達
(ｲ) 生殖に関わる機能の成熟
(ｳ) 精神機能の発達と自己形成
(ｴ) 欲求やストレスへの対処と心の健康

イ 思考力、判断力、表現力等
心身の機能の発達と心の健康について、課題を発

見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、
それらを表現すること。

第２学年 (3) 傷害の防止

ア 知識及び技能
 (ｲ) 交通事故などによる傷害の防止
イ 思考力、判断力、表現力等

傷害の防止について、危険の予測やその回避方法
を考え、それらを表現すること。

第３学年
(1) 健康な生活と疾
病の予防

ア 知識
(ｵ) 感染症の予防

イ 思考力、判断力、表現力等
健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、

その解決に向けて思考し判断するとともに、それら
を表現すること。

入学年次
及びその
次の年次

(1) 現代社会と健康

ア 知識
(ｲ) 現代の感染症とその予防
(ｵ) 精神疾患の予防と回復

イ 思考力、判断力、表現力等
現代社会と健康について、課題を発見し、健康や

安全に関する原則や概念に着目して解決の方法を思
考し判断するとともに、それらを表現すること。

(3) 生涯を通じる
健康

ア 知識
(ｱ) 生涯の各段階における健康

イ 思考力、判断力、表現力等
生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見

し、健康に関する原則や概念に着目して解決の方法
を思考し判断するとともに、それらを表現すること。

中
学
校

高
等
学
校
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(7) 情報科
高
等
学
校

社会と情報 （１）情報社会の問題解決

(8) 特別の教科 道徳

小
学
校
・
中
学
校

Ａ 主として自分自身に関すること ［節度、節制］
[個性の伸長]

Ｂ 主として人との関わりに関すること ［友情、信頼］
［相互理解、寛容］

Ｃ 主として集団や社会との関わりに関すること ［家族愛、家庭生活の充実］
［公正、公平、社会正義］

Ｄ 主として生命や自然、崇高なものとの関わり
に関すること ［生命の尊さ］

(９) 総合的な学習の時間・総合的な探究の時間

小
学
校
・
中
学
校

・
高
等
学
校

目標を実現するにふさわしい探究活動

学校の実態に応じて、現代的な諸課題に対応
する横断的・総合的な課題、地域や学校の特色
に応じた課題、児童・生徒の興味・関心に基づ
く課題、職業や事故の将来に関する課題などを
踏まえて設定すること。

(10) 特別活動

学級活動
(2) 日常の生活や学習
への適応と自己の成
長及び健康安全

ア 基本的な生活習慣の形成
イ よりよい人間関係の形成
ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

学級活動
(2) 日常の生活や学習
への適応と自己の成
長及び健康安全

ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関
係の形成

イ 男女相互の理解と協力
ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達へ
の対応

エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣
の形成

ホームルーム
活動

(2) 日常の生活や学習
への適応と自己の成
長及び健康安全

ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関
係の形成

イ 男女相互の理解と協力
エ 青年期の悩みや課題とその解決
オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生
活態度や規律ある習慣の確立

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

第 5学年

イ 思考力、判断力、表現力等
心の健康について、課題を見付け、その解決に向け

て思考し判断するとともに、それらを表現すること

  けがの防止

ア 知識及び技能
(ｱ) 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となっ
て起こるけがの防止

イ 思考力、判断力、表現力等
けがを防止するために、危険の予測や回避の方法を

考え、それらを表現すること。

第６学年   病気の予防

ア 知識及び技能
(ｲ) 病原体が主な要因となって起こる病気の予防

イ 思考力、判断力、表現力等
病気を予防するために、課題を見付け、その解決

に向けて思考し判断するとともに、それらを表現す
ること。

第１学年
(2) 心身の機能の発
達と心の健康

ア 知識及び技能
(ｱ) 身体機能の発達
(ｲ) 生殖に関わる機能の成熟
(ｳ) 精神機能の発達と自己形成
(ｴ) 欲求やストレスへの対処と心の健康

イ 思考力、判断力、表現力等
心身の機能の発達と心の健康について、課題を発

見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、
それらを表現すること。

第２学年 (3) 傷害の防止

ア 知識及び技能
 (ｲ) 交通事故などによる傷害の防止
イ 思考力、判断力、表現力等

傷害の防止について、危険の予測やその回避方法
を考え、それらを表現すること。

第３学年
(1) 健康な生活と疾
病の予防

ア 知識
(ｵ) 感染症の予防

イ 思考力、判断力、表現力等
健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、

その解決に向けて思考し判断するとともに、それら
を表現すること。

入学年次
及びその
次の年次

(1) 現代社会と健康

ア 知識
(ｲ) 現代の感染症とその予防
(ｵ) 精神疾患の予防と回復

イ 思考力、判断力、表現力等
現代社会と健康について、課題を発見し、健康や

安全に関する原則や概念に着目して解決の方法を思
考し判断するとともに、それらを表現すること。

(3) 生涯を通じる
健康

ア 知識
(ｱ) 生涯の各段階における健康

イ 思考力、判断力、表現力等
生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見

し、健康に関する原則や概念に着目して解決の方法
を思考し判断するとともに、それらを表現すること。

中
学
校

高
等
学
校
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２ 学習指導要領に基づく指導の工夫
(1) 「主体的・対話的で深い学び」の実現

児童・生徒の健康に関する資質・能力を育成するための学びの過程は、児童・生徒
の実態や課題等により様々ですが、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の
三つの学習・指導の改善・充実の視点に基づいて、以下のように整理することができ
ます。
●「主体的な学び」の視点

「主体的な学び」は、健康の意義等を見直し、健康についての興味や関心を高め、
課題の解決に向けて粘り強く自ら取り組み、それを考察するとともに学習を振り返
り、課題を修正したり新たな課題を設定したりする学びの過程です。自他の健康の
保持増進や回復を目指すための主体的な学習を重視します。

●「対話的な学び」の視点
「対話的な学び」は、健康についての課題の解決に向けて、児童・生徒が他者（書

物等を含む。）との対話を通して、自己の思考を広げ、深めていく学びの過程です。
自他の健康についての課題の解決を目指して、協働的な学習を重視します。

●「深い学び」の視点
「深い学び」は、自他の健康についての課題を発見し、解決に向けて試行錯誤を

重ねながら、思考を深め、よりよく解決する学びの過程です。自他の健康の保持増
進を目指して、深い学びを重視します。

(2) 教材や教育環境の充実
児童・生徒の多様なニーズ、興味や関心を踏まえ、「知識及び技能」、「思考力、判断

力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を育成するためには、健康に関する課題
解決的な学びの実現を目指し、教科書を含めた教材を工夫することが重要です。
また、児童・生徒が生涯を通じて自他の健康課題に適切に対応できるようにする観

点から、IＣＴ機器も含め教育環境の整備等を行うことが重要です。
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１ 性教育の意義
学校における性教育は、児童・生徒の人格の完成を目指す人間教育の一環であり、豊

かな人間形成を目的に、生命の尊重、人格の尊重、人権の尊重などの根底を貫く精神で
ある人間尊重の精神に基づいて行われる教育です。
このため、性教育は、人間の性を人格の基本的な部分として、生物的側面、心理的側

面、社会的側面に加え、生命尊重から捉えるとともに、総合的に指導することが大切で
す。
学校は、全ての児童・生徒に対して、人間尊重や男女平等の精神の徹底を図り、性に

関する基礎的・基本的な内容を、児童・生徒の発達の段階に即して正しく理解できるよ
うにするとともに、同性や異性との人間関係や今後の生活において直面する性に関する
諸課題に対して、適切な意思決定や行動選択ができるよう、組織的・計画的に指導する
必要があります。

２ 性教育において育成を目指す資質・能力

性に関する
知識及び技能

・体の発育・発達や、思春期の体の変化、生殖に関わる機能の
成熟等について、発達の段階に応じて正しく理解する。また、
性感染症について正しく理解し、予防や回復のための方法を
習得する。

・心や精神機能の発達、自己形成について理解し、不安や悩み
に適切に対処することができる。

・家族や社会の一員として必要な性に関する知識を習得すると
ともに、性に関する社会問題について理解する。

性に関する
思考力、判断力、表現力等

・正しい知識に基づいて性に関する課題の解決策を考え、より
よい方策を選択することができる。

・心身の成長発達に伴う悩みや課題に気付き、解決策を工夫し
て、健康の保持増進を図ることができる。

・周囲と関わりながら家族や社会の一員としての自己の役割を
考えるとともに、直面する性の諸課題に対して適切な意思決
定や行動選択ができる。

学びに向かう力、人間性等

・自己の心身の成長発達を踏まえ、自己の性に対する認識を深
め、課題を解決しながらよりよく生きていこうとする。

・人間尊重、男女平等の精神に基づいて、性別等にかかわらず、
多様な生き方を尊重し、互いに協力し合って豊かな人間関係
を築こうとする。

Ⅲ 学校における性教育の基本的な考え方２ 学習指導要領に基づく指導の工夫
(1) 「主体的・対話的で深い学び」の実現

児童・生徒の健康に関する資質・能力を育成するための学びの過程は、児童・生徒
の実態や課題等により様々ですが、「主体的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の
三つの学習・指導の改善・充実の視点に基づいて、以下のように整理することができ
ます。
●「主体的な学び」の視点

「主体的な学び」は、健康の意義等を見直し、健康についての興味や関心を高め、
課題の解決に向けて粘り強く自ら取り組み、それを考察するとともに学習を振り返
り、課題を修正したり新たな課題を設定したりする学びの過程です。自他の健康の
保持増進や回復を目指すための主体的な学習を重視します。

●「対話的な学び」の視点
「対話的な学び」は、健康についての課題の解決に向けて、児童・生徒が他者（書

物等を含む。）との対話を通して、自己の思考を広げ、深めていく学びの過程です。
自他の健康についての課題の解決を目指して、協働的な学習を重視します。

●「深い学び」の視点
「深い学び」は、自他の健康についての課題を発見し、解決に向けて試行錯誤を

重ねながら、思考を深め、よりよく解決する学びの過程です。自他の健康の保持増
進を目指して、深い学びを重視します。

(2) 教材や教育環境の充実
児童・生徒の多様なニーズ、興味や関心を踏まえ、「知識及び技能」、「思考力、判断

力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」を育成するためには、健康に関する課題
解決的な学びの実現を目指し、教科書を含めた教材を工夫することが重要です。
また、児童・生徒が生涯を通じて自他の健康課題に適切に対応できるようにする観

点から、IＣＴ機器も含め教育環境の整備等を行うことが重要です。
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３ 学校における性教育の内容

生命尊重

・人間は、他の生物と違って、単に生命を維持し種族を残すというだけでなく、人
間としてどう生きるかという生命の尊さが問われること。

・人間は、生まれながらに多様であり、全ての人間が人間として尊重されなけれ
ばならないこと。

・人間は誰もが人間としての生活を送る権利や幸福になる権利をもっていること
・新しい生命が誕生することは、かけがえのない喜びであること。

生物的側面

・男女には、身体的、生理的な差異があること。
・生殖に関わる仕組みと機能に関して正しく理解すること。
・思春期になると、妊娠・出産が可能となるような成熟が始まること。
・受精、妊娠、出産とそれに伴う健康面の課題を理解すること。
・性と健康に関して、性感染症の予防などに留意すること。

心理的側面

・自己の性を肯定的に受容できるようにすること。
・身体的、精神的な発達や変化によって、不安や悩みが生じること。
・性ホルモンの分泌が活発となる思春期には、身体の内部環境が変化するため、

情緒が不安定になること。
・異性に対する関心が高まり、性衝動が発現すること。
・性に関する心理的発達やそれによる不安や悩みについて理解し、個人的適応を

図る必要があること。
・男女の心理的特徴を理解する必要があること。

社会的側面

・人間は様々な欲求や主張をもっており、互いに相手を認め合い尊重し合うために
は、自分の欲求や主張を他人との関わりにおいて調整しなければならないこと。

・人間関係のマナーやエチケットとして、時と場、年齢に応じて、相手や周囲の
人に不安感や不快感を与えない行動が必要であること。

・固定的な性役割観によって生じる性差別に気付くなど 、男女が人間として平等
の立場で、互いの人格を尊重し合って生きていくことが大切であること。

・異性との交際に関しては、適切な意思決定や行動選択の能力が必要であること
・性情報への適切な対処や行動の選択が必要であること 。
・妊娠、出産には社会的な課題を伴うことがあること。
・家族計画を踏まえ、妊娠・出産・子育てを行うことが大切であること。

 人は生物的・心理的・社会的な存在であり、児童・生徒が発達し成長する際に、生物、心理、社会性の面から考えるこ
とが大切である。身体の病気を治療したり、感染症にならないように予防接種を受けたりするなどの身体面での対応だけ
でなく、児童・生徒の心を育て、必要な時には心理面から支援し、家庭生活や学校生活、社会との関わりに応じて支援す
るなど、児童・生徒への総合的な指導が必要である。
 児童・生徒の発達段階に即して、家庭や学校、社会での性役割、固定的な性役割観の発生要因とそれによる性差別など

の学習を通して、男女共同参画社会の実現を目指すよう指導する。
情報化社会における性情報の意義や価値について考えさせ、性情報を適切に取捨選択し、自己の成長発達に役立てる能

力を身に付けることの大切さを理解できるようにする。

・性には多様性があり、互いに尊重し合うことが大切であること
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１ 学校における性教育の推進体制
学校の教育活動全体を通して性教育を実施するためには、性教育を推進するための校

内体制を確立することが必要です。さらに、組織を効果的に機能させるためには、校務
分掌に委員会等を設置し、役割分担を明確にすることが大切です。

(1) 性教育を推進するための組織の明確化
性教育を推進するための組織は、学校の規模や性に関する児童・生徒の実態等に応

じて、単独で設置したり、関連する機能を併せもつ分掌組織としたりすることなどが
考えられます。
効果的な組織運営が図られるようにするためには、校長、副校長、主幹教諭・指導

教諭、養護教諭、教育相談担当者や、関係教科・学年の担当者等で、幅広く構成する
ことが大切です。
学校、家庭、地域が連携した性教育を推進するとともに、性被害や性的搾取も含め、

性に関する問題の発生防止と解決を図るため、校内の相談体制を整備し、地域の関係機関
等の支援や協力の下、校外組織と連携を図ることも大切です。

(2) 関係校務分掌組織との連絡・調整
性教育が効果的かつ円滑に行われるよう、校長、副校長、主幹教諭・指導教諭、養

護教諭等は、関係校務分掌組織との連絡・調整を図ります。
特に、教務、生活指導、保健・安全などの校務分掌組織や、性教育に直接関わりの

深い教科等の担当教員との連携を図ることが大切です。

〈組織の構想例〉

保健所
地域医療機関
警察署

少年センター
児童相談所
地域自治会
健全育成組織

Ⅳ 学校における性教育の進め方

保護者

校長

副校長

主幹教諭
指導教諭

主任教諭

教諭等

学校運営
連絡協議会

学校保健委員会

学校医等

３ 学校における性教育の内容

生命尊重

・人間は、他の生物と違って、単に生命を維持し種族を残すというだけでなく、人
間としてどう生きるかという生命の尊さが問われること。

・人間は、生まれながらに多様であり、全ての人間が人間として尊重されなけれ
ばならないこと。

・人間は誰もが人間としての生活を送る権利や幸福になる権利をもっていること
・新しい生命が誕生することは、かけがえのない喜びであること。

生物的側面

・男女には、身体的、生理的な差異があること。
・生殖に関わる仕組みと機能に関して正しく理解すること。
・思春期になると、妊娠・出産が可能となるような成熟が始まること。
・受精、妊娠、出産とそれに伴う健康面の課題を理解すること。
・性と健康に関して、性感染症の予防などに留意すること。

心理的側面

・自己の性を肯定的に受容できるようにすること。
・身体的、精神的な発達や変化によって、不安や悩みが生じること。
・性ホルモンの分泌が活発となる思春期には、身体の内部環境が変化するため、

情緒が不安定になること。
・異性に対する関心が高まり、性衝動が発現すること。
・性に関する心理的発達やそれによる不安や悩みについて理解し、個人的適応を

図る必要があること。
・男女の心理的特徴を理解する必要があること。

社会的側面

・人間は様々な欲求や主張をもっており、互いに相手を認め合い尊重し合うために
は、自分の欲求や主張を他人との関わりにおいて調整しなければならないこと。

・人間関係のマナーやエチケットとして、時と場、年齢に応じて、相手や周囲の
人に不安感や不快感を与えない行動が必要であること。

・固定的な性役割観によって生じる性差別に気付くなど 、男女が人間として平等
の立場で、互いの人格を尊重し合って生きていくことが大切であること。

・異性との交際に関しては、適切な意思決定や行動選択の能力が必要であること
・性情報への適切な対処や行動の選択が必要であること 。
・妊娠、出産には社会的な課題を伴うことがあること。
・家族計画を踏まえ、妊娠・出産・子育てを行うことが大切であること。

 人は生物的・心理的・社会的な存在であり、児童・生徒が発達し成長する際に、生物、心理、社会性の面から考えるこ
とが大切である。身体の病気を治療したり、感染症にならないように予防接種を受けたりするなどの身体面での対応だけ
でなく、児童・生徒の心を育て、必要な時には心理面から支援し、家庭生活や学校生活、社会との関わりに応じて支援す
るなど、児童・生徒への総合的な指導が必要である。
 児童・生徒の発達段階に即して、家庭や学校、社会での性役割、固定的な性役割観の発生要因とそれによる性差別など

の学習を通して、男女共同参画社会の実現を目指すよう指導する。
情報化社会における性情報の意義や価値について考えさせ、性情報を適切に取捨選択し、自己の成長発達に役立てる能

力を身に付けることの大切さを理解できるようにする。

・性には多様性があり、互いに尊重し合うことが大切であること
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(3) 教職員の役割
学校において、性教育を適切かつ円滑に進めるためには、全教職員による共通認識

と役割分担による協力が不可欠です。学校の規模や実態等の状況を踏まえて、職や分
掌等に応じ、それぞれの役割を次のように捉え、性教育の推進を図ることが大切です。

校長・副校長

・校長・副校長は、性教育の意義や自校の課題等について十分理解し、
実施状況を把握するとともに、学校としての性教育の基本方針を明確
にし、全校体制で推進を図る。

・性教育の全体計画を定め、その内容を確認するとともに、計画に基づ
いて行われる指導内容を週ごとの指導計画等から把握し、教職員に対
して適切に指導・助言を行う。

・性教育の指導に効果的な教材・教具等を十分に把握し、適正な性教育
の推進に努める。

・家庭、地域、関係機関等との連携を図るための環境や条件等の整備を
図るなどして、校内体制を整える。

主幹教諭等
（教務主任）

・教務主任等は、性教育の推進に向けて、指導計画の立案や他の教育活
動との調整を図るとともに、性教育の具体的な指導の内容・方法につ
いて指導・助言を行うなどして、推進役を務める。

・校内の関係分掌との連絡・調整を図り、性教育の指導に必要な時間の
確保や校内研修を企画・運営するなどして、全教職員の指導力の向上
を図る。

主幹教諭等
（生活指導主任・
教育相談担当者）

・生活指導主任・教育相談担当者は、性に関する児童・生徒の意識や行
動等の状況を把握する。

・性教育を推進する上で、集団を対象とした指導や個別の指導・相談活
動等を通して、児童・生徒の望ましい意識や態度の育成に努める。

・性に関わる問題行動等については、教職員の連携による指導・支援を
適切に行う。

学年主任

・学年主任は、指導計画に基づき、児童・生徒の発達の段階を踏まえた
指導内容や適切な教材・教具等で性教育が適正かつ効果的に行われる
よう、学級担任等との連絡・調整を図る。

・学年通信や学年保護者会等を通じて、学校と家庭、保護者との相互理
解による連携・協力が適切に行われるよう努める。

保健主任

・保健主任は、学校保健計画に基づく学校保健活動を推進する中で、児
童・生徒の性に関する指導が適切に行われるよう努める。

・学校保健委員会等を通じて、家庭や関係機関等と連携を図るとともに、
性に関する情報等を教職員や家庭・地域に提供する。

養護教諭

・養護教諭は、専門性を生かして性教育の全体計画立案や教職員の研修
内容等に積極的に関わり、校内における性教育の推進を支える。

・保健室の機能を通じて得られた児童・生徒の性に関する様々な情報等
を整理し、個別の指導に生かすことができるようにする。

・健康相談において、児童・生徒の様々な性に関する意識や問題等を把
握し、その背景を分析するとともに、問題解決のための支援や関係者
との連携に努める。
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研究推進担当者
（研究主任）

・研究推進担当者（研究主任）は、研修計画の中に性教育に関する内容
を位置付ける等、研修・研究の工夫・改善に努める。

学級担任・
ホームルーム担任・
教科担任

・教科担任やホームルーム担任（学級担任）は、担当する教科や学級に
おいて、指導計画に基づき、児童・生徒の発達の段階に即した指導内
容及び教材・教具により効果的な指導を行う。

・学校における性教育の方針やねらいに基づいて、効果的な指導を展開
するように創意工夫を重ねる。

その他（外部講師）

・学校における性教育において、産婦人科医や助産師等の外部講師を招
へいして授業を実施することは、学校としての指導のねらいを踏まえ
て行うことによって効果が高まる。外部講師を依頼する場合には、事
前に十分な打合せを行う必要がある。

２ 指導計画の作成
学校において行われる性教育は、各教科・科目、道徳科、総合的な学習の時間・総合

的な探究の時間及び特別活動において行われる集団的な場面で行う指導や援助と、性に
関する健康相談等において行う個別的な指導に大別されます。主に集団の場面で必要な
指導や援助を行うガイダンスと、一人一人が抱える課題に個別に対応した指導を行うカ
ウンセリングの双方の観点から、学校の教育活動全体で共通理解を図ることが重要です。
また、学校全体で共通理解を図るためには、カリキュラム・マネジメントの視点に立っ
た教科等横断的な性教育の全体計画や年間指導計画を作成することが必要です。

（全体計画の例）

学校の教育目標・基本方針

性教育の目標

評価

週ごとの指導計画

年間指導計画

各学年の基本方針

実施（各教科、道徳、総合的な学習の時間、特別活動等）

目指す児童・生徒像

学習指導要領
東京都人権施策推進指針
東京都教育委員会教育目標

など

児童・生徒の実態
保護者の期待・要望

地域・社会の期待・理解
など

(3) 教職員の役割
学校において、性教育を適切かつ円滑に進めるためには、全教職員による共通認識

と役割分担による協力が不可欠です。学校の規模や実態等の状況を踏まえて、職や分
掌等に応じ、それぞれの役割を次のように捉え、性教育の推進を図ることが大切です。

校長・副校長

・校長・副校長は、性教育の意義や自校の課題等について十分理解し、
実施状況を把握するとともに、学校としての性教育の基本方針を明確
にし、全校体制で推進を図る。

・性教育の全体計画を定め、その内容を確認するとともに、計画に基づ
いて行われる指導内容を週ごとの指導計画等から把握し、教職員に対
して適切に指導・助言を行う。

・性教育の指導に効果的な教材・教具等を十分に把握し、適正な性教育
の推進に努める。

・家庭、地域、関係機関等との連携を図るための環境や条件等の整備を
図るなどして、校内体制を整える。

主幹教諭等
（教務主任）

・教務主任等は、性教育の推進に向けて、指導計画の立案や他の教育活
動との調整を図るとともに、性教育の具体的な指導の内容・方法につ
いて指導・助言を行うなどして、推進役を務める。

・校内の関係分掌との連絡・調整を図り、性教育の指導に必要な時間の
確保や校内研修を企画・運営するなどして、全教職員の指導力の向上
を図る。

主幹教諭等
（生活指導主任・
教育相談担当者）

・生活指導主任・教育相談担当者は、性に関する児童・生徒の意識や行
動等の状況を把握する。

・性教育を推進する上で、集団を対象とした指導や個別の指導・相談活
動等を通して、児童・生徒の望ましい意識や態度の育成に努める。

・性に関わる問題行動等については、教職員の連携による指導・支援を
適切に行う。

学年主任

・学年主任は、指導計画に基づき、児童・生徒の発達の段階を踏まえた
指導内容や適切な教材・教具等で性教育が適正かつ効果的に行われる
よう、学級担任等との連絡・調整を図る。

・学年通信や学年保護者会等を通じて、学校と家庭、保護者との相互理
解による連携・協力が適切に行われるよう努める。

保健主任

・保健主任は、学校保健計画に基づく学校保健活動を推進する中で、児
童・生徒の性に関する指導が適切に行われるよう努める。

・学校保健委員会等を通じて、家庭や関係機関等と連携を図るとともに、
性に関する情報等を教職員や家庭・地域に提供する。

養護教諭

・養護教諭は、専門性を生かして性教育の全体計画立案や教職員の研修
内容等に積極的に関わり、校内における性教育の推進を支える。

・保健室の機能を通じて得られた児童・生徒の性に関する様々な情報等
を整理し、個別の指導に生かすことができるようにする。

・健康相談において、児童・生徒の様々な性に関する意識や問題等を把
握し、その背景を分析するとともに、問題解決のための支援や関係者
との連携に努める。
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指導計画の作成・実施に当たっては、児童・生徒や学校の実態に応じて、以下の点を
考慮し、具体的な取組を位置付けることが大切です。

具体例

性教育の計画作成と
実施状況の管理

性教育の全体計画、年間指導計画を作成するため、児童・生徒の発育・
発達や、性に関する意識や行動の実態把握
指導計画の作成と教育課程への位置付け
実施状況の進行管理
性教育実施後の評価及び指導計画の修正・改善

教職員の研究や研修の
ための計画立案と実施

人間の性への理解を深めることを目的とする研究や研修の立案と実施
効果的な指導方法の追究を目的とする研究や研修の立案と実施
教職員の共通認識を深めることを目的とする研修の立案と実施
専門的な講師を招へいするなどの性教育の校内研修の立案と実施

指導のための環境・
条件の整備

性教育に必要な資料、教材・教具等の収集・整備
教職員の理解や指導に役立つ実践事例の収集
児童・生徒の学習に役立つ資料や情報等の収集・整備

家庭・地域・関係機関と
の連携

学校で把握した児童・生徒の性に関する意識や状況等の情報共有
学校の性教育の目的や目標、指導に当たっての方針や内容等の理解と
協力
家庭や保護者からの意見や要望などの受止め
ＰＴＡが主催する性教育に関する研修等への支援
各種の性情報や地域の性に関わる環境の課題に対する話合い

・

・
・
・

・
・
・
・

・
・
・

・
・

・
・
・
・地域の自治組織や青少年の健全育成等に関わる各種の団体・組織、保
健・医療機関、社会教育施設等との連携

〈心身の健康の保持増進に関する教育のイメージ〉

（幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善及び必要な方策等について（答申）
平成28年　中央教育審議会）
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相談活動の運営と
協力

・性に関する相談体制は、関係教職員との連携を密にして教育相談室や
保健室の機能を有効に活用
・全教職員が健康相談を適切に行うことができるよう、研修や資料提供
等を実施
・児童・生徒が相談しやすい雰囲気づくり
〈相談内容の例〉
・性に関する知識や情報
・男女の人間関係
・性に関する問題行動、逸脱行動
・性に関わる被害状況・加害行為
・性に関する不安、悩みや葛藤

資料等の作成と
情報提供

・児童・生徒の実態把握のために役立つ調査や分析の方法、性教育の適
切な実施に資する資料や情報等について、必要に応じて提供

教材・教具の選定・
開発・保管等

・指導に用いる教材・教具については、学習指導要領を踏まえ、児童・
生徒の発達の段階に即し、効果的な学習に役立つものを整備

・全教職員が使用しやすいように、保管場所を整備し、整理
・教職員の指導用図書等は、児童・生徒が閲覧することのないよう十分
に配慮し、適切に保管

３ 家庭・地域社会との連携
学校における性教育を実施するに当たっては、家庭・地域との連携を推進し、保護者

や地域の理解を得ることが大切です。
学校公開日等で授業を公開したり、学年だより等で情報の提供をしたりするなどして、

性教育のねらいや学習内容を周知し、保護者や地域の理解を得た上で実施します。
＜家庭との連携＞
●各種の便り等による情報提供・啓発活動
●保護者の意識調査の実施
●文化祭等の行事での取組
●授業参観の実施
●保護者会、学級懇談会等における性の問題の提示
●保護者向け講演会の実施
●学校保健委員会での取組の充実

＜地域社会との連携＞
●ＰＴＡ主催による地域住民を対象とした家庭教育学級の開催
●地域のコミュニティセンターと連携した事業への協力
●青少年対策委員会等と連携した性に関する地域情報の収集
●地域医療機関や保健所等との連携
●学校運営連絡協議会での連携
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4 性教育を進める上での留意点
(1) 特別な配慮を必要とする児童・生徒への指導

特別な配慮を要する児童・生徒への指導について、学習指導要領には以下のように
示されています。中学校、高等学校の学習指導要領においても、同様の内容が示され
ています。

【小学校学習指導要領（平成 29 年３月 第１章 総則 第４の２ 特別な配慮を必要とす
る児童への指導】

障害のある児童などへの指導

ア 障害のある児童などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、個々の児童

の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。

イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するものとす

る。

ｱ 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特別支援学校小学部・中学

部学習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。

ｲ 児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標

や内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各

教科に替えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。

ウ 障害のある児童に対して、通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合には、特

別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動の内容を参考とし、具体的な目

標や内容を定め、指導を行うものとする。その際、効果的な指導が行われるよう、各教科等と

通級による指導との関連を図るなど、教師間の連携に努めるものとする。

エ 障害のある児童などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関

係機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために、個別の教育支援計

画を作成し活用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児童の実態を

的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に、特別支援学

級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については、個々の児童の実態を的確に把握

し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとする。

海外から帰国した児童などの学校生活への適応や、日本語の習得に困難のある児童に対する日

本語指導

ア 海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生

活経験を生かすなどの適切な指導を行うものとする。

イ 日本語の習得に困難のある児童については、個々の児童の実態に応じた指導内容や指導方法

の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に、通級による日本語指導については、教師

間の連携に努め、指導についての計画を個別に作成することなどにより、効果的な指導に努め

るものとする。

不登校児童への配慮

ア 不登校児童については、保護者や関係機関と連携を図り、心理や福祉の専門家の助言又は援

助を得ながら、社会的自立を目指す観点から、個々の児童の実態に応じた情報の提供その他の

必要な支援を行うものとする。

イ 相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、文部科学大臣

が認める特別の教育課程を編成する場合には、児童の実態に配慮した教育課程を編成するとと

もに、個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。
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特別な配慮を要する児童・生徒への指導について、学習指導要領には以下のように
示されています。中学校、高等学校の学習指導要領においても、同様の内容が示され
ています。

【小学校学習指導要領（平成 29 年３月 第１章 総則 第４の２ 特別な配慮を必要とす
る児童への指導】

障害のある児童などへの指導

ア 障害のある児童などについては、特別支援学校等の助言又は援助を活用しつつ、個々の児童

の障害の状態等に応じた指導内容や指導方法の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。

イ 特別支援学級において実施する特別の教育課程については、次のとおり編成するものとす

る。

ｱ 障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るため、特別支援学校小学部・中学

部学習指導要領第７章に示す自立活動を取り入れること。

ｲ 児童の障害の程度や学級の実態等を考慮の上、各教科の目標や内容を下学年の教科の目標

や内容に替えたり、各教科を、知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校の各

教科に替えたりするなどして、実態に応じた教育課程を編成すること。

ウ 障害のある児童に対して、通級による指導を行い、特別の教育課程を編成する場合には、特

別支援学校小学部・中学部学習指導要領第７章に示す自立活動の内容を参考とし、具体的な目

標や内容を定め、指導を行うものとする。その際、効果的な指導が行われるよう、各教科等と

通級による指導との関連を図るなど、教師間の連携に努めるものとする。

エ 障害のある児童などについては、家庭、地域及び医療や福祉、保健、労働等の業務を行う関

係機関との連携を図り、長期的な視点で児童への教育的支援を行うために、個別の教育支援計

画を作成し活用することに努めるとともに、各教科等の指導に当たって、個々の児童の実態を

的確に把握し、個別の指導計画を作成し活用することに努めるものとする。特に、特別支援学

級に在籍する児童や通級による指導を受ける児童については、個々の児童の実態を的確に把握

し、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用するものとする。

海外から帰国した児童などの学校生活への適応や、日本語の習得に困難のある児童に対する日

本語指導

ア 海外から帰国した児童などについては、学校生活への適応を図るとともに、外国における生

活経験を生かすなどの適切な指導を行うものとする。

イ 日本語の習得に困難のある児童については、個々の児童の実態に応じた指導内容や指導方法

の工夫を組織的かつ計画的に行うものとする。特に、通級による日本語指導については、教師

間の連携に努め、指導についての計画を個別に作成することなどにより、効果的な指導に努め

るものとする。

不登校児童への配慮

ア 不登校児童については、保護者や関係機関と連携を図り、心理や福祉の専門家の助言又は援

助を得ながら、社会的自立を目指す観点から、個々の児童の実態に応じた情報の提供その他の

必要な支援を行うものとする。

イ 相当の期間小学校を欠席し引き続き欠席すると認められる児童を対象として、文部科学大臣

が認める特別の教育課程を編成する場合には、児童の実態に配慮した教育課程を編成するとと

もに、個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体制の工夫改善に努めるものとする。
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中学校では、これらに加えて以下に該当する生徒についても配慮が必要です。
【中学校学習指導要領（平成 29 年３月） 第１章 総則 第４の２ 特別な配慮を必要と

する生徒への指導】

 (2) 指導に当たっての留意点
●性教育に関して使用する用語は、必ずしもその意味が共通認識されないままに使用さ

れるという状況があります。特に新たな表記や外来語などについては、その意味を確
かめる必要があります。なお、児童・生徒の状況に応じ、表現方法に配慮して指導します。

●児童・生徒の身体的・精神的発達や性的成熟には個人差があり、性に関する情報に
ついてもその質や量の入手に差異があるため、これらの個人差等に十分配慮する必

性的指向・性自認や宗教等に配慮し、児童・生徒や保護者の理解を得ながら支援を
進めることが重要です。

●

●

性教育においては、教職員と児童・生徒及び保護者との信頼関係は不可欠であり、
その確立に努める必要があります。

(3) 学習指導要領に示されていない内容を含む指導
●在籍する児童・生徒の状況から校長が判断し、学習指導要領に示されていない内容

を指導する必要がある場合には、事前に学習指導案を保護者全員に説明し、保護者
の理解・了解を得た児童・生徒を対象に個別指導（グループなど同時指導も可）を

(4)  性教育において使用する教材・教具についての考え方
●東京都教育委員会は、学校において使用する補助教材等について、「東京都立学校の

管理運営に関する規則」により、以下のように定めています。

学齢を経過した者への配慮

ア 夜間その他の特別の時間に授業を行う課程において学齢を経過した者を対象として特別の

教育課程を編成する場合には、学齢を経過した者の年齢、経験又は勤労状況その他の実情を

踏まえ、中学校教育の目的及び目標並びに第２章以下に示す各教科等の目標に照らして、中

学校教育を通じて育成を目指す資質・能力を身に付けることができるようにするものとする。

イ 学齢を経過した者を教育する場合には、個別学習やグループ別学習など指導方法や指導体

制の工夫改善に努めるものとする。

(5) 性の指導に関する連絡・相談先
●東京都教育相談センター

児童・生徒からの相談…教育相談一般 0120 53 8288（24 時間 365 日受付）
教職員等からの相談…児童・生徒の理解や対応等に関する相談 03 3360 4160

●警視庁ヤング・テレフォン・コーナー…未成年の非行防止や健全育成にかかわる相談
03 3580 4970（24 時間 365 日受付）

●東京都こたエール…ネット・ケータイのトラブル相談
0120 1 78302（月～土曜日 午後３時から午後９時まで　※祝日は除く）

●東京都 妊娠相談ほっとライン…妊娠や出産の悩みに関する相談
03－5339－1133（月～日曜日 午前10時から午後10時まで　※元日はお休み）

要があります。児童・生徒が自らの課題を解決しようとする学習にあっては、発達
の段階に即した適切な情報を提供します。

 （教材の選定） 
第１８条 
  学校は教材を使用する場合、第１４条により編成する教育課程に準拠しかつ、次の各号

の要件を具えるものを選定するものとする。 
 １ 内容が正確中正であること。 
 ２ 学習の進度に即応していること。 
 ３ 表現が正確適切であること。 

実施することなどが考えられます。
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～ 時間

～ 時間

～ 時間

時間以上

無回答

～ 時間

～ 時間

～ 時間

時間以上

無回答

～ 時間

～ 時間

～ 時間

時間以上

無回答

●調査対象：都内全公立中学校等（624校） ●回答者：校長
●実施時期：平成 30年８月３日から同月23日まで

１ 平成 30年度 性教育の教育課程上の位置付け（各学年・各教科等の年間授業時数）

○年間授業時数

２ 性教育に関する状況（管理職の意識調査）

（１）生徒は、性に関する正しい知識を身に付けている。

（２）生徒は、性に関する情報に対して適切に判断して行動している。

（３）学習指導要領に示されていない内容を指導することも必要だと思う。

（４）教員は、専門的知識に基づいて性教育を行うことができている。

（５）教員は、性教育について自信をもって指導している。

（６）保護者は、家庭において子供に対して性に関する指導を行っている。

（７）保護者会等で保護者に対して、性に関する子供の現状や社会状況等の情報提供を行っている。

（８）性に関する授業は、医師等の外部講師を活用することが効果的である。

（９）性教育を行う際に、都教育委員会等から医師等の外部講師を派遣してほしい。

（ ）都教育委員会等から、性に関する指導資料等を配布してほしい。

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない そう思わない

Ⅴ 性教育（中学校）の実施状況調査結果

第１学年 第２学年

第３学年
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…

３ 避妊法や人工妊娠中絶等、中学校学習指導要領に示されていない内容の授業での指導

○指導している主な内容（自由記述から） ○教育課程上の位置付け（複数回答）

○生徒や保護者への事前の周知
＜生徒に対して＞ ＜保護者に対して＞

○授業で指導している理由 （自由記述  抜粋）

・情報化社会の進展により、様々な情報が氾濫している状況で、情報を選択するための正しい知識を身

に付けさせることが必要なため。

・性感染症を教える中で、知っておいた方がよいため。

・命の大切さを知り、望まない妊娠をさせないため。 など

４ 平成 30年度 性教育に関する外部講師の活用状況

○外部講師の指導形態（複数回答） ○外部講師の職業（複数回答）

望まない妊娠

性交

コンドームの利用

人工妊娠中絶

避妊法
保健体育

特別活動

総合的な学習

無回答

助産師
保健師

外部医師
大学教員

※本調査結果のパーセント表示は小数第一位で四捨五入
　しているため、合計が100%にならない場合がある。

学校医
看護師

その他の職業

学年単位

学級単位

学校全体

グループ

している

（ 校）

していない

（ 校） している

（ 校）

していない

（ 校）

27校

11 校

５校

３校

２校

10％（６校）

２％（１校）

17％（10校）

71％（41 校）

71％（111 校）

14％（22校）

10％（16校）

5％（8校）

36％（63校）
17％（30校）

10％（17校）
6％（11 校）

2％（3校）
2％（3校）

27％（46校）

９％（55校）

総合的な学習の時間

実施している

指導してない ９1％（569校）

指導している（する予定である）

実施していない 77%（480校）23%（144校）

～ 時間

～ 時間

～ 時間

時間以上

無回答

～ 時間

～ 時間

～ 時間

時間以上

無回答

～ 時間

～ 時間

～ 時間

時間以上

無回答

●調査対象：都内全公立中学校等（624校） ●回答者：校長
●実施時期：平成 30年８月３日から同月23日まで

１ 平成 30年度 性教育の教育課程上の位置付け（各学年・各教科等の年間授業時数）

○年間授業時数

２ 性教育に関する状況（管理職の意識調査）

（１）生徒は、性に関する正しい知識を身に付けている。

（２）生徒は、性に関する情報に対して適切に判断して行動している。

（３）学習指導要領に示されていない内容を指導することも必要だと思う。

（４）教員は、専門的知識に基づいて性教育を行うことができている。

（５）教員は、性教育について自信をもって指導している。

（６）保護者は、家庭において子供に対して性に関する指導を行っている。

（７）保護者会等で保護者に対して、性に関する子供の現状や社会状況等の情報提供を行っている。

（８）性に関する授業は、医師等の外部講師を活用することが効果的である。

（９）性教育を行う際に、都教育委員会等から医師等の外部講師を派遣してほしい。

（ ）都教育委員会等から、性に関する指導資料等を配布してほしい。

とてもそう思う そう思う あまりそう思わない そう思わない

Ⅴ 性教育（中学校）の実施状況調査結果

第１学年 第２学年

第３学年
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平成 30年８月に性教育（中学校）実施状況調査を実施し、「２ 性教育に関する状況
（管理職の意識調査）」において、「性に関する授業は、医師等の外部講師を活用すること
が効果的である」と回答した校長が 89％、「性教育を行う際に、都教育委員会から医師等
の外部講師を派遣してほしい」と回答した校長は 79％でした。
この調査結果から、産婦人科医等（外部講師）によるモデル授業を実施し、その効果を

検証することとしました。本手引には、実施に向けた手順例、実施に向けた留意点、保護
者会等で配布する通知例、学習指導案、授業後に行った生徒対象のアンケート結果を掲載
しています。

１ 実施に向けた手順例
(1) 前年度
・医師会等へ講師の派遣を依頼する。

(2) 実施３か月前
・外部講師と授業内容について打合せを行う。
・ＰＴＡ役員等へ周知する。

(3) 実施１か月前
・学習指導要領に示されていない内容を含む授業を実施する場合には、保護者会等
で通知文等を配布し、学習指導案を保護者全員に説明して、理解・了解を得る。

※次ページ以降に配布例を掲載
(4) 授業後
・生徒、参観した保護者、教員へのアンケートを実施する。
・個別指導が必要な生徒に対して、養護教諭等と連携してカウンセリングを実施す
る。

２ 実施に向けた留意点
・ 全校又は学年単位で実施するかなどについて、学校の実情に応じて検討する。
・ 授業形態として、授業担当教員や養護教諭等とのティーム・ティーチングが望

ましい。
・ 公開授業として位置付け、保護者等の参観を募る。

Ⅵ 産婦人科医等(外部講師)による授業の実施
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３ 保護者会等で配布する通知例

○○年○月○日
第○学年保護者の皆様

○○立○○中学校
 校長 ○○ ○○

性教育の実施について

  ○○の候、保護者の皆様には、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、本校生徒の実態や社会的背景等を踏まえ、下記のとおり、産婦人科医を講師と

　本授業は、教科「保健体育（保健分野）」において、本来高等学校で取り扱う内容で
ある「避妊法」「人工妊娠中絶」を取り上げ、発展的な学習として実施します。
つきましては、保護者の皆様には、本授業の趣旨及び学習内容・方法について御理解

いただくとともに、お子様の本授業への参加について御協力いただきますようお願いし
ます。

記

１ 日 時 ○○年○月○日（○）第○校時（○時○分から○時○分まで）

２ 会 場   ○○○○

３ 担当教員等 ○○○○、外部講師○○○○

４ 授業内容 エイズ及び性感染症の予防

５ そ の 他 ・学習内容（別紙①）を御確認の上、御不安なことなどがある場合は、
別紙②の授業を受けることも可能となっております。

・分からないことや心配なことなどがありましたら、校長又は保健体育
科教員まで御相談ください。

・当日は、授業公開となっています。御参観いただき、お気付きのこと
や感想をお伝えいただけると幸いです。

〔連絡先〕○○○○中学校
（電話）○○ ○○○○ ○○○○

した授業を実施することとしました。

平成 30年８月に性教育（中学校）実施状況調査を実施し、「２ 性教育に関する状況
（管理職の意識調査）」において、「性に関する授業は、医師等の外部講師を活用すること
が効果的である」と回答した校長が 89％、「性教育を行う際に、都教育委員会から医師等
の外部講師を派遣してほしい」と回答した校長は 79％でした。
この調査結果から、産婦人科医等（外部講師）によるモデル授業を実施し、その効果を

検証することとしました。本手引には、実施に向けた手順例、実施に向けた留意点、保護
者会等で配布する通知例、学習指導案、授業後に行った生徒対象のアンケート結果を掲載
しています。

１ 実施に向けた手順例
(1) 前年度
・医師会等へ講師の派遣を依頼する。

(2) 実施３か月前
・外部講師と授業内容について打合せを行う。
・ＰＴＡ役員等へ周知する。

(3) 実施１か月前
・学習指導要領に示されていない内容を含む授業を実施する場合には、保護者会等
で通知文等を配布し、学習指導案を保護者全員に説明して、理解・了解を得る。

※次ページ以降に配布例を掲載
(4) 授業後
・生徒、参観した保護者、教員へのアンケートを実施する。
・個別指導が必要な生徒に対して、養護教諭等と連携してカウンセリングを実施す
る。

２ 実施に向けた留意点
・ 全校又は学年単位で実施するかなどについて、学校の実情に応じて検討する。
・ 授業形態として、授業担当教員や養護教諭等とのティーム・ティーチングが望

ましい。
・ 公開授業として位置付け、保護者等の参観を募る。

Ⅵ 産婦人科医等(外部講師)による授業の実施
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別紙①
ア 学習指導要領に示されていない内容を含む授業の流れ（例）
・本時の目標
人間尊重の精神に基づき、自分や相手、命を大切にするための行動を考える。

・本時の展開

学習活動 ○指導上の留意点・配慮事項

導
入
７
分

１ 本時のねらいを知る。（Ｔ１） ○自分たちが今ここにいるのはなぜか、命の大切さ
を考えさせる。

○人間の尊厳について理解させ、自分の生き方を確
認させる。

○生徒一人一人が命の大切さや自己がかけがえの
ない存在であると同時に、他人もかけがえのない
存在であることを確認する。

展

開

35

分

２ 思春期の体の変化について理解する。
（Ｔ２）

３ 性的関心の高まりと異性の尊重や家
族計画について理解する。（Ｔ２）

○思春期には、性腺刺激ホルモンの働きにより、生
殖機能が発達することから、射精や月経が見ら
れ、妊娠が可能となることを理解させる。

○避妊法としてコンドーム、ピルに触れ、ピルは女
性の体調管理のためにも使用することに触れる。

○母体保護法や、人工妊娠中絶による心と体への影
響について理解させる。

○避妊は、女性や子供の健康を守ることにもつなが
ることを理解させる。

○性情報への対処など、適切な態度や行動選択が必
要となることを理解させる。

ま
と
め
８
分

４ 人間としての生き方を考えさせ、全て
の人間が人間として尊重されなければ
ならないことを知る。（Ｔ１）

○困ったときには、迷わず近くの大人に相談するよ
うに伝える。

○家族計画を踏まえた今後の人生設計について話
し合わせ、発表させる。

○全ての人間が人間として尊重されなければなら
ないことを考え、互いの人権を尊重し合うととも
に「思いやりの心」と「かけがえのない命」を大
切にすることを実感できるようにする。

○人間としての生き方を考えさせ、命の大切さにつ
いて理解させる。

（授業者…Ｔ１：保健体育科教員等、Ｔ２：産婦人科医等）
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別紙②
イ 学習指導要領に基づく授業の流れ（例）
・本時の目標
人間尊重の精神に基づき、自分や相手、命を大切にするための行動を考える。

・本時の展開

学習活動 ○指導上の留意点・配慮事項

導
入
７
分

１ 本時のねらいを知る。 ○自分たちが今ここにいるのはなぜか、命の大切さ
を考えさせる。

○人間の尊厳について理解させ、自分の生き方を確
認させる。

○生徒一人一人が命の大切さや自己がかけがえの
ない存在であると同時に、他人もかけがえのない
存在であることを確認する。

展

開

35

分

２ 思春期の体の変化について理解する。

３ 性的関心の高まりと異性の尊重につ
いて考え、発表し合う。

○男女の生殖機能の発達について、整理させる。
○思春期には、性腺刺激ホルモンの働きにより、生
殖機能が発達することから、射精や月経が見ら
れ、妊娠が可能となることを理解させる。

○思春期には、身体的な成熟に伴う性的な発達に対
応して性衝動が生じたり、異性への関心などが高
まったりすることを理解させる。

○異性の尊重、性情報への対処など性に関する適切
な態度や行動の選択が必要となることを理解さ
せ、適切な行動の選択について話し合わせ、発
表させる。

ま
と
め
８
分

４ 人間としての生き方を考えさせ、全て
の人間が人間として尊重されなければ
ならないことを知る。

○困ったときには、迷わず近くの大人に相談するよ
うに伝える。

○全ての人間が人間として尊重されなければなら
ないことを考え、互いの人権を尊重し合うととも
に「思いやりの心」と「かけがえのない命」を大
切にすることを実感できるようにする。

○人間としての生き方を考えさせ、命の大切さにつ
いて理解させる。

（授業者…Ｔ１：保健体育科教員等）

別紙①
ア 学習指導要領に示されていない内容を含む授業の流れ（例）
・本時の目標
人間尊重の精神に基づき、自分や相手、命を大切にするための行動を考える。

・本時の展開

学習活動 ○指導上の留意点・配慮事項

導
入
７
分

１ 本時のねらいを知る。（Ｔ１） ○自分たちが今ここにいるのはなぜか、命の大切さ
を考えさせる。

○人間の尊厳について理解させ、自分の生き方を確
認させる。

○生徒一人一人が命の大切さや自己がかけがえの
ない存在であると同時に、他人もかけがえのない
存在であることを確認する。

展

開

35

分

２ 思春期の体の変化について理解する。
（Ｔ２）

３ 性的関心の高まりと異性の尊重や家
族計画について理解する。（Ｔ２）

○思春期には、性腺刺激ホルモンの働きにより、生
殖機能が発達することから、射精や月経が見ら
れ、妊娠が可能となることを理解させる。

○避妊法としてコンドーム、ピルに触れ、ピルは女
性の体調管理のためにも使用することに触れる。

○母体保護法や、人工妊娠中絶による心と体への影
響について理解させる。

○避妊は、女性や子供の健康を守ることにもつなが
ることを理解させる。

○性情報への対処など、適切な態度や行動選択が必
要となることを理解させる。

ま
と
め
８
分

４ 人間としての生き方を考えさせ、全て
の人間が人間として尊重されなければ
ならないことを知る。（Ｔ１）

○困ったときには、迷わず近くの大人に相談するよ
うに伝える。

○家族計画を踏まえた今後の人生設計について話
し合わせ、発表させる。

○全ての人間が人間として尊重されなければなら
ないことを考え、互いの人権を尊重し合うととも
に「思いやりの心」と「かけがえのない命」を大
切にすることを実感できるようにする。

○人間としての生き方を考えさせ、命の大切さにつ
いて理解させる。

（授業者…Ｔ１：保健体育科教員等、Ｔ２：産婦人科医等）
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４ 授業後の生徒・保護者アンケート結果
(1) 授業後の生徒アンケート結果
ア 調査対象：中学生 639名
イ 実施時期：平成 30年 11月 10日から平成31年１月30日まで

④本日の授業の内容は、今後役に立つと思いますか。
（複数回答）

①本日の授業の内容は、分かりやすかったですか。 ②専門家による説明は、効果的でしたか。

③今後も、医師等の専門家による授業を受けたい
ですか。

人

％

人

％

人

％

人

％

人

％

①人間の尊厳

②自分の生き方

③命の大切さ

④自分や他人はかけがえの

ない存在であること

⑤その他

⑤本日の授業の目的は次の４つです。この中で
理解したことについて○を付けてください。

（複数回答）

・責任
・危険性 等

人

人

％
人

％
人

％
人

％
人

％

①知らなかった内容を教えてもらった

②疑問に思っていたことが分かった

③知っている内容を確認できた

④ほとんど知っている内容だった

⑤間違って理解していたことを、正しく理解することができた

⑥その他

①知らなかった内容を教
えてもらった。

②疑問に思っていたこと
が分かった。

③知っている内容を確認
できた。

④ほとんど知っている内
容だった。

⑤間違って理解していた
ことを、 正しく理解す
ることができた。

⑥その他

⑥本日の学習内容について、どのように考えまし
たか。（複数回答）

・危険性の理解
・性の尊厳 等
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(2) 授業後の保護者アンケート結果
ア 調査対象：保護者 27名
イ 実施時期：平成 30年 11月 10日から平成31年１月30日まで

人

人

人

人

人

①先生

②友達

③保護者

④相談しようとは思わない。

⑤その他

・医師 専門家 等

（複数回答）

⑧授業後の生徒の感想（自由記述・抜粋）
・内容がとても分かりやすく、間違って理解していたことを正しく理解できた。
・ニュースなどで性に対しての事件など多く見てきたので、今回の授業を通して正しい知識を身に付
けることができた。

・日常生活の中で命を大切にしていることを教えていただき共感することできた。
・今後、性と関わっていく中で、深く考えさせられる内容だった。命の重さ、産まれることの奇跡を
実感した。

・命の重さ、尊さを皆が理解し、性に関する生き方に真剣に向き合うべきだと感じた。
・だいたい分かっていると思っていたけど、全然知らないことばかりだった。
・性について恥ずかしいという気持ちはなくなった。 等

○授業後の保護者の感想（自由記述・抜粋）
・家庭では、あまり性について話すことがないため、今回の授業を話題にして少しでも話しをしたい。
・妊娠することの重み、命の尊さが良く伝わってきた。
・中学生のうちに授業で習うことはとても大切だと思う。
・軽はずみな行為を慎む一方で、適切に行動できる方法を知っておくことは大事だと思う。 等

※本調査結果のパーセント表示は小数第一位で四捨五入
　しているため、合計が100%にならない場合がある。

４ 授業後の生徒・保護者アンケート結果
(1) 授業後の生徒アンケート結果
ア 調査対象：中学生 639名
イ 実施時期：平成 30年 11月 10日から平成31年１月30日まで

④本日の授業の内容は、今後役に立つと思いますか。
（複数回答）

①本日の授業の内容は、分かりやすかったですか。 ②専門家による説明は、効果的でしたか。

③今後も、医師等の専門家による授業を受けたい
ですか。

人

％

人

％

人

％

人

％

人

％

①人間の尊厳

②自分の生き方

③命の大切さ

④自分や他人はかけがえの

ない存在であること

⑤その他

⑤本日の授業の目的は次の４つです。この中で
理解したことについて○を付けてください。

（複数回答）

・責任
・危険性 等

人

人

％
人

％
人

％
人

％
人

％

①知らなかった内容を教えてもらった

②疑問に思っていたことが分かった

③知っている内容を確認できた

④ほとんど知っている内容だった

⑤間違って理解していたことを、正しく理解することができた

⑥その他

①知らなかった内容を教
えてもらった。

②疑問に思っていたこと
が分かった。

③知っている内容を確認
できた。

④ほとんど知っている内
容だった。

⑤間違って理解していた
ことを、 正しく理解す
ることができた。

⑥その他

⑥本日の学習内容について、どのように考えまし
たか。（複数回答）

・危険性の理解
・性の尊厳 等
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１ 「生命尊重」の指導
(1) 学習指導要領の位置付け

学校における性教育は、児童・生徒の人格の完成を目指す人間教育の一環であり、豊
かな人間形成を目的に、生命の尊重、人格の尊重、人権の尊重などの根底を貫く精神で
ある人間尊重の精神に基づいて行うことが重要です。
学習指導要領では、例えば、小・中学校の道徳科において、「生命尊重」に関する指導

の要点が示されています。また、高等学校の公民「倫理」においても、「人間尊重の精神」
が目標で位置付けられています。性教育は、各教科等の関連を図りながら、発達の段階
に応じて、生命尊重の視点で授業を実施することが大切です。

【小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（平成 29年７月）抜粋】

Ⅶ 参考資料

Ｄ 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること

生命の尊さ

指導の要点

■ 第１学年及び第２学年

この段階においては、生命の尊さを知的に理解するというより、日々の生活経験の中で生きて

いることのすばらしさを感じ取ることが中心になる。例えば、「体にはぬくもりがあり、心臓の鼓

動が規則的に続いている」「夜はぐっすり眠り、朝は元気に起きられる」「おいしく朝食が食べら

れる」「学校に来てみんなと楽しく学習や生活ができる」などが考えられる。

指導に当たっては、これらの当たり前のことで見過ごしがちな「生きている証」を実感させた

い。また、自分の誕生を心待ちにしていた家族の思いや、自分の生命に対して愛情をもって育ん

できた家族の思いに気付くなど、自分の生命そのもののかけがえのなさに気付けるようにするこ

とが大切である。そのことを喜び、すばらしいことと感じることによって、生命の大切さを自覚

できるようにすることが求められる。

■ 第３学年及び４学年

この段階においては、現実性をもって死を理解できるようになる。そのため、特にこの時期に

生命の尊さを感得できるように指導することが必要である。例えば、病気やけがをしたときの様

子等から、一つしかない生命の尊さを知ったり、今ある自分の生命は、遠い先代から受け継がれ

てきたものであるという不思議さや雄大さに気付いたりする視点も考えられる。

指導に当たっては、生命は唯一無二であることや、自分一人のものではなく多くの人々の支え

によって守り、育まれている尊いものであることについて考えたり、与えられた生命を一生懸命

に生きることのすばらしさについて考えたりすることが大切である。あわせて、自分と同様に生

命あるもの全てを尊いものとして大切にしようとする心情や態度を育てることが求められる。

〔第１学年及び第２学年〕

生きることのすばらしさを知り、生命を大切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕

生命の尊さを知り、生命あるものを大切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであることを理解し、生命を尊

重すること。
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【中学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（平成 29年７月）抜粋】

【高等学校学習指導要領 公民 倫理（平成 30年３月）抜粋】

■ 第５学年及び６学年

この段階においては、個々の生命が互いを尊重し、つながりの中にあるすばらしさを考え、生

命のかけがえのなさについて理解を深めるとともに、生死や生き方に関わる生命の尊厳など、生

命に対する畏敬の念を育てることが大切である。また、様々な人々の精神的なつながりや支え合

いの中で一人一人の生命が育まれ存在すること、生命が宿る神秘、祖先から祖父母、父母、そし

て自分、さらに、自分から子供、孫へと受け継がれていく生命のつながりをより深く理解できる

ようになる。

指導に当たっては、家族や仲間とのつながりの中で共に生きることのすばらしさ、生命の誕生

から死に至るまでの過程、人間の誕生の喜びや死の重さ、限りある生命を懸命に生きることの尊

さ、生きることの意義を追い求める高尚さ、生命を救い守り抜こうとする人間の姿の尊さなど、

様々な側面から生命のかけがえのなさを自覚し生命を尊重する心情や態度を育むことができるよ

うにすることが求められる。

Ｄ 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること

生命の尊さ

■ 指導の要点

中学校の段階では、入学して間もない時期には、小学校段階からの生命のかけがえのなさにつ

いての理解を一層深めるとともに、人間の生命の有限性だけでなく連続性を考えることができる

ようになっている。学年が上がるにつれて、生命について、連続性や有限性だけでなく、自分が

今ここにいることの不思議（偶然性）、社会的関係性や自然界における他の生命との関係性などの

側面からより多面的・多角的に捉え、考えさせ、生命の尊さを理解できるようになり、かけがえ

のない生命を尊重することについてより深く学ぶことができるようになる。

指導に当たっては、まず、人間の生命のみならず身近な動植物をはじめ生きとし生けるものの

生命の尊さに気付かせ、生命あるものは互いに支え合って生き、生かされていることに感謝の念

をもつよう指導することが重要な課題となる。例えば、それぞれの生命体が唯一無二の存在であ

ること、しかもそれらは全て生きているということにおいて共通であるということ、自分が今こ

こにいることの不思議（偶然性）、生命にいつか終わりがあること、その消滅は不可逆的で取り返

しがつかないこと（有限性）、生命はずっとつながっているとともに関わりあっていること（連続

性）、生命体の組織や生命維持の仕組みの不思議などを手掛かりに改めて考えさせることができ

る。そうした学習を通して、自らの生命の大切さを深く自覚させるとともに、他の生命を尊重す

る態度を身に付けさせることが大切である。

さらに、理科や保健体育、技術・家庭などの他教科等での学習も踏まえつつ、生命倫理に関わ

る現代的な課題を取り上げ、話合い、多様な考えを交流することにより、生命とは何か、その尊

さを守るためにはどのように考えていったらよいかなど、生命尊重への学びをより深めることも

できる。

生命の尊さについて、その連続性や有限性なども含めて理解し、かけがえのない生命を尊

重すること。

第２ 倫理

１ 目標

人間としての在り方生き方についての見方・考え方を働かせ、現代の諸課題を追究したり解決

に向けて構想したりする活動を通して、広い視野に立ち、人間尊重の精神と生命に対する畏敬の

念に基づいて、グローバル化する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家及び社会の有為

な形成者に必要な公民としての資質・能力を次のとおり育成することを目指す。

１ 「生命尊重」の指導
(1) 学習指導要領の位置付け

学校における性教育は、児童・生徒の人格の完成を目指す人間教育の一環であり、豊
かな人間形成を目的に、生命の尊重、人格の尊重、人権の尊重などの根底を貫く精神で
ある人間尊重の精神に基づいて行うことが重要です。
学習指導要領では、例えば、小・中学校の道徳科において、「生命尊重」に関する指導

の要点が示されています。また、高等学校の公民「倫理」においても、「人間尊重の精神」
が目標で位置付けられています。性教育は、各教科等の関連を図りながら、発達の段階
に応じて、生命尊重の視点で授業を実施することが大切です。

【小学校学習指導要領解説 特別の教科 道徳編（平成 29年７月）抜粋】

Ⅶ 参考資料

Ｄ 主として生命や自然、崇高なものとの関わりに関すること

生命の尊さ

指導の要点

■ 第１学年及び第２学年

この段階においては、生命の尊さを知的に理解するというより、日々の生活経験の中で生きて

いることのすばらしさを感じ取ることが中心になる。例えば、「体にはぬくもりがあり、心臓の鼓

動が規則的に続いている」「夜はぐっすり眠り、朝は元気に起きられる」「おいしく朝食が食べら

れる」「学校に来てみんなと楽しく学習や生活ができる」などが考えられる。

指導に当たっては、これらの当たり前のことで見過ごしがちな「生きている証」を実感させた

い。また、自分の誕生を心待ちにしていた家族の思いや、自分の生命に対して愛情をもって育ん

できた家族の思いに気付くなど、自分の生命そのもののかけがえのなさに気付けるようにするこ

とが大切である。そのことを喜び、すばらしいことと感じることによって、生命の大切さを自覚

できるようにすることが求められる。

■ 第３学年及び４学年

この段階においては、現実性をもって死を理解できるようになる。そのため、特にこの時期に

生命の尊さを感得できるように指導することが必要である。例えば、病気やけがをしたときの様

子等から、一つしかない生命の尊さを知ったり、今ある自分の生命は、遠い先代から受け継がれ

てきたものであるという不思議さや雄大さに気付いたりする視点も考えられる。

指導に当たっては、生命は唯一無二であることや、自分一人のものではなく多くの人々の支え

によって守り、育まれている尊いものであることについて考えたり、与えられた生命を一生懸命

に生きることのすばらしさについて考えたりすることが大切である。あわせて、自分と同様に生

命あるもの全てを尊いものとして大切にしようとする心情や態度を育てることが求められる。

〔第１学年及び第２学年〕

生きることのすばらしさを知り、生命を大切にすること。

〔第３学年及び第４学年〕

生命の尊さを知り、生命あるものを大切にすること。

〔第５学年及び第６学年〕

生命が多くの生命のつながりの中にあるかけがえのないものであることを理解し、生命を尊

重すること。
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(2) 「生命尊重」の教材
学校において行われる性教育は、各教科・科目、道徳科、総合的な学習の時間・総

合的な探究の時間及び特別活動において指導を行い、学校の教育活動全体で共通理解
を図ることが重要です。
また、学校全体で共通理解を図るためには、カリキュラム・マネジメントの視点に

立った教科等横断的な指導が求められます。
「生命尊重」の指導についても、各教科等への指導に生かせるよう、以下に具体的

な教材例を示します。

出典：私たちの道徳 中学校（文部科学省）

古今東西の幅広い知的蓄積を通して、現代の諸課題を捉え、より深く思索するための手掛か

りとなる概念や理論について理解するとともに、諸資料から、人間としての在り方生き方に関

わる情報を調べまとめる技能を身に付けるようにする。

自立した人間として他者と共によりよく生きる自己の生き方についてより深く思索する力

や、現代の倫理的諸課題を解決するために倫理に関する概念や理論などを活用して、論理的に

思考し、思索を深め、説明したり対話したりする力を養う。

人間としての在り方生き方に関わる事象や課題について主体的に追究したり、他者と共によ

りよく生きる自己を形成しようとしたりする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察やよ

り深い思索を通して涵養される、現代社会に生きる人間としての在り方生き方についての自覚

を深める。
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性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について（平成 年 月 日児童生

徒課長通知）（抄）（文部科学省）

１ 性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援

①学校における支援体制について

●性同一性障害に係る児童生徒の支援は、最初に相談（入学等に当たって児童生徒の保護者からなさ

れた相談を含む。）を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であり、学

校内外に「サポートチーム」を作り、「支援委員会」（校内）やケース会議（校外）等を適時開催し

ながら対応を進めること。

●教職員等の間における情報共有に当たっては、児童生徒が自身の性同一性を可能な限り秘匿してお

きたい場合があること等に留意しつつ、一方で、学校として効果的な対応を進めるためには、教職

員等の間で情報共有しチームで対応することは欠かせないことから、当事者である児童生徒やその

保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進めること。

②医療機関との連携について

●医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を得る重要な機会となるとともに、教職員や他の児

童生徒・保護者等に対する説明材料ともなり得るものであり、また、児童生徒が性に違和感をもつ

ことを打ち 明けた場合であっても、当該児童生徒が適切な知識をもっているとは限らず、そもそ

も性同一性障害なのかその他の傾向があるのかも判然としていない場合もあること等を踏まえ、学

校が支援を行うに当たっては、医療機関と連携しつつ進めることが重要であること。

●我が国においては、性同一性障害に対応できる専門的な医療機関が多くないところであり、専門医や専

門的な医療機関については関連学会等の提供する情報を参考とすることも考えられること。

●医療機関との連携に当たっては、当事者である児童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則であ

るが、当事者である児童生徒や保護者の同意が得られない場合、具体的な個人情報に関連しない範

囲で一般的な助言を受けることは考えられること。

③学校生活の各場面での支援について

●全国の学校では学校生活での各場面における支援として別紙に示すような取組が行われてきたと

ころであり、学校における性同一性障害に係る児童生徒への対応を行うに当たって参考とされたい

こと。

●学校においては、性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡を取り

ながら支援を進めることが重要であること。

●性同一性障害に係る児童生徒が求める支援は、当該児童生徒が有する違和感の強弱等に応じ様々で

あり、また、当該違和感は成長に従い減ずることも含め変動があり得るものとされていることから、

学校として先入観をもたず、その時々の児童生徒の状況等に応じた支援を行うことが必要であるこ

と。

●他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当事者である児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、個別

の事情に応じて進める必要があること。

●医療機関を受診して性同一性障害の診断がなされない場合であっても、児童生徒の悩みや不安に寄

り添い支援していく観点から、医療機関との相談の状況、児童生徒や保護者の意向等を踏まえつつ、

支援を行うことは可能であること。

④卒業証明書等について

●指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく戸籍上の性別の変

更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、戸籍を確認した上で、当該者が不利

益を被らないよう適切に対応すること。

⑤当事者である児童生徒の保護者との関係について

●保護者が、その子供の性同一性に関する悩みや不安等を受容している場合は、学校と保護者とが緊

密に連携しながら支援を進めることが必要であること。保護者が受容していない場合にあっては、

学校における児童生徒の悩みや不安を軽減し問題行動の未然防止等を進めることを目的として、保

護者と十分話合い可能な支援を行っていくことが考えられること。

２ 性同一性障害等に係る児童・生徒に対するきめ細かな対応について
（「人権教育プログラム（学校教育編）」（東京都教育委員会 平成31年3月）から）

(2) 「生命尊重」の教材
学校において行われる性教育は、各教科・科目、道徳科、総合的な学習の時間・総

合的な探究の時間及び特別活動において指導を行い、学校の教育活動全体で共通理解
を図ることが重要です。
また、学校全体で共通理解を図るためには、カリキュラム・マネジメントの視点に

立った教科等横断的な指導が求められます。
「生命尊重」の指導についても、各教科等への指導に生かせるよう、以下に具体的

な教材例を示します。

出典：私たちの道徳 中学校（文部科学省）

古今東西の幅広い知的蓄積を通して、現代の諸課題を捉え、より深く思索するための手掛か

りとなる概念や理論について理解するとともに、諸資料から、人間としての在り方生き方に関

わる情報を調べまとめる技能を身に付けるようにする。

自立した人間として他者と共によりよく生きる自己の生き方についてより深く思索する力

や、現代の倫理的諸課題を解決するために倫理に関する概念や理論などを活用して、論理的に

思考し、思索を深め、説明したり対話したりする力を養う。

人間としての在り方生き方に関わる事象や課題について主体的に追究したり、他者と共によ

りよく生きる自己を形成しようとしたりする態度を養うとともに、多面的・多角的な考察やよ

り深い思索を通して涵養される、現代社会に生きる人間としての在り方生き方についての自覚

を深める。
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⑥教育委員会等による支援について

●教職員の資質向上の取組としては、人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭を対象とした研修

等の活用が考えられること。また、学校の管理職についても研修等を通じ適切な理解を進めるとと

もに、学校医やスクールカウンセラーの研修等で性同一性障害等を取り上げることも重要であるこ

と。

●性同一性障害に係る児童生徒やその保護者から学校に対して相談が寄せられた際は、教育委員会と

して、例えば、学校における体制整備や支援の状況を聞き取り、必要に応じ医療機関等とも相談し

つつ、「サポートチーム」の設置等の適切な助言等を行っていくこと。

⑦その他留意点について

●以上の内容は、画一的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等に応

じた取組を進める必要があること。

２ 性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制等の充実

●学級・ホームルームにおいては、いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・人権

教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。

●教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であり、

このような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、「性

的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること。

●性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状態を

秘匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相談しや

すい環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性的マ

イノリティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その戸

籍上の性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由としている可能

性を考慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄（やゆ）したりしないこと等が考えられること。

●教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩みや不

安を聞く姿勢を示すことが重要であること。
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５
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回
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３
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例
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

からだをきれいにしよう

対象：第１学年 教科・領域等：特別活動

１ 教育課程上の位置付け
特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

２ 題材設定の理由
児童は、洋服の汚れや手の汚れなどには気付くことができるが、体の内側からの汚れについて

はあまり実感がない。本時では、体の内側からの汚れを理解させ、自分の体を清潔にする大切さ
や自分で清潔に保つ方法を実践させたいと考え、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本
時

・体の汚れやすい部分に気付
き、体をきれいにする方法を
考える。

・    体をきれいにしておくための
方法を考え、実践する。

・体の汚れやすい部分やきれ
いにする方法を考え、動作
化して確認する。

・体をきれいにしておくため
の方法を考え、表現する。

・体をきれいにしておくた
めの自分に合った方法を
考え、判断している。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい

・自分の体の汚れやすいところに気付き、体をきれいにする方法を考えることができるようにする。
・自分に合った、体をきれいにしておくための方法を考え、実践できるようにする。

(2) 学習方法
・自分の体の汚れやすいところを考え、体の絵に印を付ける。
・体をきれいにする方法を考え、絵カードを見ながら動作化する。
・これからの生活で、自分の体をきれいにしておくための方法を考え、発表する。

(3) 評価規準
・体をきれいにしておくための自分に合った方法を考え、判断している。

(4) 指導上の重点・配慮事項
・入浴の仕方は、各家庭によって違いがあるため配慮する。

指導事例１

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進すること、事件や事故、災害等から身を守り安全に

行動すること。

(5) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 体の汚れやすい部分に
ついて考え、体の絵に丸
印を付ける。
・手 ・足 ・頭 ・顔
・首 ・わきの下
・肛門 ・性器

○日常生活を振り返り、考えさ
せる。

○体の汚れやすい部分を発表さ
せ、汚れた時の気持ちも発言
させる。

○体の名称を確認しながら、黒
板の体の絵に丸印を付ける。

○体の汚れは外側からだけでな
く、内側からの汚れもあるこ
とを理解させる。

２ 体をきれいにする方法
を考える。
・入浴 ・歯みがき
・爪切り ・うがい
・手洗い
・トイレの後、きれいに
ふく

３ 入浴、歯みがき、爪切
り、うがい、手洗いの仕
方等を練習する。

○泥だらけになっている子供の
絵を提示して、どうすればよ
いかを考えさせる。

○体をきれいする方法を発表さ
せ、気を付けていることや、
きれいになった時の気持ちな
どを一緒に発表させる。

○プライベートゾーンをきれい
にする必要性を伝える。

○それぞれの仕方の絵カード等
を示し、動作化して確認させ
る。

○各家庭により、違いがあるこ
とに配慮する。

○入浴の際に洗い残しが多い部
分（耳の後ろ、わきの下、足
の指の間等）を確認する。

４ 自分に合った体をきれ
いにする方法を考え、発
表する。

○これからの生活で、自分の体
をきれいにしておくための方
法を考え、学習カードに記入
し発表させる。

●体をきれ
いにして
おくため
の自分に
合った方
法を考え、
判断して
いる。

導入の工夫
・体の絵を使用し、
汚れる部分を想像
しやすくする。

配慮事項
　下記の内容等に
ついて、実態に即
して指導する。
・体の中には大切
な働きをするも
の（臓器）がつ
まっている。

・汚れた手で触る
と、ばい菌が入
って病気になる
ことがある。

・性器を洗うとき
は、石鹸を付け
すぎたり、強く
こすりすぎたり
しないようにす
る。

・自分の体も友達
の体も大切にす
る。

からだをきれいにしよう。

指導のポイント

使用する教材等
＜絵カード＞
・子供の体
・泥だらけにな
っている子供

・入浴の手順
・歯みがき
・爪切り
・手洗い
・うがい

導
入

展
開

ま
と
め

生物的側面
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章　

実
践
編【
小
学
校
】

からだをきれいにしよう

対象：第１学年 教科・領域等：特別活動

１ 教育課程上の位置付け
特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

２ 題材設定の理由
児童は、洋服の汚れや手の汚れなどには気付くことができるが、体の内側からの汚れについて

はあまり実感がない。本時では、体の内側からの汚れを理解させ、自分の体を清潔にする大切さ
や自分で清潔に保つ方法を実践させたいと考え、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本
時

・体の汚れやすい部分に気付
き、体をきれいにする方法を
考える。

・    体をきれいにしておくための
方法を考え、実践する。

・体の汚れやすい部分やきれ
いにする方法を考え、動作
化して確認する。

・体をきれいにしておくため
の方法を考え、表現する。

・体をきれいにしておくた
めの自分に合った方法を
考え、判断している。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい

・自分の体の汚れやすいところに気付き、体をきれいにする方法を考えることができるようにする。
・自分に合った、体をきれいにしておくための方法を考え、実践できるようにする。

(2) 学習方法
・自分の体の汚れやすいところを考え、体の絵に印を付ける。
・体をきれいにする方法を考え、絵カードを見ながら動作化する。
・これからの生活で、自分の体をきれいにしておくための方法を考え、発表する。

(3) 評価規準
・体をきれいにしておくための自分に合った方法を考え、判断している。

(4) 指導上の重点・配慮事項
・入浴の仕方は、各家庭によって違いがあるため配慮する。

指導事例１

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進すること、事件や事故、災害等から身を守り安全に

行動すること。

(5) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 体の汚れやすい部分に
ついて考え、体の絵に丸
印を付ける。
・手 ・足 ・頭 ・顔
・首 ・わきの下
・肛門 ・性器

○日常生活を振り返り、考えさ
せる。

○体の汚れやすい部分を発表さ
せ、汚れた時の気持ちも発言
させる。

○体の名称を確認しながら、黒
板の体の絵に丸印を付ける。

○体の汚れは外側からだけでな
く、内側からの汚れもあるこ
とを理解させる。

２ 体をきれいにする方法
を考える。
・入浴 ・歯みがき
・爪切り ・うがい
・手洗い
・トイレの後、きれいに
ふく

３ 入浴、歯みがき、爪切
り、うがい、手洗いの仕
方等を練習する。

○泥だらけになっている子供の
絵を提示して、どうすればよ
いかを考えさせる。

○体をきれいする方法を発表さ
せ、気を付けていることや、
きれいになった時の気持ちな
どを一緒に発表させる。

○プライベートゾーンをきれい
にする必要性を伝える。

○それぞれの仕方の絵カード等
を示し、動作化して確認させ
る。

○各家庭により、違いがあるこ
とに配慮する。

○入浴の際に洗い残しが多い部
分（耳の後ろ、わきの下、足
の指の間等）を確認する。

４ 自分に合った体をきれ
いにする方法を考え、発
表する。

○これからの生活で、自分の体
をきれいにしておくための方
法を考え、学習カードに記入
し発表させる。

●体をきれ
いにして
おくため
の自分に
合った方
法を考え、
判断して
いる。

導入の工夫
・体の絵を使用し、
汚れる部分を想像
しやすくする。

配慮事項
　下記の内容等に
ついて、実態に即
して指導する。
・体の中には大切
な働きをするも
の（臓器）がつ
まっている。

・汚れた手で触る
と、ばい菌が入
って病気になる
ことがある。

・性器を洗うとき
は、石鹸を付け
すぎたり、強く
こすりすぎたり
しないようにす
る。

・自分の体も友達
の体も大切にす
る。

からだをきれいにしよう。

指導のポイント

使用する教材等
＜絵カード＞
・子供の体
・泥だらけにな
っている子供

・入浴の手順
・歯みがき
・爪切り
・手洗い
・うがい

導
入

展
開

ま
と
め

生物的側面
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

自分自身の生活や成長の振り返り

対象：第２学年 教科・領域等：生活科
１ 教育課程上の位置付け

生活科 自分自身の生活や成長に関する内容

２ 単元設定の理由
児童がこれまでの成長を客観的に捉えて自分自身が成長したと自覚することはなかなか難しい。そこで、

過去の自分と現在の自分とを比較して、自分の成長を具体的に実感する機会を設定することにより、自分の
良さを実感し、支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって、意欲的に生活
してほしいと考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（18 時間扱い）
次 時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

１
本時

・これまでの自分の成長を思
い出したり、聞いたりする
ことで、できるようになっ
たことが増えたことを実感
する。

・自分の成長を支えてくれた
人々の存在について考える。

・ 
ったことを振り返る。
入学してからできるようにな ・自分自身の成長に関心をも

ち、できるようになったこ
となど、自分の良さや得意
としていることに気付いて
いる。

・写真などの具体的な手掛か
りを通して、過去の自分と
現在の自分とを比較し、心
身の成長を実感している。

２
・できるようになったことを

友達や家族やお世話になっ
た人からも聞く。

３ ・自分が感じた成長を友達と
伝え合う。

４ ・自分の成長を支えてくれた
人々について考える。

２

５ ・自分の成長や、成長を支え
てくれた人々への感謝の気
持ちを『わたし物語』（アル
バム・巻き物・新聞・すごろ
く等）に表す。

・『わたし物語』の表現方法を
考え、選ぶ。

・自分の成長を支えてくれた
人がいることが分かり、感
謝の気持ちを自分なりに表
現している。

６

11

・自分が選んだ方法で『わたし
物語』を作成・準備する。

12 ・『わたし物語』の発表の練習
をする。

３

13
14

・『わたし物語』の発表を通し
て、成長を支えてくれた人か
らの思いを知るとともに、
感謝の気持ちをもち、これか
らの成長への願いをもつ。

・『わたし物語』をお世話にな
った人に発表する。発表につ
いての感想を手紙に書いて
もらう。

・成長した自分を実感し、そ
れを支えてくれた人々に感
謝の気持ちをもち、これか
らの成長への願いをもとう
としている。

15 ・成長を支えてくれた人の手
紙を読み、自分への思いを知
り、感謝の気持ちをもつ。

４

16 ・自分への自信と上級学年へ
の意欲や自信をもつ。

・３年生にインタビューした
いことを考える。

・進級する自分に期待を寄せ、
意欲的に生活しようとして
いる。17 ・３年生の教室を見学し、イン

タビューをする。

18
・３年生になって頑張りたい

ことを考え、単元の振返りを
する。

４ 本時の指導（18 時間中の 1 時間目）
(1) 指導のねらい

・自分が大きくなったことや、自分でできるようになったこと、役割が増えたことに気付くことができる
ようにする。

 (2) 学習方法
 ・入学してからできるようになったことを振り返り、自分の成長や良さについて友達に伝える。

自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して、自分のことや支えてくれた人々について考えることが
でき、自分が大きくなったこと、自分でできるようになったこと、役割が増えたことなどが分かるとともに、
これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって、意
欲的に生活しようとする。

指導事例２

社会的側面
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

自分自身の生活や成長の振り返り

対象：第２学年 教科・領域等：生活科
１ 教育課程上の位置付け

生活科 自分自身の生活や成長に関する内容

２ 単元設定の理由
児童がこれまでの成長を客観的に捉えて自分自身が成長したと自覚することはなかなか難しい。そこで、

過去の自分と現在の自分とを比較して、自分の成長を具体的に実感する機会を設定することにより、自分の
良さを実感し、支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって、意欲的に生活
してほしいと考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（18 時間扱い）
次 時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

１
本時

・これまでの自分の成長を思
い出したり、聞いたりする
ことで、できるようになっ
たことが増えたことを実感
する。

・自分の成長を支えてくれた
人々の存在について考える。

・ 
ったことを振り返る。
入学してからできるようにな ・自分自身の成長に関心をも

ち、できるようになったこ
となど、自分の良さや得意
としていることに気付いて
いる。

・写真などの具体的な手掛か
りを通して、過去の自分と
現在の自分とを比較し、心
身の成長を実感している。

２
・できるようになったことを

友達や家族やお世話になっ
た人からも聞く。

３ ・自分が感じた成長を友達と
伝え合う。

４ ・自分の成長を支えてくれた
人々について考える。

２

５ ・自分の成長や、成長を支え
てくれた人々への感謝の気
持ちを『わたし物語』（アル
バム・巻き物・新聞・すごろ
く等）に表す。

・『わたし物語』の表現方法を
考え、選ぶ。

・自分の成長を支えてくれた
人がいることが分かり、感
謝の気持ちを自分なりに表
現している。

６

11

・自分が選んだ方法で『わたし
物語』を作成・準備する。

12 ・『わたし物語』の発表の練習
をする。

３

13
14

・『わたし物語』の発表を通し
て、成長を支えてくれた人か
らの思いを知るとともに、
感謝の気持ちをもち、これか
らの成長への願いをもつ。

・『わたし物語』をお世話にな
った人に発表する。発表につ
いての感想を手紙に書いて
もらう。

・成長した自分を実感し、そ
れを支えてくれた人々に感
謝の気持ちをもち、これか
らの成長への願いをもとう
としている。

15 ・成長を支えてくれた人の手
紙を読み、自分への思いを知
り、感謝の気持ちをもつ。

４

16 ・自分への自信と上級学年へ
の意欲や自信をもつ。

・３年生にインタビューした
いことを考える。

・進級する自分に期待を寄せ、
意欲的に生活しようとして
いる。17 ・３年生の教室を見学し、イン

タビューをする。

18
・３年生になって頑張りたい

ことを考え、単元の振返りを
する。

４ 本時の指導（18 時間中の 1 時間目）
(1) 指導のねらい

・自分が大きくなったことや、自分でできるようになったこと、役割が増えたことに気付くことができる
ようにする。

 (2) 学習方法
 ・入学してからできるようになったことを振り返り、自分の成長や良さについて友達に伝える。

自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して、自分のことや支えてくれた人々について考えることが
でき、自分が大きくなったこと、自分でできるようになったこと、役割が増えたことなどが分かるとともに、
これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって、意
欲的に生活しようとする。

指導事例２
評価規準

・自分が成長したことや、自分でできるようになったことなどが増えたことなどに気付いている。
指導上の配慮事項

・授業実施前に学年便りや保護者会等で学習のねらいや流れを示し、家庭からの理解と協力を得る。
・児童の誕生や生育に関わる事柄を扱ったり、家族へのインタビューを行ったりする際のプライバシーの
保護には留意し、各家庭の事情、生育歴や家族構成に十分配慮する。

・どの時点から自分の成長の振返りを実感するかは、児童によって異なるため、第５時からの表現物を作
成する際の振り返りの時点については一律に示すものとはしないこととする。
展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 写真等を見て、入学当初
の自分を思い出す。

２ 本時のめあてを知る 。

○その他の行事等のスナップ写真、
入学当初に書いた自分の名前や絵
等があれば用意しておく。

３ 入学してからできるよ
うになったことを思い出
して、ワークシートに
書く。

○これまでの他の単元で書き残して
きた生活科カードなどを用意し、
具体的な体験を通してできるよう
になったことを想起させる。

○他者への思いやりなど内面的な自
己の成長にも気付いている児童が
いたら全体に取り上げ、広める。

導
入

展
開

ま
と
め

４ 集めた「自分のすてき」
を友達に伝え、本時の振
り返りをする。

５ 次時の活動の見通しを
立てる。

【次時の活動例】
○他の友達に「自分のすて
き」を伝えたい。

○友達から「自分のすてき」
を教えてもらいたい。

○友達に友達の「すてき」を
教えてあげたい。

○自分の成長や良さとともに、これ
まで一緒に学校生活を送ってきた
友達の成長やよさについても意識
を傾けるようにする。

○一人一人の児童の思いや願いを実
現するために、次時の活動の多様
性に対応できるようにする。

●自分が成長
し た こ と
や、自分で
できるよう
になったこ
となどが増
えたことな
どに気付い
ている。

指導のポイント

自分の すてきを あつめよう

使用する教材等
・これまでの生活科カード
以外にも、日頃から、で
きるようになったことを
書きためて保管しておく
ことで、児童自身が成長
を具体的に思い出すこと
ができる。

個人差への配慮、個別指導
について
・児童の生育歴や家庭環境
によっては、個別に対応
し、当該児童の心の負担
とならない配慮をする。

ワークシート活用例
・吹き出しの種類は、１種
類にして、友達や家の人
に書いてもらう吹き出し
の色は変える。

・家庭へ持ち帰らせる場合
は、提出期限に余裕をも
たせる。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

できるようになったこと）を書こう。

月 日（ ） 名前

 
九九をすらすら

 
あやとびが
とべるようになった。

 
がまんが

バオウザケルガ ボールをまっすぐけることが
できるようになった。

 
生き物のことに
くわしくてすごいね。

 
きゅう食を
のこさずに

社会的側面
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２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

これからの成長への願いをもつ
対象：第２学年 教科・領域等：生活科

１ 教育課程上の位置付け
生活科 自分自身の生活や成長に関する内容
自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して、自分のことや支えてくれた人々について考えることが

でき、自分が大きくなったこと、自分でできるようになったこと、役割が増えたことなどが分かるとともに、
これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって、意
欲的に生活しようとする。

２ 単元設定の理由
児童がこれまでの成長を客観的に捉えて自分自身が成長したと自覚することはなかなか難しい。そこで、

過去の自分と現在の自分とを比較して、自分の成長を具体的に実感する機会を設定することにより、自分の
良さを実感し、支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって、意欲的に生活
してほしいと考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（18時間扱い）
次 時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

１
本時

・これまでの自分の成長を思
い出したり、聞いたりする
ことで、できるようになっ
たことが増えたことを実感
する。

・自分の成長を支えてくれた
人々の存在について考える。

・入学してからできるように
なったことを振り返る。

・自分自身の成長に関心をも
ち、できるようになったこ
となど、自分の良さや得意
としていることに気付いて
いる。

・写真などの具体的な手掛か
りを通して、過去の自分と
現在の自分とを比較し、心
身の成長を実感している。

２
・できるようになったことを
友達や家族やお世話になっ
た人からも聞く。

３ ・自分が感じた成長を友達と
伝え合う。

４ ・自分の成長を支えてくれた
人々について考える。

２

５ ・自分の成長や、成長を支え
てくれた人々への感謝の気
持ちを『わたし物語』（アル
バム・巻き物・新聞・すごろ
く等）に表す。

・『わたし物語』の表現方法を
考え、選ぶ。

・自分の成長を支えてくれた
人がいることが分かり、感
謝の気持ちを自分なりに表
現している。６

11
・自分が選んだ方法で『わたし
物語』を作成・準備する。

12 ・『わたし物語』の発表の練習
をする。

３

13
14

・『わたし物語』の発表を通し
て、成長を支えてくれた人か
らの思いを知るとともに、
感謝の気持ちをもち、これか
らの成長への願いをもつ。

・『わたし物語』をお世話にな
った人に発表する。発表につ
いての感想を手紙に書いて
もらう。

・成長した自分を実感し、そ
れを支えてくれた人々に感
謝の気持ちをもち、これか
らの成長への願いをもとう
としている。

15 ・成長を支えてくれた人の手
紙を読み、自分への思いを知
り、感謝の気持ちをもつ。

４

16
・自分への自信と上級学年へ
の意欲や自信をもつ。 ・３年生にインタビューした

いことを考える。
・進級する自分に期待を寄せ、
意欲的に生活しようとして
いる。

17 ・３年生の教室を見学し、イン
タビューをする。

18
・３年生になって頑張りたい
ことを考え、単元の振返りを
する。

指導事例３

社会的側面
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実
践
編【
小
学
校
】

これからの成長への願いをもつ
対象：第２学年 教科・領域等：生活科

１ 教育課程上の位置付け
生活科 自分自身の生活や成長に関する内容
自分自身の生活や成長を振り返る活動を通して、自分のことや支えてくれた人々について考えることが

でき、自分が大きくなったこと、自分でできるようになったこと、役割が増えたことなどが分かるとともに、
これまでの生活や成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって、意
欲的に生活しようとする。

２ 単元設定の理由
児童がこれまでの成長を客観的に捉えて自分自身が成長したと自覚することはなかなか難しい。そこで、

過去の自分と現在の自分とを比較して、自分の成長を具体的に実感する機会を設定することにより、自分の
良さを実感し、支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもって、意欲的に生活
してほしいと考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（18時間扱い）
次 時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

１
本時

・これまでの自分の成長を思
い出したり、聞いたりする
ことで、できるようになっ
たことが増えたことを実感
する。

・自分の成長を支えてくれた
人々の存在について考える。

・入学してからできるように
なったことを振り返る。

・自分自身の成長に関心をも
ち、できるようになったこ
となど、自分の良さや得意
としていることに気付いて
いる。

・写真などの具体的な手掛か
りを通して、過去の自分と
現在の自分とを比較し、心
身の成長を実感している。

２
・できるようになったことを
友達や家族やお世話になっ
た人からも聞く。

３ ・自分が感じた成長を友達と
伝え合う。

４ ・自分の成長を支えてくれた
人々について考える。

２

５ ・自分の成長や、成長を支え
てくれた人々への感謝の気
持ちを『わたし物語』（アル
バム・巻き物・新聞・すごろ
く等）に表す。

・『わたし物語』の表現方法を
考え、選ぶ。

・自分の成長を支えてくれた
人がいることが分かり、感
謝の気持ちを自分なりに表
現している。６

11
・自分が選んだ方法で『わたし
物語』を作成・準備する。

12 ・『わたし物語』の発表の練習
をする。

３

13
14

・『わたし物語』の発表を通し
て、成長を支えてくれた人か
らの思いを知るとともに、
感謝の気持ちをもち、これか
らの成長への願いをもつ。

・『わたし物語』をお世話にな
った人に発表する。発表につ
いての感想を手紙に書いて
もらう。

・成長した自分を実感し、そ
れを支えてくれた人々に感
謝の気持ちをもち、これか
らの成長への願いをもとう
としている。

15 ・成長を支えてくれた人の手
紙を読み、自分への思いを知
り、感謝の気持ちをもつ。

４

16
・自分への自信と上級学年へ
の意欲や自信をもつ。 ・３年生にインタビューした

いことを考える。
・進級する自分に期待を寄せ、
意欲的に生活しようとして
いる。

17 ・３年生の教室を見学し、イン
タビューをする。

18
・３年生になって頑張りたい
ことを考え、単元の振返りを
する。

指導事例３ ４ 本時の指導（18時間中の 15時間目）
(1) 指導のねらい
・自分の成長を支えてくれた人々に感謝の気持ちをもち、これからの成長への願いをもつことができるよ
うにする。

(2) 学習方法
・成長を支えてくれた人からの手紙を読み、自分への思いを知り、考えたことを友達に伝える。

(3) 評価規準
・自分の成長を支えてくれた人々からの思いを知り、感謝の気持ちやこれからの成長への願いをもとうと
している。

(4) 指導上の配慮事項
・単元導入前には学年便り等で学習のねらいや流れを示し、家庭からの理解と協力を得る。
・児童の誕生や生育に関わる事柄を扱ったり、家族へのインタビューを行ったりする際のプライバシーの
保護には留意し、各家庭の事情、生育歴や家族構成に十分配慮する。

(5) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 前時の活動を振り返
る。

２ 本時のめあてを設定
する。

○児童が『わたし物語』を発
表した際の感想を書いても
らえるように保護者等にあ
らかじめ依頼をしておく。

３ お世話になった人か
らもらった手紙を読む。

４ 手紙を読んで、考えた
ことを友達と伝え合う。

○心を落ち着かせて手紙を読
むことができる雰囲気を作
る。

○一人一人の児童が自己肯定
感を高められるよう、つぶ
やきや発言を認めたり励ま
したりする。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 本時の活動を振り返
る。

６ 次時の活動の見通し
を立てる。

○これまでの成長を支えてく
れた人々への感謝の気持ち
と、これからも意欲的に生
活しようとする児童の発言
を全体に取り上げ、共有で
きるようにする。

○一人一人の児童の思いや願
いを実現するために、次時
の活動の多様性に対応でき
るようにする。

【次時の活動の例】
○次の学年のことについて知
りたい。

○３年生の教室へ行きたい。
○３年生にインタビューをし
たい。

●自分の成
長を支え
てくれた
人々から
の思いを
知り、感
謝の気持
ちをもち、
これから
の成長へ
の願いを
もとうと
している。

指導のポイント

手紙を読んで、考えたことを伝えよう。

個人差への配慮、個別
指導について
・児童の生育歴や家庭
環境によっては、個
別に対応し、当該児
童の心の負担となら
ない配慮をする。

保護者からの手紙に
関する配慮について
・「わたし物語」の感
想を保護者へ依頼す
るに当たり、あらか
じめ学年便り等でお
知らせする。また、
その際に作品を持ち
帰ってもよい期間を
設定する。

・保護者からの手紙を
児童全員分用意する
ことが困難な場合も
考えられる。その場
合には、手紙の宛て
名を個人ではなく、
「２年○組のみなさ
んへ」というように
学級児童全員に向け
て書いてもらう方法
もある。

次時の活動を充実させ
るために
・第３学年担任と事前
に連携をとって、指
導を展開する。

社会的側面
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】

生命の尊さ
教材「ハムスターのあかちゃん」（出典：わたしたちの道徳 小学校１・２年生）

対象：第１学年 教科・領域等：特別の教科 道徳
 
１ 教育課程上の位置付け

特別の教科 道徳 「Ｄ 主として生命や崇高なものとの関わりに関すること」

２ 主題設定の理由
命を大切にし、尊重することは、かけがえのない命をいとおしみ、自らもまた多くの命によって生

かされていることに素直に応えようとする心の表れと言える。この時期の児童の発達の段階において
は、命の尊さを知的に理解するというより、日々の生活経験の中で生きていることのすばらしさを感
じ取ることが中心になる。当たり前のことで見過ごしがちな「体にはぬくもりがあり、心臓の鼓動が
規則的に続いている」といった、「生きている証」を実感させたいと考え、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１
本
時

・身近な生き物の誕生や成
長の様子を考え、命ある
ものを大切にしようとす
る心情を育てる。

・身近な生き物との触れ合いの経
験を話す。

・教材「ハムスターのあかちゃん」
を読み、話し合う。

・自分自身について考える。
・教師の説話を聞く。

・赤ちゃんの成長から、成長
する喜びについて考えるこ
とで、自分自身について考
えるとともに、命あるもの
を大切にしようと考えを深
めている。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい
・身近な生き物の誕生や成長の様子を考え、命あるものを大切にしようとする心情を育てる。

(2) 学習方法
・教材を読み、自分自身のことについて考えたことを友達に伝える。

 (3) 評価の視点
・赤ちゃんの成長から、成長する喜びについて考えることで、自分自身について考えるとともに、命
あるものを大切にしようと考えを深めている。

 (4) 指導上の重点・配慮事項
・家で生き物を飼っていない児童も授業に参加できるように、生き物との触れ合いに関する様々な事
例を紹介できるようにしておく。例えば、遠足で行った動物園や、生活科で扱った生き物、学校で
飼育している動物などが挙げられる。

指導事例４

生命の尊さ 生きることのすばらしさを知り、生命を大切にすること。 

 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点
１ 身近な生き物との触れ合いの
経験を話す。

・生き物と触れ合ったときのこと
を発表する。

○生き物を家で飼ってい
ない児童も多い。動物
園や身近な生き物にも
注目させる。

２ 教材「ハムスターのあかちゃ
ん」を読み、話し合う。

・お乳を飲んでいる生まれたばか
りの赤ちゃんへ、話し掛ける。

・生まれてから 10日たった赤ちゃ
んに話し掛ける。

３ （親子が描かれている場面絵
を見て）お母さんは女の子を見
てどう思っているのかについて
考える。

４ 自分が大きくなったと感じた
ことを考える。

○教師に伝えようとする
のではなく、教師が持
つ場面絵に対して話し
かけるようにする。

○赤ちゃんの成長ととも
に愛着がわいてくるよ
うな言葉を大切にす
る。

○ハムスターに話しかけ
ることを通して、あた
かも自分のペットであ
るかのような気持ちに
なった児童から、優し
い言葉を導き出す。

○「動物はかわいい。」で
授業を終わらせること
なく、命のすばらしさ
に注目させる。場面絵
を生かし、母の思いに
触れて、自分自身にも
注目させる。

●赤ちゃんの
成長から、
成長する喜
びについて
考えること
により、自
分自身につ
いて考える
とともに、
命あるもの
を大切にし
ようと考え
を深めてい
る。

導
入

展
開

終
末

５ 教師の説話を聞く。
・児童の成長の話、教師自身が愛
情を感じた話、教師の子供への
願いなどを聞く。

○４月から「できるよう
になったこと」に注目
させるなど、具体的な
内容を伝える。

指導のポイント

これから大きくなる赤ちゃんに話し掛けよう。

指導時期の工夫
・学校で飼育して
いる生き物との
触れ合いや、動
物園への遠足な
ど、他教科等・
行事などと関連
させて指導に臨
みたい。

個人差への配慮
・見たことや触っ
たことがない児
童のために実物
を用意できると
よい。また、写
真や動画等とと
もに、手の中に
収まる大きさで
あることも伝え
たい。

・アレルギーに十
分気を付ける。

振り返りの工夫
・弟や妹が生まれ
たときのことな
ど、児童の意見
を広げながら、
「人間」の生命
のすばらしさに
も注目させた
い。

終末の工夫
・保護者にゲスト
ティーチャーと
して来ていただ
き、子供を産ん
だときや、育て
る中で感じた生
命のすばらしさ
について話して
もらうことも考
えられる。

生命尊重
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編【
小
学
校
】

生命の尊さ
教材「ハムスターのあかちゃん」（出典：わたしたちの道徳 小学校１・２年生）

対象：第１学年 教科・領域等：特別の教科 道徳
 
１ 教育課程上の位置付け

特別の教科 道徳 「Ｄ 主として生命や崇高なものとの関わりに関すること」

２ 主題設定の理由
命を大切にし、尊重することは、かけがえのない命をいとおしみ、自らもまた多くの命によって生

かされていることに素直に応えようとする心の表れと言える。この時期の児童の発達の段階において
は、命の尊さを知的に理解するというより、日々の生活経験の中で生きていることのすばらしさを感
じ取ることが中心になる。当たり前のことで見過ごしがちな「体にはぬくもりがあり、心臓の鼓動が
規則的に続いている」といった、「生きている証」を実感させたいと考え、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１
本
時

・身近な生き物の誕生や成
長の様子を考え、命ある
ものを大切にしようとす
る心情を育てる。

・身近な生き物との触れ合いの経
験を話す。

・教材「ハムスターのあかちゃん」
を読み、話し合う。

・自分自身について考える。
・教師の説話を聞く。

・赤ちゃんの成長から、成長
する喜びについて考えるこ
とで、自分自身について考
えるとともに、命あるもの
を大切にしようと考えを深
めている。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい
・身近な生き物の誕生や成長の様子を考え、命あるものを大切にしようとする心情を育てる。

(2) 学習方法
・教材を読み、自分自身のことについて考えたことを友達に伝える。

 (3) 評価の視点
・赤ちゃんの成長から、成長する喜びについて考えることで、自分自身について考えるとともに、命
あるものを大切にしようと考えを深めている。

 (4) 指導上の重点・配慮事項
・家で生き物を飼っていない児童も授業に参加できるように、生き物との触れ合いに関する様々な事
例を紹介できるようにしておく。例えば、遠足で行った動物園や、生活科で扱った生き物、学校で
飼育している動物などが挙げられる。

指導事例４

生命の尊さ 生きることのすばらしさを知り、生命を大切にすること。 

 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点
１ 身近な生き物との触れ合いの
経験を話す。

・生き物と触れ合ったときのこと
を発表する。

○生き物を家で飼ってい
ない児童も多い。動物
園や身近な生き物にも
注目させる。

２ 教材「ハムスターのあかちゃ
ん」を読み、話し合う。

・お乳を飲んでいる生まれたばか
りの赤ちゃんへ、話し掛ける。

・生まれてから 10日たった赤ちゃ
んに話し掛ける。

３ （親子が描かれている場面絵
を見て）お母さんは女の子を見
てどう思っているのかについて
考える。

４ 自分が大きくなったと感じた
ことを考える。

○教師に伝えようとする
のではなく、教師が持
つ場面絵に対して話し
かけるようにする。

○赤ちゃんの成長ととも
に愛着がわいてくるよ
うな言葉を大切にす
る。

○ハムスターに話しかけ
ることを通して、あた
かも自分のペットであ
るかのような気持ちに
なった児童から、優し
い言葉を導き出す。

○「動物はかわいい。」で
授業を終わらせること
なく、命のすばらしさ
に注目させる。場面絵
を生かし、母の思いに
触れて、自分自身にも
注目させる。

●赤ちゃんの
成長から、
成長する喜
びについて
考えること
により、自
分自身につ
いて考える
とともに、
命あるもの
を大切にし
ようと考え
を深めてい
る。

導
入

展
開

終
末

５ 教師の説話を聞く。
・児童の成長の話、教師自身が愛
情を感じた話、教師の子供への
願いなどを聞く。

○４月から「できるよう
になったこと」に注目
させるなど、具体的な
内容を伝える。

指導のポイント

これから大きくなる赤ちゃんに話し掛けよう。

指導時期の工夫
・学校で飼育して
いる生き物との
触れ合いや、動
物園への遠足な
ど、他教科等・
行事などと関連
させて指導に臨
みたい。

個人差への配慮
・見たことや触っ
たことがない児
童のために実物
を用意できると
よい。また、写
真や動画等とと
もに、手の中に
収まる大きさで
あることも伝え
たい。

・アレルギーに十
分気を付ける。

振り返りの工夫
・弟や妹が生まれ
たときのことな
ど、児童の意見
を広げながら、
「人間」の生命
のすばらしさに
も注目させた
い。

終末の工夫
・保護者にゲスト
ティーチャーと
して来ていただ
き、子供を産ん
だときや、育て
る中で感じた生
命のすばらしさ
について話して
もらうことも考
えられる。

生命尊重



生命尊重 生物的側面 心理的側面 社会的側面

50

第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

大きくなってきたわたし（思春期にあらわれる変化）

対象：第 4学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第 4学年 体育科「体の発育・発達」

2 単元設定の理由
性は個人的でデリケートな問題なので、ガイダンスとカウンセリングの観点が重要となる。そのため、「思

春期にあらわれる変化」では、学習カードの記述から、児童一人一人の知識理解の様子や疑問、抱えている問
題等を捉え、次の授業を修正したり、個別対応をしたりできるように本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
本
時

・体は年齢に伴って発
育すること、発育の仕
方には個人差がある
ことを理解する。

・赤ちゃんのころと比べて、どんなところが育ってき
たか考える。

・「身長」「体重」「手足の大きさ」「学習面の伸び」「運
動面の伸び」「心の成長」等、様々な成長に気付く。

・身長について悩んでいる友達に、どんな言葉を掛け
るか考える。

・習得した知識を生
かして悩んでいる
友達に掛ける言葉
を考え、判断してい
る。

・習得した知識を活
かして思春期の体
の変化について、先
輩への質問を考え
ている。

・思春期の心の変化
について、進んで考
えたり、発表したり
している。

・知識を活用して、
男女協力して楽し
く学校生活を送る
方法を考えて発言
している。

・学習を生かして、自
分の体をよりよく
育てる方法を考え、
判断している。

２
本
時

・思春期になると次第
に大人の体に近付き、
体つきが変わったり、
初経、精通などが起こ
ったりすること、ま
た、その変化には個人
差があることを理解
する。

・思春期になると、どのような体の変化が起こるのか
考える。

・男女に起こる体の外側と内側の変化について知る。
・体の変化の起こる時期について考える。
・先輩である大人に、どのようなことを聞いてみたい
か考える。

３
本
時

・思春期になると異性
への関心が高まり、仲
良くしたいという気
持ちが強まったり、反
発したりすること、ま
た、その変化には個人
差があることを理解
する。

・児童の実態によって、前時の質問の中から適したも
のを取り上げ、思春期の体の変化を肯定的に受け止
められるように指導する。

・  思春期には、どのような心の変化が起こるか考える。
・男女協力して、楽しく学校生活を送っていくために
は、どのようなことに気を付ければよいか考える。

４

・体をよりよく発育さ
せるためには、調和の
とれた食事、適切な運
動、休養及び睡眠が必
要であることを理解
する。

・よりよく発育するための運動、食事、休養・睡眠の
仕方について知る。

・自分の体をよりよく育てるための方法を考える。

指導事例５

体の発育・発達について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。
ア 体の発育・発達について理解すること。
ｱ 体は、年齢に伴って変化すること。また、体の発育・発達には、個人差があること。
ｲ 体は、思春期になると次第に大人の体に近づき、体つきが変わったり、初経、精通などが起こったりす
ること。また、異性への関心が芽生えること。
ｳ 体をよりよく発育・発達させるには、適切な運動、食事、休養及び睡眠が必要であること。

イ 体がよりよく発育・発達するために、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現すること。

４ 第 1時の指導
(1) 指導のねらい
・体は年齢に伴って発育すること、発育の仕方には個人差があることを理解できるようにする。

(2) 学習方法
・一人一人に、入学してから 4 年生までの身長の伸びが分かるリボンを渡し、比べる。発育の仕方には個
人差があることに気付かせる。

・自分の考えを伝え合い、良さをみんなで認め合えるようにする。
(3) 評価規準
・習得した知識を生かして、悩んでいる友達に掛ける言葉を考え、判断している。

(4) 指導上の配慮事項
・身長の伸びは個人差があり、その人にとって一番いい時期に伸びることを理解させる。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 学習の見通しをもつ。 ○「体の発育・発達」について４

時間学習することを知らせる。

２ 「身長」「体重」「手の
大きさ」「足の大きさ」
「顔つき」「学習面の伸
び」「運動面の伸び」「心
の成長」などに気付く。

・実物を通して、自分たち
の成長を実感する。

３ 自分たちの身長の伸
びを比べ合う。

４ 個人差について知る。

5 習得した知識を活用し
て、自分の考えを学習カ
ードに書く。

○様々な成長を肯定的に認めなが
ら、気付かせていく。

○実物大の赤ちゃん人形や赤ちゃ
ん用の服、靴、手袋、帽子など
を用意し、自分たちが大きくな
ってきたことを実感させる。

〇生まれたばかりの赤ちゃんの平
均身長である 50cmから１年生
の平均身長 120cm まで、約
70cm ぐらい伸びたことを示す
リボンを提示する。

○一人一人に入学してから 4年生
までの身長の伸びが分かるリボ
ンを渡し、比べる。

○４人程度の身長の伸びを提示
し、体は年齢に伴って発育する
こと、発育の仕方には個人差が
あることに気付かせる。

〇自分の考えを伝え合い、良さを
認め合えるようにする。

●習得した知識
を生かして悩
んでいる友達
に掛ける言葉
を考え、判断
している。

導
入

展
開

ま
と
め

6 学習のまとめをする。
・分かったこと、考えたこ
とを学習カードに書く。

・次時の見通しをもつ。

○次時の予告をする。

指導のポイント

導入の工夫
・命や体につい
て学ぶ、とても
大切な学習で
あり、冷やかし
たり、遊び半分
で授業を受け
たりしないこ
とを確認する。

使用する教材等
・健康カード、
学習カード、
身長の伸びを
示すリボン等
を準備する。

わたしたちの体は、赤ちゃんのころと比べて、
どのようなところが育ってきたでしょうか。

成長には個人差がありますが、友達にどのような言葉を掛けますか。

個人差への配慮
・一人一人がか
けがえのない
命であり、体
にとって一番
望ましい時期
に望ましい分
だけ成長する
ことを指導す
る。

生物的側面 心理的側面
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大きくなってきたわたし（思春期にあらわれる変化）

対象：第 4学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第 4学年 体育科「体の発育・発達」

2 単元設定の理由
性は個人的でデリケートな問題なので、ガイダンスとカウンセリングの観点が重要となる。そのため、「思

春期にあらわれる変化」では、学習カードの記述から、児童一人一人の知識理解の様子や疑問、抱えている問
題等を捉え、次の授業を修正したり、個別対応をしたりできるように本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
本
時

・体は年齢に伴って発
育すること、発育の仕
方には個人差がある
ことを理解する。

・赤ちゃんのころと比べて、どんなところが育ってき
たか考える。

・「身長」「体重」「手足の大きさ」「学習面の伸び」「運
動面の伸び」「心の成長」等、様々な成長に気付く。

・身長について悩んでいる友達に、どんな言葉を掛け
るか考える。

・習得した知識を生
かして悩んでいる
友達に掛ける言葉
を考え、判断してい
る。

・習得した知識を活
かして思春期の体
の変化について、先
輩への質問を考え
ている。

・思春期の心の変化
について、進んで考
えたり、発表したり
している。

・知識を活用して、
男女協力して楽し
く学校生活を送る
方法を考えて発言
している。

・学習を生かして、自
分の体をよりよく
育てる方法を考え、
判断している。

２
本
時

・思春期になると次第
に大人の体に近付き、
体つきが変わったり、
初経、精通などが起こ
ったりすること、ま
た、その変化には個人
差があることを理解
する。

・思春期になると、どのような体の変化が起こるのか
考える。

・男女に起こる体の外側と内側の変化について知る。
・体の変化の起こる時期について考える。
・先輩である大人に、どのようなことを聞いてみたい
か考える。

３
本
時

・思春期になると異性
への関心が高まり、仲
良くしたいという気
持ちが強まったり、反
発したりすること、ま
た、その変化には個人
差があることを理解
する。

・児童の実態によって、前時の質問の中から適したも
のを取り上げ、思春期の体の変化を肯定的に受け止
められるように指導する。

・  思春期には、どのような心の変化が起こるか考える。
・男女協力して、楽しく学校生活を送っていくために
は、どのようなことに気を付ければよいか考える。

４

・体をよりよく発育さ
せるためには、調和の
とれた食事、適切な運
動、休養及び睡眠が必
要であることを理解
する。

・よりよく発育するための運動、食事、休養・睡眠の
仕方について知る。

・自分の体をよりよく育てるための方法を考える。

指導事例５

体の発育・発達について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。
ア 体の発育・発達について理解すること。
ｱ 体は、年齢に伴って変化すること。また、体の発育・発達には、個人差があること。
ｲ 体は、思春期になると次第に大人の体に近づき、体つきが変わったり、初経、精通などが起こったりす
ること。また、異性への関心が芽生えること。
ｳ 体をよりよく発育・発達させるには、適切な運動、食事、休養及び睡眠が必要であること。

イ 体がよりよく発育・発達するために、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現すること。

４ 第 1時の指導
(1) 指導のねらい
・体は年齢に伴って発育すること、発育の仕方には個人差があることを理解できるようにする。

(2) 学習方法
・一人一人に、入学してから 4 年生までの身長の伸びが分かるリボンを渡し、比べる。発育の仕方には個
人差があることに気付かせる。

・自分の考えを伝え合い、良さをみんなで認め合えるようにする。
(3) 評価規準
・習得した知識を生かして、悩んでいる友達に掛ける言葉を考え、判断している。

(4) 指導上の配慮事項
・身長の伸びは個人差があり、その人にとって一番いい時期に伸びることを理解させる。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 学習の見通しをもつ。 ○「体の発育・発達」について４

時間学習することを知らせる。

２ 「身長」「体重」「手の
大きさ」「足の大きさ」
「顔つき」「学習面の伸
び」「運動面の伸び」「心
の成長」などに気付く。

・実物を通して、自分たち
の成長を実感する。

３ 自分たちの身長の伸
びを比べ合う。

４ 個人差について知る。

5 習得した知識を活用し
て、自分の考えを学習カ
ードに書く。

○様々な成長を肯定的に認めなが
ら、気付かせていく。

○実物大の赤ちゃん人形や赤ちゃ
ん用の服、靴、手袋、帽子など
を用意し、自分たちが大きくな
ってきたことを実感させる。

〇生まれたばかりの赤ちゃんの平
均身長である 50cmから１年生
の平均身長 120cm まで、約
70cm ぐらい伸びたことを示す
リボンを提示する。

○一人一人に入学してから 4年生
までの身長の伸びが分かるリボ
ンを渡し、比べる。

○４人程度の身長の伸びを提示
し、体は年齢に伴って発育する
こと、発育の仕方には個人差が
あることに気付かせる。

〇自分の考えを伝え合い、良さを
認め合えるようにする。

●習得した知識
を生かして悩
んでいる友達
に掛ける言葉
を考え、判断
している。

導
入

展
開

ま
と
め

6 学習のまとめをする。
・分かったこと、考えたこ
とを学習カードに書く。

・次時の見通しをもつ。

○次時の予告をする。

指導のポイント

導入の工夫
・命や体につい
て学ぶ、とても
大切な学習で
あり、冷やかし
たり、遊び半分
で授業を受け
たりしないこ
とを確認する。

使用する教材等
・健康カード、
学習カード、
身長の伸びを
示すリボン等
を準備する。

わたしたちの体は、赤ちゃんのころと比べて、
どのようなところが育ってきたでしょうか。

成長には個人差がありますが、友達にどのような言葉を掛けますか。

個人差への配慮
・一人一人がか
けがえのない
命であり、体
にとって一番
望ましい時期
に望ましい分
だけ成長する
ことを指導す
る。

生物的側面
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５ 第２時の指導
(1) 指導のねらい
・思春期になると次第に大人の体に近付き、体つきが変わったり、初経、精通などが起こったりすること、
また、その変化には個人差があることを理解できるようにする。

・習得した知識を活用し、思春期の変化についての質問を考えることができるようにする。
・健康の大切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組む態度を養う。

(2) 学習方法
  ・声変わり、胸のふくらみ、発毛、初経・精通の起こった時期を表すグラフを活用し、思春期の体の変化

は、大人になるための準備であること、個人差があること、命がつながっていることを考える。
(3) 評価規準
・思春期の体の変化について進んで考えたり、発表したりしている。
・習得した知識を生かして思春期の体の変化について、先輩への質問を考えている。

(4) 指導上の配慮事項
・まだ自分のこととして捉えることができない児童にも、これから自分の体に起こることであるという意
識をもたせるようにする。

(5) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 思春期の意味と
本時のねらいを知
る。

○ 思春期（心も体も、子供から大人に変
化する時期）について指導する。  

 

２ グループで話し
合い、付箋紙に、
できるだけたくさ
ん書き、ボードに
貼る。

３ 男女に起こる体
の外側の変化につ
いて知る。

４ 男女に起こる体
の内側の変化につ
いて知る。

５ 体の変化の起こ
る時期について考
える。

・資料「四つのグラ
フ」を見て、気付
いたことを伝え合
う。

○大人と子供の横向きのシルエットを
掲示する。

○男女にあらわれる変化を分けさせる。

○男女に起こる変化について指導する。
○変化の程度にも、個人差があることに
ついて指導する。

○卵子と精子の写真を提示し、命のもと
が作られていくことを指導する。

○月経と初経、射精と精通について知
る。

○声変わり、胸のふくらみ、発毛、初経・
精通の起こった時期を表すグラフを
提示する。

○思春期の体の変化は、お父さんやお母
さんになるための準備であること、個
人差があること、命がつながっている
ことを指導する。

●思春期の
体の変化
について
進んで考
えたり、発
表したり
している。

●習得した
知識を生
かして思
春期の体
の変化に
ついて、先
輩への質
問を考え
ている。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 分かったこと・
考えたことを書
く。

７ 先輩である大人
に質問してみたい
ことを学習カード
に書く。

○男女の変化には個人差があるなどの
意見をクラスで共有する。

○保護者や先生に質問したいことを記
入させる。男子は男性へ、女子は女性
へなど、配慮する

指導のポイント

個人差への配慮、
個別指導につい
て
・まだ自分のこ
ととして捉え
ることができ
ない児童に
も、これから
自分の体に起
こることであ
るという意識
をもたせるよ
うにする。

使用する教材等
・付箋紙やホワイ
トボードを活用
し、簡単なブレ
インストーミン
グを行う。

導入の工夫
・前時の学習カー
ドを紹介し、学
習した感想につ
いて認め合える
ようにする。

思春期になると、どのような体の変化が起こるのでしょう。

先輩である大人に、どのようなことを聞いてみたいですか。

６ 第３時の指導

(1) 指導のねらい
・思春期になると異性への関心が高まり、仲良くしたいという気持ちが強まったり、反発したりすること、

また、その変化には個人差があることを理解できるようにする。
・習得した知識を活用して、異性と協力して学校生活を送る方法を考えることができるようにする。
・健康の大切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組む態度を

養う。
（2）学習方法
  ・先輩の話を聞き、思春期の体の変化を理解する。

・4 年生の実態のグラフを活用し、思春期の心の変化を考える。
（3）評価規準

・知識を活用して、男女協力して楽しく学校生活を送る方法を考えている。
 (4) 指導上の配慮事項

・男女別に指導した方がよい実態があれば、個別指導を行う。
(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前時を振り返り、本

時のねらいを知る。
○思春期の意味について指導する。  

２ 先輩の話を聞く。

３ 資料「4 年生の実態
のグラフ」を見て、自
分の心の変化を考え
てみよう。

４ 思春期の心の変化
について知る。

○児童の実態によって、前時の質問の中
から適したものを取り上げ、思春期の
体の変化を肯定的に受け止められる
ように配慮し、指導する。

○思春期の体の変化について改めて指
導し、確実な理解につなげる。

○「異性と話すのが恥ずかしい。」「異性
と仲良くなりたい。」「髪型や服装が気
になる。」「異性に優しくできないこと
がある。」の 4 年生の実態のグラフを
掲示する。

○思春期の心の変化について指導する。

●知識を
活用し
て、男
女協力
して楽
しく学
校生活
を送る
方法を
考えて
いる。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 今日の学習のまと
めをする。

・今日の学習で分かっ
たこと・考えたことを
学習カードに書く。

○児童の意見の良さを認め、伝え合うよ
うにする。

指導のポイント

個別指導
・質問によって、

個別に回答した
方がよいもの、
男女別に指導し
た方がよいもの
があれば、個別
指導を行う。

思春期には、どのような心の変化が起こるのでしょう。

みんなで協力して学校生活を送っていくためには、
どのようなことに気を付ければよいでしょう。

導入の工夫
・前時の学習カー

ドを紹介し、学
習した感想につ
いて認め合える
ようにする。

１ 異性（いせい）と話すのが、
　はずかしいと思うときがある。

男子

女子

とても当てはまる 　当てはまる　 あまり当てはまらない　 当てはまらない

3% 23% 41% 33%

3%18% 39% 39%

3% 23% 41% 33%

3%18% 39% 39%

とても当てはまる 　当てはまる　 あまり当てはまらない　 当てはまらない

2 異性（いせい）と仲良く
　なりたいと思う。

男子

女子

16% 28% 39% 16%

18% 34% 32% 16%

16% 28% 39% 16%

18% 34% 32% 16%

生物的側面
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５ 第２時の指導
(1) 指導のねらい
・思春期になると次第に大人の体に近付き、体つきが変わったり、初経、精通などが起こったりすること、
また、その変化には個人差があることを理解できるようにする。

・習得した知識を活用し、思春期の変化についての質問を考えることができるようにする。
・健康の大切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組む態度を養う。

(2) 学習方法
  ・声変わり、胸のふくらみ、発毛、初経・精通の起こった時期を表すグラフを活用し、思春期の体の変化

は、大人になるための準備であること、個人差があること、命がつながっていることを考える。
(3) 評価規準
・思春期の体の変化について進んで考えたり、発表したりしている。
・習得した知識を生かして思春期の体の変化について、先輩への質問を考えている。

(4) 指導上の配慮事項
・まだ自分のこととして捉えることができない児童にも、これから自分の体に起こることであるという意
識をもたせるようにする。

(5) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 思春期の意味と
本時のねらいを知
る。

○ 思春期（心も体も、子供から大人に変
化する時期）について指導する。  

 

２ グループで話し
合い、付箋紙に、
できるだけたくさ
ん書き、ボードに
貼る。

３ 男女に起こる体
の外側の変化につ
いて知る。

４ 男女に起こる体
の内側の変化につ
いて知る。

５ 体の変化の起こ
る時期について考
える。

・資料「四つのグラ
フ」を見て、気付
いたことを伝え合
う。

○大人と子供の横向きのシルエットを
掲示する。

○男女にあらわれる変化を分けさせる。

○男女に起こる変化について指導する。
○変化の程度にも、個人差があることに
ついて指導する。

○卵子と精子の写真を提示し、命のもと
が作られていくことを指導する。

○月経と初経、射精と精通について知
る。

○声変わり、胸のふくらみ、発毛、初経・
精通の起こった時期を表すグラフを
提示する。

○思春期の体の変化は、お父さんやお母
さんになるための準備であること、個
人差があること、命がつながっている
ことを指導する。

●思春期の
体の変化
について
進んで考
えたり、発
表したり
している。

●習得した
知識を生
かして思
春期の体
の変化に
ついて、先
輩への質
問を考え
ている。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 分かったこと・
考えたことを書
く。

７ 先輩である大人
に質問してみたい
ことを学習カード
に書く。

○男女の変化には個人差があるなどの
意見をクラスで共有する。

○保護者や先生に質問したいことを記
入させる。男子は男性へ、女子は女性
へなど、配慮する

指導のポイント

個人差への配慮、
個別指導につい
て
・まだ自分のこ
ととして捉え
ることができ
ない児童に
も、これから
自分の体に起
こることであ
るという意識
をもたせるよ
うにする。

使用する教材等
・付箋紙やホワイ
トボードを活用
し、簡単なブレ
インストーミン
グを行う。

導入の工夫
・前時の学習カー
ドを紹介し、学
習した感想につ
いて認め合える
ようにする。

思春期になると、どのような体の変化が起こるのでしょう。

先輩である大人に、どのようなことを聞いてみたいですか。

６ 第３時の指導

(1) 指導のねらい
・思春期になると異性への関心が高まり、仲良くしたいという気持ちが強まったり、反発したりすること、

また、その変化には個人差があることを理解できるようにする。
・習得した知識を活用して、異性と協力して学校生活を送る方法を考えることができるようにする。
・健康の大切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組む態度を

養う。
（2）学習方法
  ・先輩の話を聞き、思春期の体の変化を理解する。

・4 年生の実態のグラフを活用し、思春期の心の変化を考える。
（3）評価規準

・知識を活用して、男女協力して楽しく学校生活を送る方法を考えている。
 (4) 指導上の配慮事項

・男女別に指導した方がよい実態があれば、個別指導を行う。
(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前時を振り返り、本

時のねらいを知る。
○思春期の意味について指導する。  

２ 先輩の話を聞く。

３ 資料「4 年生の実態
のグラフ」を見て、自
分の心の変化を考え
てみよう。

４ 思春期の心の変化
について知る。

○児童の実態によって、前時の質問の中
から適したものを取り上げ、思春期の
体の変化を肯定的に受け止められる
ように配慮し、指導する。

○思春期の体の変化について改めて指
導し、確実な理解につなげる。

○「異性と話すのが恥ずかしい。」「異性
と仲良くなりたい。」「髪型や服装が気
になる。」「異性に優しくできないこと
がある。」の 4 年生の実態のグラフを
掲示する。

○思春期の心の変化について指導する。

●知識を
活用し
て、男
女協力
して楽
しく学
校生活
を送る
方法を
考えて
いる。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 今日の学習のまと
めをする。

・今日の学習で分かっ
たこと・考えたことを
学習カードに書く。

○児童の意見の良さを認め、伝え合うよ
うにする。

指導のポイント

個別指導
・質問によって、

個別に回答した
方がよいもの、
男女別に指導し
た方がよいもの
があれば、個別
指導を行う。

思春期には、どのような心の変化が起こるのでしょう。

みんなで協力して学校生活を送っていくためには、
どのようなことに気を付ければよいでしょう。

導入の工夫
・前時の学習カー

ドを紹介し、学
習した感想につ
いて認め合える
ようにする。

１ 異性（いせい）と話すのが、
　はずかしいと思うときがある。

男子

女子

とても当てはまる 　当てはまる　 あまり当てはまらない　 当てはまらない

3% 23% 41% 33%

3%18% 39% 39%

3% 23% 41% 33%

3%18% 39% 39%

とても当てはまる 　当てはまる　 あまり当てはまらない　 当てはまらない

2 異性（いせい）と仲良く
　なりたいと思う。

男子

女子

16% 28% 39% 16%

18% 34% 32% 16%

16% 28% 39% 16%

18% 34% 32% 16%

心理的側面
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よりよく育つための生活

対象：第 4学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第 4学年 体育科「体の発育・発達」

2 単元設定の理由
性は個人的でデリケートな問題なので、ガイダンスとカウンセリングの観点が重要となる。そのため、「思

春期にあらわれる変化」では、学習カードの記述から、児童一人一人の知識理解の様子や疑問、抱えている問
題等を捉え、次の授業を修正したり、個別対応をしたりできるように本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・体は年齢に伴って発
育すること、発育の仕
方には個人差がある
ことを理解する。

・赤ちゃんのころと比べて、どんなところが育ってき
たか考える。

・「身長」「体重」「手足の大きさ」「学習面の伸び」「運
動面の伸び」「心の伸び」等、様々な成長に気付く。

・身長について悩んでいる友達に、どんな言葉を掛け
るか考える。

・習得した知識を生か
して悩んでいる友
達に掛ける言葉を
考えている。

・習得した知識を生か
して思春期の体の
変化について、先輩
への質問を考えて
いる。

・思春期の心の変化に
ついて、進んで考え
たり、発表したりし
ている。

・知識を活用して、男
女協力して楽しく
学校生活を送る方
法を考えて発言し
ている。

・学習を生かして、自
分の体をよりよく
育てる方法を考え、
判断している。

２

・思春期になると次第
に大人の体に近付き、
体つきが変わったり、
初経、精通などが起こ
ったりすること、ま
た、その変化には個人
差があることを理解
する。

・思春期になると、どのような体の変化が起こるのか
考える。

・男女に起こる体の外側と内側の変化について知る。
・体の変化の起こる時期について考える。
・先輩である大人に、どんなことを聞いてみたいか考
える。

３

・思春期になると異性
への関心が高まり、仲
良くしたいという気
持ちが強まったり、反
発したりすること、ま
た、その変化には個人
差があることを理解
する。

・児童の実態によって、前時の質問の中から適したも
のを取り上げ、思春期の体の変化を肯定的に受け止
められるように指導する。

・思春期には、どのような心の変化が起こるか考える。
・男女協力して、楽しく学校生活を送っていくために
は、どんなことに気を付ければよいか考える。

４
本
時

・体をよりよく発育さ
せるためには、調和の
とれた食事、適切な運
動、休養及び睡眠が必
要であることを理解
する。

・よりよく発育するための運動、食事、休養・睡眠の
仕方について知る。

・自分の体をよりよく育てるための方法を考える。

指導事例６

体の発育・発達について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。
ア 体の発育・発達について理解すること。
ｱ 体は、年齢に伴って変化すること。また、体の発育・発達には、個人差があること。
ｲ 体は、思春期になると次第に大人の体に近づき、体つきが変わったり、初経、精通などが起こったりする
こと。また、異性への関心が芽生えること。
ｳ 体をよりよく発育・発達させるには、適切な運動、食事、休養及び睡眠が必要であること。

イ 体がよりよく発育・発達するために、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現すること。

４ 本時の指導（全 4時間中の 4時間目）
(1) 指導のねらい
・体をよりよく発育させるためには、適切な運動、調和のとれた食事、休養及び睡眠が大切であることを理
解できるようにする。

・習得した知識を活用して、自分の生活を改善する方法を考えることができるようにする。
・健康の大切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組む態度を養う。 

（2）学習方法
  ・教科書や資料を活用し、体をよりよく成長させるためには、運動、食事、休養・睡眠が大切であることを
理解する。
・自分の生活の様子を記録したカードを活用し、自分の体をよりよく成長させていく作戦を考える。

（3）評価規準
・よりよく自分の体を育てる生活の仕方について進んで考えたり、伝えたりしている。
・習得した知識を生かして、自分の体をよりよく育てる方法を考え、判断している。

 (4) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前時を振り返り、本
時のねらいを知る。

○前時の質問の中から児童の実
態に適したものを取り上げ、思
春期の体の変化を肯定的に受
け止められるように指導する。

2 「健康〇✕クイズ」に
答え、自分の生活を振
り返る。

3 運動、食事、休養・
睡眠についてグループ
に分かれて話し合う。

4 よりよく発育してい
くために「運動」「食事」
「休養・睡眠」につい
て、グループからの発
表を基に話し合う。

5 生活カードで自分の
生活を振り返り、同じ
課題をもつグループに
分かれて話し合う。

○「朝ご飯をしっかり食べていま
すか。」、「給食を好き嫌いなく食
べていますか。」、「外遊びをたく
さんしていますか。」、「１日60
分以上運動していますか。」、「早
寝早起きをしていますか。」、「疲
れたら休むようにしています
か。」、の質問に答え、自分の生
活を振り返らせる。

○クラスの児童を運動、食事、休
養・睡眠の三つの課題に分け、
1 グループ３～４人で話し合
わせる。

○教科書や資料を活用して運動
の仕方、食事の仕方、休養・睡
眠のとり方について指導する。

○自分の生活を改善する方法を
考えさせる。

●よりよく自
分の体を育
てる生活の
仕方につい
て進んで考
えたり、伝
えたりして
いる。

●習得した知
識を生かし
て、自分の
体をよりよ
く育てる方
法を考え、
判断してい
る。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 学習全体のまとめを
する。

・学習で分かったこと・
考えたことを学習カー
ドに書く。

○児童の意見の良さを認め、伝え
合わせるようにする。

○自分が考えた方法を１週間程
度実行させ、保護者からコメン
トをもらうようにする。

指導のポイント

導入の工夫
・前時の質問の中か
ら児童の実態に適
したものを取り上
げ、思春期の体の
変化について復習
する。

体をよりよく育てるための生活のしかたを考えよう。

自分の体をよりよく育てていくための方法を考えよう。

個人差への配慮、個別
指導について
・1週間程度、自分の
生活の様子を記録
するカードを活用
し、自分に合った計
画を立てさせる。

指導上の留意点
・体をよりよく発育・
発達させるには、適
切な運動、食事、休
養及び睡眠が大切で
あることを指導す
る。その際、運動の
効果や成長期には特
にタンパク質、カル
シウム、ビタミンが
必要であること、睡
眠時に成長ホルモン
が多く分泌されるな
どの資料を活用する
と効果的である。

健康○×クイズ
食事
１いつも朝ごはんをしっかり食べています。
２給食は、すききらいなく食べます。
運動
３外遊びをたくさんしています。
４１日 分以上運動しています。
休養・すいみん
５早ね早起きをしています。
６つかれたら、しっかりと休む
ようにしています。

生物的側面
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

よりよく育つための生活

対象：第 4学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第 4学年 体育科「体の発育・発達」

2 単元設定の理由
性は個人的でデリケートな問題なので、ガイダンスとカウンセリングの観点が重要となる。そのため、「思

春期にあらわれる変化」では、学習カードの記述から、児童一人一人の知識理解の様子や疑問、抱えている問
題等を捉え、次の授業を修正したり、個別対応をしたりできるように本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・体は年齢に伴って発
育すること、発育の仕
方には個人差がある
ことを理解する。

・赤ちゃんのころと比べて、どんなところが育ってき
たか考える。

・「身長」「体重」「手足の大きさ」「学習面の伸び」「運
動面の伸び」「心の伸び」等、様々な成長に気付く。

・身長について悩んでいる友達に、どんな言葉を掛け
るか考える。

・習得した知識を生か
して悩んでいる友
達に掛ける言葉を
考えている。

・習得した知識を生か
して思春期の体の
変化について、先輩
への質問を考えて
いる。

・思春期の心の変化に
ついて、進んで考え
たり、発表したりし
ている。

・知識を活用して、男
女協力して楽しく
学校生活を送る方
法を考えて発言し
ている。

・学習を生かして、自
分の体をよりよく
育てる方法を考え、
判断している。

２

・思春期になると次第
に大人の体に近付き、
体つきが変わったり、
初経、精通などが起こ
ったりすること、ま
た、その変化には個人
差があることを理解
する。

・思春期になると、どのような体の変化が起こるのか
考える。

・男女に起こる体の外側と内側の変化について知る。
・体の変化の起こる時期について考える。
・先輩である大人に、どんなことを聞いてみたいか考
える。

３

・思春期になると異性
への関心が高まり、仲
良くしたいという気
持ちが強まったり、反
発したりすること、ま
た、その変化には個人
差があることを理解
する。

・児童の実態によって、前時の質問の中から適したも
のを取り上げ、思春期の体の変化を肯定的に受け止
められるように指導する。

・思春期には、どのような心の変化が起こるか考える。
・男女協力して、楽しく学校生活を送っていくために
は、どんなことに気を付ければよいか考える。

４
本
時

・体をよりよく発育さ
せるためには、調和の
とれた食事、適切な運
動、休養及び睡眠が必
要であることを理解
する。

・よりよく発育するための運動、食事、休養・睡眠の
仕方について知る。

・自分の体をよりよく育てるための方法を考える。

指導事例６

体の発育・発達について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けることが
できるよう指導する。
ア 体の発育・発達について理解すること。
ｱ 体は、年齢に伴って変化すること。また、体の発育・発達には、個人差があること。
ｲ 体は、思春期になると次第に大人の体に近づき、体つきが変わったり、初経、精通などが起こったりする
こと。また、異性への関心が芽生えること。
ｳ 体をよりよく発育・発達させるには、適切な運動、食事、休養及び睡眠が必要であること。

イ 体がよりよく発育・発達するために、課題を見付け、その解決に向けて考え、それを表現すること。

４ 本時の指導（全 4時間中の 4時間目）
(1) 指導のねらい
・体をよりよく発育させるためには、適切な運動、調和のとれた食事、休養及び睡眠が大切であることを理
解できるようにする。

・習得した知識を活用して、自分の生活を改善する方法を考えることができるようにする。
・健康の大切さに気付き、自己の健康の保持増進に進んで取り組む態度を養う。 

（2）学習方法
  ・教科書や資料を活用し、体をよりよく成長させるためには、運動、食事、休養・睡眠が大切であることを
理解する。
・自分の生活の様子を記録したカードを活用し、自分の体をよりよく成長させていく作戦を考える。

（3）評価規準
・よりよく自分の体を育てる生活の仕方について進んで考えたり、伝えたりしている。
・習得した知識を生かして、自分の体をよりよく育てる方法を考え、判断している。

 (4) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前時を振り返り、本
時のねらいを知る。

○前時の質問の中から児童の実
態に適したものを取り上げ、思
春期の体の変化を肯定的に受
け止められるように指導する。

2 「健康〇✕クイズ」に
答え、自分の生活を振
り返る。

3 運動、食事、休養・
睡眠についてグループ
に分かれて話し合う。

4 よりよく発育してい
くために「運動」「食事」
「休養・睡眠」につい
て、グループからの発
表を基に話し合う。

5 生活カードで自分の
生活を振り返り、同じ
課題をもつグループに
分かれて話し合う。

○「朝ご飯をしっかり食べていま
すか。」、「給食を好き嫌いなく食
べていますか。」、「外遊びをたく
さんしていますか。」、「１日60
分以上運動していますか。」、「早
寝早起きをしていますか。」、「疲
れたら休むようにしています
か。」、の質問に答え、自分の生
活を振り返らせる。

○クラスの児童を運動、食事、休
養・睡眠の三つの課題に分け、
1 グループ３～４人で話し合
わせる。

○教科書や資料を活用して運動
の仕方、食事の仕方、休養・睡
眠のとり方について指導する。

○自分の生活を改善する方法を
考えさせる。

●よりよく自
分の体を育
てる生活の
仕方につい
て進んで考
えたり、伝
えたりして
いる。

●習得した知
識を生かし
て、自分の
体をよりよ
く育てる方
法を考え、
判断してい
る。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 学習全体のまとめを
する。

・学習で分かったこと・
考えたことを学習カー
ドに書く。

○児童の意見の良さを認め、伝え
合わせるようにする。

○自分が考えた方法を１週間程
度実行させ、保護者からコメン
トをもらうようにする。

指導のポイント

導入の工夫
・前時の質問の中か
ら児童の実態に適
したものを取り上
げ、思春期の体の
変化について復習
する。

体をよりよく育てるための生活のしかたを考えよう。

自分の体をよりよく育てていくための方法を考えよう。

個人差への配慮、個別
指導について
・1週間程度、自分の
生活の様子を記録
するカードを活用
し、自分に合った計
画を立てさせる。

指導上の留意点
・体をよりよく発育・
発達させるには、適
切な運動、食事、休
養及び睡眠が大切で
あることを指導す
る。その際、運動の
効果や成長期には特
にタンパク質、カル
シウム、ビタミンが
必要であること、睡
眠時に成長ホルモン
が多く分泌されるな
どの資料を活用する
と効果的である。

健康○×クイズ
食事
１いつも朝ごはんをしっかり食べています。
２給食は、すききらいなく食べます。
運動
３外遊びをたくさんしています。
４１日 分以上運動しています。
休養・すいみん
５早ね早起きをしています。
６つかれたら、しっかりと休む
ようにしています。

生物的側面
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

宿泊的行事前の保健指導（男子編）

対象：第５学年男子 教科・領域等：特別活動

１ 教育課程上の位置付け
特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

２ 教材設定の理由
高学年になると宿泊的行事が行われるが、楽しみである半面、思春期に入り、体の変化等について

不安を抱えている児童もいる。宿泊的行事前に保健指導を行い、そうした不安に対処する。

指導事例７

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に

行動すること。

男女ともに訪れる思春期の体の変化には性差があり、男女別に実施する指導は、異性を意識するこ
となく、それぞれの不安や戸惑いに直接的に答える指導ができる。
男子の発育も個人差が大きく、性毛の発毛や変声、射精等の男子特有の体の働きなど、成長に伴う

悩み等について丁寧に指導し、自他の体の変化を不安なく受け止めさせたいと考え、本単元を設定し
た。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本
時

・男子の体の変化や仕組み
を理解し、自らの性につ
いての誤解や不安を取り
除くことができるように
する。

・男子の体の変化や仕組みを確認し、体の
成長には個人差があることを理解する。

・宿泊活動時のマナーを考える。
・大人の体験談などを聞き、不安を取り除
く。

・自らの性についての
誤解や不安を取り除
き、友達の変化につ
いても肯定的に捉え
ることができる。

４ 本時の指導
（1）指導のねらい
・男子の体の変化や仕組みを理解し、落ち着いて思春期を迎えられるようにする。
・自らの性についての誤解や不安を取り除き、友達の変化についても肯定的に捉えられるようにする。

（2）学習方法
・男子の体の変化や仕組みを確認し、宿泊活動に向けてのマナーを考える。
・大人の体験談を聞くことにより、誰でも不安や悩みに直面することや、心配なことは信頼できる大
人に相談することを確認する。

（3）評価規準
・自らの性についての誤解や不安を取り除き、友達の変化についても肯定的に捉えることができる。

（4）指導上の配慮事項
・学校行事の遠足・集団宿泊的行事の前に実施する。
・視覚的な情報から興味・関心をもたせ、体の変化に気付き、正しい知識を得られるようにする。
・家庭との連携を図るために、指導内容を保護者会や学年便り等で知らせる。

 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 思春期に起こる
体の変化について
知る。

○思春期は男性ホルモンの分泌に
よって、体や心にいろいろな変化
が起き、子供から大人へ成長して
いく時期であることを説明する。

２ 男子の体の変化
や仕組みを確認す
る。

３ 宿泊活動時の入
浴等での心構えを
考える。

○４年生で学習した内容を基に、実
態に即して男子の第二次性徴を
確認させる。

○女子の体の変化にも触れ、女子が受
けている指導内容の概要を説明す
る。

○体の成長には個人差があることを
伝え、友達と自分の体を比べて不
安になったり、友達の体の変化に
ついて指摘したりしないことを伝
える。

導
入

展
開

ま
と
め

４ 教師達の体験談
を聞く。

５ 分かったことや
心配なことを確認
し、学習のまとめを
する。

○大人の男性が、体が変化したとき
等の体験談を話すことで、体の変
化や起こり方は人それぞれで、多
くの人が不安や悩みに直面する
ことを伝え、安心させる。

○多くの男子が悩んでいると思わ
れる内容を取り上げる。

○心配なことや困ったことがあれ
ば、信頼できる大人に相談するよ
う伝える。

●自らの性に
ついての誤
解や不安を
取り除き、
友達の変化
についても
肯定的に捉
えることが
できる。

指導のポイント

導入の工夫
・４年生の保健学
習で学んだこと
を思い出させる。

使用する教材等
・保健の教科書等
を準備する。

男子の体の仕組みを確認しよう。

個人差への配慮、
個別指導について
・深刻な悩みだと
考えられるとき
は、授業後に個
別に対応する。

宿泊活動時のマナーを考えよう。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。

生物的側面
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

宿泊的行事前の保健指導（男子編）

対象：第５学年男子 教科・領域等：特別活動

１ 教育課程上の位置付け
特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

２ 教材設定の理由
高学年になると宿泊的行事が行われるが、楽しみである半面、思春期に入り、体の変化等について

不安を抱えている児童もいる。宿泊的行事前に保健指導を行い、そうした不安に対処する。

指導事例７

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に

行動すること。

男女ともに訪れる思春期の体の変化には性差があり、男女別に実施する指導は、異性を意識するこ
となく、それぞれの不安や戸惑いに直接的に答える指導ができる。
男子の発育も個人差が大きく、性毛の発毛や変声、射精等の男子特有の体の働きなど、成長に伴う

悩み等について丁寧に指導し、自他の体の変化を不安なく受け止めさせたいと考え、本単元を設定し
た。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本
時

・男子の体の変化や仕組み
を理解し、自らの性につ
いての誤解や不安を取り
除くことができるように
する。

・男子の体の変化や仕組みを確認し、体の
成長には個人差があることを理解する。

・宿泊活動時のマナーを考える。
・大人の体験談などを聞き、不安を取り除
く。

・自らの性についての
誤解や不安を取り除
き、友達の変化につ
いても肯定的に捉え
ることができる。

４ 本時の指導
（1）指導のねらい
・男子の体の変化や仕組みを理解し、落ち着いて思春期を迎えられるようにする。
・自らの性についての誤解や不安を取り除き、友達の変化についても肯定的に捉えられるようにする。

（2）学習方法
・男子の体の変化や仕組みを確認し、宿泊活動に向けてのマナーを考える。
・大人の体験談を聞くことにより、誰でも不安や悩みに直面することや、心配なことは信頼できる大
人に相談することを確認する。

（3）評価規準
・自らの性についての誤解や不安を取り除き、友達の変化についても肯定的に捉えることができる。

（4）指導上の配慮事項
・学校行事の遠足・集団宿泊的行事の前に実施する。
・視覚的な情報から興味・関心をもたせ、体の変化に気付き、正しい知識を得られるようにする。
・家庭との連携を図るために、指導内容を保護者会や学年便り等で知らせる。

 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 思春期に起こる
体の変化について
知る。

○思春期は男性ホルモンの分泌に
よって、体や心にいろいろな変化
が起き、子供から大人へ成長して
いく時期であることを説明する。

２ 男子の体の変化
や仕組みを確認す
る。

３ 宿泊活動時の入
浴等での心構えを
考える。

○４年生で学習した内容を基に、実
態に即して男子の第二次性徴を
確認させる。

○女子の体の変化にも触れ、女子が受
けている指導内容の概要を説明す
る。

○体の成長には個人差があることを
伝え、友達と自分の体を比べて不
安になったり、友達の体の変化に
ついて指摘したりしないことを伝
える。

導
入

展
開

ま
と
め

４ 教師達の体験談
を聞く。

５ 分かったことや
心配なことを確認
し、学習のまとめを
する。

○大人の男性が、体が変化したとき
等の体験談を話すことで、体の変
化や起こり方は人それぞれで、多
くの人が不安や悩みに直面する
ことを伝え、安心させる。

○多くの男子が悩んでいると思わ
れる内容を取り上げる。

○心配なことや困ったことがあれ
ば、信頼できる大人に相談するよ
う伝える。

●自らの性に
ついての誤
解や不安を
取り除き、
友達の変化
についても
肯定的に捉
えることが
できる。

指導のポイント

導入の工夫
・４年生の保健学
習で学んだこと
を思い出させる。

使用する教材等
・保健の教科書等
を準備する。

男子の体の仕組みを確認しよう。

個人差への配慮、
個別指導について
・深刻な悩みだと
考えられるとき
は、授業後に個
別に対応する。

宿泊活動時のマナーを考えよう。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

宿泊的行事前の保健指導（女子編）

対象：第５学年女子 教科・領域等：特別活動

１ 教育課程上の位置付け
特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

２ 単元設定の理由
高学年になると宿泊的行事が行われるが、楽しみである半面、思春期に入り、体の変化等について

不安を抱えている児童もいる。宿泊的行事前に保健指導を行い、そうした不安に対処する。

指導事例８

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全

に行動すること。

男女ともに訪れる思春期の体の変化には性差があり、男女別に実施する指導は、異性を意識するこ
となく、それぞれの不安や戸惑いに直接的に答える指導ができる。
特に女子には、月経時の手当ての仕方やマナー等の指導を重視し、自他の体の変化を不安なく受け

止めさせたいと考え、本単元を設定した。

３ 指導計画（１時間扱い）
ねらい 学習内容 評価規準時

１

本
時

・女子の体の変化や仕組み、
月経の役割を理解し、自ら
の性についての誤解や不
安を取り除く。

・月経時の手当ての仕方を理
解する。

・女子の体の変化や月経の仕組みを確認し、
体の成長には個人差があることを理解す
る。

・月経時の手当ての仕方や、月経時の生活の
仕方等について考える。

・ 大人の体験談などを聞き、不安を取り除く。

・月経時の簡単
な手当てがで
きる。

４ 本時の指導
（1）指導のねらい
・女子の体のしくみや特徴、月経の役割を理解し、落ち着いて思春期が迎えられるようにする。
・月経時の手当ての仕方を理解できるようにする。
・自らの性についての誤解や不安を取り除き、友達の変化についても肯定的に捉えられるようにする。

(2) 学習方法
・女子の体の変化や仕組みを確認し、月経用ナプキンの使い方を実践する。
・女性としてのマナーや、宿泊活動時などの対応について考える。
・大人の体験談を聞くことにより、誰でも不安や悩みに直面することや、心配なことは信頼できる大
人に相談することを確認する。

(3) 評価規準
・月経時の簡単な手当てができる。

（4）指導上の配慮事項
・学校行事の遠足・集団宿泊的行事の前に実施する。
・視覚的な情報から興味・関心をもたせ、体の変化に気付き、正しい知識を得られるようにする。

・月経用ナプキンを使って月経時の手当ての仕方を学び、いつでもその場に応じて簡単な手当てがで
きるようにする。

・宿泊活動時に限らない、女性としてのマナーやエチケットも指導するようにする。
・家庭との連携を図るために、指導内容を保護者会や学年便り等で知らせる。

（5）展開
学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 思春期に起こる体の
変化について知る。

○思春期は女性ホルモンの分泌によ
って、体や心にいろいろな変化が起
き、子供から大人へ成長していく時
期であることを説明する。

２ 女子の体の仕組み
を確認する。

４ 月経用ナプキンの
使い方を知る。

５ 宿泊活動時等での
対応の仕方を考える。

・月経時の入浴の仕方

・

・月経時には濃い色の洋
服を着用

・下着や布団に経血がつ
いたとき

・ナプキンがないとき

○４年生の保健で学習した内容を基
に、実態に即して女子の第二次性徴
を確認させる。

○月経は新しい命を作るための体の
仕組みで、健康な発育の証であるこ
とを理解させる。

○月経周期などにも簡単に触れる。

○ナプキンの使い方の説明をする。
○グループごとに使用させる。
○様々な種類のナプキンを用意して
おき、用途等によって使い分けると
よいことを知らせる。

○体の成長には個人差があることを伝
え、友達と自分の体を比べて不安に
なったり、友達の体の変化について
からかったりしないことを伝える。

○学校で困ったときは、養護教諭や女
性の先生に相談するように伝える。

●月経時
の簡単
な手当
てがで
きる。

段階

導
入

展
開

ま
と
め

６ 教師の体験談を聞
く。

７ 分かったことや心配
なことを確認し、学習
のまとめをする。

○大人の女性が初めての月経の体験
談を話すことで、体の変化や月経の
起こり方は人それぞれで、多くの人
が不安や悩みに直面することを伝
え、安心させる。

○多くの女子が悩んでいると思われ
る内容を取り上げる。

○心配なことや困ったことがあれば、
信頼できる大人に相談するよう伝
える。

導入の工夫等
・４年生の保健で
学んだことを思
い出させる。

使用する教材等
・ナプキン数種、
ナプキンを入れ
る袋、月経周期
を記入するカレ
ンダーなどを準
備する。

・体の外の変化（性
毛や胸のふくら
み等）や体の中の
変化（部位名の確
認）を準備する。

個人差への配慮、
個別指導について
・深刻な悩みと考
えられる場合や、
詳しい説明が必
要な場合は、個
別に対応する。

女子の体の仕組みを確認しよう。

月経時の手当の仕方を知ろう。

指導のポイント

３ 月経の仕組みを知
る。

男子の体の変化にも触
れ、指導内容の概要を
説明する。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

宿泊的行事前の保健指導（女子編）

対象：第５学年女子 教科・領域等：特別活動

１ 教育課程上の位置付け
特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

２ 単元設定の理由
高学年になると宿泊的行事が行われるが、楽しみである半面、思春期に入り、体の変化等について

不安を抱えている児童もいる。宿泊的行事前に保健指導を行い、そうした不安に対処する。

指導事例８

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全

に行動すること。

男女ともに訪れる思春期の体の変化には性差があり、男女別に実施する指導は、異性を意識するこ
となく、それぞれの不安や戸惑いに直接的に答える指導ができる。
特に女子には、月経時の手当ての仕方やマナー等の指導を重視し、自他の体の変化を不安なく受け

止めさせたいと考え、本単元を設定した。

３ 指導計画（１時間扱い）
ねらい 学習内容 評価規準時

１

本
時

・女子の体の変化や仕組み、
月経の役割を理解し、自ら
の性についての誤解や不
安を取り除く。

・月経時の手当ての仕方を理
解する。

・女子の体の変化や月経の仕組みを確認し、
体の成長には個人差があることを理解す
る。

・月経時の手当ての仕方や、月経時の生活の
仕方等について考える。

・ 大人の体験談などを聞き、不安を取り除く。

・月経時の簡単
な手当てがで
きる。

４ 本時の指導
（1）指導のねらい
・女子の体のしくみや特徴、月経の役割を理解し、落ち着いて思春期が迎えられるようにする。
・月経時の手当ての仕方を理解できるようにする。
・自らの性についての誤解や不安を取り除き、友達の変化についても肯定的に捉えられるようにする。

(2) 学習方法
・女子の体の変化や仕組みを確認し、月経用ナプキンの使い方を実践する。
・女性としてのマナーや、宿泊活動時などの対応について考える。
・大人の体験談を聞くことにより、誰でも不安や悩みに直面することや、心配なことは信頼できる大
人に相談することを確認する。

(3) 評価規準
・月経時の簡単な手当てができる。

（4）指導上の配慮事項
・学校行事の遠足・集団宿泊的行事の前に実施する。
・視覚的な情報から興味・関心をもたせ、体の変化に気付き、正しい知識を得られるようにする。

・月経用ナプキンを使って月経時の手当ての仕方を学び、いつでもその場に応じて簡単な手当てがで
きるようにする。

・宿泊活動時に限らない、女性としてのマナーやエチケットも指導するようにする。
・家庭との連携を図るために、指導内容を保護者会や学年便り等で知らせる。

（5）展開
学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 思春期に起こる体の
変化について知る。

○思春期は女性ホルモンの分泌によ
って、体や心にいろいろな変化が起
き、子供から大人へ成長していく時
期であることを説明する。

２ 女子の体の仕組み
を確認する。

４ 月経用ナプキンの
使い方を知る。

５ 宿泊活動時等での
対応の仕方を考える。

・月経時の入浴の仕方

・

・月経時には濃い色の洋
服を着用

・下着や布団に経血がつ
いたとき

・ナプキンがないとき

○４年生の保健で学習した内容を基
に、実態に即して女子の第二次性徴
を確認させる。

○月経は新しい命を作るための体の
仕組みで、健康な発育の証であるこ
とを理解させる。

○月経周期などにも簡単に触れる。

○ナプキンの使い方の説明をする。
○グループごとに使用させる。
○様々な種類のナプキンを用意して
おき、用途等によって使い分けると
よいことを知らせる。

○体の成長には個人差があることを伝
え、友達と自分の体を比べて不安に
なったり、友達の体の変化について
からかったりしないことを伝える。

○学校で困ったときは、養護教諭や女
性の先生に相談するように伝える。

●月経時
の簡単
な手当
てがで
きる。

段階

導
入

展
開

ま
と
め

６ 教師の体験談を聞
く。

７ 分かったことや心配
なことを確認し、学習
のまとめをする。

○大人の女性が初めての月経の体験
談を話すことで、体の変化や月経の
起こり方は人それぞれで、多くの人
が不安や悩みに直面することを伝
え、安心させる。

○多くの女子が悩んでいると思われ
る内容を取り上げる。

○心配なことや困ったことがあれば、
信頼できる大人に相談するよう伝
える。

導入の工夫等
・４年生の保健で
学んだことを思
い出させる。

使用する教材等
・ナプキン数種、
ナプキンを入れ
る袋、月経周期
を記入するカレ
ンダーなどを準
備する。

・体の外の変化（性
毛や胸のふくら
み等）や体の中の
変化（部位名の確
認）を準備する。

個人差への配慮、
個別指導について
・深刻な悩みと考
えられる場合や、
詳しい説明が必
要な場合は、個
別に対応する。

女子の体の仕組みを確認しよう。

月経時の手当の仕方を知ろう。

指導のポイント

３ 月経の仕組みを知
る。

男子の体の変化にも触
れ、指導内容の概要を
説明する。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

不安や悩みへの対処

対象：第５学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第５学年 体育科「心の健康」

２ 単元設定の理由
不安や悩みを抱くということは誰もが経験することであり、家族や先生、友達などと話したり、相

談したりすること、仲間と遊ぶこと、運動をしたり、音楽を聴いたりすること、呼吸法を行うなどに
よって気持ちを楽にしたり、気分を変えたりすることなど様々な方法がある。そのため、自分に合っ
た適切な方法で対処できることを理解できるようにするために本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・心は、様々な生活経験や学習を通
し、年齢に応じて発達することを
理解し、心を豊かにする方法を考
える。

・１年生の時と５年生の今を比
べて、どのように心は変化し
ているのかを考え、表現する。

・心の健康について関
心をもち、学習に意
欲的に取り組もうと
している。

・心の健康について、
課題の解決を目指し
て、知識を活用した
活動により、考え判
断し、それらを表し
ている。

・心の発達、心と体の
影響、不安や悩みへ
の対処について、課
題の解決に役立つ事
項を理解している。

２
・心と体は互いに深く影響し合って
いることを理解し、心や体の調子
が悪いときの対処方法を考える。

・心の変化による体の変化、体
の調子による心の変化につい
て考える。

３
本
時

・不安や悩みは、誰もが経験するこ
とであることを理解し、不安や悩
みについての対処の方法を見付
ける。

・不安や悩みを抱えたときに、
対処方法を考え、様々な対処
方法を理解する。

４

・不安や悩みの対処方法に関心をも
ち、様々な方法を体験することで、
自分に合った対処方法を見付け
る。

・不安や悩みの対処の方法を実
際に体験し、自分に合った対
処の方法を見付ける。

３ 本時の指導（全４時間中３時間目）
(１) 指導のねらい
・不安や悩みについての対処の仕方を考え、表現することができるようにする。
（２）学習方法
・不安や悩みを抱えた時にどのように対処をしているかを考え、発表し合う。グループの考えを表に
まとめることにより、他者との対話を通して、自己の思考を広げたり深めたりする。

（３）評価規準
・教科書や友達の話などを基に、課題や解決の方法を見付けたり、選んだりするなどして、それらを
説明している。

指導事例９

心の健康について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。
ア 心の発達及び不安や悩みへの対処について理解するとともに、簡単な対処をすること。

(ｱ) 心は、いろいろな生活経験を通して、年齢に伴って発達すること。
(ｲ) 心と体には、密接な関係があること。
(ｳ) 不安や悩みへの対処には、大人や友達に相談する、仲間と遊ぶ、運動をするなどいろいろな方
法があること。

イ 心の健康について、課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに、それらを表現す
ること。

（４）指導上の配慮事項
 ・心身の発育・発達が著しい思春期には、様々な不安や悩みに直面する場合があるため、事前アン
ケート等で児童の実態を把握し、配慮が必要な児童を確認しておく。

 ・重大な悩み等を把握した場合は、生活指導主任や養護教諭、スクールカウンセラー等と連携し、
早期に対応する。

（５）展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ ５年生の不安や悩みを
知り、心や体が発達して
いる思春期は、誰でも不
安や悩みをもっているこ
とを知る。

○事前にとったアンケートの
結果を提示する。

○異性のことや体の悩みなど
で、多くの児童が悩んでい
ることについて触れる。

○多くの人が不安や悩みを抱
えていることに気付かせ
る。

２ 不安や悩みを抱えた時
に、自分はどのように対処
をしているかを考える。

３ 自分の考えた対処法を
グループで発表し、カード
に書く。

４ 実際に対処法をやって
みた時にどんな気持ちに
なったか発表する。

５ いろいろな対処法があ
ることを知る。

６ 悩みに気付くことや、
対処するために様々な経
験をすることは心の発達
のために必要であること
を知る。

○教師の体験談を例とし、自
分はどのように対処してい
るか考えさせる。

○対処法のカードをチャート
又はグループに分類する。

○対処法をしてみてどう変わ
ったか考えさせる。

○自分にあった対処法、又は
その時の悩みや不安にあっ
た対処法で乗り越えること
ができることを伝える。

○不安や悩みがあるから成長
できることも指導する。

○命に関わるもの、いじめ、
犯罪に関わるもの等の大き
な悩みや不安は、すぐに信
頼できる大人に相談するこ
とを確認する。

●教科書や
友達の話
などを基
に、課題
や解決の
方法を見
付 け た
り、選ん
だりする
な ど し
て、それ
らを説明
し て い
る。

導
入

展
開

ま
と
め

７ 不安や悩みには様々な
対処法があることを確認
する。

８ 分かったことや実践し
たいことを書く。

○養護教諭やスクールカウン
セラー等から、様々な対処
方法について説明する。

指導のポイント

不安や悩みがある場合には、どんな対処法があるだろう。

指導の工夫
・養護教諭やスクールカ
ウンセラーと連携を
図り、様々な対処法に
ついて示すようにす
る。

使用する教材等
・SOSの出し方に関す
る教育を推進するた
めの指導資料集「自
分を大切にしよう」
（東京都教育委員会 
平成 32年）の DVD
教材を活用する。

ワークシート・板書例
＜チャート＞

＜グループ＞

大人数でできるもの

一人でできるもの

体
を
動
か
さ
な
い
も
の

体
を
動
か
す
も
の

その他

リラックス

・人形に触る

相談
・保護者に相談

する

発散
・体を動かす

充電
・後回しにする

心理的側面
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

不安や悩みへの対処

対象：第５学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第５学年 体育科「心の健康」

２ 単元設定の理由
不安や悩みを抱くということは誰もが経験することであり、家族や先生、友達などと話したり、相

談したりすること、仲間と遊ぶこと、運動をしたり、音楽を聴いたりすること、呼吸法を行うなどに
よって気持ちを楽にしたり、気分を変えたりすることなど様々な方法がある。そのため、自分に合っ
た適切な方法で対処できることを理解できるようにするために本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・心は、様々な生活経験や学習を通
し、年齢に応じて発達することを
理解し、心を豊かにする方法を考
える。

・１年生の時と５年生の今を比
べて、どのように心は変化し
ているのかを考え、表現する。

・心の健康について関
心をもち、学習に意
欲的に取り組もうと
している。

・心の健康について、
課題の解決を目指し
て、知識を活用した
活動により、考え判
断し、それらを表し
ている。

・心の発達、心と体の
影響、不安や悩みへ
の対処について、課
題の解決に役立つ事
項を理解している。

２
・心と体は互いに深く影響し合って
いることを理解し、心や体の調子
が悪いときの対処方法を考える。

・心の変化による体の変化、体
の調子による心の変化につい
て考える。

３
本
時

・不安や悩みは、誰もが経験するこ
とであることを理解し、不安や悩
みについての対処の方法を見付
ける。

・不安や悩みを抱えたときに、
対処方法を考え、様々な対処
方法を理解する。

４

・不安や悩みの対処方法に関心をも
ち、様々な方法を体験することで、
自分に合った対処方法を見付け
る。

・不安や悩みの対処の方法を実
際に体験し、自分に合った対
処の方法を見付ける。

３ 本時の指導（全４時間中３時間目）
(１) 指導のねらい
・不安や悩みについての対処の仕方を考え、表現することができるようにする。
（２）学習方法
・不安や悩みを抱えた時にどのように対処をしているかを考え、発表し合う。グループの考えを表に
まとめることにより、他者との対話を通して、自己の思考を広げたり深めたりする。

（３）評価規準
・教科書や友達の話などを基に、課題や解決の方法を見付けたり、選んだりするなどして、それらを
説明している。

指導事例９

心の健康について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けること
ができるよう指導する。
ア 心の発達及び不安や悩みへの対処について理解するとともに、簡単な対処をすること。

(ｱ) 心は、いろいろな生活経験を通して、年齢に伴って発達すること。
(ｲ) 心と体には、密接な関係があること。
(ｳ) 不安や悩みへの対処には、大人や友達に相談する、仲間と遊ぶ、運動をするなどいろいろな方
法があること。

イ 心の健康について、課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに、それらを表現す
ること。

（４）指導上の配慮事項
 ・心身の発育・発達が著しい思春期には、様々な不安や悩みに直面する場合があるため、事前アン
ケート等で児童の実態を把握し、配慮が必要な児童を確認しておく。

 ・重大な悩み等を把握した場合は、生活指導主任や養護教諭、スクールカウンセラー等と連携し、
早期に対応する。

（５）展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ ５年生の不安や悩みを
知り、心や体が発達して
いる思春期は、誰でも不
安や悩みをもっているこ
とを知る。

○事前にとったアンケートの
結果を提示する。

○異性のことや体の悩みなど
で、多くの児童が悩んでい
ることについて触れる。

○多くの人が不安や悩みを抱
えていることに気付かせ
る。

２ 不安や悩みを抱えた時
に、自分はどのように対処
をしているかを考える。

３ 自分の考えた対処法を
グループで発表し、カード
に書く。

４ 実際に対処法をやって
みた時にどんな気持ちに
なったか発表する。

５ いろいろな対処法があ
ることを知る。

６ 悩みに気付くことや、
対処するために様々な経
験をすることは心の発達
のために必要であること
を知る。

○教師の体験談を例とし、自
分はどのように対処してい
るか考えさせる。

○対処法のカードをチャート
又はグループに分類する。

○対処法をしてみてどう変わ
ったか考えさせる。

○自分にあった対処法、又は
その時の悩みや不安にあっ
た対処法で乗り越えること
ができることを伝える。

○不安や悩みがあるから成長
できることも指導する。

○命に関わるもの、いじめ、
犯罪に関わるもの等の大き
な悩みや不安は、すぐに信
頼できる大人に相談するこ
とを確認する。

●教科書や
友達の話
などを基
に、課題
や解決の
方法を見
付 け た
り、選ん
だりする
な ど し
て、それ
らを説明
し て い
る。

導
入

展
開

ま
と
め

７ 不安や悩みには様々な
対処法があることを確認
する。

８ 分かったことや実践し
たいことを書く。

○養護教諭やスクールカウン
セラー等から、様々な対処
方法について説明する。

指導のポイント

不安や悩みがある場合には、どんな対処法があるだろう。

指導の工夫
・養護教諭やスクールカ
ウンセラーと連携を
図り、様々な対処法に
ついて示すようにす
る。

使用する教材等
・SOSの出し方に関す
る教育を推進するた
めの指導資料集「自
分を大切にしよう」
（東京都教育委員会 
平成 32年）の DVD
教材を活用する。

ワークシート・板書例
＜チャート＞

＜グループ＞

大人数でできるもの

一人でできるもの

体
を
動
か
さ
な
い
も
の

体
を
動
か
す
も
の

その他

リラックス

・人形に触る

相談
・保護者に相談

する

発散
・体を動かす

充電
・後回しにする
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

犯罪被害防止

対象：第５学年                  教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第５学年 体育科「けが（・交通事故・犯罪被害）の防止」

２ 単元設定の理由
事故のほとんどは、日常生活における行動や環境の中に要因がある。事故の本当の発生要因を知り、

的確な判断をして安全な行動をとったり、環境を整えたりすることの大切さを理解できるよう、本単元
を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・事故やけがにはいくつかの要因
があることを理解し、危険を予
測したり回避したりする方法を
考える。

・なぜけがをしてしまったのか考え
る。
・けがを防ぐ方法を考える。

・けがの防止について
関心をもち、学習活
動に意欲的に取り組
もうとしている。

・けがの防止について
課題の解決を目指し
て、知識を活用した
活動により、実践的
に考え、判断し、そ
れらを表している。

・交通事故や身の回り
の生活の危険が原因
となって起こるけが
の防止等課題の解決
に役立つ基礎的な事
項を理解している。

２

・交通事故を防ぐためには、危険
に早く気付き、適切な判断をし
て、安全な行動をとることが大
切であることを理解し、解決方
法を考える。

・交通事故の発生の仕方を確認する。
・交通事故の隠れた危険と回避策に
ついて考える。

・交通事故の防止方法を知る。

３

本
時

・犯罪被害を防ぐためには、犯罪
が起こりやすい場所を避けるこ
とや、すぐに助けを呼ぶことが
大切であることを理解し、危険
を避ける方法を考える。

・不審者はどのような人か考える。
・犯罪が起こりやすい場所を知る。
・犯罪に巻き込まれないために、また、
巻き込まれそうになったときに、ど
うしたらいいか考える。

４ ・簡単なけがの手当について理解
し、状況を判断して実演する。

・けがの場面でどうしたらいいか考
える。

・簡単なけがの手当を実演する。
４ 本時の指導（全４時間中の３時間目）
（１）指導のねらい
・犯罪被害を防止するためには、犯罪が起こりやすい場所を避けることや、すぐに助けを呼ぶことが
大切であるなど、どうすればよいかを考えることができる。

（２）学習方法
・不審者や犯罪が起こりやすい場所について考え、犯罪に巻き込まれないための方法や、巻き込まれ
そうになったときにどうしたらいいかを話し合い、グループで共有する。

・犯罪被害防止のための地域の工夫や努力を知り、犯罪から身を守るための方法を表現する。
（３）評価規準
・犯罪に巻き込まれないための方法や、巻き込まれそうになった時にどうすればよいかを考え、表現
している。

指導事例 10

課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア けが（・交通事故・犯罪被害）の防止に関する次の事項を理解する。
(ｱ) 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には、周囲の危険に気付くこと、
的確な判断の下に安全に行動すること、環境を安全に整えることが必要であること。

(ｲ) けがなどの簡単な手当は、速やかに行う必要があること。
イ けがを防止するために、危険の予測や回避の方法を考え、それらを表現すること。

（４）指導上の配慮事項
・犯罪に巻き込まれそうになったとき、確実に対処し、自分の身を守ることができるようにする。
・他のけがの原因と異なり、犯罪行為はあくまでも犯罪者が悪いという視点に立ち、犯罪被害者にも
落ち度があったという受け止め方にならないよう留意する。

・セーフティ教室等学校行事と関連させる。
（５）展開

段階 学習内容・活動 ○教師の支援 評価規準
１ 前時までの学習を振り返る。 ○前時までの学習を思い出

させ、知識の確認をする。

２ 「不審者」について考える。
・不審者…誰かに危害を加える
かもしれない人であり、外見で
は判断できないことに気付く。

３ 犯罪が起こりやすい場所につ
いて知る。
・犯罪が起こりやすい場所の特
徴を知る。

・犯罪が起こりやすい場所に近
づかないことを理解する。

４ 犯罪に巻き込まれないように
するためにはどうしたらいい
か、また、巻き込まれそうにな
ったときにどうしたらいいかを
グループで考える。
・ごみをごみ捨て場以外に捨て
ない。

・大声を出す。
・落書きをしない。
・逃げる。
・防犯ベルを付ける。
・複数で行動する。
５ 地域での犯罪被害を防止する
ための工夫や努力を知る。

○不審者はどのような人
か、どのように近付いて
くるのかを考えさせる。

○ものを尋ねるなど近づき
方は様々であることを理
解させる。

○自分たちの身の回りにあ
る犯罪が起こりやすい場
所、入りやすくて見えに
くい所、人の目が行き届
かない場所、自分が知ら
ない場所や道にも注意す
るよう伝える。

○すぐ助けを呼べるよう
に、準備や練習をしてお
くことが必要であること
を伝える。

○出かける時は、家の人に
行先等を伝えることも大
切であることを確認する。

○危険な目に遭ったら、家
の人に必ず伝えることを
理解させる。

〇地域にある犯罪防止の内
容について知っているか
聞き、子ども１１０番の
家、防犯パトロール等の
具体例を示す。

●犯罪に巻き込
まれないため
の方法や、巻
き込まれそう
になった時に
どうすればよ
いかを考え、
表現している。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 犯罪から身を守るための方法
を確認する。

７ 今日の学習で分かったこと、
実践していきたいことを書く。

使用する教材等
・犯罪が起こり
やすい場所な
どの絵や写真

・学習カード

指導のポイント

犯罪が起こりや
すい場所などの
具体例
・公園などのト
イレ、建物の
非常階段、ト
ンネルなどの
暗い所、落書
きや不法投棄
のある所、エ
レベーター、
駐車場

犯罪被害に遭わないためには、どのようなことに気を付けたらよいか考えよう。

社会的側面
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

犯罪被害防止

対象：第５学年                  教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第５学年 体育科「けが（・交通事故・犯罪被害）の防止」

２ 単元設定の理由
事故のほとんどは、日常生活における行動や環境の中に要因がある。事故の本当の発生要因を知り、

的確な判断をして安全な行動をとったり、環境を整えたりすることの大切さを理解できるよう、本単元
を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・事故やけがにはいくつかの要因
があることを理解し、危険を予
測したり回避したりする方法を
考える。

・なぜけがをしてしまったのか考え
る。
・けがを防ぐ方法を考える。

・けがの防止について
関心をもち、学習活
動に意欲的に取り組
もうとしている。

・けがの防止について
課題の解決を目指し
て、知識を活用した
活動により、実践的
に考え、判断し、そ
れらを表している。

・交通事故や身の回り
の生活の危険が原因
となって起こるけが
の防止等課題の解決
に役立つ基礎的な事
項を理解している。

２

・交通事故を防ぐためには、危険
に早く気付き、適切な判断をし
て、安全な行動をとることが大
切であることを理解し、解決方
法を考える。

・交通事故の発生の仕方を確認する。
・交通事故の隠れた危険と回避策に
ついて考える。

・交通事故の防止方法を知る。

３

本
時

・犯罪被害を防ぐためには、犯罪
が起こりやすい場所を避けるこ
とや、すぐに助けを呼ぶことが
大切であることを理解し、危険
を避ける方法を考える。

・不審者はどのような人か考える。
・犯罪が起こりやすい場所を知る。
・犯罪に巻き込まれないために、また、
巻き込まれそうになったときに、ど
うしたらいいか考える。

４ ・簡単なけがの手当について理解
し、状況を判断して実演する。

・けがの場面でどうしたらいいか考
える。

・簡単なけがの手当を実演する。
４ 本時の指導（全４時間中の３時間目）
（１）指導のねらい
・犯罪被害を防止するためには、犯罪が起こりやすい場所を避けることや、すぐに助けを呼ぶことが
大切であるなど、どうすればよいかを考えることができる。

（２）学習方法
・不審者や犯罪が起こりやすい場所について考え、犯罪に巻き込まれないための方法や、巻き込まれ
そうになったときにどうしたらいいかを話し合い、グループで共有する。

・犯罪被害防止のための地域の工夫や努力を知り、犯罪から身を守るための方法を表現する。
（３）評価規準
・犯罪に巻き込まれないための方法や、巻き込まれそうになった時にどうすればよいかを考え、表現
している。

指導事例 10

課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア けが（・交通事故・犯罪被害）の防止に関する次の事項を理解する。
(ｱ) 交通事故や身の回りの生活の危険が原因となって起こるけがの防止には、周囲の危険に気付くこと、
的確な判断の下に安全に行動すること、環境を安全に整えることが必要であること。

(ｲ) けがなどの簡単な手当は、速やかに行う必要があること。
イ けがを防止するために、危険の予測や回避の方法を考え、それらを表現すること。

（４）指導上の配慮事項
・犯罪に巻き込まれそうになったとき、確実に対処し、自分の身を守ることができるようにする。
・他のけがの原因と異なり、犯罪行為はあくまでも犯罪者が悪いという視点に立ち、犯罪被害者にも
落ち度があったという受け止め方にならないよう留意する。

・セーフティ教室等学校行事と関連させる。
（５）展開

段階 学習内容・活動 ○教師の支援 評価規準
１ 前時までの学習を振り返る。 ○前時までの学習を思い出

させ、知識の確認をする。

２ 「不審者」について考える。
・不審者…誰かに危害を加える
かもしれない人であり、外見で
は判断できないことに気付く。

３ 犯罪が起こりやすい場所につ
いて知る。
・犯罪が起こりやすい場所の特
徴を知る。

・犯罪が起こりやすい場所に近
づかないことを理解する。

４ 犯罪に巻き込まれないように
するためにはどうしたらいい
か、また、巻き込まれそうにな
ったときにどうしたらいいかを
グループで考える。
・ごみをごみ捨て場以外に捨て
ない。

・大声を出す。
・落書きをしない。
・逃げる。
・防犯ベルを付ける。
・複数で行動する。
５ 地域での犯罪被害を防止する
ための工夫や努力を知る。

○不審者はどのような人
か、どのように近付いて
くるのかを考えさせる。

○ものを尋ねるなど近づき
方は様々であることを理
解させる。

○自分たちの身の回りにあ
る犯罪が起こりやすい場
所、入りやすくて見えに
くい所、人の目が行き届
かない場所、自分が知ら
ない場所や道にも注意す
るよう伝える。

○すぐ助けを呼べるよう
に、準備や練習をしてお
くことが必要であること
を伝える。

○出かける時は、家の人に
行先等を伝えることも大
切であることを確認する。

○危険な目に遭ったら、家
の人に必ず伝えることを
理解させる。

〇地域にある犯罪防止の内
容について知っているか
聞き、子ども１１０番の
家、防犯パトロール等の
具体例を示す。

●犯罪に巻き込
まれないため
の方法や、巻
き込まれそう
になった時に
どうすればよ
いかを考え、
表現している。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 犯罪から身を守るための方法
を確認する。

７ 今日の学習で分かったこと、
実践していきたいことを書く。

使用する教材等
・犯罪が起こり
やすい場所な
どの絵や写真

・学習カード

指導のポイント

犯罪が起こりや
すい場所などの
具体例
・公園などのト
イレ、建物の
非常階段、ト
ンネルなどの
暗い所、落書
きや不法投棄
のある所、エ
レベーター、
駐車場

犯罪被害に遭わないためには、どのようなことに気を付けたらよいか考えよう。

社会的側面
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第
２
章　

実
践
編【
小
学
校
】

感染症の予防

対象：第 6学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第 6学年 体育科「病気の予防」

２ 単元設定の理由
若い世帯で増加している性感染症が課題となっている。発達段階に応じた課題解決の資質や能力を育むた

めに、本単元では、従来の口や鼻からの感染だけではなく、血液や粘膜等を介して感染する病気についても
扱うこととした。また、大人でも誤解している人が多いHIV感染症の現在の状況についても理解できるよう

指導事例 11

病気の予防について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けることができる
よう指導する。
ア 病気の予防について理解すること。
(ｱ) 病気は、病原体，体の抵抗力、生活行動、環境が関わりあって起こること。
(ｲ) 病原体が主な要因となって起こる病気の予防には、病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体の抵
抗力を高めることが必要であること。

(ｳ) 生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には、適切な運動、栄養の偏りのない食事を
とること、口腔の衛生を保つことなど、望ましい生活習慣を身に付ける必要があること。

(ｴ) 喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，健康を損なう原因となること。
(ｵ) 地域では、保健に関わる様々な活動が行われていること。
イ 病気を予防するために、課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに、それらを表現すること。

本単元を設定した。

３ 単元計画（８時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・病気は、病原体、体の抵抗力、生
活行動、環境が関わり合って起こ
ることを理解する。

・どうして風邪を引くのかを考える。
・出された意見を「病原体」「生活行動」
「環境」の 3つに分類する。

・病気は、病原体、体
の抵抗力、生活行動、
環境が関わり合って
起こることを理解し
ている。

・病原体が元になって
起こる病気を予防す
るには、病原体が体に
入るのを防ぐこと、体
の抵抗力を高めてお
くことが必要である
ことを理解できる。

・知識を活用して、こ
れから生活に生かし
ていきたいことを考
えたり、判断したりし
ている。

・意欲的に学習に取り
組み、インフルエンザ
の予防法について進
んで考え、発表しよう
としている。

・病気を予防するために
自分の課題を見付け、
その解決に向けて思考
し判断するとともに、
それらを表現してい
る。

２
本
時

・感染症の意味を理解し、予防法に
ついて考える。

・病原体が元になって起こる病気を予防
するには、病原体が体に入るのを防ぐ
ことなどが必要であることを理解す
る。

３ ・前時に習得した知識を活用して、
食中毒の予防法を考える。

・食中毒を予防するために調理実習で注
意しなければいけないことを考える。

４

・生活習慣病の予防には健康に良い
生活習慣を身に付ける必要があ
ることを理解する。

・生活習慣病（生活習慣が関係している
病気）には、どのようなものがあるか
考える。

・自分に合ったむし歯・歯周病の予防法
を考える。

5
・生活習慣病の予防には、健康によ
い生活習慣を身に付ける必要が
あることを理解する。

・運動、食事、休養・睡眠を中心に自分
の生活の仕方を振り返る。

・健康な生活を実践する作戦を立てる。

6

・喫煙や飲酒は、健康に様々な影響
があること、低年齢では害が大き
く、法律で禁止されていることを
理解する。

・喫煙や飲酒には、どのような害がある
のか考える。

7

・薬物乱用は、心身の健康に深刻な影
響を及ぼすこと、そのため、法律で
厳しく禁止されていることを理解
する。

・薬物乱用の「乱用」の意味を知り、意
見を交換する。

8

・保健所や保健センター、保健相談
所等は、様々な活動を通して、私
たちの健康を支えてくれている
ことを理解する。

・自分たちの健康を守るためにどのよう
な活動が行われているのか考える。

生物的側面



生命尊重 生物的側面 心理的側面 社会的側面

65

第
２
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実
践
編【
小
学
校
】

感染症の予防

対象：第 6学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

第 6学年 体育科「病気の予防」

２ 単元設定の理由
若い世帯で増加している性感染症が課題となっている。発達段階に応じた課題解決の資質や能力を育むた

めに、本単元では、従来の口や鼻からの感染だけではなく、血液や粘膜等を介して感染する病気についても
扱うこととした。また、大人でも誤解している人が多いHIV感染症の現在の状況についても理解できるよう

指導事例 11

病気の予防について、課題を見付け、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付けることができる
よう指導する。
ア 病気の予防について理解すること。
(ｱ) 病気は、病原体，体の抵抗力、生活行動、環境が関わりあって起こること。
(ｲ) 病原体が主な要因となって起こる病気の予防には、病原体が体に入るのを防ぐことや病原体に対する体の抵
抗力を高めることが必要であること。

(ｳ) 生活習慣病など生活行動が主な要因となって起こる病気の予防には、適切な運動、栄養の偏りのない食事を
とること、口腔の衛生を保つことなど、望ましい生活習慣を身に付ける必要があること。

(ｴ) 喫煙，飲酒，薬物乱用などの行為は，健康を損なう原因となること。
(ｵ) 地域では、保健に関わる様々な活動が行われていること。
イ 病気を予防するために、課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに、それらを表現すること。

本単元を設定した。

３ 単元計画（８時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・病気は、病原体、体の抵抗力、生
活行動、環境が関わり合って起こ
ることを理解する。

・どうして風邪を引くのかを考える。
・出された意見を「病原体」「生活行動」
「環境」の 3つに分類する。

・病気は、病原体、体
の抵抗力、生活行動、
環境が関わり合って
起こることを理解し
ている。

・病原体が元になって
起こる病気を予防す
るには、病原体が体に
入るのを防ぐこと、体
の抵抗力を高めてお
くことが必要である
ことを理解できる。

・知識を活用して、こ
れから生活に生かし
ていきたいことを考
えたり、判断したりし
ている。

・意欲的に学習に取り
組み、インフルエンザ
の予防法について進
んで考え、発表しよう
としている。

・病気を予防するために
自分の課題を見付け、
その解決に向けて思考
し判断するとともに、
それらを表現してい
る。

２
本
時

・感染症の意味を理解し、予防法に
ついて考える。

・病原体が元になって起こる病気を予防
するには、病原体が体に入るのを防ぐ
ことなどが必要であることを理解す
る。

３ ・前時に習得した知識を活用して、
食中毒の予防法を考える。

・食中毒を予防するために調理実習で注
意しなければいけないことを考える。

４

・生活習慣病の予防には健康に良い
生活習慣を身に付ける必要があ
ることを理解する。

・生活習慣病（生活習慣が関係している
病気）には、どのようなものがあるか
考える。

・自分に合ったむし歯・歯周病の予防法
を考える。

5
・生活習慣病の予防には、健康によ
い生活習慣を身に付ける必要が
あることを理解する。

・運動、食事、休養・睡眠を中心に自分
の生活の仕方を振り返る。

・健康な生活を実践する作戦を立てる。

6

・喫煙や飲酒は、健康に様々な影響
があること、低年齢では害が大き
く、法律で禁止されていることを
理解する。

・喫煙や飲酒には、どのような害がある
のか考える。

7

・薬物乱用は、心身の健康に深刻な影
響を及ぼすこと、そのため、法律で
厳しく禁止されていることを理解
する。

・薬物乱用の「乱用」の意味を知り、意
見を交換する。

8

・保健所や保健センター、保健相談
所等は、様々な活動を通して、私
たちの健康を支えてくれている
ことを理解する。

・自分たちの健康を守るためにどのよう
な活動が行われているのか考える。

４ 本時の指導（全 8時間中の 2時間目）
 (1) 指導のねらい

・病原体が元になって起こる病気を予防するには、病原体が体に入るのを防ぐこと、体の抵抗力を高めて
おくことが必要であることを理解できるようにする。

・インフルエンザの予防法について進んで考え、発表することができるようにする。
(2) 学習方法
・感染症の意味について知り、予防方法についてグループで意見交換し考えをまとめる。

(3) 評価規準
・病気の予防には、病原体が体に入るのを防ぐこと、体の抵抗力を高めておくことが必要であることを理
解している。

・インフルエンザの予防法について発表しようとしている。
(4) 指導上の配慮事項
・HIV感染症の完全な治療法はないが、薬によってエイズの発症を抑えることができるようになったこと
などを指導する。

(5) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

 前時の学習（病気は病
原体、体の抵抗力、生活
行動、環境が関わり合っ
て起こること）を確認し、
本時のねらいを知る。

○前時の学習を思い出させ、習得す
べき知識を確認する。

 感染症の意味を知る。
・インフルエンザの感染の
仕方を知る。

3 インフルエンザの予防
法をグループで話し合う。

4 出された意見を病原体
が体内に入るのを防ぐこ
とと、体の抵抗力を高める
ことの二つの観点で仲間
分けする。

○病原体が体の中に入ることによっ
て起きる病気が感染症であるこ
と、入り方には飲食物などに混じ
って口から入る（食中毒、インフ
ルエンザ等）、空気を介してうつる
（麻しん、結核、等）、血液や粘液
等を介してうつる（HIV、B 型肝
炎、C 型肝炎等）があることを指
導する。

○インフルエンザの感染（飛沫感染、
接触感染）、HIV の感染予防につ
いて指導する。

○手洗い・うがい、マスク、適度な
温度・湿度、予防接種が有効な予
防法であることを指導する。

○グループで話し合った意見を視覚
的に分けやすいようにカードに記
入させる。

●病気の
予防に
は、病
原体が
体に入
るのを
防ぐこ
となど
が必要
である
ことを
理解で
きる。

●インフ
ルエン
ザの予
防法に
ついて
発表し
ようと
してい
る。

導
入

展
開

ま
と
め

5 今日の学習のまとめを
する。

・これから実践していきた
いことを学習カードに書
く。

○感染症の予防には、病原体が体内
に入るのを防ぐこと、体の抵抗力
を高めることが大切であることを
確認する。

指導のポイント

導入の工夫等
・前時の学習を確認
し、その観点で自
分の生活を振り返
らせる。

使用する教材等
・映像教材等を用意
し、児童の理解を
促す。

インフルエンザの予防法を考えよう。

個人差への配慮、個
別指導について
・インフルエンザの
予防法について、
一人一人が実践し
ていることや家庭
で気を付けている
ことなどを出し合
わせる。

エイズの指導につい
て
・HIV
によってエイズの
発症を抑えること
ができるようになっ
たことなどを指導
する。

感染症は、薬

生物的側面
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実
践
編【
小
学
校
】

軽い気持ちのＩＤ交換から･･･

対象：第 6学年 教科・領域等：特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

２ 単元設定の理由
児童を取り巻くインターネット環境は、年々多様化している。それに伴い、危険な事件に巻き込ま

れる可能性も増大している。そのため、本授業を 1時間だけ行うのではなく、ＳＮＳ東京ノートを活
用した授業と並行して行うことが望ましいと考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・同じ言葉でも、人によって感じ
方が違う言葉があることに気
付く。

・文字だけで伝えると、感情が伝
わらないので、誤解されやすい
ことに気付く。

・自分と相手との感じ方の違いを認識す
る。

・いろいろな情報を基に相手の気持ちを
感じ取っていることに気付く。

・相手の気持ちを考
えた行動を考え
ている。

・事件や事故に巻き
込まれないよう
に、安全に気を付
けて行動しよう
としている。

・危険なことは何か
をよく考え、トラ
ブルへの対処の
仕方を理解し、説
明している。

・自他の感情の伝わ
り方の違いにつ
いて気付いてい
る。

・インターネットに
ついて理解し、安
全に利用しよう
としている。

２

・時間や行動に着目して、ゲーム
やネットの「使いすぎ」につい
て考える。

・使いすぎないための家庭のルー
ルを考える。

・迷惑になる行為をされた場合と、して
しまった場合について考える。

・家庭でのルール作りを行い、試行する。

３

・スタンプでも、人によって感じ
方が違うことに気付く。

・メッセージを送る前に気を付け
ることについて考える。

・文字だけで伝えた場合、感情が伝わり
にくいことや、その理由について考え
る。

・自分が「おもしろかった気持ち」を伝
えようとしたスタンプが、相手に「意
地悪な気持ち」として伝わってしまっ
た場合にどんなことが起こるかを考
える。

４

・「公開してもよいと思う写真」
には、人や場合によって違うこ
とに気付く。

・写真の公開におけるネットの特
性に気付く。

・写真を公開することによって誰かを傷
付けたり、トラブルに巻き込まれたり
する可能性について考える。

・「ネットの特性」を知り、発信する際
に気を付けることを考える。

５
本
時

・インターネット上で知り合った
人と安易に ID交換することの
危険性や、安易に写真や個人情
報を提供することの危険性に
気付かせることを通して、安全
にインターネットを利用しよ
うとする。

・情報化社会の新たな問題を考えるため
の教材を視聴する。

・解説動画を視聴し、トラブルに巻き込
まれてしまった原因について知る。

・インターネットでやり取りするとき
に、どのようなことに気を付けたらよ
いか考える。

指導事例 12

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に

行動すること。

４ 本時の指導（全５時間中の５時間目）
（１）指導のねらい

・インターネット上で知り合った見知らぬ人と安易に ID 交換することの危険性や、安易に写真や
個人情報を提供することの危険性に気付かせることを通して、安全にインターネットを利用しよ
うとする態度を養う。

（２）学習方法
・動画から直接に感じ取れる危険性だけではなく、あまり危険性を感じられない場面でも大きな危
険につながる可能性があることを考える。

（３）評価規準
・危険なことは何かについて考え、トラブルへの対処の仕方を理解している。

（４）指導上の配慮事項
・家庭環境により児童を取り巻く状況が異なるため、より身近な問題として捉えられるようにする。

(５) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

 事前アンケートの結果から、
インターネット利用の実態を
共有する。

○アンケートをまと
め、グラフ化して提
示する。

○個人差が大きいの
で、知っていること
を共有して、学習に
取り組めるようにす
る。

 情報化社会の新たな問題を
考えるための教材を視聴する。

【怖いと思った例】
・相手が小学生だと思ったの
に、大人だった。

・掲示板に写真を貼られた。 
・友達の写真を要求された。 
・写真を悪魔に変えられた。 
・自分の本名を知っていた。

 トラブルに巻き込まれてし
まった原因を考える。

【原因例】 
・簡単に信用したから。 
・簡単に IDを交換したから。 
・写真を送ってしまったから。 
・大人に相談しなかったから。

４ 解説動画を視聴し、トラブ
ルに巻き込まれてしまった原
因について知る。

○動画から直接的に感
じ取れる危険性だけ
ではなく、あまり危
険性を感じられない
場面でも大きな危険
につながる可能性が
あることに気付かせ
る。

○何が危険なことか、
なぜ危険に遭遇して
しまったのか、遭遇
しないためにはどう
したらよいかをそれ
ぞれ理解させる。

○トラブルへの対処に
ついては、自分だけ
で判断をせず、でき
る限り早く保護者や
学校の先生等に相談
することを強調す
る。

●危険なこ
とは何か
について
考え、ト
ラブルへ
の対処の
仕方を理
解してい
る。

導
入

展
開

ま
と
め

5 これから、インターネットで
やり取りするときに、どのよ
うなことに気を付けたらよい
か考える。

○学校で話し合ったこ
とや考えたことを家
庭でも話し合うよう
に伝える。

指導のポイント

使用する教材等
・「情報化社会の新たな
る問題を考えるため
の教材」（文部科学省
平成 26 年３月）から
動画「教材５ 軽い気
持ちの ID交換から…」
を活用して授業を行
う。

・SNS東京ノート３（小
学校５年生～６年生）」
（東京都教育委員会 
平成 30 年３月）を活
用する。

インターネットでやり取りをするとき、トラブルや犯罪に
巻き込まれないようにするにはどのようにしたらよいか考えよう。

導入の工夫等
・インターネット等の使
用状況は個人差が大
きいので、事前にアン
ケートを取り、その結
果を提示し、一人一人
が自分のこととして
学習に取り組めるよ
うにする。

〔調査項目例〕
・家庭でインターネット
を使うときの機器は
何か。

・インターネットで危険
だと思うことは？

・インターネットを使う
とき気を付けている
ことは何か。

社会的側面
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軽い気持ちのＩＤ交換から･･･

対象：第 6学年 教科・領域等：特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動 学級活動（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

２ 単元設定の理由
児童を取り巻くインターネット環境は、年々多様化している。それに伴い、危険な事件に巻き込ま

れる可能性も増大している。そのため、本授業を 1時間だけ行うのではなく、ＳＮＳ東京ノートを活
用した授業と並行して行うことが望ましいと考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・同じ言葉でも、人によって感じ
方が違う言葉があることに気
付く。

・文字だけで伝えると、感情が伝
わらないので、誤解されやすい
ことに気付く。

・自分と相手との感じ方の違いを認識す
る。

・いろいろな情報を基に相手の気持ちを
感じ取っていることに気付く。

・相手の気持ちを考
えた行動を考え
ている。

・事件や事故に巻き
込まれないよう
に、安全に気を付
けて行動しよう
としている。

・危険なことは何か
をよく考え、トラ
ブルへの対処の
仕方を理解し、説
明している。

・自他の感情の伝わ
り方の違いにつ
いて気付いてい
る。

・インターネットに
ついて理解し、安
全に利用しよう
としている。

２

・時間や行動に着目して、ゲーム
やネットの「使いすぎ」につい
て考える。

・使いすぎないための家庭のルー
ルを考える。

・迷惑になる行為をされた場合と、して
しまった場合について考える。

・家庭でのルール作りを行い、試行する。

３

・スタンプでも、人によって感じ
方が違うことに気付く。

・メッセージを送る前に気を付け
ることについて考える。

・文字だけで伝えた場合、感情が伝わり
にくいことや、その理由について考え
る。

・自分が「おもしろかった気持ち」を伝
えようとしたスタンプが、相手に「意
地悪な気持ち」として伝わってしまっ
た場合にどんなことが起こるかを考
える。

４

・「公開してもよいと思う写真」
には、人や場合によって違うこ
とに気付く。

・写真の公開におけるネットの特
性に気付く。

・写真を公開することによって誰かを傷
付けたり、トラブルに巻き込まれたり
する可能性について考える。

・「ネットの特性」を知り、発信する際
に気を付けることを考える。

５
本
時

・インターネット上で知り合った
人と安易に ID交換することの
危険性や、安易に写真や個人情
報を提供することの危険性に
気付かせることを通して、安全
にインターネットを利用しよ
うとする。

・情報化社会の新たな問題を考えるため
の教材を視聴する。

・解説動画を視聴し、トラブルに巻き込
まれてしまった原因について知る。

・インターネットでやり取りするとき
に、どのようなことに気を付けたらよ
いか考える。

指導事例 12

ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全に

行動すること。

４ 本時の指導（全５時間中の５時間目）
（１）指導のねらい

・インターネット上で知り合った見知らぬ人と安易に ID 交換することの危険性や、安易に写真や
個人情報を提供することの危険性に気付かせることを通して、安全にインターネットを利用しよ
うとする態度を養う。

（２）学習方法
・動画から直接に感じ取れる危険性だけではなく、あまり危険性を感じられない場面でも大きな危
険につながる可能性があることを考える。

（３）評価規準
・危険なことは何かについて考え、トラブルへの対処の仕方を理解している。

（４）指導上の配慮事項
・家庭環境により児童を取り巻く状況が異なるため、より身近な問題として捉えられるようにする。

(５) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

 事前アンケートの結果から、
インターネット利用の実態を
共有する。

○アンケートをまと
め、グラフ化して提
示する。

○個人差が大きいの
で、知っていること
を共有して、学習に
取り組めるようにす
る。

 情報化社会の新たな問題を
考えるための教材を視聴する。

【怖いと思った例】
・相手が小学生だと思ったの
に、大人だった。

・掲示板に写真を貼られた。 
・友達の写真を要求された。 
・写真を悪魔に変えられた。 
・自分の本名を知っていた。

 トラブルに巻き込まれてし
まった原因を考える。

【原因例】 
・簡単に信用したから。 
・簡単に IDを交換したから。 
・写真を送ってしまったから。 
・大人に相談しなかったから。

４ 解説動画を視聴し、トラブ
ルに巻き込まれてしまった原
因について知る。

○動画から直接的に感
じ取れる危険性だけ
ではなく、あまり危
険性を感じられない
場面でも大きな危険
につながる可能性が
あることに気付かせ
る。

○何が危険なことか、
なぜ危険に遭遇して
しまったのか、遭遇
しないためにはどう
したらよいかをそれ
ぞれ理解させる。

○トラブルへの対処に
ついては、自分だけ
で判断をせず、でき
る限り早く保護者や
学校の先生等に相談
することを強調す
る。

●危険なこ
とは何か
について
考え、ト
ラブルへ
の対処の
仕方を理
解してい
る。

導
入

展
開

ま
と
め

5 これから、インターネットで
やり取りするときに、どのよ
うなことに気を付けたらよい
か考える。

○学校で話し合ったこ
とや考えたことを家
庭でも話し合うよう
に伝える。

指導のポイント

使用する教材等
・「情報化社会の新たな
る問題を考えるため
の教材」（文部科学省
平成 26 年３月）から
動画「教材５ 軽い気
持ちの ID交換から…」
を活用して授業を行
う。

・SNS東京ノート３（小
学校５年生～６年生）」
（東京都教育委員会 
平成 30 年３月）を活
用する。

インターネットでやり取りをするとき、トラブルや犯罪に
巻き込まれないようにするにはどのようにしたらよいか考えよう。

導入の工夫等
・インターネット等の使
用状況は個人差が大
きいので、事前にアン
ケートを取り、その結
果を提示し、一人一人
が自分のこととして
学習に取り組めるよ
うにする。

〔調査項目例〕
・家庭でインターネット
を使うときの機器は
何か。

・インターネットで危険
だと思うことは？

・インターネットを使う
とき気を付けている
ことは何か。

社会的側面
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男女の友情

教材「言葉のおくりもの」（出典：小学校読み物資料とその利用 文部省）
対象：第６学年 教科・領域等：特別の教科 道徳

 
１ 教育課程上の位置付け

特別の教科 道徳 「Ｂ 主として人との関わりに関すること」

２ 主題設定の理由
児童にとって、友達関係は最も重要な人間関係の一つである。この時期の児童は、第二次性徴が現

れるため、異性に対する関心が強まり、これまでとは違った感情を抱くようになる。また、異性間の
人間関係も根本的には同性間におけるものと同様に、互いの人格の尊重を基盤としている。異性に対
しても、信頼を基に正しい理解と友情を育て、互いの良さを認め、学び合い、支え合いながらよりよ
い関係を築こうとすることができるよう主題を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１

本
時

・異性に対しても正しい
理解を基に、信頼し、
学び合って友情を深め
ていこうとする。

・信頼している友達を思い浮かべ
る。

・教材「言葉のおくりもの」を読
み、話し合う。

・自己の生活を振り返る。
・教師の説話を聞く。

・すみ子の言葉のおくりものを
聞いた、一郎の気持ちを考え
ることで、自己の生活を振り
返り、異性の友達の良さにつ
いて考えを深めることができ
る。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい

・異性に対しても正しい理解を基に、信頼し、学び合って友情を深めていこうとする心情を育てる。
(2) 学習方法
・信頼している友達を思い浮かべ、信頼し、学び合って友情を深めていこうとする心情を自己の生
活を通して考える。

(3) 評価の視点
・すみ子の言葉のおくりものを聞いた、一郎の気持ちを考えることで、自己の生活を振り返り、異
性の友達の良さについて考えを深めることができる。

(4) 指導上の配慮事項

指導事例 10指導事例 13

友情、信頼「友達と互いに信頼し、学び合って友情を深め、異性についても理解しながら人間関係
を築いていくこと」

 

・発言の一言一句にも配慮し、人権を尊重する態度で授業に臨む。
・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例や
　p163からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点
１ 信頼している異性の友達
を思い浮かべる。

・どのようなところを信頼し
ているのか考える。

○異性の友達が思い浮
かばない児童には、
学級の中で、信頼し
ている異性に注目さ
せる。

２ 教材「言葉のおくりもの」
を読み、話し合う。

・すみ子に、「さっさと帰れ。」
と言ったとき、どんな気持
ちだったか考える。

・すみ子に、「怒る相手はたか
しさんでしょ。」と言われた
とき、どんな気持ちだった
か考える。

３ 自己の生活を振り返る。
・異性の友達を思い浮かべ、
どのようなところを信頼し
ているか考える。

○教材提示を終えた
ら、場面絵を黒板に
掲示し、発問場面を
分かりやすくする。

○同性の友達だったら
言わない言葉を、異
性のすみ子に言って
しまった場合につい
て、自己の生活を照
らし合わせながら考
えさせる。

○異性が相手でも、同
性と同じように、支
え合いながら友情を
育んでいくことが大
切であることを押さ
える。

○ワークシートなどを
使用し、じっくりと
考えることができる
ようにする。

○様々な考えを発表さ
せ、自分の考えだけ
でなく、多くの考え
があることに気付か
せる。

●すみ子の言葉
のおくりもの
を聞いた、一郎
の気持ちを考
えることで、自
己の生活を振
り返り、異性の
友達の良さに
ついて考えを
深めることが
できる。

導
入

展
開

終
末

４ 教師の説話を聞く。

指導のポイント

導入の工夫等
・最初に同性の友達
を思い浮かべさせ
ることで、「自分は
その友達のどこを
信頼しているの
か」と自覚させる。

主題の活用
・「男女の友情」と
いう主題名を板書
することで、本時
では異性間の友情
について考えると
いう見通しをもた
せる。

個人差への配慮、個
別指導について
・多様な性があるこ
とに配慮し、児童の
実態に応じて個別
指導を行う。

すみ子の言葉のおくりものを聞いたとき、一郎はどんなことを考えた
でしょう。

社会的側面
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男女の友情

教材「言葉のおくりもの」（出典：小学校読み物資料とその利用 文部省）
対象：第６学年 教科・領域等：特別の教科 道徳

 
１ 教育課程上の位置付け

特別の教科 道徳 「Ｂ 主として人との関わりに関すること」

２ 主題設定の理由
児童にとって、友達関係は最も重要な人間関係の一つである。この時期の児童は、第二次性徴が現

れるため、異性に対する関心が強まり、これまでとは違った感情を抱くようになる。また、異性間の
人間関係も根本的には同性間におけるものと同様に、互いの人格の尊重を基盤としている。異性に対
しても、信頼を基に正しい理解と友情を育て、互いの良さを認め、学び合い、支え合いながらよりよ
い関係を築こうとすることができるよう主題を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１

本
時

・異性に対しても正しい
理解を基に、信頼し、
学び合って友情を深め
ていこうとする。

・信頼している友達を思い浮かべ
る。

・教材「言葉のおくりもの」を読
み、話し合う。

・自己の生活を振り返る。
・教師の説話を聞く。

・すみ子の言葉のおくりものを
聞いた、一郎の気持ちを考え
ることで、自己の生活を振り
返り、異性の友達の良さにつ
いて考えを深めることができ
る。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい

・異性に対しても正しい理解を基に、信頼し、学び合って友情を深めていこうとする心情を育てる。
(2) 学習方法
・信頼している友達を思い浮かべ、信頼し、学び合って友情を深めていこうとする心情を自己の生
活を通して考える。

(3) 評価の視点
・すみ子の言葉のおくりものを聞いた、一郎の気持ちを考えることで、自己の生活を振り返り、異
性の友達の良さについて考えを深めることができる。

(4) 指導上の配慮事項

指導事例 10指導事例 13

友情、信頼「友達と互いに信頼し、学び合って友情を深め、異性についても理解しながら人間関係
を築いていくこと」

 

・発言の一言一句にも配慮し、人権を尊重する態度で授業に臨む。
・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例や
　p163からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点
１ 信頼している異性の友達
を思い浮かべる。

・どのようなところを信頼し
ているのか考える。

○異性の友達が思い浮
かばない児童には、
学級の中で、信頼し
ている異性に注目さ
せる。

２ 教材「言葉のおくりもの」
を読み、話し合う。

・すみ子に、「さっさと帰れ。」
と言ったとき、どんな気持
ちだったか考える。

・すみ子に、「怒る相手はたか
しさんでしょ。」と言われた
とき、どんな気持ちだった
か考える。

３ 自己の生活を振り返る。
・異性の友達を思い浮かべ、
どのようなところを信頼し
ているか考える。

○教材提示を終えた
ら、場面絵を黒板に
掲示し、発問場面を
分かりやすくする。

○同性の友達だったら
言わない言葉を、異
性のすみ子に言って
しまった場合につい
て、自己の生活を照
らし合わせながら考
えさせる。

○異性が相手でも、同
性と同じように、支
え合いながら友情を
育んでいくことが大
切であることを押さ
える。

○ワークシートなどを
使用し、じっくりと
考えることができる
ようにする。

○様々な考えを発表さ
せ、自分の考えだけ
でなく、多くの考え
があることに気付か
せる。

●すみ子の言葉
のおくりもの
を聞いた、一郎
の気持ちを考
えることで、自
己の生活を振
り返り、異性の
友達の良さに
ついて考えを
深めることが
できる。

導
入

展
開

終
末

４ 教師の説話を聞く。

指導のポイント

導入の工夫等
・最初に同性の友達
を思い浮かべさせ
ることで、「自分は
その友達のどこを
信頼しているの
か」と自覚させる。

主題の活用
・「男女の友情」と
いう主題名を板書
することで、本時
では異性間の友情
について考えると
いう見通しをもた
せる。

個人差への配慮、個
別指導について
・多様な性があるこ
とに配慮し、児童の
実態に応じて個別
指導を行う。

すみ子の言葉のおくりものを聞いたとき、一郎はどんなことを考えた
でしょう。

社会的側面



71

第３章

実践編【中学校】



72



73

第
３
章　

実
践
編【
中
学
校
】

中
学
校

性
教
育
に
関
す
る
各
学
年
の
主
な
学
習
内
容

第
１
学
年

第
２
学
年

第
３
学
年

生
命
尊
重

生
物
的

側
面

心
理
的

側
面

社
会
的

側
面

健
康
な
生
活
と
疾
病
の
予
防
（
保
健
体
育
・
保
健
分
野
）

・
病
原
体
が
主
な
原
因
と
な
っ
て
発
生
す
る
感
染
症

・
発
生
源
，
感
染
経
路
，
主
体
へ
の
対
策
に
よ
る
感
染
症

の
予
防

・
エ
イ
ズ
及
び
性
感
染
症
の
予
防

生
命
の
尊
さ
（
道
徳
科
）

事
例
７

生
命
の
連
続
性
（
理
科
）

・
生
物
の
成
長
と
殖
え
方

・
遺
伝
の
規
則
性
と
遺
伝
子

・
生
物
の
種
類
の
多
様
性
と
進
化

心
身
の
機
能
の
発
達
と
心
の
健
康
（
保
健
体
育
・
保
健
分
野
）

・
身
体
機
能
の
発
達

・
生
殖
に
関
わ
る
機
能
の
成
熟

節
度
、
節
制
・
相
互
理
解
、
寛
容
・
家
族
愛
、
家
庭
生
活
の
充
実
（
道
徳
科
）

友
情
、
信
頼
（
道
徳
科
）

公
正
、
公
平
、
社
会
正
義
（
道
徳
科
）

向
上
心
、
個
性
の
伸
長
（
道
徳
科
）

傷
害
の
防
止
（
保
健
体
育
・
保
健
分
野
）

・
交
通
事
故
な
ど
に
よ
る
傷
害
の
防
止
（
地
域
社
会
で

発
生
す
る
犯
罪
が
原
因
と
な
る
傷
害
と
そ
の
防
止
）

心
身
の
機
能
の
発
達
と
心
の
健
康
（
保
健
体
育
・
保
健
分
野
）

・
精
神
機
能
の
発
達
と
自
己
形
成

・
欲
求
や
ス
ト
レ
ス
へ
の
対
処
と
心
の
健
康

心
身
の
機
能
の
発
達
と
心
の
健
康
（
保
健
体
育
・
保
健
分
野
）

・
成
熟
の
変
化
に
伴
う
適
切
な
行
動
等

（
異
性
の
尊
重
、
性
情
報
へ
の
対
処
）事
例
１

事
例
６

事
例
２

事
例
８

い
ろ
い
ろ
な
生
物
と
そ
の
共
通
点
（
理
科
）

・
生
物
の
体
の
共
通
点
と
相
違
点

生
物
の
体
の
つ
く
り
と
働
き
（
理
科
）

・
生
物
と
細
胞

・
動
物
の
体
の
つ
く
り
と
働
き

思
春
期
の
不
安
や
悩
み
の
解
決
、
性
的
な
発
達
の
対
応
（
特
別
活
動
・
学
級
活
動
）

心
身
と
も
に
健
康
で
安
全
な
生
活
態
度
や
習
慣
の
形
成
（
特
別
活
動
・
学
級
活
動
）

男
女
相
互
の
理
解
と
協
力
（
特
別
活
動
・
学
級
活
動
）

思
春
期
の
不
安
や
悩
み
の
解
決
、
性
的
な
発
達
へ
の
対
応
（
特
別
活
動
・
学
級
活
動
）

家
族
・
家
庭
生
活
、
衣
食
住
の
生
活
（
家
庭
科
）

事
例
３

事
例
４

私
た
ち
と
現
代
社
会
（
社
会
科
・
公
民
的
分
野
）

私
た
ち
と
経
済
（
社
会
科
・
公
民
的
分
野
）

私
た
ち
と
政
治
（
社
会
科
・
公
民
的
分
野
）

私
た
ち
と
国
際
社
会
の
諸
課
題
（
社
会
科
・
公
民
的
分
野
）

目
標
に
ふ
さ
わ
し
い
探
究
活
動
（
総
合
的
な
学
習
の
時
間
）

事
例
５
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第
３
章　

実
践
編【
中
学
校
】

生殖に関わる機能の成熟

対象：第１学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け

第１学年 保健体育科「心身の機能の発達と心の健康」

２ 単元設定の理由
本単元の内容は、身体機能の発達について、また、生殖に関わる機能の成熟について、その発育や発達に

は、性差や個人差があることを中心に学習する。さらに、心身の機能の発達とともに精神機能の発達と自己
形成、欲求やストレスの対処と心の健康についても取り上げている。身体と精神は互いに影響し合うため、
この時期の生徒が心身ともに健康な生活を送るためにも重要な内容であることから本単元を設定した。

３ 単元計画（11時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準
１
２

・身体機能の発達につい
て知る。

・器官が発育し機能が発達する時期や発
育・発達の個人差について理解する。 ・心身の機能の発達と心

の健康について理解を
深めるとともにストレ
スへの対処法を知って
いる。

・心身の機能の発達と心
の健康に関わる事象や
情報から課題を発見し
解決方法を考え、適切な
方法を選択しそれらを
伝え合っている。

・生涯を通じて心身の健
康の保持増進を目指し、
明るく豊かな生活を営
もうとしている。

３
本時

・内分泌の働きによる生殖
に関わる機能の成熟につ
いて知る。

・内分泌の働きによる生殖に関わる機能
の成熟について理解する。

４
・生殖に関わる機能の成熟

に伴う適切な行動につい
て考えている。

・成熟の変化に伴う適切な行動等につい
て理解する。

５ ・異性の尊重と性情報への
対処について理解する。

・自己の性と他人の性の違いの承認や性
情報への対処方法について理解する。

６

～

８

・精神機能の発達と自己形
成について知る。

・生活経験などの影響を受けて発達する
精神機能や自己の認識の深まりと自己
形成について理解する。

９

～

11

・欲求やストレスへの対処
と心の健康について理解
する。

・精神と身体の相互影響、欲求やストレ
スの心身への影響と適切な対処、ストレ
スへの対処の方法について理解する。

４ 本時の指導（全11時間中の３時間目）
 (1) 指導のねらい

・生殖に関わる機能の成熟について理解させるとともに、自分を大切にし、異性の体や心について理解し合
い、性に関する適切な態度を身に付けることができるようにする。

・発育・発達の時期には個人差があることを理解できるようにする。
 (2) 学習方法

・他者と話し合ったり、ノートなどに記述したり、筋道を立てて伝え合う。
・男女の体つきや機能の違い（性差）を図や絵で比較できるようＩＣＴ機器等を活用する。

(3) 評価規準
・思春期には下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンの働きによる生殖器の発育とともに、生殖機能が発達

し、妊娠が可能になることを理解できる。
・生殖に関わる機能の発育・発達の時期には個人差があることを理解できる。

(4) 指導上の配慮事項
・生殖に関わる機能の成熟の指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図るこ

と、保護者の理解を得ることなどに配慮する。
・性の多様性を踏まえ、心の性と体の性が一致しない場合があることに配慮する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 思春期には体の

変化や男女の特徴
がはっきり現れて
くることを確認す
る。

○思春期には生殖器が
急速に発育し機能が
発達することを確認
する。

２ 自分の体と大人
の体との違いにつ
いて考える。

３ 思春期の体の変
化とホルモンにつ
いて理解する。

４ 男子の生殖機能
に つい て理 解す
る。

５ 女子の生殖機能
に つい て理 解す
る。

○他者と話し合い、違い
について多くの考え
を引き出す。

○思春期頃からホルモ
ンの影響により大人
の体へと近付いてい
くことを理解させる。

○射精（精通）が起こる
ことについて理解さ
せるとともに、個人差
があることを伝える。

○月経（初経）が起こる
ことについて理解さ
せるとともに、個人差
があることを伝える。

●思春期には下垂体か
ら分泌される性腺刺
激ホルモンの働きに
より生殖器の発育と
ともに、生殖機能が
発達し、妊娠が可能
になることを理解で
きる。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 生殖に関わる機
能の成熟について
まとめる。

○大人の体になってい
くことについて精神
面についても併せて
考えさせる。

○習得した知識により、
異性を理解するため
にどんなことを心掛
けたいか考えさせる。

●生殖に関わる機能の
発育・発達の時期に
は個人差があること
を理解できる。

指導のポイント

自分の体と大人の体の違いは何か考えよう。

導入の工夫等
・学びの連続性を意識

し、小学校の学習内
容を振り返る。

・生殖に関わる機能の
成熟には個人差があ
ることから、他者と
の比較ではなく大人
との比較を考えさせ
る。

個人差への配慮、個別
指導について
・射精や月経が起こる

時期には個人差があ
ることを強調して伝
える。

・性に関する個人差や
多様性について悩ん
でいる場合は個別に
相談できるような雰
囲気作りや関係づく
りが大切であること
を伝える。 

指導事例１

心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身
に付けることができるよう指導する。
ア 心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに、ストレスへの対処をすること。

ｱ 身体には、多くの器官が発育し、それに伴い、様々な機能が発達する時期があること。また、発育・
発達の時期やその程度には、個人差があること。

ｲ 思春期には、内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟すること。また、成熟に伴う変化に対応
した適切な行動が必要となること。

ｳ 知的機能、情意機能、社会性などの精神機能は、生活経験などの影響を受けて発達すること。また、
思春期においては、自己の認識が深まり、自己形成がなされること。

ｴ 精神と身体は、相互に影響を与え、関わっていること。欲求やストレスは、心身に影響を与えること
があること。また、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処する必要があること。

イ 心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、そ
れらを表現すること。

使用する教材等
・ＩＣＴ機器を活用し

男女の体つきや機能
の違いについて示
す。

・性腺刺激ホルモンの
働きが分かる資料
（教科書等）を活用
する。

・図やグラフ、絵など
で脳の下垂体から分
泌される性腺刺激ホ
ルモンについて説明
する。

生物的側面
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第
３
章　

実
践
編【
中
学
校
】

生殖に関わる機能の成熟

対象：第１学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け

第１学年 保健体育科「心身の機能の発達と心の健康」

２ 単元設定の理由
本単元の内容は、身体機能の発達について、また、生殖に関わる機能の成熟について、その発育や発達に

は、性差や個人差があることを中心に学習する。さらに、心身の機能の発達とともに精神機能の発達と自己
形成、欲求やストレスの対処と心の健康についても取り上げている。身体と精神は互いに影響し合うため、
この時期の生徒が心身ともに健康な生活を送るためにも重要な内容であることから本単元を設定した。

３ 単元計画（11時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準
１
２

・身体機能の発達につい
て知る。

・器官が発育し機能が発達する時期や発
育・発達の個人差について理解する。 ・心身の機能の発達と心

の健康について理解を
深めるとともにストレ
スへの対処法を知って
いる。

・心身の機能の発達と心
の健康に関わる事象や
情報から課題を発見し
解決方法を考え、適切な
方法を選択しそれらを
伝え合っている。

・生涯を通じて心身の健
康の保持増進を目指し、
明るく豊かな生活を営
もうとしている。

３
本時

・内分泌の働きによる生殖
に関わる機能の成熟につ
いて知る。

・内分泌の働きによる生殖に関わる機能
の成熟について理解する。

４
・生殖に関わる機能の成熟

に伴う適切な行動につい
て考えている。

・成熟の変化に伴う適切な行動等につい
て理解する。

５ ・異性の尊重と性情報への
対処について理解する。

・自己の性と他人の性の違いの承認や性
情報への対処方法について理解する。

６

～

８

・精神機能の発達と自己形
成について知る。

・生活経験などの影響を受けて発達する
精神機能や自己の認識の深まりと自己
形成について理解する。

９

～

11

・欲求やストレスへの対処
と心の健康について理解
する。

・精神と身体の相互影響、欲求やストレ
スの心身への影響と適切な対処、ストレ
スへの対処の方法について理解する。

４ 本時の指導（全11時間中の３時間目）
 (1) 指導のねらい

・生殖に関わる機能の成熟について理解させるとともに、自分を大切にし、異性の体や心について理解し合
い、性に関する適切な態度を身に付けることができるようにする。

・発育・発達の時期には個人差があることを理解できるようにする。
 (2) 学習方法

・他者と話し合ったり、ノートなどに記述したり、筋道を立てて伝え合う。
・男女の体つきや機能の違い（性差）を図や絵で比較できるようＩＣＴ機器等を活用する。

(3) 評価規準
・思春期には下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンの働きによる生殖器の発育とともに、生殖機能が発達

し、妊娠が可能になることを理解できる。
・生殖に関わる機能の発育・発達の時期には個人差があることを理解できる。

(4) 指導上の配慮事項
・生殖に関わる機能の成熟の指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図るこ

と、保護者の理解を得ることなどに配慮する。
・性の多様性を踏まえ、心の性と体の性が一致しない場合があることに配慮する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 思春期には体の

変化や男女の特徴
がはっきり現れて
くることを確認す
る。

○思春期には生殖器が
急速に発育し機能が
発達することを確認
する。

２ 自分の体と大人
の体との違いにつ
いて考える。

３ 思春期の体の変
化とホルモンにつ
いて理解する。

４ 男子の生殖機能
に つい て理 解す
る。

５ 女子の生殖機能
に つい て理 解す
る。

○他者と話し合い、違い
について多くの考え
を引き出す。

○思春期頃からホルモ
ンの影響により大人
の体へと近付いてい
くことを理解させる。

○射精（精通）が起こる
ことについて理解さ
せるとともに、個人差
があることを伝える。

○月経（初経）が起こる
ことについて理解さ
せるとともに、個人差
があることを伝える。

●思春期には下垂体か
ら分泌される性腺刺
激ホルモンの働きに
より生殖器の発育と
ともに、生殖機能が
発達し、妊娠が可能
になることを理解で
きる。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 生殖に関わる機
能の成熟について
まとめる。

○大人の体になってい
くことについて精神
面についても併せて
考えさせる。

○習得した知識により、
異性を理解するため
にどんなことを心掛
けたいか考えさせる。

●生殖に関わる機能の
発育・発達の時期に
は個人差があること
を理解できる。

指導のポイント

自分の体と大人の体の違いは何か考えよう。

導入の工夫等
・学びの連続性を意識

し、小学校の学習内
容を振り返る。

・生殖に関わる機能の
成熟には個人差があ
ることから、他者と
の比較ではなく大人
との比較を考えさせ
る。

個人差への配慮、個別
指導について
・射精や月経が起こる

時期には個人差があ
ることを強調して伝
える。

・性に関する個人差や
多様性について悩ん
でいる場合は個別に
相談できるような雰
囲気作りや関係づく
りが大切であること
を伝える。 

指導事例１

心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身
に付けることができるよう指導する。
ア 心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに、ストレスへの対処をすること。

ｱ 身体には、多くの器官が発育し、それに伴い、様々な機能が発達する時期があること。また、発育・
発達の時期やその程度には、個人差があること。

ｲ 思春期には、内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟すること。また、成熟に伴う変化に対応
した適切な行動が必要となること。

ｳ 知的機能、情意機能、社会性などの精神機能は、生活経験などの影響を受けて発達すること。また、
思春期においては、自己の認識が深まり、自己形成がなされること。

ｴ 精神と身体は、相互に影響を与え、関わっていること。欲求やストレスは、心身に影響を与えること
があること。また、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処する必要があること。

イ 心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、そ
れらを表現すること。

使用する教材等
・ＩＣＴ機器を活用し

男女の体つきや機能
の違いについて示
す。

・性腺刺激ホルモンの
働きが分かる資料
（教科書等）を活用
する。

・図やグラフ、絵など
で脳の下垂体から分
泌される性腺刺激ホ
ルモンについて説明
する。

生物的側面
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第
３
章　

実
践
編【
中
学
校
】

異性の尊重と性情報への対処

対象：第１学年 教科・領域等：保健体育科

１ 教育課程上の位置付け
第１学年 保健体育科「心身の機能の発達と心の健康」

２ 単元設定の理由
本単元の内容は、身体機能の発達について、また、生殖に関わる機能の成熟について、その発育や発達に

は、性差や個人差があることを中心に学習する。さらに、心身の機能の発達とともに精神機能の発達と自己
形成、欲求やストレスの対処と心の健康についても取り上げている。身体と精神は互いに影響し合うため、
この時期の生徒が心身ともに健康な生活を送るためにも重要な内容であることから、本単元を設定した。

３ 単元計画（11時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準
１
２

・身体機能の発達につい
て知る。

・器官が発育し機能が発達する時期や発
育・発達の個人差について理解する。 ・心身の機能の発達と心

の健康について理解を
深めるとともにストレ
スへの対処法を知って
いる。

・心身の機能の発達と心
の健康に関わる事象や
情報から課題を発見し
解決方法を考え、適切な
方法を選択しそれらを
伝え合っている。

・生涯を通じて心身の健
康の保持増進を目指し、
明るく豊かな生活を営
もうとしている。

３
・内分泌の働きによる生殖

に関わる機能の成熟につ
いて知る。

・内分泌の働きによる生殖に関わる機能
の成熟について理解する。

４
・生殖に関わる機能の成熟

に伴う適切な行動につい
て考えている。

・成熟の変化に伴う適切な行動等につい
て理解する。

５
本時

・異性の尊重と性情報への
対処について理解する。

・自己の性と他人の性の違いの承認や性
情報への対処方法について理解する。

６

～

８

・精神機能の発達と自己形
成について知る。

・生活経験などの影響を受けて発達する
精神機能や自己の認識の深まりと自己
形成について理解する。

９

～

11

・欲求やストレスへの対処
と心の健康について理解
する。

・精神と身体の相互影響、欲求やストレ
スの心身への影響と適切な対処、ストレ
スへの対処の方法について理解する。

４ 本時の指導（全11時間中の５時間目）
 (1) 指導のねらい

・ホルモンの働きにより性衝動が生じることが多くなることを理解させ、誤った情報で自他を傷付けること
がないように、行動の選択について考えさせる。

(2) 学習方法
・学習資料を活用し、様々な考えを共有しながら話し合いを深め、自分自身のこととして考える。

(3) 評価規準
・異性を尊重しようとしている。
・性情報に対して、正しい情報を選択できる。

 (4) 指導上の配慮事項
・生殖に関わる機能の成熟の指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図るこ

と、保護者の理解を得ることなどに配慮する。
 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 本時のねらいを確

認する。
○前回の「生殖機能の成

熟」を確認し、着替え
が、小学生の中学年か
ら更衣室が別になっ
たり、人に見られるこ
との羞恥心が芽生え
たりすることを理解
させる。

２ 性的関心が高まる
と性衝動が生じる場
合があることを理解
する。

３ 性衝動のままに行
動をすると、相手の気
持ちを傷付けること
があることを知る。

４ 性衝動をあおるよ
うな性情報の情報源
の入手方法について
考える。

５ 性情報の事例が、必
要か不必要か、信頼で
きるかできないかに
ついて考える。

６ 性情報に惑わされ
ず、安心・安全に生き
ていくためには何が
できるかを考える。

○「異性に触れてみた
い」などの例を挙げ、
性ホルモンによって
脳が刺激され性衝動
が生じることを理解
させる。

○生徒とのやり取りの
中で、性衝動は相手の
気持ちを傷付けるこ
とがあることに気付
かせ、性衝動をコント
ロールする必要があ
ることを理解させる。

○生徒とのやり取りの
中から、友達や先輩、
SNS、インターネット
などが情報源である
ことを導く。

○SNS 等で知り合った
人と会うことになっ
た場合の自分の考え
を付箋紙等に記入し、
表に貼らせて、考え方
を共有させる。

○事例の危険性を伝え
るとともに、被害に遭
わないためにはどの
ようにすればよいか
を考えさせる。

●異性を尊重しよう
としている。

●性情報に対して、
正しい情報を選択
できる。

導
入

展
開

ま
と
め

７ 学習の振り返りを
する。

○異性の尊重と性情報
の対処について、自他
の心身の変化を理解
するとともに、自分の
言動が自他を傷付け
ていないか考えるよ
うに促す。

指導のポイント

指導事例２

指導上の留意点
・関心をもたなかった

り、羞恥心が少なか
ったりするなど、個
人差に配慮する。

・性情報の事例につい
ては、教科書の事例
などを活用する。

・学級全体やグループ
など実態に応じて、
様々な学習形態で指
導する。

心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身
に付けることができるよう指導する。
ア 心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに、ストレスへの対処をすること。

ｱ 身体には、多くの器官が発育し、それに伴い、様々な機能が発達する時期があること。また、発育・
発達の時期やその程度には、個人差があること。

ｲ 思春期には、内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟すること。また、成熟に伴う変化に対応
した適切な行動が必要となること。

ｳ 知的機能、情意機能、社会性などの精神機能は、生活経験などの影響を受けて発達すること。また、
思春期においては、自己の認識が深まり、自己形成がなされること。

ｴ 精神と身体は、相互に影響を与え、関わっていること。欲求やストレスは、心身に影響を与えること
があること。また、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処する必要があること。

イ 心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、そ
れらを表現すること。

性情報の対応について考えよう。

社会的側面
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実
践
編【
中
学
校
】

異性の尊重と性情報への対処

対象：第１学年 教科・領域等：保健体育科

１ 教育課程上の位置付け
第１学年 保健体育科「心身の機能の発達と心の健康」

２ 単元設定の理由
本単元の内容は、身体機能の発達について、また、生殖に関わる機能の成熟について、その発育や発達に

は、性差や個人差があることを中心に学習する。さらに、心身の機能の発達とともに精神機能の発達と自己
形成、欲求やストレスの対処と心の健康についても取り上げている。身体と精神は互いに影響し合うため、
この時期の生徒が心身ともに健康な生活を送るためにも重要な内容であることから、本単元を設定した。

３ 単元計画（11時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準
１
２

・身体機能の発達につい
て知る。

・器官が発育し機能が発達する時期や発
育・発達の個人差について理解する。 ・心身の機能の発達と心

の健康について理解を
深めるとともにストレ
スへの対処法を知って
いる。

・心身の機能の発達と心
の健康に関わる事象や
情報から課題を発見し
解決方法を考え、適切な
方法を選択しそれらを
伝え合っている。

・生涯を通じて心身の健
康の保持増進を目指し、
明るく豊かな生活を営
もうとしている。

３
・内分泌の働きによる生殖

に関わる機能の成熟につ
いて知る。

・内分泌の働きによる生殖に関わる機能
の成熟について理解する。

４
・生殖に関わる機能の成熟

に伴う適切な行動につい
て考えている。

・成熟の変化に伴う適切な行動等につい
て理解する。

５
本時

・異性の尊重と性情報への
対処について理解する。

・自己の性と他人の性の違いの承認や性
情報への対処方法について理解する。

６

～

８

・精神機能の発達と自己形
成について知る。

・生活経験などの影響を受けて発達する
精神機能や自己の認識の深まりと自己
形成について理解する。

９

～

11

・欲求やストレスへの対処
と心の健康について理解
する。

・精神と身体の相互影響、欲求やストレ
スの心身への影響と適切な対処、ストレ
スへの対処の方法について理解する。

４ 本時の指導（全11時間中の５時間目）
 (1) 指導のねらい

・ホルモンの働きにより性衝動が生じることが多くなることを理解させ、誤った情報で自他を傷付けること
がないように、行動の選択について考えさせる。

(2) 学習方法
・学習資料を活用し、様々な考えを共有しながら話し合いを深め、自分自身のこととして考える。

(3) 評価規準
・異性を尊重しようとしている。
・性情報に対して、正しい情報を選択できる。

 (4) 指導上の配慮事項
・生殖に関わる機能の成熟の指導に当たっては、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図るこ

と、保護者の理解を得ることなどに配慮する。
 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 本時のねらいを確

認する。
○前回の「生殖機能の成

熟」を確認し、着替え
が、小学生の中学年か
ら更衣室が別になっ
たり、人に見られるこ
との羞恥心が芽生え
たりすることを理解
させる。

２ 性的関心が高まる
と性衝動が生じる場
合があることを理解
する。

３ 性衝動のままに行
動をすると、相手の気
持ちを傷付けること
があることを知る。

４ 性衝動をあおるよ
うな性情報の情報源
の入手方法について
考える。

５ 性情報の事例が、必
要か不必要か、信頼で
きるかできないかに
ついて考える。

６ 性情報に惑わされ
ず、安心・安全に生き
ていくためには何が
できるかを考える。

○「異性に触れてみた
い」などの例を挙げ、
性ホルモンによって
脳が刺激され性衝動
が生じることを理解
させる。

○生徒とのやり取りの
中で、性衝動は相手の
気持ちを傷付けるこ
とがあることに気付
かせ、性衝動をコント
ロールする必要があ
ることを理解させる。

○生徒とのやり取りの
中から、友達や先輩、
SNS、インターネット
などが情報源である
ことを導く。

○SNS 等で知り合った
人と会うことになっ
た場合の自分の考え
を付箋紙等に記入し、
表に貼らせて、考え方
を共有させる。

○事例の危険性を伝え
るとともに、被害に遭
わないためにはどの
ようにすればよいか
を考えさせる。

●異性を尊重しよう
としている。

●性情報に対して、
正しい情報を選択
できる。

導
入

展
開

ま
と
め

７ 学習の振り返りを
する。

○異性の尊重と性情報
の対処について、自他
の心身の変化を理解
するとともに、自分の
言動が自他を傷付け
ていないか考えるよ
うに促す。

指導のポイント

指導事例２

指導上の留意点
・関心をもたなかった

り、羞恥心が少なか
ったりするなど、個
人差に配慮する。

・性情報の事例につい
ては、教科書の事例
などを活用する。

・学級全体やグループ
など実態に応じて、
様々な学習形態で指
導する。

心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身
に付けることができるよう指導する。
ア 心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに、ストレスへの対処をすること。

ｱ 身体には、多くの器官が発育し、それに伴い、様々な機能が発達する時期があること。また、発育・
発達の時期やその程度には、個人差があること。

ｲ 思春期には、内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟すること。また、成熟に伴う変化に対応
した適切な行動が必要となること。

ｳ 知的機能、情意機能、社会性などの精神機能は、生活経験などの影響を受けて発達すること。また、
思春期においては、自己の認識が深まり、自己形成がなされること。

ｴ 精神と身体は、相互に影響を与え、関わっていること。欲求やストレスは、心身に影響を与えること
があること。また、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処する必要があること。

イ 心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、そ
れらを表現すること。

性情報の対応について考えよう。

社会的側面
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践
編【
中
学
校
】

テーマ 具体策 印 理由 印 理由 印 理由 印 理由

常に本気で取り組む

時間を無駄にしない

一つ一つの練習を大切に
する

声かけをしっかりとし
て、声を大きくだす

○組合唱コン目標 「　優　勝　」 

　月　 日(　 ) 　月　 日(　 )

 達成のための振り返りカード

　月　 日(　 )

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印の種類 ： ◎ , ○ , △ , ×

☆☆☆いいね！シール☆☆☆　月　 日(　 )

や
る
気

左の具体策がよくできていたら、
クラスメイトがシールを貼りましょ

男女相互の協力（合唱コンクールに向けて）

対象：第１学年 教科・領域等：特別活動
 
１ 教育課程上の位置付け

第１学年 特別活動「学級活動（２）イ 男女相互の理解と協力」

２ 題材設定の理由
男女相互を理解することや、互いに尊重しながら、学級活動や学校行事に協力して取り組むことは、学校

生活の充実につながると考える。男女相互の理解と協力を考えながらこれまでの学校生活を見直し、自らの
課題に気付き、改善しようとする姿勢をもたせることで、学級の雰囲気がより良いものになると考え、本単
元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本時

・各パート（男声・女声）の特
徴や個性について考えること
を通して、互いに尊重し合い
ながら協力する学級を目指そ
うとする。

・事前に振り返りを分析する。
・分析に基づき、学級・各パー
トの課題について話し合う。

・学級の協力について、個々の
課題とこれからの取組につい
て考える。

・友達と積極的にコミュニケー
ションを図っている。

・自分の考えをしっかりと伝え
ている。

・学級の協力について考え、こ
れからの取組につなげようと
している。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい
・各パートの特徴を理解した上で、合唱コンクールに向けて、互いに協力しながら積極的に練習に取り組め
るようにする。

・話合い活動を通して、自分のできることを考えることができるようにする。
 (2) 学習方法
・話合い活動を通して、今、自分に何ができるのかについて、自分の考えを深める。
・分析、小グループによる話合い活動、発表・全体意見交換、まとめの流れの中で、自主的に活動する。

 (3) 評価規準
・グループで話し合い、男女の協力について自分の考えを伝えている。
・学級において互いに協力し合い、より良い合唱をするために、解決方法について考え、判断している。

(4) 指導上の配慮事項
・それぞれのパートがよさを生かすために大切なことを考えさせる。
・グループでの話合いを通して、自分の在り方を自分で決定させる。
・課題を共有できるように、毎回の練習後、振り返りシートの分析をリーダー等に行わせる。

 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 目標達成マップを
用いて、現状を確認
する。

○事前に集めた振り返
りシートの分析を基
に発表させる。

２ 各パートに分かれ
て、課題を抽出する。

３ １パート抜いて、
歌う。

４ それぞれについて
意見を書く。

５ ４人程度のグルー
プで話合い活動をす
る。

６ 発表・意見交換を
する。

○付箋紙を準備し、意
見を書かせる。

○上記の内容を意識さ
せて歌わせる。

○意見を書く際に、パ
ートごとの重要性を
考えさせる。

○残りの練習期間での
学級の重点項目を考
えさせる。

○振り返りシートの具
体的な取組から選ば
せる。

○学級の重点項目を決
めて、今後の取組に
生かすことができる
ように促す。

○具体的な取組を決め
させて、今後の練習
で確認できるように
する。

●グループで男女の協
力について話し合
い、自分の考えを伝
えている。

７ 個人の実践目標を
設定する。

※練習での具体的な実
践を、振り返りシー
トから考える。

○本時のまとめとし
て、学級が協力して
合唱を成功させるた
めに、自分のできる
ことを考えさせる。

●学級において互いに
協力し合い、より良
い合唱をするため
に、解決方法につい
て考え、判断してい
る。

指導のポイント

クラスで協力し、よりよい合唱を作りあげるために、
どんなことに気を付けて練習していけばよいか考えよう。

導入の工夫等
・振返りシートを毎回
の練習後に集めて学
級委員、指揮者、伴
奏者、パートリーダ
ーで、次回の練習に
向けての課題を抽出
するなど分析を行う。

指導事例３

【目標達成マップ】 【振り返りシート】

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
イ 男女相互の理解と協力

男女相互について理解するとともに、共に協力し尊重し合い、充実した生活づくりに参画すること。

考える 協力して歌う

楽しく歌う をもつ に恥じない
＜具体策１６>＜具体策１１＞

＜具体策１０> ＜具体策１３＞

＜具体策１５＞

やる気

気持ち

みんなが優勝するという気持ちで

＜具体策２>

＜具体策４>

＜具体策５＞

＜具体策９＞

一つ一つの練習を大切にする

団結

＜具体策１４>

声かけをしっかりとして、声を
大きくだす

○年○組 合唱コン 「目標達成マップ」

気持ち 自信

やる気 団結

＜テーマＡ＞

＜テーマＣ＞

＜テーマＢ＞

＜テーマＤ＞

＜具体策１＞ ＜具体策６>

常に本気で取り組む 時間を無駄にしない 相手（クラスメイト）のことを

練習で１分１秒を大切にする
最後まであきらめずに歌いき
る

しっかり歌えるようにする

気持ちを一つに…

＜具体策３＞ ＜具体策７＞ ＜具体策８>

最高のハーモニーを届ける！！

心を込めて、恥ずかしがらず 一人一人が「優勝」する気持ち

誰よりも笑顔で！！

練習を何回もして、自分のパートを

＜具体策１２>

全員で歌うこと、声をだすこと

自信

声をかけあって全体の気持ちを
高め合う

＜目標＞

優勝

目標達成マップを表
にして評価

使用する教材等
・ＩＣＴ機器（電子黒
板）を活用し、全体
で目標を共有できる
ようにする。

・目標に向けて取り組
むべき事項が分かる
ワークシート（目標
達成マップ）。

・毎回の成果や課題が
振り返られるワーク
シート（振り返りシ
ート）。

４人程度のグループの
構成
※実態に応じてグルー
プ構成を考える。

・パートごとに、各一
人ずつ入れる、パー
ト別、ランダムに４
人選ぶなど。

指導上の留意点
・体育祭や文化祭等の
行事でも、活用でき
るようにする。

導
入

展
開

ま
と
め
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第
３
章　

実
践
編【
中
学
校
】

テーマ 具体策 印 理由 印 理由 印 理由 印 理由

常に本気で取り組む

時間を無駄にしない

一つ一つの練習を大切に
する

声かけをしっかりとし
て、声を大きくだす

○組合唱コン目標 「　優　勝　」 

　月　 日(　 ) 　月　 日(　 )

 達成のための振り返りカード

　月　 日(　 )

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印の種類 ： ◎ , ○ , △ , ×

☆☆☆いいね！シール☆☆☆　月　 日(　 )

や
る
気

左の具体策がよくできていたら、
クラスメイトがシールを貼りましょ

男女相互の協力（合唱コンクールに向けて）

対象：第１学年 教科・領域等：特別活動
 
１ 教育課程上の位置付け

第１学年 特別活動「学級活動（２）イ 男女相互の理解と協力」

２ 題材設定の理由
男女相互を理解することや、互いに尊重しながら、学級活動や学校行事に協力して取り組むことは、学校

生活の充実につながると考える。男女相互の理解と協力を考えながらこれまでの学校生活を見直し、自らの
課題に気付き、改善しようとする姿勢をもたせることで、学級の雰囲気がより良いものになると考え、本単
元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本時

・各パート（男声・女声）の特
徴や個性について考えること
を通して、互いに尊重し合い
ながら協力する学級を目指そ
うとする。

・事前に振り返りを分析する。
・分析に基づき、学級・各パー
トの課題について話し合う。

・学級の協力について、個々の
課題とこれからの取組につい
て考える。

・友達と積極的にコミュニケー
ションを図っている。

・自分の考えをしっかりと伝え
ている。

・学級の協力について考え、こ
れからの取組につなげようと
している。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい
・各パートの特徴を理解した上で、合唱コンクールに向けて、互いに協力しながら積極的に練習に取り組め
るようにする。

・話合い活動を通して、自分のできることを考えることができるようにする。
 (2) 学習方法
・話合い活動を通して、今、自分に何ができるのかについて、自分の考えを深める。
・分析、小グループによる話合い活動、発表・全体意見交換、まとめの流れの中で、自主的に活動する。

 (3) 評価規準
・グループで話し合い、男女の協力について自分の考えを伝えている。
・学級において互いに協力し合い、より良い合唱をするために、解決方法について考え、判断している。

(4) 指導上の配慮事項
・それぞれのパートがよさを生かすために大切なことを考えさせる。
・グループでの話合いを通して、自分の在り方を自分で決定させる。
・課題を共有できるように、毎回の練習後、振り返りシートの分析をリーダー等に行わせる。

 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 目標達成マップを
用いて、現状を確認
する。

○事前に集めた振り返
りシートの分析を基
に発表させる。

２ 各パートに分かれ
て、課題を抽出する。

３ １パート抜いて、
歌う。

４ それぞれについて
意見を書く。

５ ４人程度のグルー
プで話合い活動をす
る。

６ 発表・意見交換を
する。

○付箋紙を準備し、意
見を書かせる。

○上記の内容を意識さ
せて歌わせる。

○意見を書く際に、パ
ートごとの重要性を
考えさせる。

○残りの練習期間での
学級の重点項目を考
えさせる。

○振り返りシートの具
体的な取組から選ば
せる。

○学級の重点項目を決
めて、今後の取組に
生かすことができる
ように促す。

○具体的な取組を決め
させて、今後の練習
で確認できるように
する。

●グループで男女の協
力について話し合
い、自分の考えを伝
えている。

７ 個人の実践目標を
設定する。

※練習での具体的な実
践を、振り返りシー
トから考える。

○本時のまとめとし
て、学級が協力して
合唱を成功させるた
めに、自分のできる
ことを考えさせる。

●学級において互いに
協力し合い、より良
い合唱をするため
に、解決方法につい
て考え、判断してい
る。

指導のポイント

クラスで協力し、よりよい合唱を作りあげるために、
どんなことに気を付けて練習していけばよいか考えよう。

導入の工夫等
・振返りシートを毎回
の練習後に集めて学
級委員、指揮者、伴
奏者、パートリーダ
ーで、次回の練習に
向けての課題を抽出
するなど分析を行う。

指導事例３

【目標達成マップ】 【振り返りシート】

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
イ 男女相互の理解と協力

男女相互について理解するとともに、共に協力し尊重し合い、充実した生活づくりに参画すること。

考える 協力して歌う

楽しく歌う をもつ に恥じない
＜具体策１６>＜具体策１１＞

＜具体策１０> ＜具体策１３＞

＜具体策１５＞

やる気

気持ち

みんなが優勝するという気持ちで

＜具体策２>

＜具体策４>

＜具体策５＞

＜具体策９＞

一つ一つの練習を大切にする

団結

＜具体策１４>

声かけをしっかりとして、声を
大きくだす

○年○組 合唱コン 「目標達成マップ」

気持ち 自信

やる気 団結

＜テーマＡ＞

＜テーマＣ＞

＜テーマＢ＞

＜テーマＤ＞

＜具体策１＞ ＜具体策６>

常に本気で取り組む 時間を無駄にしない 相手（クラスメイト）のことを

練習で１分１秒を大切にする
最後まであきらめずに歌いき
る

しっかり歌えるようにする

気持ちを一つに…

＜具体策３＞ ＜具体策７＞ ＜具体策８>

最高のハーモニーを届ける！！

心を込めて、恥ずかしがらず 一人一人が「優勝」する気持ち

誰よりも笑顔で！！

練習を何回もして、自分のパートを

＜具体策１２>

全員で歌うこと、声をだすこと

自信

声をかけあって全体の気持ちを
高め合う

＜目標＞

優勝

目標達成マップを表
にして評価

使用する教材等
・ＩＣＴ機器（電子黒
板）を活用し、全体
で目標を共有できる
ようにする。

・目標に向けて取り組
むべき事項が分かる
ワークシート（目標
達成マップ）。

・毎回の成果や課題が
振り返られるワーク
シート（振り返りシ
ート）。

４人程度のグループの
構成
※実態に応じてグルー
プ構成を考える。

・パートごとに、各一
人ずつ入れる、パー
ト別、ランダムに４
人選ぶなど。

指導上の留意点
・体育祭や文化祭等の
行事でも、活用でき
るようにする。
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実
践
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中
学
校
】

性情報への対応・性犯罪被害の防止

対象：第２学年 教科・領域等：特別活動

１ 教育課程上の位置付け
第２学年 特別活動「学級活動（２）ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応」

２ 単元設定の理由
性をめぐる現代的な課題の一つとして、「情報化の進展」が挙げられる。周囲の目の届かないところで、不

特定多数の人とのコミュニケーションを取ることが可能であり、ＳＮＳ等を介した性被害が増加している。
また、個人が情報を発信することも容易になっており、自画撮り被害等、新たな性被害が深刻化している。
生徒を取り巻く性に関する様々な危険から自分自身を守り、性情報に対して正しく判断できるようにしたい
と考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（２時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・学校、家庭、地域と
連携した性犯罪防止
教室（セーフティ教
室）を通して、性情
報に対する正しい判
断力を身に付ける。

・講師として警察署の方を招き、性犯
罪被害の事例や防止策について考え
る。

・性情報に関する正しい情報と誤った
情報の混在について考える。

・学校、家庭、地域と意見交換をする。

・興味、関心をもって学習に取
り組もうとしている。

・性犯罪や性犯罪被害について
理解している。

・性情報に対して正しく判断し、
性犯罪被害から自分自身を守
る方法について考えている。２

本時

・性犯罪被害の防止に
ついて、正しい知識
と判断力を身に付け
る。

・性犯罪被害について考える。
・性犯罪被害から自分自身を守る方法
について考える。

４ 本時の指導（全２時間中の２時間目）
(1) 指導のねらい
・性犯罪被害の原因や背景について理解させる。
・性犯罪被害から自分自身を守るためにどのような方法があるのか、生徒同士で考えたり、話し合わせたり
することを通して、正しい判断力を身に付けさせる。

(2) 学習方法
・自分の考えを付箋紙などに記述したり、生徒同士で話し合ったりする。
・ＩＣＴ機器等を活用し、生徒の考えや話し合った内容を全員で共有する。

(3) 評価規準
・性犯罪被害から自分自身を守る方法について考え、判断している。

(4) 指導上の配慮事項
・性犯罪被害の防止について考えさせる場面では、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図る
こと、保護者の理解を得ることなどに配慮する。

・性犯罪被害の防止について生徒同士で考えたり、話し合ったりする場面では、他者の意見を受け入れ認め
合うこと、正しい判断について生徒自らが導けるように配慮する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前時の復習をす
る。

・犯罪防止教室（セ
ーフティ教室）で
学んだことを確認
する。

○性犯罪被害の危険性
について確認する。

○性情報に関する誤っ
た認識について再確
認する。

２ 性犯罪被害には
どのようなものが
あるかを考える。

３ グループに分か
れて課題を選択す
る。

４ 選択した課題に
ついて、その原因
とその被害から自
分を守る方法、家
族ができること、
その他について考
える。

５ 出てきた考えを
グループで共有す
る。

６ グループごとに
発表し、情報を共
有する。

○性犯罪被害事例につい
て考えさせる。

①自画撮り被害
②
ェブサイト

○選択した課題が実際
にはどんな被害なの
か、事例を示しながら
グループごとに考え
させる。

○被害事例に応じて、自
分の考えを記入させ
る。

○被害の内容について
知識や理解のない場
合は、個別指導で情報
を提供する。

○模造紙にそれぞれの
考えを分類し、貼り付
け、考えを共有し、グ
ループごとにまとめ
てタブレットに入力
させる。

○他者の考えを受け入
れ、課題についてクラ
ス全員で共有させる。

●性犯罪被害から自分
自身を守る方法につ
いて考え、判断して
いる。

７ 性犯罪被害から
自分自身を守る方
法についてまとめ
る。

○家族との関わりや自
分自身の判断によっ
て身を守る方法を考
えさせる。

性犯罪被害から自分自身を守る方法について考えよう。

個人差への配慮、個別
指導について
・生徒の家庭環境や実
情をあらかじめ把握
し、事例について配
慮する。

・他者の考えを受け入
れ、自分の考えと併
せながら正しい判断
力へとつながるよう
に支援する。

・性犯罪被害等で悩ん
でいたり困っていた
りする生徒が個別に
相談できるよう声掛
けをする。

使用する教材等
・ＩＣＴ機器（タブレ
ット等）や模造紙を
活用し、グループで
話合いをできるよう
にする。

・事例について新聞記
事等を活用する。

指導のポイント

導入の工夫等
・犯罪防止教室で学ん
だことを、感想等を踏
まえて発言させる。
様々な意見を引き出
す。

指導事例４

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応

心や体に関する正しい理解を基に、適切な行動をとり、悩みや不安に向き合い乗り越えようとする
こと。

板書の写真等
・性犯罪被害の例を示
す。

・タブレットの画面を
板書に大きく示す。

・「ＳＮＳ東京ノート４
（中学生用）」（東京
都教育委員会 平成
30年３月）を活用す
ることもできる。

[模造紙・タブレット画面例]

自分

課題

その他家族

異性等を紹介するウ
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校
】

性情報への対応・性犯罪被害の防止

対象：第２学年 教科・領域等：特別活動

１ 教育課程上の位置付け
第２学年 特別活動「学級活動（２）ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応」

２ 単元設定の理由
性をめぐる現代的な課題の一つとして、「情報化の進展」が挙げられる。周囲の目の届かないところで、不

特定多数の人とのコミュニケーションを取ることが可能であり、ＳＮＳ等を介した性被害が増加している。
また、個人が情報を発信することも容易になっており、自画撮り被害等、新たな性被害が深刻化している。
生徒を取り巻く性に関する様々な危険から自分自身を守り、性情報に対して正しく判断できるようにしたい
と考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（２時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・学校、家庭、地域と
連携した性犯罪防止
教室（セーフティ教
室）を通して、性情
報に対する正しい判
断力を身に付ける。

・講師として警察署の方を招き、性犯
罪被害の事例や防止策について考え
る。

・性情報に関する正しい情報と誤った
情報の混在について考える。

・学校、家庭、地域と意見交換をする。

・興味、関心をもって学習に取
り組もうとしている。

・性犯罪や性犯罪被害について
理解している。

・性情報に対して正しく判断し、
性犯罪被害から自分自身を守
る方法について考えている。２

本時

・性犯罪被害の防止に
ついて、正しい知識
と判断力を身に付け
る。

・性犯罪被害について考える。
・性犯罪被害から自分自身を守る方法
について考える。

４ 本時の指導（全２時間中の２時間目）
(1) 指導のねらい
・性犯罪被害の原因や背景について理解させる。
・性犯罪被害から自分自身を守るためにどのような方法があるのか、生徒同士で考えたり、話し合わせたり
することを通して、正しい判断力を身に付けさせる。

(2) 学習方法
・自分の考えを付箋紙などに記述したり、生徒同士で話し合ったりする。
・ＩＣＴ機器等を活用し、生徒の考えや話し合った内容を全員で共有する。

(3) 評価規準
・性犯罪被害から自分自身を守る方法について考え、判断している。

(4) 指導上の配慮事項
・性犯罪被害の防止について考えさせる場面では、発達の段階を踏まえること、学校全体で共通理解を図る
こと、保護者の理解を得ることなどに配慮する。

・性犯罪被害の防止について生徒同士で考えたり、話し合ったりする場面では、他者の意見を受け入れ認め
合うこと、正しい判断について生徒自らが導けるように配慮する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前時の復習をす
る。

・犯罪防止教室（セ
ーフティ教室）で
学んだことを確認
する。

○性犯罪被害の危険性
について確認する。

○性情報に関する誤っ
た認識について再確
認する。

２ 性犯罪被害には
どのようなものが
あるかを考える。

３ グループに分か
れて課題を選択す
る。

４ 選択した課題に
ついて、その原因
とその被害から自
分を守る方法、家
族ができること、
その他について考
える。

５ 出てきた考えを
グループで共有す
る。

６ グループごとに
発表し、情報を共
有する。

○性犯罪被害事例につい
て考えさせる。

①自画撮り被害
②
ェブサイト

○選択した課題が実際
にはどんな被害なの
か、事例を示しながら
グループごとに考え
させる。

○被害事例に応じて、自
分の考えを記入させ
る。

○被害の内容について
知識や理解のない場
合は、個別指導で情報
を提供する。

○模造紙にそれぞれの
考えを分類し、貼り付
け、考えを共有し、グ
ループごとにまとめ
てタブレットに入力
させる。

○他者の考えを受け入
れ、課題についてクラ
ス全員で共有させる。

●性犯罪被害から自分
自身を守る方法につ
いて考え、判断して
いる。

７ 性犯罪被害から
自分自身を守る方
法についてまとめ
る。

○家族との関わりや自
分自身の判断によっ
て身を守る方法を考
えさせる。

性犯罪被害から自分自身を守る方法について考えよう。

個人差への配慮、個別
指導について
・生徒の家庭環境や実
情をあらかじめ把握
し、事例について配
慮する。

・他者の考えを受け入
れ、自分の考えと併
せながら正しい判断
力へとつながるよう
に支援する。

・性犯罪被害等で悩ん
でいたり困っていた
りする生徒が個別に
相談できるよう声掛
けをする。

使用する教材等
・ＩＣＴ機器（タブレ
ット等）や模造紙を
活用し、グループで
話合いをできるよう
にする。

・事例について新聞記
事等を活用する。

指導のポイント

導入の工夫等
・犯罪防止教室で学ん
だことを、感想等を踏
まえて発言させる。
様々な意見を引き出
す。

指導事例４

（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応

心や体に関する正しい理解を基に、適切な行動をとり、悩みや不安に向き合い乗り越えようとする
こと。

板書の写真等
・性犯罪被害の例を示
す。

・タブレットの画面を
板書に大きく示す。

・「ＳＮＳ東京ノート４
（中学生用）」（東京
都教育委員会 平成
30年３月）を活用す
ることもできる。

[模造紙・タブレット画面例]

自分

課題

その他家族

異性等を紹介するウ

導
入

展
開

ま
と
め

社会的側面
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第
３
章　

実
践
編【
中
学
校
】

異性との人間関係を深めるには

対象：第２学年 教科・領域等：特別の教科 道徳 
 
１ 教育課程上の位置付け

第２学年 特別の教科 道徳「B 友情、信頼」

２ 主題設定の理由
思春期を迎える中学生の時期は、性差がはっきりしたり、異性への関心が強くなったりするとともに、意

識的に互いを避けたり、間違った理解から問題を生じさせたりすることもある。しかし、互いに理解し合い、
共に成長しようとする姿勢をもつことは、これから社会に出て行く上で大切である。各自が異性との関係を
どう捉えているかなど、今後の生き方について考えられるようにしたいと考え、主題を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１
本時

・異性間の関わりに対する自分
の考えを振り返り、異性間に
おいても友情を築き、関係を
深め、共に成長しようとする
態度を育てる。

・異性間のより良い関係とは何
か、それぞれの考えを出し合
い、イメージを深めた上で、
人間関係を深めていくには、
どのようなことが大切か考え
る。

・異性間の人間関係について、
自分のものの見方、考え方を
振り返ることにより、異性と
も人間としてより深い関係を
築くことの大切さについて考
えを深めることができる。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい
・「異性についての理解を深める」とは、互いに相手の良さを認め合うことである。異性であっても相手のも
のの見方や考え方を正しく理解し、友情を築き、人間関係を深めることが大切であることは、同性間にお
けるものと変わりはないため、互いに正しく理解し合い、共に成長しようとする態度を育てる。

 (2) 学習方法
・異性間のより良い関係とは何か、様々な場面をイメージし、それぞれの考えを出し合い、互いの考えの違
いから学び合う。よりよい人間関係についてイメージを深めた上で、人間関係を深めていくには、どんな
ことが大切かを考える。

 (3) 評価の視点
・異性間の人間関係について、自分のものの見方、考え方を振り返ることにより、異性とも人間としてより
深い関係を築くことの大切さについて考えを深めることができる。

(4) 指導上の配慮事項
・導入で使用する事前アンケートについては、学級の実態に即した内容で作成する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点
１ 価値への導入を行
う。

・事前アンケートの結果
より、友達の考えを知
り、自分の考えと比較
する。

・本時のねらいについて
確認する。

○小学校時代と比べ、異
性との人間関係がど
う変化してきている
か、事前にアンケート
を実施する。その結果
を示し、友達の考えと
自分の考えを比較さ
せる。

○クラスの実態から本
時のねらいを示し、本
時の学習に対して課
題意識をもたせる。

○異性同士が、より良い
人間関係を築くには、
どうすればよいのか、
考えさせる。

２ 一人一人が抱く、異
性間の人間関係につ
いて、これまでの経験
を振り返りつつ、考え
を広げる。

・異性間のより良い人間
関係とは、どのような
関係か考える。

・異性間でよりよい関係
を築いた先には、どん
なものがあるか考え
る。

○現在だけでなく、今後
の人生にも視野を広
げ、具体的にイメージ
を膨らませられるよ
うにする。

○グループで、意見を分
類させ、互いにそれに
共感できるか否か、そ
の理由を出し合わせ
る。

○グループで出された
意見を紹介し合い、ど
んな場合においても
共通するものは何か
を考えさせる。

○異性と関わる上で、自
分が得られるものに
ついて考えさせるよ
うにする。

○個人について、クラス
や社会全体について、
考えを広げさせる。

●異性間の人間関係に
ついて、自分のものの
見方、考え方を振り返
ることで、異性とも人
間としてより深い関
係を築くことの大切
さについて考えを深
めることができる。

導
入

展
開

終
末

３ 今日の授業を振り
返る。

○教師の経験を話す。
○今回の授業で感じた
こと、考えたこと、こ
れから心掛けたいこ
とをワークシートに
記入させる。

指導事例５

指導上の留意点
・共感できない意
見について、否定
するのではなく、
なぜ共感できな
いのか、それを議
題としてグルー
プで話合いを深
めさせる。また、
学級全体で共有
する際、そうした
意見を、教師が全
体に投げ掛け、議
論を広げ、考えを
深めさせる。

友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、互いに励まし合い、高め合うとともに、異性につい

ての理解を深め、悩みや葛藤も経験しながら人間関係を深めていくこと。 

指導のポイント

事前アンケート
・人間関係の変化を
感じている生徒
が多く、関係の深
まりを感じてい
る生徒がいる一
方、異性間の隔た
りを感じている
生徒もいる。その
差に何があるの
か、問題提起す
る。

切り返し発問例
・「互いに深くは
関わらない」、「干
渉しない」という
ことが「良い人間
関係」なのかを発
問し、考えさせ
る。

他者と人間関係を深めていくには、どのようなことが大切となるの
でしょう。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。

社会的側面
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第
３
章　

実
践
編【
中
学
校
】

異性との人間関係を深めるには

対象：第２学年 教科・領域等：特別の教科 道徳 
 
１ 教育課程上の位置付け

第２学年 特別の教科 道徳「B 友情、信頼」

２ 主題設定の理由
思春期を迎える中学生の時期は、性差がはっきりしたり、異性への関心が強くなったりするとともに、意

識的に互いを避けたり、間違った理解から問題を生じさせたりすることもある。しかし、互いに理解し合い、
共に成長しようとする姿勢をもつことは、これから社会に出て行く上で大切である。各自が異性との関係を
どう捉えているかなど、今後の生き方について考えられるようにしたいと考え、主題を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１
本時

・異性間の関わりに対する自分
の考えを振り返り、異性間に
おいても友情を築き、関係を
深め、共に成長しようとする
態度を育てる。

・異性間のより良い関係とは何
か、それぞれの考えを出し合
い、イメージを深めた上で、
人間関係を深めていくには、
どのようなことが大切か考え
る。

・異性間の人間関係について、
自分のものの見方、考え方を
振り返ることにより、異性と
も人間としてより深い関係を
築くことの大切さについて考
えを深めることができる。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい
・「異性についての理解を深める」とは、互いに相手の良さを認め合うことである。異性であっても相手のも
のの見方や考え方を正しく理解し、友情を築き、人間関係を深めることが大切であることは、同性間にお
けるものと変わりはないため、互いに正しく理解し合い、共に成長しようとする態度を育てる。

 (2) 学習方法
・異性間のより良い関係とは何か、様々な場面をイメージし、それぞれの考えを出し合い、互いの考えの違
いから学び合う。よりよい人間関係についてイメージを深めた上で、人間関係を深めていくには、どんな
ことが大切かを考える。

 (3) 評価の視点
・異性間の人間関係について、自分のものの見方、考え方を振り返ることにより、異性とも人間としてより
深い関係を築くことの大切さについて考えを深めることができる。

(4) 指導上の配慮事項
・導入で使用する事前アンケートについては、学級の実態に即した内容で作成する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点
１ 価値への導入を行
う。

・事前アンケートの結果
より、友達の考えを知
り、自分の考えと比較
する。

・本時のねらいについて
確認する。

○小学校時代と比べ、異
性との人間関係がど
う変化してきている
か、事前にアンケート
を実施する。その結果
を示し、友達の考えと
自分の考えを比較さ
せる。

○クラスの実態から本
時のねらいを示し、本
時の学習に対して課
題意識をもたせる。

○異性同士が、より良い
人間関係を築くには、
どうすればよいのか、
考えさせる。

２ 一人一人が抱く、異
性間の人間関係につ
いて、これまでの経験
を振り返りつつ、考え
を広げる。

・異性間のより良い人間
関係とは、どのような
関係か考える。

・異性間でよりよい関係
を築いた先には、どん
なものがあるか考え
る。

○現在だけでなく、今後
の人生にも視野を広
げ、具体的にイメージ
を膨らませられるよ
うにする。

○グループで、意見を分
類させ、互いにそれに
共感できるか否か、そ
の理由を出し合わせ
る。

○グループで出された
意見を紹介し合い、ど
んな場合においても
共通するものは何か
を考えさせる。

○異性と関わる上で、自
分が得られるものに
ついて考えさせるよ
うにする。

○個人について、クラス
や社会全体について、
考えを広げさせる。

●異性間の人間関係に
ついて、自分のものの
見方、考え方を振り返
ることで、異性とも人
間としてより深い関
係を築くことの大切
さについて考えを深
めることができる。

導
入

展
開

終
末

３ 今日の授業を振り
返る。

○教師の経験を話す。
○今回の授業で感じた
こと、考えたこと、こ
れから心掛けたいこ
とをワークシートに
記入させる。

指導事例５

指導上の留意点
・共感できない意
見について、否定
するのではなく、
なぜ共感できな
いのか、それを議
題としてグルー
プで話合いを深
めさせる。また、
学級全体で共有
する際、そうした
意見を、教師が全
体に投げ掛け、議
論を広げ、考えを
深めさせる。

友情の尊さを理解して心から信頼できる友達をもち、互いに励まし合い、高め合うとともに、異性につい

ての理解を深め、悩みや葛藤も経験しながら人間関係を深めていくこと。 

指導のポイント

事前アンケート
・人間関係の変化を
感じている生徒
が多く、関係の深
まりを感じてい
る生徒がいる一
方、異性間の隔た
りを感じている
生徒もいる。その
差に何があるの
か、問題提起す
る。

切り返し発問例
・「互いに深くは
関わらない」、「干
渉しない」という
ことが「良い人間
関係」なのかを発
問し、考えさせ
る。

他者と人間関係を深めていくには、どのようなことが大切となるの
でしょう。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。
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実
践
編【
中
学
校
】

自分の命を精一杯生ききる
教材「キミばあちゃんの椿」（出典：中学校道徳読み物資料集 文部科学省 平成 24年３月）

対象：第３学年 教科・領域等：特別の教科 道徳
 
１ 教育課程上の位置付け

特別の教科道徳「D 生命の尊さ」

２ 主題設定の理由
生命がかけがえのないものであるということについては、小学校の段階からも学んできており、知識とし

ては分かっている生徒が多い。しかし、日々の生活の中で生命について触れ、考える機会が多くない生徒も
いる。かけがえのないものであるという認識があっても、だからこそ一度失ってしまっては二度と取り戻す
ことのできない自分の命を精一杯生きようという思いまでは抱けていない場合がある。生命の尊さというと
ころに考えが及ばず、いじめに発展してしまうこともある。毎日健康で生活できている中では、そのありが
たみを感じることもなく生活していってしまう。そのため、本時の授業を通して、生命のかけがえのなさに
ついて考えさせ、自他の生命を尊重しながら与えられた自分の命を精一杯生きていく態度を育てていきたい
と考え、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１
本時

・自分や周囲の生命の尊さを理
解し、かけがえのない自分の
人生を精一杯生きようとす
る。

・広瀬淡窓の生き方から、かけ
がえのない自分の人生を精一
杯生きる姿勢の大切さを考え
る。キミばあちゃんの言う「生
ききる」とは、どういうこと
なのか、それぞれが自分の考
えを深める。

・自分の人生をかけがえのない
ものとし、その人生を精一杯
生きようとする気持ちをもっ
ている。

・他者のものの見方、感じ方か
ら学び、自分の考えを深めて
いる。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい
・自分や周囲の生命の尊さを理解し、かけがえのない自分の人生を精一杯生きようとする態度を育てる。

 (2) 学習方法
・祐介の気持ちを追うことを通して、広瀬淡窓の生き方から、かけがえのない自分の人生を精一杯生きる姿
勢の大切さを考える。その上で、キミばあちゃんの言う「生ききる」とは、どうすることなのか、困難に
ぶつかったときに、それをどう乗り越えて生きていくのか、それぞれが自分の考えを深める。

 (3) 評価の視点
・自分の人生をかけがえのないものとし、その人生を精一杯生きようとする気持ちをもっている。
・他者のものの見方、感じ方から学び、自分の考えを深めている。

(4) 指導上の配慮事項
・学級の中に、作中の人物のように、自身や家族の病気で悩みを抱える生徒がいる場合は配慮する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点
１ 価値への導入を行
う。

・今まで「一生懸命生
きてきた」か考える。

・本時のねらいに触れ
る。

○自分の人生をしっか
り生きるにはどうす
ればよいか発問す
る。

２ 教材「キミばあち
ゃんの椿」を読み、
生き方について話し
合う。

・声が震えてしまうほ
どに、祐介はどんな
ことを思い、悩んで
いたのか考える。

・「甘かったんだね。」
と言った祐介は、ど
んなことに気付いた
のか考える。

・寒椿のように、これ
からの人生を「生き
きる」中で、どんな
困難があるだろうか
考える。

・「生ききる」とは、ど
うすることなのか、
困難にぶつかったと
きに、それをどう乗
り越えて生きていく
のか、それぞれが自
分の考えを深める。

○教材を通読した後、
広瀬淡窓の生き方に
ついて、生徒が印象
的だったことを板書
し、まとめる。

○祐介のどんな気持ち
からくる声の震えな
のか、想像させ、考
えさせる。

○キミばあちゃんの話
から、祐介が感じ取
ったことは何か、考
えさせる。

○生徒だけの話合いで
は、考えが深まりき
らないときは、学級
全体で意見を共有し、
学級全体に問い掛け
ながら考えを深めさ
せる。

○写真を示したり、キ
ミばあちゃんの寒椿
に関する言葉を再度
取り上げたりし、寒
椿のイメージを膨ら
ませる。

●自分の人生をかけが
えのないものとし、
その人生を精一杯生
きようとする気持ち
をもっている。

導
入

展
開

終
末

３ 今日の授業を振り
返る。

○教師の経験を話す。
○学んだこと、考えた
こと、これから心掛
けたいことをワーク
シートに書かせる。

●他者のものの見方、
感じ方から学び、自
分の考えを深めてい
る。

指導のポイント

導入の工夫
・誰しもくじけた
り、後ろ向きに
なったりするこ
とはある。常に
一生懸命である
ことは難しい。
そういう気持ち
に共感する言葉
掛けをしつつ、
本時で考えてい
きたいことを伝
え、生徒が本時
の課題を自分ご
ととして考える
ことにつなげ
る。

板書の工夫
・文字カードや場
面絵を作ってお
き、出来事や印
象的な言葉を黒
板に貼り、生徒
が流れを把握し
やすくするとと
もに教材の内容
を振り返りやす
くする。

終末の工夫
・教師自身が、今
までどんな困難
に出会ってきた
のか、どのよう
にそれを乗り越
えてきたのか、
乗り越えられな
かったのかを話
す。

指導事例６

生命の尊さについて、その連続性や有限性なども含めて理解し、かけがえのない生命を尊重すること。 

どうすれば、そのような困難を乗り越えて、しっかりと「生ききる」
ことができるだろうか。

の困難さや辛さに触
れ、良いことばかり
ではないことを子供
の考えから引き出
す。

○前向きにいきること

生命尊重
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自分の命を精一杯生ききる
教材「キミばあちゃんの椿」（出典：中学校道徳読み物資料集 文部科学省 平成 24年３月）

対象：第３学年 教科・領域等：特別の教科 道徳
 
１ 教育課程上の位置付け

特別の教科道徳「D 生命の尊さ」

２ 主題設定の理由
生命がかけがえのないものであるということについては、小学校の段階からも学んできており、知識とし

ては分かっている生徒が多い。しかし、日々の生活の中で生命について触れ、考える機会が多くない生徒も
いる。かけがえのないものであるという認識があっても、だからこそ一度失ってしまっては二度と取り戻す
ことのできない自分の命を精一杯生きようという思いまでは抱けていない場合がある。生命の尊さというと
ころに考えが及ばず、いじめに発展してしまうこともある。毎日健康で生活できている中では、そのありが
たみを感じることもなく生活していってしまう。そのため、本時の授業を通して、生命のかけがえのなさに
ついて考えさせ、自他の生命を尊重しながら与えられた自分の命を精一杯生きていく態度を育てていきたい
と考え、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１
本時

・自分や周囲の生命の尊さを理
解し、かけがえのない自分の
人生を精一杯生きようとす
る。

・広瀬淡窓の生き方から、かけ
がえのない自分の人生を精一
杯生きる姿勢の大切さを考え
る。キミばあちゃんの言う「生
ききる」とは、どういうこと
なのか、それぞれが自分の考
えを深める。

・自分の人生をかけがえのない
ものとし、その人生を精一杯
生きようとする気持ちをもっ
ている。

・他者のものの見方、感じ方か
ら学び、自分の考えを深めて
いる。

４ 本時の指導
 (1) 指導のねらい
・自分や周囲の生命の尊さを理解し、かけがえのない自分の人生を精一杯生きようとする態度を育てる。

 (2) 学習方法
・祐介の気持ちを追うことを通して、広瀬淡窓の生き方から、かけがえのない自分の人生を精一杯生きる姿
勢の大切さを考える。その上で、キミばあちゃんの言う「生ききる」とは、どうすることなのか、困難に
ぶつかったときに、それをどう乗り越えて生きていくのか、それぞれが自分の考えを深める。

 (3) 評価の視点
・自分の人生をかけがえのないものとし、その人生を精一杯生きようとする気持ちをもっている。
・他者のものの見方、感じ方から学び、自分の考えを深めている。

(4) 指導上の配慮事項
・学級の中に、作中の人物のように、自身や家族の病気で悩みを抱える生徒がいる場合は配慮する。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点
１ 価値への導入を行
う。

・今まで「一生懸命生
きてきた」か考える。

・本時のねらいに触れ
る。

○自分の人生をしっか
り生きるにはどうす
ればよいか発問す
る。

２ 教材「キミばあち
ゃんの椿」を読み、
生き方について話し
合う。

・声が震えてしまうほ
どに、祐介はどんな
ことを思い、悩んで
いたのか考える。

・「甘かったんだね。」
と言った祐介は、ど
んなことに気付いた
のか考える。

・寒椿のように、これ
からの人生を「生き
きる」中で、どんな
困難があるだろうか
考える。

・「生ききる」とは、ど
うすることなのか、
困難にぶつかったと
きに、それをどう乗
り越えて生きていく
のか、それぞれが自
分の考えを深める。

○教材を通読した後、
広瀬淡窓の生き方に
ついて、生徒が印象
的だったことを板書
し、まとめる。

○祐介のどんな気持ち
からくる声の震えな
のか、想像させ、考
えさせる。

○キミばあちゃんの話
から、祐介が感じ取
ったことは何か、考
えさせる。

○生徒だけの話合いで
は、考えが深まりき
らないときは、学級
全体で意見を共有し、
学級全体に問い掛け
ながら考えを深めさ
せる。

○写真を示したり、キ
ミばあちゃんの寒椿
に関する言葉を再度
取り上げたりし、寒
椿のイメージを膨ら
ませる。

●自分の人生をかけが
えのないものとし、
その人生を精一杯生
きようとする気持ち
をもっている。

導
入

展
開

終
末

３ 今日の授業を振り
返る。

○教師の経験を話す。
○学んだこと、考えた
こと、これから心掛
けたいことをワーク
シートに書かせる。

●他者のものの見方、
感じ方から学び、自
分の考えを深めてい
る。

指導のポイント

導入の工夫
・誰しもくじけた
り、後ろ向きに
なったりするこ
とはある。常に
一生懸命である
ことは難しい。
そういう気持ち
に共感する言葉
掛けをしつつ、
本時で考えてい
きたいことを伝
え、生徒が本時
の課題を自分ご
ととして考える
ことにつなげ
る。

板書の工夫
・文字カードや場
面絵を作ってお
き、出来事や印
象的な言葉を黒
板に貼り、生徒
が流れを把握し
やすくするとと
もに教材の内容
を振り返りやす
くする。

終末の工夫
・教師自身が、今
までどんな困難
に出会ってきた
のか、どのよう
にそれを乗り越
えてきたのか、
乗り越えられな
かったのかを話
す。

指導事例６

生命の尊さについて、その連続性や有限性なども含めて理解し、かけがえのない生命を尊重すること。 

どうすれば、そのような困難を乗り越えて、しっかりと「生ききる」
ことができるだろうか。

の困難さや辛さに触
れ、良いことばかり
ではないことを子供
の考えから引き出
す。

○前向きにいきること

生命尊重
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エイズの予防

対象：第３学年 教科・領域等：保健体育科

１ 教育課程上の位置付け
第３学年 保健体育科「健康な生活と病気の予防」

２ 単元設定の理由
思春期は心身に大きな変化が生じる時期である。身体的な成熟に伴う性的な発達に対応し、異性の尊重、

性情報への対処など性に関する適切な態度や行動の選択、性の多様性を踏まえ、発達の段階に応じた指導が
重要である。また、ＨＩＶ感染症及び性感染症の増加傾向と青少年の感染が社会問題になっていることから、
それらの疾病概念や感染経路について理解できるようにしたいと考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（７時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１ ・感染症の原因となる病原体や感染
の広まり方を理解する。

・感染と発病、感染症の広がりについて
理解する。

・健康な生活と疾病の
予防について理解を
深めることができ
る。

・健康な生活と疾病の
予防について、課題
を発見し、その解決
に向けて思考し判断
するとともに、それ
らを表現することが
できる。

・生涯を通じて心身の
健康の保持増進を目
指し、明るく豊かな
生活を営むことがで
きる。

２

・感染症の多くは、発生源をなくすこ
と、感染経路を遮断すること、主体
の抵抗力を高めることによって予
防できることを理解する。

・感染症から予防する態度を身に付
ける。

・感染症を予防するために有効な対策と
して、発生源をなくす、感染経路を断つ、
体の抵抗力を高めることがあることを
理解する。

３

・性感染症を理解する。
・性感染症の現状は若年層の感染が
多いこと、身体への影響を理解し、
性的接触での予防する態度を身に
付ける。

・若い世代へ広がる性感染症や性感染症
の予防について理解する。

４
本時

・エイズの病原体と感染経路、特徴を
理解する。

・ＨＩＶ感染が若い世代に増えてい
ることから、予防法を考える。

・エイズの病原体と感染経路、エイズの
特徴、ＨＩＶ感染の予防方法について理
解する。

５ ・保健・医療機関の利用について知る。
・健康の保持増進や疾病予防の役割を担
っている保健・医療機関とその利用につ
いて理解する。

６ ・医薬品の利用について知る。 ・医薬品の正しい使用について理解する。

７ ・個人の健康を守る社会の取組につ
いて知る。

・個人の健康と社会的な取組との関わり
について理解する。

４ 本時の指導（全７時間中の４時間目）
 (1) 指導のねらい
・ＨＩＶの特徴を知り、理解できるようにする。
・ＨＩＶの感染予防方法を考えることができるようにする。

 (2) 学習方法
・資料を読み取り、グループでの対話から答えを考え、導き出す。
・資料を読み取り、患者に応じて様々な状況があることを認識する。

 (3) 評価規準
・ＨＩＶとエイズの特徴を理解している。
・ＨＩＶに感染しないための予防法を考えている。

(4) 指導上の配慮事項
・日本において、若い世代のＨＩＶ感染者が増え続けていることから、次世代を担う自分たちが、ＨＩＶ感
染症と向き合うことで、正しい知識とともに社会の一員としての自覚をもたせる。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 発問から病気へ
の関心をもち、本時
の説明を理解する。

○本時のねらいと、進め
方を理解させる。

２ 感染者情報シー
トから、ＨＩＶの特
徴を考え、ワークシ
ートの答え合わせ
をする。

３ ＨＩＶの特徴か
ら、感染の予防を考
える。

４ 予防法を知る。

○グループごとに、ワー
クシートを活用し、患
者の概要からＨＩＶの
特徴を見付けるように
促す。

○解答を照らし合わせな
がら、解説を加え、理
解を深めさせる。

○解答であるＨＩＶの概
要から、感染の予防を
考えさせる。

○日常生活では感染せ
ず、体液や血液が傷口
や粘膜から感染するこ
とを理解させ、予防法
の模範を示す。

●ＨＩＶとエイズの特
徴を理解している。

●ＨＩＶに感染しない
ための予防法を考え
ている。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 学習のまとめを
する。

○理解した疾病概念や感
染経路から、正しい行
動の仕方（予防法や検
査等）についてまとめ
させる。

指導のポイント

指導上の留意点
・患者によっていろ
いろな症状や特徴
があることを伝え
させる。

・ワークシートの答
え合わせについて
は、正しい知識を
解説し、習得させ
る。

・指導に際しては、
生徒の発達の段階
を踏まえること、
学校全体での共通
理解を図ること、
保護者の理解を得
ることなどに配慮
する。

エイズの予防について考えよう。

指導事例７

健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付
けることができるよう指導する。
ア 健康な生活と疾病の予防について理解を深めること。
ｵ 感染症は、病原体が主な要因となって発生すること。また、感染症の多くは、発生源をなくすこと、
感染経路を遮断すること、主体の抵抗力を高めることによって予防できること。
ｶ 健康の保持増進や疾病の予防のためには、個人や社会の取組が重要であり、保健・医療機関を有効に
利用することが必要であること。また、医薬品は、正しく使用すること。

イ 健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、それら
を表現すること。

【情報シート】

導入の工夫等
・学びの連続性を意
識し、小学校の学
習内容を振り返ら
せる。

 

人
項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん Ｆさん

（１） 病名 感染 エイズ 感染 エイズ 感染 感染

（２） 性別 男性 女性 女性 男性 男性 男性

（３）
感染経路
（原因） 性的接触 性的接触 不明 性的接触 性的接触 性的接触

（４） 感染時期 歳４カ月 歳０カ月 歳８カ月 歳０カ月 不明 歳６カ月

（５） 発症時期 していない 歳４カ月 していない 歳０カ月 していない していない

（６）

発見 認知 時期 歳２か月 歳５か月 歳３カ月 歳４カ月 歳２か月 歳３カ月

発見 認知 方法
保健所の
検査

診察・検査
結婚を機に
検査

診察・検査
パートナー
にすすめら
れて検査

保健所の
検査

（７） 現在の年齢 歳２カ月 歳１カ月 歳 歳４カ月 歳 カ月 歳７カ月

エイズの予防～患者情報からＨＩＶ・エイズの特徴を考えよう～
３年 組 番 氏名
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エイズの予防

対象：第３学年 教科・領域等：保健体育科

１ 教育課程上の位置付け
第３学年 保健体育科「健康な生活と病気の予防」

２ 単元設定の理由
思春期は心身に大きな変化が生じる時期である。身体的な成熟に伴う性的な発達に対応し、異性の尊重、

性情報への対処など性に関する適切な態度や行動の選択、性の多様性を踏まえ、発達の段階に応じた指導が
重要である。また、ＨＩＶ感染症及び性感染症の増加傾向と青少年の感染が社会問題になっていることから、
それらの疾病概念や感染経路について理解できるようにしたいと考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（７時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１ ・感染症の原因となる病原体や感染
の広まり方を理解する。

・感染と発病、感染症の広がりについて
理解する。

・健康な生活と疾病の
予防について理解を
深めることができ
る。

・健康な生活と疾病の
予防について、課題
を発見し、その解決
に向けて思考し判断
するとともに、それ
らを表現することが
できる。

・生涯を通じて心身の
健康の保持増進を目
指し、明るく豊かな
生活を営むことがで
きる。

２

・感染症の多くは、発生源をなくすこ
と、感染経路を遮断すること、主体
の抵抗力を高めることによって予
防できることを理解する。

・感染症から予防する態度を身に付
ける。

・感染症を予防するために有効な対策と
して、発生源をなくす、感染経路を断つ、
体の抵抗力を高めることがあることを
理解する。

３

・性感染症を理解する。
・性感染症の現状は若年層の感染が
多いこと、身体への影響を理解し、
性的接触での予防する態度を身に
付ける。

・若い世代へ広がる性感染症や性感染症
の予防について理解する。

４
本時

・エイズの病原体と感染経路、特徴を
理解する。

・ＨＩＶ感染が若い世代に増えてい
ることから、予防法を考える。

・エイズの病原体と感染経路、エイズの
特徴、ＨＩＶ感染の予防方法について理
解する。

５ ・保健・医療機関の利用について知る。
・健康の保持増進や疾病予防の役割を担
っている保健・医療機関とその利用につ
いて理解する。

６ ・医薬品の利用について知る。 ・医薬品の正しい使用について理解する。

７ ・個人の健康を守る社会の取組につ
いて知る。

・個人の健康と社会的な取組との関わり
について理解する。

４ 本時の指導（全７時間中の４時間目）
 (1) 指導のねらい
・ＨＩＶの特徴を知り、理解できるようにする。
・ＨＩＶの感染予防方法を考えることができるようにする。

 (2) 学習方法
・資料を読み取り、グループでの対話から答えを考え、導き出す。
・資料を読み取り、患者に応じて様々な状況があることを認識する。

 (3) 評価規準
・ＨＩＶとエイズの特徴を理解している。
・ＨＩＶに感染しないための予防法を考えている。

(4) 指導上の配慮事項
・日本において、若い世代のＨＩＶ感染者が増え続けていることから、次世代を担う自分たちが、ＨＩＶ感
染症と向き合うことで、正しい知識とともに社会の一員としての自覚をもたせる。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 発問から病気へ
の関心をもち、本時
の説明を理解する。

○本時のねらいと、進め
方を理解させる。

２ 感染者情報シー
トから、ＨＩＶの特
徴を考え、ワークシ
ートの答え合わせ
をする。

３ ＨＩＶの特徴か
ら、感染の予防を考
える。

４ 予防法を知る。

○グループごとに、ワー
クシートを活用し、患
者の概要からＨＩＶの
特徴を見付けるように
促す。

○解答を照らし合わせな
がら、解説を加え、理
解を深めさせる。

○解答であるＨＩＶの概
要から、感染の予防を
考えさせる。

○日常生活では感染せ
ず、体液や血液が傷口
や粘膜から感染するこ
とを理解させ、予防法
の模範を示す。

●ＨＩＶとエイズの特
徴を理解している。

●ＨＩＶに感染しない
ための予防法を考え
ている。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 学習のまとめを
する。

○理解した疾病概念や感
染経路から、正しい行
動の仕方（予防法や検
査等）についてまとめ
させる。

指導のポイント

指導上の留意点
・患者によっていろ
いろな症状や特徴
があることを伝え
させる。

・ワークシートの答
え合わせについて
は、正しい知識を
解説し、習得させ
る。

・指導に際しては、
生徒の発達の段階
を踏まえること、
学校全体での共通
理解を図ること、
保護者の理解を得
ることなどに配慮
する。

エイズの予防について考えよう。

指導事例７

健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身に付
けることができるよう指導する。
ア 健康な生活と疾病の予防について理解を深めること。
ｵ 感染症は、病原体が主な要因となって発生すること。また、感染症の多くは、発生源をなくすこと、
感染経路を遮断すること、主体の抵抗力を高めることによって予防できること。
ｶ 健康の保持増進や疾病の予防のためには、個人や社会の取組が重要であり、保健・医療機関を有効に
利用することが必要であること。また、医薬品は、正しく使用すること。

イ 健康な生活と疾病の予防について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、それら
を表現すること。

【情報シート】

導入の工夫等
・学びの連続性を意
識し、小学校の学
習内容を振り返ら
せる。

 

人
項目 Ａさん Ｂさん Ｃさん Ｄさん Ｅさん Ｆさん

（１） 病名 感染 エイズ 感染 エイズ 感染 感染

（２） 性別 男性 女性 女性 男性 男性 男性

（３）
感染経路
（原因） 性的接触 性的接触 不明 性的接触 性的接触 性的接触

（４） 感染時期 歳４カ月 歳０カ月 歳８カ月 歳０カ月 不明 歳６カ月

（５） 発症時期 していない 歳４カ月 していない 歳０カ月 していない していない

（６）

発見 認知 時期 歳２か月 歳５か月 歳３カ月 歳４カ月 歳２か月 歳３カ月

発見 認知 方法
保健所の
検査

診察・検査
結婚を機に
検査

診察・検査
パートナー
にすすめら
れて検査

保健所の
検査

（７） 現在の年齢 歳２カ月 歳１カ月 歳 歳４カ月 歳 カ月 歳７カ月

エイズの予防～患者情報からＨＩＶ・エイズの特徴を考えよう～
３年 組 番 氏名
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３
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実
践
編【
中
学
校
】

大人計画（多様な生き方）
対象：３学年 教科・領域等：特別の教科 道徳

１ 教育課程上の位置付け
第３学年 特別の教科 道徳「C 公正、公平、社会正義」
正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏見のない社会の実現に努めること。

２ 主題設定の理由
性をめぐる今日的な課題に、「子供たち一人一人が、意思をもって将来のライフプランを考える必要性や多様な性へ

の理解を深める必要性」などが挙げられている。自分の将来に思いをはせるとともに、他人の生き方や在り方を知り、
尊重する心を育て、生徒が公正公平な社会生活を営めるようにしたいと考え、主題を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１
本時

・自分自身の未来をイメージし、可
能性としての思いや考えを表現
させる。

・多様な生き方があることについて
理解させ、他者の考えや思いを尊
重する心を養い、差別や偏見をも
たない心を育てる。

・自分の将来についてイメージす
る。

・他者の意見を傾聴し、尊重する。
・多様な生き方があることを気付か
せ、尊重することの大切さを考え
る。

・将来について自分の考えをもち、
友達の考えを聞くことにより、差
別や偏見のない社会の実現につ
いて考えを深めている。

４ 本時の指導
(1) 指導のねらい
・他者の考えや思いを尊重する心を養い、多様な生き方があることを学び、尊敬する心を育てる。

(2) 学習方法
・授業者が本時のねらいを伝えた上で、自分の将来についてイメージさせる。色々な内容でテーマを決める。
・グループで、リーダーが司会進行を務め、一人一人がグループ全員に自分の意見を伝える。筆記具を用意し、グルー
プでイメージマップを作成する。

・いくつかのグループの内容を紹介し、少数意見にも注目する。

(3) 評価の視点
・将来について自分の考えをもち、友達の考えを聞くことにより、差別や偏見のない社会の実現について考えを深める
ことができる。

(4) 指導上の配慮事項
・個々の家庭環境や状況に配慮する。
・いろいろな意見や考えが出るように、友達の意見を否定しないことを事前に伝える。

 (5) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点

１ 本時のねらいについ
て確認する。
・20 年後の生活につい
てイメージする。

○生徒自身が１年後、３年
後、５年後それぞれ、ど
んな生活をしているか
考えさせる。

○20 年後の生活や生き方
について、どのような可
能性があるか具体的に
イメージするように伝
える。

２ グループで、20 年後
にどのような生活が考
えられるのかイメージ
マップを広げる。
①模造紙の中央に「20
年後の生活」と書く。

②「20 年後の生活」か
ら、浮かぶ項目を書き
出す。

③項目から考えられる
ことを想像し、イメー
ジマップを広げる。

３ イメージマップの中
で、自分ならどんな選択
が考えられるのかマッ
プに書き込む。

４ 様々な考え方があり、
自分とは異なる生活が
あることを知る。

５ 発問に対して自分の
考えをまとめる。

○グループで、リーダーを
中心にイメージマップ
を広げさせる。

○テーマを共有できるよ
うに、適宜、紹介したり、
発表させたりする。

○友達の意見を否定しな
いことを事前に伝える。

○いろいろな意見を発表
させるようにし、自分と
は異なる考えや意見が
あることに気付かせる。

●将来について自分の考
えをもち、友達の考えを
聞くことにより、差別や
偏見のない社会の実現
について考えを深める
ことができる。

導
入

展
開

終
末

６ 今日の授業を振り返
る。

○今回の授業で感じたこ
と、考えたこと、これか
らの生き方についてワ
ークシートに書かせる。 

指導のポイント

導入の工夫等
・本時のねらいを明
確にする。

指導事例８

様々な生活の中で、差別や偏見のない社会の実現のためには、どんなことがで
きるか考えよう。

個人差への配慮、個
別指導について
・それぞれの考えや
意見について、正
解や間違えはない
こと、皆の価値観
や思いが異なって
いてよいことを伝
える。

【イメージマップの例】

公務員

仕事
 

家族
 

 

芸能人

20年後の生活 

  
スポーツ
 

趣味
 

指導上の留意点
・イメージマップは
項目を自由に書か
せ、項目から考え
られることを広げ
させていく。

社会的側面
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大人計画（多様な生き方）
対象：３学年 教科・領域等：特別の教科 道徳

１ 教育課程上の位置付け
第３学年 特別の教科 道徳「C 公正、公平、社会正義」
正義と公正さを重んじ、誰に対しても公平に接し、差別や偏見のない社会の実現に努めること。

２ 主題設定の理由
性をめぐる今日的な課題に、「子供たち一人一人が、意思をもって将来のライフプランを考える必要性や多様な性へ

の理解を深める必要性」などが挙げられている。自分の将来に思いをはせるとともに、他人の生き方や在り方を知り、
尊重する心を育て、生徒が公正公平な社会生活を営めるようにしたいと考え、主題を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価の視点

１
本時

・自分自身の未来をイメージし、可
能性としての思いや考えを表現
させる。

・多様な生き方があることについて
理解させ、他者の考えや思いを尊
重する心を養い、差別や偏見をも
たない心を育てる。

・自分の将来についてイメージす
る。

・他者の意見を傾聴し、尊重する。
・多様な生き方があることを気付か
せ、尊重することの大切さを考え
る。

・将来について自分の考えをもち、
友達の考えを聞くことにより、差
別や偏見のない社会の実現につ
いて考えを深めている。

４ 本時の指導
(1) 指導のねらい
・他者の考えや思いを尊重する心を養い、多様な生き方があることを学び、尊敬する心を育てる。

(2) 学習方法
・授業者が本時のねらいを伝えた上で、自分の将来についてイメージさせる。色々な内容でテーマを決める。
・グループで、リーダーが司会進行を務め、一人一人がグループ全員に自分の意見を伝える。筆記具を用意し、グルー
プでイメージマップを作成する。

・いくつかのグループの内容を紹介し、少数意見にも注目する。

(3) 評価の視点
・将来について自分の考えをもち、友達の考えを聞くことにより、差別や偏見のない社会の実現について考えを深める
ことができる。

(4) 指導上の配慮事項
・個々の家庭環境や状況に配慮する。
・いろいろな意見や考えが出るように、友達の意見を否定しないことを事前に伝える。

 (5) 展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価の視点

１ 本時のねらいについ
て確認する。
・20 年後の生活につい
てイメージする。

○生徒自身が１年後、３年
後、５年後それぞれ、ど
んな生活をしているか
考えさせる。

○20 年後の生活や生き方
について、どのような可
能性があるか具体的に
イメージするように伝
える。

２ グループで、20 年後
にどのような生活が考
えられるのかイメージ
マップを広げる。
①模造紙の中央に「20
年後の生活」と書く。

②「20 年後の生活」か
ら、浮かぶ項目を書き
出す。

③項目から考えられる
ことを想像し、イメー
ジマップを広げる。

３ イメージマップの中
で、自分ならどんな選択
が考えられるのかマッ
プに書き込む。

４ 様々な考え方があり、
自分とは異なる生活が
あることを知る。

５ 発問に対して自分の
考えをまとめる。

○グループで、リーダーを
中心にイメージマップ
を広げさせる。

○テーマを共有できるよ
うに、適宜、紹介したり、
発表させたりする。

○友達の意見を否定しな
いことを事前に伝える。

○いろいろな意見を発表
させるようにし、自分と
は異なる考えや意見が
あることに気付かせる。

●将来について自分の考
えをもち、友達の考えを
聞くことにより、差別や
偏見のない社会の実現
について考えを深める
ことができる。

導
入

展
開

終
末

６ 今日の授業を振り返
る。

○今回の授業で感じたこ
と、考えたこと、これか
らの生き方についてワ
ークシートに書かせる。 

指導のポイント

導入の工夫等
・本時のねらいを明
確にする。

指導事例８

様々な生活の中で、差別や偏見のない社会の実現のためには、どんなことがで
きるか考えよう。

個人差への配慮、個
別指導について
・それぞれの考えや
意見について、正
解や間違えはない
こと、皆の価値観
や思いが異なって
いてよいことを伝
える。

【イメージマップの例】

公務員

仕事
 

家族
 

 

芸能人

20年後の生活 

  
スポーツ
 

趣味
 

指導上の留意点
・イメージマップは
項目を自由に書か
せ、項目から考え
られることを広げ
させていく。
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第
４
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実
践
編【
高
等
学
校
】

高
等
学
校

性
教
育
に
関
す
る
主
な
学
習
内
容

第
１
学
年

第
２
学
年

第
３
学
年

生
命
尊
重

生
物
的

側
面

心
理
的

側
面

社
会
的

側
面

日
常
の
生
活
や
学
習
へ
の
適
応
と
自
己
の
成
長
及
び
健
康
管
理
（
特
別
活
動
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
）

現
代
社
会
と
健
康
（
保
健
体
育
・
科
目
保
健
）

イ
現
代
の
感
染
症
と
そ
の
予
防

適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
（
ア
青
年
期
の
悩
み
や
課
題
と
そ
の
解
決
）（
特
別
活
動
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
）

現
代
社
会
と
健
康
（
保
健
体
育
・
科
目
保
健
）

オ
精
神
疾
患
の
予
防
と
回
復

生
涯
を
通
じ
る
健
康
（
保
健
体
育
・
科
目
保
健
）

ア
生
涯
の
各
段
階
に
お
け
る
健
康

生
涯
を
通
じ
る
健
康
（
保
健
体
育
・
科
目
保
健
）

ア
生
涯
の
各
段
階
に
お
け
る
健
康

生
涯
を
通
じ
る
健
康
（
保
健
体
育
・
科
目
保
健
）

イ
生
涯
の
各
段
階
に
お
け
る
健
康

人
の
一
生
と
家
族
・
家
庭
及
び
福
祉
（
家
庭
・
家
庭
基
礎
）

（
２
）
青
年
期
の
自
立
と
家
族
・
家
庭

人
の
一
生
と
家
族
・
家
庭
及
び
福
祉
（
家
庭
・
家
庭
基
礎
）

青
年
期
の
自
立
と
家
族
・
家
庭

衣
食
住
の
生
活
の
自
立
と
設
計
（
家
庭
・
家
庭
基
礎
）
持
続
可
能
な
消
費
生
活
・
環
境

人
の
一
生
と
家
族
・
家
庭
（
家
庭
・
家
庭
総
合
）（

）
青
年
期
の
自
立
と
家
族
・
家
庭
及
び
社
会

人
の
一
生
と
家
族
・
家
庭
（
家
庭
・
家
庭
総
合
）（
１
）
生
涯
の
生
活
設
計

持
続
可
能
な
消
費
生
活
・
環
境
（
家
庭
・
家
庭
総
合
）

生
活
に
お
け
る
経
済
の
計
画

日
常
の
生
活
や
学
習
へ
の
適
応
と
自
己
の
成
長
及
び
健
康
管
理
（
特
別
活
動
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
）

生
殖
と
発
生
（
理
科
・
生
物
）

選
択
科
目

現
代
の
諸
課
題
と
倫
理
（
公
民
・
倫
理
）

（
１
）
自
然
や
科
学
技
術
に
関
わ
る
諸
問
題
と
倫
理

選
択
科
目

公
共
の
扉
（
公
民
・
公
共
）

公
共
な
空
間
に
お
け
る
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方

情
報
Ⅰ
（
社
会
と
情
報
）

１
 情
報
社
会
の
問
題
解
決

事
例
１

事
例
２

事
例
６

ｐ

事
例
５

事
例
４

事
例
７

現
代
の
諸
課
題
と
倫
理
（
公
民
・
倫
理
）

（
２
）
社
会
と
文
化
に
関
わ
る
諸
課
題
と
倫
理

選
択
科
目

公
共
の
扉
（
公
民
・
公
共
）

公
共
な
空
間
に
お
け
る
人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方

事
例
３
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

性感染症・エイズとその予防

対象：第 1学年 教科・領域等：保健体育科

１ 教育課程上の位置付け
第 1～２学年 保健体育科・保健「現代社会と健康」

２ 単元設定の理由
思春期後半に当たる高校生期は、性への関心や欲求が高まる時期でもある。性行動についてどう考え、ど

う行動するかは欠かせない内容である。性感染症の罹患について、正しい知識を身に付け、適切な意思決定
や行動選択のための能力や態度を身に付けることができるよう、本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１ ・感染症の発生や流行について、
理解する。

・時代や地域によって、発
生や流行に違いがある
ことを、資料から分析し
表現する。

・感染症の発生や流行には、時代や
地域によって違いがみられるこ
と、その予防には、個人の取組及
び社会的な対策を行う必要があ
ることを理解している。

・現代社会と健康について、課題を
発見し、健康や安全に関する原則
や概念に着目して解決の方法を
思考し、判断するとともに、それ
らを表現している。

・生涯を通じて自他の健康の保持増
進やそれを支える環境づくりを
目指し、明るく豊かで活力ある生
活を営もうとしている。

２
・感染症予防の原則や、社会的対
策と個人の取組について理解す
る。

・感染症の予防について社
会的な対策と個人の対
策について考え、理解す
る。

３
本時

・我が国の性感染症や HIV感染症
の発生動向について理解を深め
るとともに、予防や治療、社会
的対策と個人の取組について理
解する。

・HIV感染症染の原因や予
防のための個人の行動
選択や社会の対策につ
いて考え、理解する。4

４ 本時の指導（全 4時間中の 3時間目）
 (1) 指導のねらい

 ・性感染症やＨＩＶ感染者の若年層の増加傾向について理解し、性感染症が引き起こす健康影響につい
て正しく理解する。また、個人や社会の取組について理解させ、予防することのできる知識を身に付
けさせる。

 (2) 学習方法
 ・ワークシートを活用し、教員の問いに対して個人の考えをまとめ、グループ活動で意見を出し合うな
ど学習活動を進めていく。発表し合うことで他のグループの意見を聞き、様々な考え方をもったり、
気付いたりする。

 (3) 評価規準
・性感染症の原因や予防のための個人の行動選択や、社会の対策について理解する。
・事例について課題の発見及び解決に向けた適切な方法を選択し、ワークシートに記入したり、グループ
で話し合ったりしている。

指導事例１

(１) 現代社会と健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、事項を身
に付けることができるよう指導する。

ア 現代社会と健康について理解を深めること。
（ｲ）現代の感染症とその予防

感染症の発生や流行には、時代や地域によって違いがみられること。その予防には、個人の取組及び
社会的な対策を行う必要があること。

イ 現代社会と健康について、課題を発見し、健康や安全に関する原則や概念に着目して解決の方法を思考
し判断するとともに、それらを表現すること。

り

 (4) 指導上の配慮事項
 ・学校の実態に応じてグループを作り、活発な意見交換ができるようにする。
・過度な発言や不適切な発言につながらないよう協議する内容を明確にする。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 自分が知っている
性感染症を発表し、資
料から何種類あるか
を知る。

○性感染症の種類について選択肢（４、
10、15、20、20以上等）を挙げ、予
想させる。

○性感染症とは、性的接触によって感染
する病気の総称であり、現在 20種類
以上の病気があることを伝える。

２ タイトルを伏せた
グラフが「梅毒報告数
数」であることを知
る。

・増加傾向にある理由を
考え、ワークシートに
記入する。
・グループでの話合い活
動により、自分と周囲
の考えの共通点や相違
点に気付く。

３ グループで知って
いる性感染症を出し
合い、ワークシートに
書く。

４ 予防や対策につい
て理解する。

・自分で考えた予防法及
び対策をワークシート
に記入する。
・グループでの話合い活
動により、自分と周囲の
考えの共通点や相違点
に気付く。

○梅毒が、性行為によって感染すること
が多いこと、再流行していることを伝
える。

○机間指導をしながら自分の考えがワー
クシートに記入されているかを確認す
る。

○グループでの意見交換が活発に行える
よう促す。

○グループから出た意見を拾いながら、
増加の理由を説明し理解させる。

○梅毒をはじめとする性感染症による健
康影響について理解させる。

○20種類以上あることを再度確認し、ワ
ークシートに記入するよう促す。

○性器クラミジア感染症が若年層で増加
傾向であることを伝える。

○ＨＩＶ感染も性感染症の一つであるこ
とを説明する。

○性感染症が引き起こす健康影響につい
て理解させる。

○グループでの意見交換が活発に行える
よう促す。

○グループごとに発表させ、個人の対策
と社会の対策に分け黒板に書き出す。

○個人、社会ともに、適切な対応が必要
であることを理解させる。

○感染拡大の一因として、感染しても自
覚症状の出ないものもあること、恥ず
かしさから受診が遅れてしまうことが
あることを説明し、早期発見・早期治
療の大切さを伝える。

●性感染症の
原因や予防
のための個
人の行動選
択や、社会
の対策につ
いて理解し
ている。

●事例につい
て課題の発
見及び解決
に向けた適
切な方法を
選択し、ワ
ークシート
に記入した
り、グルー
プで話し合
ったりして
いる。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 本時の振り返りを
ワークシートに記入
する。

○ワークシートに記入できているか確認
し、回収する。

指導のポイント

導入の工夫
・ＩＣＴ機材を活用
し、発問や選択肢
を表示する。

使用する教材等
・厚生労働省ＨＰ性
感染症報告数から
「性感染症報告数
の年次推移」「性別
にみた性感染症
(ＳＴＤ) 報告数
の年次推移」「年齢
(５歳階級)別にみ
た性感染症(ＳＴ
Ｄ) 報告数の年次
推移」を提示する。

・国立感染症疫学セ
ンター「感染症発
生動向調査事業年
報」より梅毒の感
染者数についてグ
ラフを作成し、提
示する。
・性感染症疫総合サ
イト「東京都性感
染症ナビ、及び
「webで学ぶ梅
毒」、啓発動画「梅
毒流行していま
す」、梅毒予防啓発
チラシ（東京都福
祉保健局）を活用
する。

性感染症を予防するための方法と広めないための対策を考えてみよう。

個人差への配慮、個
別指導について
・生徒の実態に応
じ、性別・人数な
どに配慮したグル
ープ設定やワーク
シートについて工
夫する。

生物的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

性感染症・エイズとその予防

対象：第 1学年 教科・領域等：保健体育科

１ 教育課程上の位置付け
第 1～２学年 保健体育科・保健「現代社会と健康」

２ 単元設定の理由
思春期後半に当たる高校生期は、性への関心や欲求が高まる時期でもある。性行動についてどう考え、ど

う行動するかは欠かせない内容である。性感染症の罹患について、正しい知識を身に付け、適切な意思決定
や行動選択のための能力や態度を身に付けることができるよう、本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１ ・感染症の発生や流行について、
理解する。

・時代や地域によって、発
生や流行に違いがある
ことを、資料から分析し
表現する。

・感染症の発生や流行には、時代や
地域によって違いがみられるこ
と、その予防には、個人の取組及
び社会的な対策を行う必要があ
ることを理解している。

・現代社会と健康について、課題を
発見し、健康や安全に関する原則
や概念に着目して解決の方法を
思考し、判断するとともに、それ
らを表現している。

・生涯を通じて自他の健康の保持増
進やそれを支える環境づくりを
目指し、明るく豊かで活力ある生
活を営もうとしている。

２
・感染症予防の原則や、社会的対
策と個人の取組について理解す
る。

・感染症の予防について社
会的な対策と個人の対
策について考え、理解す
る。

３
本時

・我が国の性感染症や HIV感染症
の発生動向について理解を深め
るとともに、予防や治療、社会
的対策と個人の取組について理
解する。

・HIV感染症染の原因や予
防のための個人の行動
選択や社会の対策につ
いて考え、理解する。4

４ 本時の指導（全 4時間中の 3時間目）
 (1) 指導のねらい

 ・性感染症やＨＩＶ感染者の若年層の増加傾向について理解し、性感染症が引き起こす健康影響につい
て正しく理解する。また、個人や社会の取組について理解させ、予防することのできる知識を身に付
けさせる。

 (2) 学習方法
 ・ワークシートを活用し、教員の問いに対して個人の考えをまとめ、グループ活動で意見を出し合うな
ど学習活動を進めていく。発表し合うことで他のグループの意見を聞き、様々な考え方をもったり、
気付いたりする。

 (3) 評価規準
・性感染症の原因や予防のための個人の行動選択や、社会の対策について理解する。
・事例について課題の発見及び解決に向けた適切な方法を選択し、ワークシートに記入したり、グループ
で話し合ったりしている。

指導事例１

(１) 現代社会と健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、事項を身
に付けることができるよう指導する。

ア 現代社会と健康について理解を深めること。
（ｲ）現代の感染症とその予防

感染症の発生や流行には、時代や地域によって違いがみられること。その予防には、個人の取組及び
社会的な対策を行う必要があること。

イ 現代社会と健康について、課題を発見し、健康や安全に関する原則や概念に着目して解決の方法を思考
し判断するとともに、それらを表現すること。

り

 (4) 指導上の配慮事項
 ・学校の実態に応じてグループを作り、活発な意見交換ができるようにする。
・過度な発言や不適切な発言につながらないよう協議する内容を明確にする。

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 自分が知っている
性感染症を発表し、資
料から何種類あるか
を知る。

○性感染症の種類について選択肢（４、
10、15、20、20以上等）を挙げ、予
想させる。

○性感染症とは、性的接触によって感染
する病気の総称であり、現在 20種類
以上の病気があることを伝える。

２ タイトルを伏せた
グラフが「梅毒報告数
数」であることを知
る。

・増加傾向にある理由を
考え、ワークシートに
記入する。
・グループでの話合い活
動により、自分と周囲
の考えの共通点や相違
点に気付く。

３ グループで知って
いる性感染症を出し
合い、ワークシートに
書く。

４ 予防や対策につい
て理解する。

・自分で考えた予防法及
び対策をワークシート
に記入する。
・グループでの話合い活
動により、自分と周囲の
考えの共通点や相違点
に気付く。

○梅毒が、性行為によって感染すること
が多いこと、再流行していることを伝
える。

○机間指導をしながら自分の考えがワー
クシートに記入されているかを確認す
る。

○グループでの意見交換が活発に行える
よう促す。

○グループから出た意見を拾いながら、
増加の理由を説明し理解させる。

○梅毒をはじめとする性感染症による健
康影響について理解させる。

○20種類以上あることを再度確認し、ワ
ークシートに記入するよう促す。

○性器クラミジア感染症が若年層で増加
傾向であることを伝える。

○ＨＩＶ感染も性感染症の一つであるこ
とを説明する。

○性感染症が引き起こす健康影響につい
て理解させる。

○グループでの意見交換が活発に行える
よう促す。

○グループごとに発表させ、個人の対策
と社会の対策に分け黒板に書き出す。

○個人、社会ともに、適切な対応が必要
であることを理解させる。

○感染拡大の一因として、感染しても自
覚症状の出ないものもあること、恥ず
かしさから受診が遅れてしまうことが
あることを説明し、早期発見・早期治
療の大切さを伝える。

●性感染症の
原因や予防
のための個
人の行動選
択や、社会
の対策につ
いて理解し
ている。

●事例につい
て課題の発
見及び解決
に向けた適
切な方法を
選択し、ワ
ークシート
に記入した
り、グルー
プで話し合
ったりして
いる。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 本時の振り返りを
ワークシートに記入
する。

○ワークシートに記入できているか確認
し、回収する。

指導のポイント

導入の工夫
・ＩＣＴ機材を活用
し、発問や選択肢
を表示する。

使用する教材等
・厚生労働省ＨＰ性
感染症報告数から
「性感染症報告数
の年次推移」「性別
にみた性感染症
(ＳＴＤ) 報告数
の年次推移」「年齢
(５歳階級)別にみ
た性感染症(ＳＴ
Ｄ) 報告数の年次
推移」を提示する。

・国立感染症疫学セ
ンター「感染症発
生動向調査事業年
報」より梅毒の感
染者数についてグ
ラフを作成し、提
示する。
・性感染症疫総合サ
イト「東京都性感
染症ナビ、及び
「webで学ぶ梅
毒」、啓発動画「梅
毒流行していま
す」、梅毒予防啓発
チラシ（東京都福
祉保健局）を活用
する。

性感染症を予防するための方法と広めないための対策を考えてみよう。

個人差への配慮、個
別指導について
・生徒の実態に応
じ、性別・人数な
どに配慮したグル
ープ設定やワーク
シートについて工
夫する。

生物的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

性意識と性行動の選択

対象：第２学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け
第１～２学年 保健体育科・保健「生涯を通じる健康」

２ 単元設定の理由
思春期後半に当たる高校生期は、性への関心や欲求が高まるとともに異性への関心が高まる時期でもある。

ただ、それらには個人差や男女差があること、性行動には責任が生じることを理解させ、性に関する正しい
知識を身に付け、誤った情報に惑わされず、適切な意思決定や責任ある行動選択のための能力や態度を身に
付けるため本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・思春期の心身の発達や性的成熟に伴う
様々な変化や健康課題について理解す
る。

・思春期の心身の発達と変化と健康
課題について身体、心、行動など
の側面から考える。

・生涯を通じる健康の保
持増進や回復には、生
涯の各段階の健康課
題に応じた自己の健
康管理及び環境づく
りが関わっているこ
とを理解している。

・生涯を通じる健康に関
する情報から課題を
発見し、健康に関する
原則や概念に着目し
て解決の方法を思考
し判断するとともに、
それらを表現してい
る。

・生涯を通じて自他の健
康の保持増進やそれ
を支える環境づくり
を目指し、明るく豊か
で活力ある生活を営
むことができる。

２
本時

・思春期における変化に対応して、自分の
行動への責任感や異性に対する理解、尊
重が必要であること、性に関する情報等
への適切な対処が必要であることを理解
する。

・性意識の男女差を理解し、異性を
尊重する態度が必要であること、
性に関する正しい情報を選択し
て行動する必要性を考える。

３
・心身の発達や健康の保持増進の観点から
結婚生活を理解し、健康的な結婚生活に
は、自他の責任感、人間関係、様々な支
援が必要であることを理解する。

・健康な結婚生活を送るには、自分
や家族の健康や精神面が影響す
ること、周囲との人間関係や支援
が重要であることを理解する。

４

・受精、妊娠、出産に伴う健康課題を理解
するとともに、健康課題には様々な要素
が関わること、母子の健康診査の利用や
保健相談などの様々な保健・医療サービ
スの活用が必要であることを理解する。

・受精、妊娠、出産の過程と母子の
健康問題を理解する。

・様々な支援や公的サービスを調
べ、課題や改善策を考え発表す
る。

５
・家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身へ
の影響を理解し、それに伴う適切な意志
決定と行動選択をする。

・家族計画の意義や方法を理解し、
正しい避妊方法を説明する。

・人工妊娠中絶が女性の心身に与え
る影響を理解し、それを避けるた
めの判断や行動を考える。

４ 本時の指導（全５時間中の２時間目）
（１）指導のねらい
・異性への関心と性的関心についての男女の特性を知り、性意識への男女差に伴うセクシュアル・ハラスメ
ントなどの問題やそれらを防止するための留意点を理解する。また、高校生の主たる性情報の特性や、そ
れらが性行動に与える影響について理解し、性に関して適切な意思決定や行動選択をする。

（２）学習方法
・グループ内で意見交換を行い、様々な考え方をもったり、新たに気付いたりする。

（３）評価規準
・グループでの話合いや意見交換などの学習活動に意欲的に取り組もうとしている。
・習得した知識を基に、相手を尊重した適切な意思決定・行動選択への留意点を整理している。

指導事例２

(３) 生涯を通じる健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事
項を身に付けることができるよう指導する。

ア 生涯を通じる健康について理解を深めること。
(ァ)生涯の各段階における健康

生涯を通じる健康の保持増進や回復には、生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康管理及び環境
づくりが関わっていること。

イ 生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見し、健康に関する原則や概念に着目して解決の方法を
思考し判断するとともに、それらを表現すること。

（４）指導上の配慮事項
 ・グループ設定は、生徒の実態に応じて同性同士や異性と混合にするなど柔軟に対応する。
 ・度が過ぎた発言や個人のプライバシーに配慮を欠く発言、不適切な発言につながらないよう、協議する
内容を明確に示す。

（５）展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 性差やそれに伴う考え方
の違いを知る。

・「異性の優れているところ
（長所など）「異性の理解で
きないところ（短所など）」
について自分の考えをワー
クシートに記入し、5，6人
のグループで発表し合う。

○数名の生徒に発表させ、その意見を
もとに、男女には性差があり、身体
的な差は比較的分かりやすいが、見
えにくい心やその働きにも男女差が
あることを理解させる。

２ 他人の言動は人によって
感じ方が違うことと、男女
間のトラブルを防ぐには自
分の欲求のまま行動せず相
手の気持ちを尊重して接す
ることが大切であることを
理解する。

・「セクシュアル・ハラスメン
ト」と思うことについてワ
ークシートに記入してグル
ープ内で発表し合い、意見
交換する。

３ 資料「青少年の性行動」
からどんな特徴があるか読
み取る。

・自分の考えをワークシー
トに記入し、グループ内
で発表し合う。

４ 本時の学習内容を踏ま
えて、現在の自分自身に引
き寄せて考え、ワークシー
トに記入する。

○セクシュアル・ハラスメントと率直
に自分が感じることを記入するよう
伝える。

○「セクシュアル・ハラスメント」「ス
トーカー」について定義を用いて解
説する。

○自分の言動を相手がどう受け取るか
は性差や個人差があるということ
や、性意識の男女差を理解した上で
相手への思いやりをもって接するこ
とが大切であることを説明する。

○性行動の特徴を挙げさせ、安易に性
行動を選択することで性感染症や望
まない妊娠をするリスクがあること
を説明する。

○その上で、「性行動を選択するときに
何が大切か？」と問い掛け、生徒の
対話的活動を活性化させる。

○性に関わる意思決定・行動選択にお
いては相手の人生や健康へ大きな影
響を与えるため、相手を尊重した行
動をとることが必要であると伝え
る。

●グループで
の話合いや
意見交換な
どの学習活
動に意欲的
に取り組も
うとしてい
る。

●習得した知
識を基に、相
手を尊重し
た適切な意
思決定・行動
選択への留
意点を整理
している。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 本時の振り返りをワーク
シートに記入する。

○ワークシートに記入できているか確
認する。

指導のポイント

導入の工夫
・意見を発表さ
せることで、
感じ方は人に
よって異なる
ことに気付か
せるようにす
る。

個人差への配慮、
個別指導につい
て
・人によって、
考えや意見は
異なってもよ
いことを伝え
る。

・性別、人数に
配慮したグル
ープ設定をす
る。

使用する教材等
・日本性教育協
会「青少年の
性行動」
（2011年）
を提示する。

性行動を選択する際に、どのような点に配慮する必要があるだろう。

心理的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

性意識と性行動の選択

対象：第２学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け
第１～２学年 保健体育科・保健「生涯を通じる健康」

２ 単元設定の理由
思春期後半に当たる高校生期は、性への関心や欲求が高まるとともに異性への関心が高まる時期でもある。

ただ、それらには個人差や男女差があること、性行動には責任が生じることを理解させ、性に関する正しい
知識を身に付け、誤った情報に惑わされず、適切な意思決定や責任ある行動選択のための能力や態度を身に
付けるため本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・思春期の心身の発達や性的成熟に伴う
様々な変化や健康課題について理解す
る。

・思春期の心身の発達と変化と健康
課題について身体、心、行動など
の側面から考える。

・生涯を通じる健康の保
持増進や回復には、生
涯の各段階の健康課
題に応じた自己の健
康管理及び環境づく
りが関わっているこ
とを理解している。

・生涯を通じる健康に関
する情報から課題を
発見し、健康に関する
原則や概念に着目し
て解決の方法を思考
し判断するとともに、
それらを表現してい
る。

・生涯を通じて自他の健
康の保持増進やそれ
を支える環境づくり
を目指し、明るく豊か
で活力ある生活を営
むことができる。

２
本時

・思春期における変化に対応して、自分の
行動への責任感や異性に対する理解、尊
重が必要であること、性に関する情報等
への適切な対処が必要であることを理解
する。

・性意識の男女差を理解し、異性を
尊重する態度が必要であること、
性に関する正しい情報を選択し
て行動する必要性を考える。

３
・心身の発達や健康の保持増進の観点から
結婚生活を理解し、健康的な結婚生活に
は、自他の責任感、人間関係、様々な支
援が必要であることを理解する。

・健康な結婚生活を送るには、自分
や家族の健康や精神面が影響す
ること、周囲との人間関係や支援
が重要であることを理解する。

４

・受精、妊娠、出産に伴う健康課題を理解
するとともに、健康課題には様々な要素
が関わること、母子の健康診査の利用や
保健相談などの様々な保健・医療サービ
スの活用が必要であることを理解する。

・受精、妊娠、出産の過程と母子の
健康問題を理解する。

・様々な支援や公的サービスを調
べ、課題や改善策を考え発表す
る。

５
・家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身へ
の影響を理解し、それに伴う適切な意志
決定と行動選択をする。

・家族計画の意義や方法を理解し、
正しい避妊方法を説明する。

・人工妊娠中絶が女性の心身に与え
る影響を理解し、それを避けるた
めの判断や行動を考える。

４ 本時の指導（全５時間中の２時間目）
（１）指導のねらい
・異性への関心と性的関心についての男女の特性を知り、性意識への男女差に伴うセクシュアル・ハラスメ
ントなどの問題やそれらを防止するための留意点を理解する。また、高校生の主たる性情報の特性や、そ
れらが性行動に与える影響について理解し、性に関して適切な意思決定や行動選択をする。

（２）学習方法
・グループ内で意見交換を行い、様々な考え方をもったり、新たに気付いたりする。

（３）評価規準
・グループでの話合いや意見交換などの学習活動に意欲的に取り組もうとしている。
・習得した知識を基に、相手を尊重した適切な意思決定・行動選択への留意点を整理している。

指導事例２

(３) 生涯を通じる健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事
項を身に付けることができるよう指導する。

ア 生涯を通じる健康について理解を深めること。
(ァ)生涯の各段階における健康

生涯を通じる健康の保持増進や回復には、生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康管理及び環境
づくりが関わっていること。

イ 生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見し、健康に関する原則や概念に着目して解決の方法を
思考し判断するとともに、それらを表現すること。

（４）指導上の配慮事項
 ・グループ設定は、生徒の実態に応じて同性同士や異性と混合にするなど柔軟に対応する。
 ・度が過ぎた発言や個人のプライバシーに配慮を欠く発言、不適切な発言につながらないよう、協議する
内容を明確に示す。

（５）展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 性差やそれに伴う考え方
の違いを知る。

・「異性の優れているところ
（長所など）「異性の理解で
きないところ（短所など）」
について自分の考えをワー
クシートに記入し、5，6人
のグループで発表し合う。

○数名の生徒に発表させ、その意見を
もとに、男女には性差があり、身体
的な差は比較的分かりやすいが、見
えにくい心やその働きにも男女差が
あることを理解させる。

２ 他人の言動は人によって
感じ方が違うことと、男女
間のトラブルを防ぐには自
分の欲求のまま行動せず相
手の気持ちを尊重して接す
ることが大切であることを
理解する。

・「セクシュアル・ハラスメン
ト」と思うことについてワ
ークシートに記入してグル
ープ内で発表し合い、意見
交換する。

３ 資料「青少年の性行動」
からどんな特徴があるか読
み取る。

・自分の考えをワークシー
トに記入し、グループ内
で発表し合う。

４ 本時の学習内容を踏ま
えて、現在の自分自身に引
き寄せて考え、ワークシー
トに記入する。

○セクシュアル・ハラスメントと率直
に自分が感じることを記入するよう
伝える。

○「セクシュアル・ハラスメント」「ス
トーカー」について定義を用いて解
説する。

○自分の言動を相手がどう受け取るか
は性差や個人差があるということ
や、性意識の男女差を理解した上で
相手への思いやりをもって接するこ
とが大切であることを説明する。

○性行動の特徴を挙げさせ、安易に性
行動を選択することで性感染症や望
まない妊娠をするリスクがあること
を説明する。

○その上で、「性行動を選択するときに
何が大切か？」と問い掛け、生徒の
対話的活動を活性化させる。

○性に関わる意思決定・行動選択にお
いては相手の人生や健康へ大きな影
響を与えるため、相手を尊重した行
動をとることが必要であると伝え
る。

●グループで
の話合いや
意見交換な
どの学習活
動に意欲的
に取り組も
うとしてい
る。

●習得した知
識を基に、相
手を尊重し
た適切な意
思決定・行動
選択への留
意点を整理
している。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 本時の振り返りをワーク
シートに記入する。

○ワークシートに記入できているか確
認する。

指導のポイント

導入の工夫
・意見を発表さ
せることで、
感じ方は人に
よって異なる
ことに気付か
せるようにす
る。

個人差への配慮、
個別指導につい
て
・人によって、
考えや意見は
異なってもよ
いことを伝え
る。

・性別、人数に
配慮したグル
ープ設定をす
る。

使用する教材等
・日本性教育協
会「青少年の
性行動」
（2011年）
を提示する。

性行動を選択する際に、どのような点に配慮する必要があるだろう。

心理的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

妊娠・出産と健康

対象：第２学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け
第１～２学年 保健体育科・保健「生涯を通じる健康」

２ 単元設定の理由
妊娠・出産は、新しい命が母体で育ち、誕生するという一連の過程であり、母子の健康について配

慮すべきことが多い。そのため、正しい知識を身に付け、適切な意志決定や行動選択のための能力や
態度を醸成することができるよう、本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・思春期の心身の発達や性的成熟に伴
う様々な変化や健康課題について理
解する。

・思春期の心身の発達と変化と健康
課題について身体、心、行動など
の側面から考える。

・生涯を通じる健康の
保持増進や回復に
は、生涯の各段階の
健康課題に応じた自
己の健康管理及び環
境づくりが関わって
いることを理解して
いる。

・生涯を通じる健康に
関する情報から課題
を発見し、健康に関
する原則や概念に着
目して解決の方法を
思考し判断するとと
もに、それらを表現
しようとしている。

・生涯を通じて自他の
健康の保持増進やそ
れを支える環境づく
りを目指し、明るく
豊かで活力ある生活
を営もうとしてい
る。

２

・思春期における変化に対応して、自
分の行動への責任感や異性に対する
理解、尊重が必要であること、性に
関する情報等への適切な対処が必要
であることを理解する。

・性意識の男女差を理解し、異性を
尊重する態度が必要であること、
性に関する正しい情報を選択して
行動する必要性を考える。

３

・心身の発達や健康の保持増進の観点
から結婚生活を理解し、健康的な結
婚生活には、自他の責任感、人間関
係、様々な支援が必要であることを
理解する。

・健康な結婚生活を送るには、自分
や家族の健康や精神面が影響する
こと、周囲との人間関係や支援が
重要であることを理解する。

４
本時

・受精、妊娠、出産に伴う健康課題を
理解するとともに、健康課題には
様々な要素が関わること、母子の健
康診査の利用や保健相談などの様々
な保健・医療サービスの活用が必要
であることを理解する。

・受精、妊娠、出産の過程と母子の
健康問題を理解する。
・様々な支援や公的サービスを調
べ、課題や改善策を考え発表す
る。

５
・家族計画の意義や人工妊娠中絶の心
身への影響を理解し、それに伴う適
切な意志決定と行動選択をする。

・家族計画の意義や方法を理解し、
正しい避妊方法を説明する。

・人工妊娠中絶が女性の心身に与え
る影響を理解し、それを避けるた
めの判断や行動を考える。

４ 本時の指導（全５時間中の４時間目）
（１）指導のねらい
・受精、妊娠、出産の一連の過程を理解するとともに、胎児や母体の心身の健康問題とその予防や健
康管理とそのための支援について理解できるようにする。

・妊娠中や出産後の女性が健康に生活するためには、本人が心身の状態や日常生活へ配慮すると同時
に、周囲の人々の支援や配慮、公的サービスの活用が必要であることを理解できるようにする。

（２）学習方法
・ワークシートを活用し、個人の考えをまとめるとともに、ペアやグループでの話合い、発表などの
学習活動を展開する。その際、話合いの内容や他グループの発表を踏まえて、課題を把握し、課題
の解決に向けた新しい考え方や気付きをまとめる。

（３）評価規準
・受精、妊娠、出産とそれに伴う健康課題を把握し、それらには年齢や生活習慣などが関わることに
ついて理解している。

・習得した知識を基に妊娠・出産に伴う健康課題の解決や生活の質の向上に向けて、保健・医療サー
ビスの活用方法を整理し、自他や社会の課題を発見して解決に向けた対策を考え発表している。

指導事例３

(３) 生涯を通じる健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次
の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 生涯を通じる健康について理解を深めること。

(ｱ)生涯の各段階における健康
生涯を通じる健康の保持増進や回復には、生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康管理及び

環境づくりが関わっていること。
イ 生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見し、健康に関する原則や概念に着目して解決の方
法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。

（４）指導上の配慮事項
・生徒の実態に応じて、活発な意見交換ができるよう、性別・人数などに配慮したグループの設定や、
ワークシートについて工夫する。

・過度な発言や不適切な発言につながることのないよう注意する。
（５）展開
段階 学習内容、活動 教師の支援 評価規準

１ 妊娠の成立と母体の環
境について理解する。

○いくつかのタイミングを挙げて
選択できるようにする。

○母体に現れる変化が妊娠のサイ
ンにつながることを理解させる。

２ 妊娠の経過と胎児の成
長について理解する。

・現在の自分と胎児や新生
児の体格（平均）を比較
し、ワークシートに記入
する。

３ 妊娠中、出産後に健康
な生活を送るための行動
を考える。

・注意すべき生活習慣や行
動をペアで話し合い、ワ
ークシートに記入する。

４ 妊娠中や出産後に健康
的な生活を送るための
様々な支援や公的サービ
スについて理解する。

・自分が住む自治体の相談
窓口や医療機関などを調
べてワークシートに記入
し、ペアで発表し合う。

５ 妊娠や出産に伴う社会
的課題について理解し、
改善方法を考える。

・妊婦や出産後の女性への
配慮が不足していること
の課題と、その解決方法
をグループで話し合い、
発表する。

○新生児の出生時平均身長、体重と
全国、東京都の高校生、本校生徒
の身長、体重の平均を把握し、提
示する。

○妊娠から出産までの期間とその
期間の胎児の成長について説明
し、妊娠中の生活習慣や行動に注
意する必要性を理解できるよう
にする。

○若年妊娠にはリスクがあること
について触れる。

○妊娠、出産に関わる公的機関やサ
イトを例として提示し、妊娠が確
認された際や出産後の対応を理
解させる。

○自分が住む（将来住みたい）自治
体の政策や対応を調べさせ、妊
娠、出産に関わる健康管理をでき
るようにする。

○話合い活動が活発に行われるよ
うに、身近な環境における課題や
課題解決に向けた取組の実例を
提示し、今後の社会をより良くす
るための対応や行動を自ら実践
できるようにする。

○獲得した知識を基に、課題や解決
策を考えられるように指導する。

●受精、妊娠、出
産とそれに伴う
健康課題を把握
し、それらには
年齢や生活習慣
などが関わるこ
とについて理解
している。

●習得した知識を
基に妊娠・出産に
伴う健康課題の
解決や生活の質
の向上に向けて、
保健・医療サービ
スの活用方法を
整理し、自他や社
会の課題を発見
して解決に向け
た対策を考え発
表している。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 本時の内容を振り返
り、ワークシートに記入
する。

７ 次時の内容を確認し、
本時とのつながりを理解
する。

○記入できていない生徒には、机間
指導等で本時の振り返りを促す。

○本時の内容と次時の内容のつな
がりについて説明し、次時までに
個人の意見をまとめてくるよう
指示する。

指導のポイント

展開の工夫
・ＩＣＴ機器な
どを活用し、
図やグラフな
どを用いなが
ら説明する。

使用する教材
・厚生労働省、
東京都児童・
生徒体力・運
動能力、生活・
運動習慣等調
査報告書等を
参考に、身長、
体重の変化を
グラフに表し、

ＩＣＴ機器で
提示する。

・母子に対する
公的サービス
【区市町村な
ど各自治体Ｈ
Ｐ、東京都福
祉保健局（妊
娠相談ホット
ライン）、厚生
労働省（全国
の女性健康支
援センター一
覧）、公益財団
法人東京都福
祉保健財団Ｈ
Ｐ、一般社団
法人全国妊娠
ＳＯＳネット
ワークＨＰな
どから抜粋】
をＩＣＴ機器
にて例示する。

妊婦や出産後の女性に社会としてできることを考えよう。

生物的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

妊娠・出産と健康

対象：第２学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け
第１～２学年 保健体育科・保健「生涯を通じる健康」

２ 単元設定の理由
妊娠・出産は、新しい命が母体で育ち、誕生するという一連の過程であり、母子の健康について配

慮すべきことが多い。そのため、正しい知識を身に付け、適切な意志決定や行動選択のための能力や
態度を醸成することができるよう、本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・思春期の心身の発達や性的成熟に伴
う様々な変化や健康課題について理
解する。

・思春期の心身の発達と変化と健康
課題について身体、心、行動など
の側面から考える。

・生涯を通じる健康の
保持増進や回復に
は、生涯の各段階の
健康課題に応じた自
己の健康管理及び環
境づくりが関わって
いることを理解して
いる。

・生涯を通じる健康に
関する情報から課題
を発見し、健康に関
する原則や概念に着
目して解決の方法を
思考し判断するとと
もに、それらを表現
しようとしている。

・生涯を通じて自他の
健康の保持増進やそ
れを支える環境づく
りを目指し、明るく
豊かで活力ある生活
を営もうとしてい
る。

２

・思春期における変化に対応して、自
分の行動への責任感や異性に対する
理解、尊重が必要であること、性に
関する情報等への適切な対処が必要
であることを理解する。

・性意識の男女差を理解し、異性を
尊重する態度が必要であること、
性に関する正しい情報を選択して
行動する必要性を考える。

３

・心身の発達や健康の保持増進の観点
から結婚生活を理解し、健康的な結
婚生活には、自他の責任感、人間関
係、様々な支援が必要であることを
理解する。

・健康な結婚生活を送るには、自分
や家族の健康や精神面が影響する
こと、周囲との人間関係や支援が
重要であることを理解する。

４
本時

・受精、妊娠、出産に伴う健康課題を
理解するとともに、健康課題には
様々な要素が関わること、母子の健
康診査の利用や保健相談などの様々
な保健・医療サービスの活用が必要
であることを理解する。

・受精、妊娠、出産の過程と母子の
健康問題を理解する。
・様々な支援や公的サービスを調
べ、課題や改善策を考え発表す
る。

５
・家族計画の意義や人工妊娠中絶の心
身への影響を理解し、それに伴う適
切な意志決定と行動選択をする。

・家族計画の意義や方法を理解し、
正しい避妊方法を説明する。

・人工妊娠中絶が女性の心身に与え
る影響を理解し、それを避けるた
めの判断や行動を考える。

４ 本時の指導（全５時間中の４時間目）
（１）指導のねらい
・受精、妊娠、出産の一連の過程を理解するとともに、胎児や母体の心身の健康問題とその予防や健
康管理とそのための支援について理解できるようにする。

・妊娠中や出産後の女性が健康に生活するためには、本人が心身の状態や日常生活へ配慮すると同時
に、周囲の人々の支援や配慮、公的サービスの活用が必要であることを理解できるようにする。

（２）学習方法
・ワークシートを活用し、個人の考えをまとめるとともに、ペアやグループでの話合い、発表などの
学習活動を展開する。その際、話合いの内容や他グループの発表を踏まえて、課題を把握し、課題
の解決に向けた新しい考え方や気付きをまとめる。

（３）評価規準
・受精、妊娠、出産とそれに伴う健康課題を把握し、それらには年齢や生活習慣などが関わることに
ついて理解している。

・習得した知識を基に妊娠・出産に伴う健康課題の解決や生活の質の向上に向けて、保健・医療サー
ビスの活用方法を整理し、自他や社会の課題を発見して解決に向けた対策を考え発表している。

指導事例３

(３) 生涯を通じる健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次
の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 生涯を通じる健康について理解を深めること。

(ｱ)生涯の各段階における健康
生涯を通じる健康の保持増進や回復には、生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康管理及び

環境づくりが関わっていること。
イ 生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見し、健康に関する原則や概念に着目して解決の方
法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。

（４）指導上の配慮事項
・生徒の実態に応じて、活発な意見交換ができるよう、性別・人数などに配慮したグループの設定や、
ワークシートについて工夫する。

・過度な発言や不適切な発言につながることのないよう注意する。
（５）展開
段階 学習内容、活動 教師の支援 評価規準

１ 妊娠の成立と母体の環
境について理解する。

○いくつかのタイミングを挙げて
選択できるようにする。

○母体に現れる変化が妊娠のサイ
ンにつながることを理解させる。

２ 妊娠の経過と胎児の成
長について理解する。

・現在の自分と胎児や新生
児の体格（平均）を比較
し、ワークシートに記入
する。

３ 妊娠中、出産後に健康
な生活を送るための行動
を考える。

・注意すべき生活習慣や行
動をペアで話し合い、ワ
ークシートに記入する。

４ 妊娠中や出産後に健康
的な生活を送るための
様々な支援や公的サービ
スについて理解する。

・自分が住む自治体の相談
窓口や医療機関などを調
べてワークシートに記入
し、ペアで発表し合う。

５ 妊娠や出産に伴う社会
的課題について理解し、
改善方法を考える。

・妊婦や出産後の女性への
配慮が不足していること
の課題と、その解決方法
をグループで話し合い、
発表する。

○新生児の出生時平均身長、体重と
全国、東京都の高校生、本校生徒
の身長、体重の平均を把握し、提
示する。

○妊娠から出産までの期間とその
期間の胎児の成長について説明
し、妊娠中の生活習慣や行動に注
意する必要性を理解できるよう
にする。

○若年妊娠にはリスクがあること
について触れる。

○妊娠、出産に関わる公的機関やサ
イトを例として提示し、妊娠が確
認された際や出産後の対応を理
解させる。

○自分が住む（将来住みたい）自治
体の政策や対応を調べさせ、妊
娠、出産に関わる健康管理をでき
るようにする。

○話合い活動が活発に行われるよ
うに、身近な環境における課題や
課題解決に向けた取組の実例を
提示し、今後の社会をより良くす
るための対応や行動を自ら実践
できるようにする。

○獲得した知識を基に、課題や解決
策を考えられるように指導する。

●受精、妊娠、出
産とそれに伴う
健康課題を把握
し、それらには
年齢や生活習慣
などが関わるこ
とについて理解
している。

●習得した知識を
基に妊娠・出産に
伴う健康課題の
解決や生活の質
の向上に向けて、
保健・医療サービ
スの活用方法を
整理し、自他や社
会の課題を発見
して解決に向け
た対策を考え発
表している。

導
入

展
開

ま
と
め

６ 本時の内容を振り返
り、ワークシートに記入
する。

７ 次時の内容を確認し、
本時とのつながりを理解
する。

○記入できていない生徒には、机間
指導等で本時の振り返りを促す。

○本時の内容と次時の内容のつな
がりについて説明し、次時までに
個人の意見をまとめてくるよう
指示する。

指導のポイント

展開の工夫
・ＩＣＴ機器な
どを活用し、
図やグラフな
どを用いなが
ら説明する。

使用する教材
・厚生労働省、
東京都児童・
生徒体力・運
動能力、生活・
運動習慣等調
査報告書等を
参考に、身長、
体重の変化を
グラフに表し、

ＩＣＴ機器で
提示する。

・母子に対する
公的サービス
【区市町村な
ど各自治体Ｈ
Ｐ、東京都福
祉保健局（妊
娠相談ホット
ライン）、厚生
労働省（全国
の女性健康支
援センター一
覧）、公益財団
法人東京都福
祉保健財団Ｈ
Ｐ、一般社団
法人全国妊娠
ＳＯＳネット
ワークＨＰな
どから抜粋】
をＩＣＴ機器
にて例示する。

妊婦や出産後の女性に社会としてできることを考えよう。

生物的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

家族計画と人工妊娠中絶

対象：第２学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け
第１～２学年 保健体育科・保健「生涯を通じる健康」

２ 単元設定の理由
思春期後半にあたる高校生期は、性への関心や欲求が高まるとともに異性への関心が高まる時期でもある。

それゆえに、望まない妊娠をした場合のリスクや女性の心身に与える影響を学び、家族計画を実践するうえ
で必要な避妊法を正しく知り、性交にとって不可避の課題である望まない妊娠を避けるための適切な意思決
定や責任ある行動選択のための能力や態度を身に付けるため、本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・思春期の心身の発達や性的成熟に伴う
様々な変化や健康課題について理解す
る。

・思春期の心身の発達と変化と健康
課題について身体、心、行動など
の側面から考える。

・生涯を通じる健康の
保持増進や回復に
は、生涯の各段階の
健康課題に応じた自
己の健康管理及び環
境づくりが関わって
いることを理解して
いる。

・生涯を通じる健康に
関する情報から課題
を発見し、健康に関
する原則や概念に着
目して解決の方法を
思考し判断するとと
もに、それらを表現
している。

・生涯を通じて自他の
健康の保持増進やそ
れを支える環境づく
りを目指し、明るく
豊かで活力ある生活
を営もうとしてい
る。

２

・思春期における変化に対応して、自分の
行動への責任感や異性に対する理解，尊
重が必要であること、性に関する情報等
への適切な対処が必要であることを理解
する。

・性意識の男女差を理解し、異性を
尊重する態度が必要であること、
性に関する正しい情報を選択して
行動する必要性を考える。

３
・心身の発達や健康の保持増進の観点から
結婚生活を理解し、健康的な結婚生活に
は、自他の責任感、人間関係、様々な支
援が必要であることを理解する。

・健康な結婚生活を送るには、自分
や家族の健康や精神面が影響する
こと、周囲との人間関係や支援が
重要であることを理解する。

４

・受精、妊娠、出産に伴う健康課題を理解
するとともに、健康課題には様々な要素
が関わること、母子の健康診査の利用や
保健相談などの様々な保健・医療サービ
スの活用が必要であることを理解する。

・受精、妊娠、出産の過程と母子の
健康問題を理解する。
・様々な支援や公的サービスを調
べ、課題や改善策を考え発表す
る。

５
本時

・家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身へ
の影響を理解し、それに伴う適切な意志
決定と行動選択をする。

・家族計画の意義や方法を理解し、
正しい避妊方法を説明する。

・人工妊娠中絶が女性の心身に与え
る影響を理解し、それを避けるた
めの判断や行動を考える。

４ 本時の指導（全５時間中の５時間目）
（１）指導のねらい
・家族計画の意義を理解し、妊娠を望まないときには避妊を実施することやコンドームやピルなどの正しい
避妊法について理解する。人工妊娠中絶が女性の心身に与える影響を理解し、自分の行動に責任をもち、
望まない妊娠や人工妊娠中絶を避けるための判断と正しい行動選択ができるようになる。

（２）学習方法
・グループ内で意見交換を行い、自分の考えを他者に伝え合い、様々な考えをもったり、新たに気付いたり
する。

（３）評価規準
・家族計画の意義について理解し、正しい避妊法とその選択の際の留意点について説明している。
・学習した知識を活用して、望まない妊娠を避けるために自分が取るべき適切な行動を記述している。

指導事例 4

(３) 生涯を通じる健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事
項を身に付けることができるよう指導する。
ア 生涯を通じる健康について理解を深めること。
（ｱ）生涯の各段階における健康

 生涯を通じる健康の保持増進や回復には、生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康管理及び
環境づくりが関わっていること。

イ 生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見し、健康に関する原則や概念に着目して解決の方
法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。

（４）指導上の配慮事項
 ・結婚や出産に関しては個人によって考え方が多様であることを尊重し、子供を産むか産まないかの議論
にならないよう留意する。

（５）展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 結婚や出産は人によって考え
方が違うことに気付く。

・発問①、②の順にペアで互いの

２ 家族計画の意義と、子供を望
まないときには避妊が必要だ
ということを理解する。

○「①将来子供は欲しい？欲しい場合
は何人ぐらい？何歳の時に？②現
在、妊娠をしたとしたら子供を産み
たいと思うか？また実際に産める
と思うか？」と発問する。

○理由を話したくない生徒に配慮し、
②の意見交換後に発表させ、なぜそ
う思うのか理由を答えさせる。

○家族計画の意義について説明する。
３ 「年齢階級別にみた人工妊娠
中絶実施率(平成 28 年度)」の
グラフから、10代の人工妊娠
中絶の実態を知る。

４ 人工妊娠中絶の「やむを得な
い理由」について理解する。

・人工妊娠中絶が女性の心身に与
える影響について理解し、家族
計画と確実な避妊が大切である
ことを理解する。

５ 避妊法の特徴について知る。

６ どの避妊法を選択すべきか
考える。

・「国連 2013 主要国の避妊法」
のグラフを分析し、諸外国と日
本との避妊に対する考え方の違
いに気付く。
・避妊法の選択にはパートナー間
の相互理解が大切だと知る。

７ 本時に学習した知識を活用
して自分に置き換えて考え、ペ
アで話合い、その結果を発表
する。

○人工妊娠中絶の件数は全体として
は減少傾向にあるが、若年層では依
然として高いことを伝える。

○「母体保護法」について説明し、人
工妊娠中絶は女性の心身に非常に
大きな負担を与えることを説明す
る。

○コンドームと低用量ピルの特徴に
ついて説明する。

○「グラフから読み取れることは何
か？」と発問し、避妊に対する各国
での考え方の違いに気付かせる。

○コンドームは男性主体、低用量ピル
は女性主体の避妊法であり、どの避
妊法を選ぶかはパートナー間の相
互理解による選択が大切だと気付
かせる。

○望まない妊娠の結果、起こり得る問
題の視点からも考えさせる。

○あくまでも避妊は一つの手段であ
り、「性行動しない」という行動選
択もあると補足説明する。

●家族計画の
意義につい
て理解し、正
しい避妊法
とその選択
の際の留意
点について
説明してい
る。

●学習した知
識を活用し
て、望まない
妊娠を避け
るために自
分が取るべ
き適切な行
動を記述し
ている。

導
入

展
開

ま
と
め

８ 本時の振り返りをワークシ
ートに記入する。

○ワークシートに記入できているか
確認する。

指導のポイント

導入の工夫
・意見を発表さ
せることで、
感じ方は人に
よって異なる
ことを気付か
せるようにす
る。

個人差への配
慮、個別指導に
ついて
・人によって、
考えや意見
は異なって
よいことを
伝える。

・性別、人数
に配慮した
グループ設
定をする。

使用する教材等

望まない妊娠を避けるために取るべき行動はなんだろう。

・厚生労働省
「年齢階級別
にみた人工妊
娠中絶実施率
（平成 28年
度）」を提示す
る。
・国連 2013
「主要国の避
妊法」を提示
する。

・文部科学省
「健康な生活
を送るために
（高校生用）
（平成30年
度版）」を提示
する。

考えを発表し合い、ライフプラ
ンや不妊・妊娠と年齢の関係等
について考える。 

社会的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

家族計画と人工妊娠中絶

対象：第２学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け
第１～２学年 保健体育科・保健「生涯を通じる健康」

２ 単元設定の理由
思春期後半にあたる高校生期は、性への関心や欲求が高まるとともに異性への関心が高まる時期でもある。

それゆえに、望まない妊娠をした場合のリスクや女性の心身に与える影響を学び、家族計画を実践するうえ
で必要な避妊法を正しく知り、性交にとって不可避の課題である望まない妊娠を避けるための適切な意思決
定や責任ある行動選択のための能力や態度を身に付けるため、本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・思春期の心身の発達や性的成熟に伴う
様々な変化や健康課題について理解す
る。

・思春期の心身の発達と変化と健康
課題について身体、心、行動など
の側面から考える。

・生涯を通じる健康の
保持増進や回復に
は、生涯の各段階の
健康課題に応じた自
己の健康管理及び環
境づくりが関わって
いることを理解して
いる。

・生涯を通じる健康に
関する情報から課題
を発見し、健康に関
する原則や概念に着
目して解決の方法を
思考し判断するとと
もに、それらを表現
している。

・生涯を通じて自他の
健康の保持増進やそ
れを支える環境づく
りを目指し、明るく
豊かで活力ある生活
を営もうとしてい
る。

２

・思春期における変化に対応して、自分の
行動への責任感や異性に対する理解，尊
重が必要であること、性に関する情報等
への適切な対処が必要であることを理解
する。

・性意識の男女差を理解し、異性を
尊重する態度が必要であること、
性に関する正しい情報を選択して
行動する必要性を考える。

３
・心身の発達や健康の保持増進の観点から
結婚生活を理解し、健康的な結婚生活に
は、自他の責任感、人間関係、様々な支
援が必要であることを理解する。

・健康な結婚生活を送るには、自分
や家族の健康や精神面が影響する
こと、周囲との人間関係や支援が
重要であることを理解する。

４

・受精、妊娠、出産に伴う健康課題を理解
するとともに、健康課題には様々な要素
が関わること、母子の健康診査の利用や
保健相談などの様々な保健・医療サービ
スの活用が必要であることを理解する。

・受精、妊娠、出産の過程と母子の
健康問題を理解する。
・様々な支援や公的サービスを調
べ、課題や改善策を考え発表す
る。

５
本時

・家族計画の意義や人工妊娠中絶の心身へ
の影響を理解し、それに伴う適切な意志
決定と行動選択をする。

・家族計画の意義や方法を理解し、
正しい避妊方法を説明する。

・人工妊娠中絶が女性の心身に与え
る影響を理解し、それを避けるた
めの判断や行動を考える。

４ 本時の指導（全５時間中の５時間目）
（１）指導のねらい
・家族計画の意義を理解し、妊娠を望まないときには避妊を実施することやコンドームやピルなどの正しい
避妊法について理解する。人工妊娠中絶が女性の心身に与える影響を理解し、自分の行動に責任をもち、
望まない妊娠や人工妊娠中絶を避けるための判断と正しい行動選択ができるようになる。

（２）学習方法
・グループ内で意見交換を行い、自分の考えを他者に伝え合い、様々な考えをもったり、新たに気付いたり
する。

（３）評価規準
・家族計画の意義について理解し、正しい避妊法とその選択の際の留意点について説明している。
・学習した知識を活用して、望まない妊娠を避けるために自分が取るべき適切な行動を記述している。

指導事例 4

(３) 生涯を通じる健康について、自他や社会の課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事
項を身に付けることができるよう指導する。
ア 生涯を通じる健康について理解を深めること。
（ｱ）生涯の各段階における健康

 生涯を通じる健康の保持増進や回復には、生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康管理及び
環境づくりが関わっていること。

イ 生涯を通じる健康に関する情報から課題を発見し、健康に関する原則や概念に着目して解決の方
法を思考し判断するとともに、それらを表現すること。

（４）指導上の配慮事項
 ・結婚や出産に関しては個人によって考え方が多様であることを尊重し、子供を産むか産まないかの議論
にならないよう留意する。

（５）展開
段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 結婚や出産は人によって考え
方が違うことに気付く。

・発問①、②の順にペアで互いの

２ 家族計画の意義と、子供を望
まないときには避妊が必要だ
ということを理解する。

○「①将来子供は欲しい？欲しい場合
は何人ぐらい？何歳の時に？②現
在、妊娠をしたとしたら子供を産み
たいと思うか？また実際に産める
と思うか？」と発問する。

○理由を話したくない生徒に配慮し、
②の意見交換後に発表させ、なぜそ
う思うのか理由を答えさせる。

○家族計画の意義について説明する。
３ 「年齢階級別にみた人工妊娠
中絶実施率(平成 28 年度)」の
グラフから、10代の人工妊娠
中絶の実態を知る。

４ 人工妊娠中絶の「やむを得な
い理由」について理解する。

・人工妊娠中絶が女性の心身に与
える影響について理解し、家族
計画と確実な避妊が大切である
ことを理解する。

５ 避妊法の特徴について知る。

６ どの避妊法を選択すべきか
考える。

・「国連 2013 主要国の避妊法」
のグラフを分析し、諸外国と日
本との避妊に対する考え方の違
いに気付く。
・避妊法の選択にはパートナー間
の相互理解が大切だと知る。

７ 本時に学習した知識を活用
して自分に置き換えて考え、ペ
アで話合い、その結果を発表
する。

○人工妊娠中絶の件数は全体として
は減少傾向にあるが、若年層では依
然として高いことを伝える。

○「母体保護法」について説明し、人
工妊娠中絶は女性の心身に非常に
大きな負担を与えることを説明す
る。

○コンドームと低用量ピルの特徴に
ついて説明する。

○「グラフから読み取れることは何
か？」と発問し、避妊に対する各国
での考え方の違いに気付かせる。

○コンドームは男性主体、低用量ピル
は女性主体の避妊法であり、どの避
妊法を選ぶかはパートナー間の相
互理解による選択が大切だと気付
かせる。

○望まない妊娠の結果、起こり得る問
題の視点からも考えさせる。

○あくまでも避妊は一つの手段であ
り、「性行動しない」という行動選
択もあると補足説明する。

●家族計画の
意義につい
て理解し、正
しい避妊法
とその選択
の際の留意
点について
説明してい
る。

●学習した知
識を活用し
て、望まない
妊娠を避け
るために自
分が取るべ
き適切な行
動を記述し
ている。

導
入

展
開

ま
と
め

８ 本時の振り返りをワークシ
ートに記入する。

○ワークシートに記入できているか
確認する。

指導のポイント

導入の工夫
・意見を発表さ
せることで、
感じ方は人に
よって異なる
ことを気付か
せるようにす
る。

個人差への配
慮、個別指導に
ついて
・人によって、
考えや意見
は異なって
よいことを
伝える。

・性別、人数
に配慮した
グループ設
定をする。

使用する教材等

望まない妊娠を避けるために取るべき行動はなんだろう。

・厚生労働省
「年齢階級別
にみた人工妊
娠中絶実施率
（平成 28年
度）」を提示す
る。
・国連 2013
「主要国の避
妊法」を提示
する。

・文部科学省
「健康な生活
を送るために
（高校生用）
（平成30年
度版）」を提示
する。

考えを発表し合い、ライフプラ
ンや不妊・妊娠と年齢の関係等
について考える。 

社会的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

自分らしく生きる・共に生きる

対象：第１学年 教科・領域等：家庭科
１ 教育課程上の位置付け

第１～２学年 家庭科 家庭基礎「人の一生と家族・家庭及び福祉」

２ 単元設定の理由
様々な生活課題に対応して適切な自己の意思決定に基づき、責任をもって行動することの重要性を

考察できるようにする。また、男女が協力して、家族の一員としての役割を果たし家庭を築くことに
ついて、固定的な性別役割分業意識を見直し、相互の尊重と信頼関係の基に関係を築くこと、共に協
力して家庭を作ることの意義や重要性を考察できるようにするため、本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
２

・男女の平等、相互の協力
などについて理解を深
める。

・日本の現状や家庭を取り巻
く制度について知る。

・事前アンケートを行う。

・固定的な性別役割分業意識の見
直し、男女の平等、相互の協力
などについて考え、青年期をど
のように生きるかについて理解
を深めている。

・家族・家庭生活を取り巻く社会
環境の変化や、家庭と社会の関
わりについて理解している。

・自分の過去現在未来年表を作成
し、自分らしい生き方を考えて
いる。

３
本時

・自己の意思決定に基づ
き、責任をもって行動す
ることの重要性につい
て考察する。

・「結婚」「出産」「仕事」
日本の現状や制度を踏ま
え、自分らしい生き方を考
える。

４
・自分の過去現在未来年表を
作成する。

４ 本時の指導（全 4時間中の第３時間目）
 (1) 指導のねらい

・「結婚」「出産」「仕事」について、日本の現状や制度について知る。自分らしく生きるために、
いろいろな人の生き方を尊重し共に生きることの大切さを知る。

 (2) 学習方法
・グループ内で意見交換を行わせ、自分の考えを他者に伝え合い、様々な考えをもったり、新たに
気付いたりする。

 (3) 評価規準
・自分らしく生きることについて考えている。
・いろいろな人の生き方を尊重し、共に生きることが大切だと認識している。

(4) 指導上の配慮事項
 ・アンケートを実施する際には、人生観や結婚観など様々な考えがあってよいことを伝える。
 ・いろいろな意見を共有できるように、グループ分けに配慮する。
・考察・感想が差別的発言につながらないよう、協議する内容を明確に提示する。

指導事例５

(２)  青年期の自立と家族・家庭
ア 生涯発達の視点で青年期の課題を理解するとともに、家族・家庭の機能と家族関係、家族・家
庭生活を取り巻く社会環境の変化や課題、家庭と社会の関わりについて理解を深めること。

イ 家庭や地域のよりよい生活を創造するために、自己の意思決定に基づき、責任をもって行動す
ることや、男女が協力して、家族の一員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性について
考察すること。

 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ グループに分かれる。 ○前時の事前アンケートを基

に、生徒をグループに分けて
おく。

２ 自分の将来～「結婚」、
「出産」、「仕事」につい
て考える。

・グループで一人一人発表
する。

３ 発表を聞いて、気付い
たことや考えたことを
グループでまとめる。

・グループで気付いたこと
を発表する。

４ 「性・年齢別労働力率」
「女性の労働力率の国
際比較」、「男女雇用機会
均等法」「育児休業制度」
から、日本の制度と自分
の生き方について考え
る。

○周りに相談せず、自分の考え
をまとめ、発表させる。

○グループごとに考えをまと
め、発表させる。

○様々な意見があることに気
付かせる。

〇前時の授業で取り上げた「女
性の年齢別労働力率」や「男
女雇用機会均等法」、「育児休
業制度」の制度について触
れ、自分らしい生き方につい
て考えさせる。

〇「結婚」「出産」「仕事」の実
例を紹介する。

●自分らしく
生きること
について考
えている。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 自分らしく生きるこ
とについて考える。

・考察・感想を記入する。

○自分らしく生きるためには、
多様な生き方を尊重し、共に

●いろいろな
人の生き方
を尊重し、共
に生きるこ
とが大切だ
と認識して
いる。

使用する教材
・事前アンケート例

・「性・年齢別労働力
率」総務省労働力
調査（2005年）を
提示する。

・「女性の労働力率の
国際比較」総務省
世界の統計（2016
年）を提示する。

指導のポイント

個人差への配慮、個
別指導について
・事前アンケートに
答えたくない生徒
に配慮し、事前ア
ンケートを実施し
て、グループ分け
等に活用する。

・人の考え方は多様
であることと、相
手を尊重すること
の大切さを伝え
る。

私は将来結婚
（したい・したく
ない）です。その
理由は（ ）だか
らです。

私は将来子供
が（欲しい・欲し
くない）です。
その理由は（ ）
だからです。

私は将来結婚
や出産をしたら
仕事を（続けた
い・女性に続けて
欲しい・辞めた
い・辞めて欲し
い）です。その理
由は（ ）だか
らです。

 

今の日本は、自分らしい生き方が叶うだろうか。

生きることが大切であるこ
とを伝える。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例や
　p163からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。

社会的側面



103

生命尊重 生物的側面 心理的側面 社会的側面

第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

自分らしく生きる・共に生きる

対象：第１学年 教科・領域等：家庭科
１ 教育課程上の位置付け

第１～２学年 家庭科 家庭基礎「人の一生と家族・家庭及び福祉」

２ 単元設定の理由
様々な生活課題に対応して適切な自己の意思決定に基づき、責任をもって行動することの重要性を

考察できるようにする。また、男女が協力して、家族の一員としての役割を果たし家庭を築くことに
ついて、固定的な性別役割分業意識を見直し、相互の尊重と信頼関係の基に関係を築くこと、共に協
力して家庭を作ることの意義や重要性を考察できるようにするため、本単元を設定した。

３ 単元計画（４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
２

・男女の平等、相互の協力
などについて理解を深
める。

・日本の現状や家庭を取り巻
く制度について知る。

・事前アンケートを行う。

・固定的な性別役割分業意識の見
直し、男女の平等、相互の協力
などについて考え、青年期をど
のように生きるかについて理解
を深めている。

・家族・家庭生活を取り巻く社会
環境の変化や、家庭と社会の関
わりについて理解している。

・自分の過去現在未来年表を作成
し、自分らしい生き方を考えて
いる。

３
本時

・自己の意思決定に基づ
き、責任をもって行動す
ることの重要性につい
て考察する。

・「結婚」「出産」「仕事」
日本の現状や制度を踏ま
え、自分らしい生き方を考
える。

４
・自分の過去現在未来年表を
作成する。

４ 本時の指導（全 4時間中の第３時間目）
 (1) 指導のねらい

・「結婚」「出産」「仕事」について、日本の現状や制度について知る。自分らしく生きるために、
いろいろな人の生き方を尊重し共に生きることの大切さを知る。

 (2) 学習方法
・グループ内で意見交換を行わせ、自分の考えを他者に伝え合い、様々な考えをもったり、新たに
気付いたりする。

 (3) 評価規準
・自分らしく生きることについて考えている。
・いろいろな人の生き方を尊重し、共に生きることが大切だと認識している。

(4) 指導上の配慮事項
 ・アンケートを実施する際には、人生観や結婚観など様々な考えがあってよいことを伝える。
 ・いろいろな意見を共有できるように、グループ分けに配慮する。
・考察・感想が差別的発言につながらないよう、協議する内容を明確に提示する。

指導事例５

(２)  青年期の自立と家族・家庭
ア 生涯発達の視点で青年期の課題を理解するとともに、家族・家庭の機能と家族関係、家族・家
庭生活を取り巻く社会環境の変化や課題、家庭と社会の関わりについて理解を深めること。

イ 家庭や地域のよりよい生活を創造するために、自己の意思決定に基づき、責任をもって行動す
ることや、男女が協力して、家族の一員としての役割を果たし家庭を築くことの重要性について
考察すること。

 (5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ グループに分かれる。 ○前時の事前アンケートを基

に、生徒をグループに分けて
おく。

２ 自分の将来～「結婚」、
「出産」、「仕事」につい
て考える。

・グループで一人一人発表
する。

３ 発表を聞いて、気付い
たことや考えたことを
グループでまとめる。

・グループで気付いたこと
を発表する。

４ 「性・年齢別労働力率」
「女性の労働力率の国
際比較」、「男女雇用機会
均等法」「育児休業制度」
から、日本の制度と自分
の生き方について考え
る。

○周りに相談せず、自分の考え
をまとめ、発表させる。

○グループごとに考えをまと
め、発表させる。

○様々な意見があることに気
付かせる。

〇前時の授業で取り上げた「女
性の年齢別労働力率」や「男
女雇用機会均等法」、「育児休
業制度」の制度について触
れ、自分らしい生き方につい
て考えさせる。

〇「結婚」「出産」「仕事」の実
例を紹介する。

●自分らしく
生きること
について考
えている。

導
入

展
開

ま
と
め

５ 自分らしく生きるこ
とについて考える。

・考察・感想を記入する。

○自分らしく生きるためには、
多様な生き方を尊重し、共に

●いろいろな
人の生き方
を尊重し、共
に生きるこ
とが大切だ
と認識して
いる。

使用する教材
・事前アンケート例

・「性・年齢別労働力
率」総務省労働力
調査（2005年）を
提示する。

・「女性の労働力率の
国際比較」総務省
世界の統計（2016
年）を提示する。

指導のポイント

個人差への配慮、個
別指導について
・事前アンケートに
答えたくない生徒
に配慮し、事前ア
ンケートを実施し
て、グループ分け
等に活用する。

・人の考え方は多様
であることと、相
手を尊重すること
の大切さを伝え
る。

私は将来結婚
（したい・したく
ない）です。その
理由は（ ）だか
らです。

私は将来子供
が（欲しい・欲し
くない）です。
その理由は（ ）
だからです。

私は将来結婚
や出産をしたら
仕事を（続けた
い・女性に続けて
欲しい・辞めた
い・辞めて欲し
い）です。その理
由は（ ）だか
らです。

 

今の日本は、自分らしい生き方が叶うだろうか。

生きることが大切であるこ
とを伝える。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例や
　p163からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。

社会的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

ＳＮＳ利用によって生じるトラブル

対象：第 1学年 教科・領域等：情報科
１ 教育課程上の位置付け

第１～３学年 情報科・情報Ⅰ 「情報社会の問題解決」

２ 単元設定の理由
情報には「形がない」、「消えない」、「簡単に複製できる」、「容易に伝播する」などの特性や、表現、伝達、

記録などに使われるメディアの特性の理解が求められる。高校生によるＳＮＳ等による情報発信等の問題点も
明らかになっている。そのことについて対面でのコミュニケーションとの対比から検討し、ＳＮＳの適切な利
用について検討をするため、本単元を設定した。

３ 単元計画（３時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
 情報とメディアの特性を踏
まえて、情報の科学的な見
方・考え方を身に付ける。

 情報の「形がない」、「消えない」、
「簡単に複製できる」、「容易に伝
播する」などの特性を理解する。

 情報やメディアの特性を踏
まえて、適切な利用・判断を
している。

 情報技術が人や社会に果た
す役割と影響、情報モラルに
ついて理解している。

 情報モラルに配慮して情報
社会に主体的に参画しよう
としている。

2
本時

 ＳＮＳの特性を調べ、その特
性から起こる問題を理解し、
その解決方法を検討する。

 ＳＮＳでのトラブル事例の解決
を検討するとともに、適切な利用
の在り方について理解する。

3
 情報と情報技術を活用した
自らの問題解決が社会に貢
献できる可能性を理解する。

 情報と情報技術を活用した問題
解決に必要な知識及び技能を身
に付ける。

４ 本時の指導（全３時間中の第２時間目）
 (1) 指導のねらい
 ＳＮＳでのトラブルを回避するために、ＳＮＳの特性から起こるトラブルの実例について生徒間の議論を
し、その解決策を検討させる。

 (2) 学習方法
 ＳＮＳでのトラブルに対する自身の考えをワークシートにまとめ、それをグループで議論し、発表する。

 (3) 評価規準
 望ましいＳＮＳの利用を考え、判断している。
 ＳＮＳの特徴と、その利用からトラブルが生じたときに関係機関を活用できることを理解している。

(4) 指導上の配慮事項
 情報やメディア、ＳＮＳの利用について実際にトラブルに巻き込まれた経験や、現在悩みをもつ生徒がい
る可能性があり、その配慮をする。また、それらの生徒に対して個別の対応をする。

 実際にトラブルがある場合には、周囲の大人（保護者や教員等）を頼ることが重要であることや他の機関
に相談することを伝える。
例：東京都こたエール 電話 （都民安全推進本部）

指導事例６

情報と情報技術を活用した問題の発見・解決の方法に着目し、情報社会の問題を発見・解決する活動を
通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
ｱ  情報やメディアの特性を踏まえ、情報と情報技術を活用して問題を発見・解決する方法を身に付け
ること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。
ｱ  目的や状況に応じて、情報と情報技術を適切かつ効果的に活用して問題を発見・解決する方法につ
いて考えること。

ぱ

ぱ

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 高校生がよく利用
するＳＮＳと自身の
利用を比較する。

２ 自分が利用してい
るＳＮＳの使い分け
をについて考える。

○ 事前に、利用しているＳＮＳに対す
るアンケートを取り、その結果を示
す。結果から利用の多い上位のＳＮ
Ｓ の 利 用 方 法 を 質 問 す る 。
（Twitter：情報収集や趣味友だち
交流等、LINE：実際の友だちと連
絡等、Instagram：写真アップロー
ド等）

３ ＳＮＳ利用で生じ
るトラブルを知る。
 悩みやトラブルの経験
を記入する。ただし、
書きたくない生徒は、
他者の経験や、どのよ
うなトラブルがあり得
るかを検討する。
 実際にあった事例を用
い、その解決を検討す
る(記述したトラブル
は自身の体験であるか
どうかを伝える必要は
ない。)。
 教員から紹介されたト
ラブル事例に対して、
班単位で検討をして、
発表する。

○

○ 

○ 

ＳＮＳについて悩むことやトラブ
ルをワークシートに記述させる。プ
ライバシー配慮のため、書きたくな
い生徒には、どのようなトラブルが
考えられるかを、記述するよう伝え
る（友達からの返事が遅い、勝手に
自分の写真がアップされる等）。

実際にあった事例を用い、ＳＮＳで
のトラブルの解決策を班で検討さ
せる。4人程度の班を作り、解決方
法を検討させる。考えた解決方法は
ワークシートに書かせ、発表させ
る。
ＳＮＳトラブル事例を紹介する
（以前交際していた人と一緒に写
っている写真が相手のＳＮＳにア
ップロードされたままである。相手
はそのＳＮＳを利用していないの
か、掲載されたままである等）。

 望ましい
ＳＮＳの
利用を考
え、判断
している。

段階

導
入

展
開

ま
と
め

４ ＳＮＳの特徴の確
認をし、ＳＮＳとの付
き合い方を検討する。
 ＳＮＳの一つである
Twitter の特徴を検討
し、それをワークシー
トにまとめる。

 今後どのようにＳＮＳ
を利用すればよいのか
検討する。

５ 実際にトラブルと
なったときの対処方
法についてワークシ
ートにまとめる。

○ 

○ 

○ 

 ＳＮＳの
特徴と、
その利用
からトラ
ブルが生
じたとき
に関係機
関を活用
できるこ
とを理解
している。

指導のポイント

導入の工夫等
・ＳＮＳ利用につい
て、前時までに集
計しておくか、ア
ナライザなどを利
用して、その場で
集計する。

使用する教材等
・政府インターネッ
トテレビ「自撮り
が被害が増加！
ＳＮＳ上の出会い
に要注意！！」を
利用して、SNSで
のトラブル事例を
示す。

・「ＳＮＳ東京ノート
５（高校生用）」（東
京都教育委員会
平成 30年３月）、
「気づいて！ＳＮ
Ｓ出会いにひそむ
ワナ（政府広報）」、
「東京都こたエー
ル（都民安全推進
本部）」、「警察庁サ
イバー犯罪対策プ
ロジェクト」（警視
庁）等を参考にす
る。

ＳＮＳでのトラブルの解決策を班で検討し発表しよう

個人差への配慮、個
別指導について
・生徒が悩みやトラ
ブルについて友達
と話す場面では、
自分のことを無理
に話す必要はない
ことを伝える。

警察の資料によると、コミュニティ
サイト等で被害者数が多いのは
Twitter である。なぜ Twitter がそ
うなりやすいのかを検討させる。
（前時で学んだ、情報の「形がな
い」、「消えない」、「簡単に複製でき
る」、「容易に伝播する」などの特性
を再度確認し、Twitter の特性と照
らし合わせる。）
ＳＮＳとは今後どのように付き合
えばよいかを検討させる。

実際にトラブルとなったときには、
周囲の大人や関係機関等に連絡す
ることが良いことを伝える。

ぱ

社会的側面
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第
４
章　

実
践
編【
高
等
学
校
】

ＳＮＳ利用によって生じるトラブル

対象：第 1学年 教科・領域等：情報科
１ 教育課程上の位置付け

第１～３学年 情報科・情報Ⅰ 「情報社会の問題解決」

２ 単元設定の理由
情報には「形がない」、「消えない」、「簡単に複製できる」、「容易に伝播する」などの特性や、表現、伝達、

記録などに使われるメディアの特性の理解が求められる。高校生によるＳＮＳ等による情報発信等の問題点も
明らかになっている。そのことについて対面でのコミュニケーションとの対比から検討し、ＳＮＳの適切な利
用について検討をするため、本単元を設定した。

３ 単元計画（３時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
 情報とメディアの特性を踏
まえて、情報の科学的な見
方・考え方を身に付ける。

 情報の「形がない」、「消えない」、
「簡単に複製できる」、「容易に伝
播する」などの特性を理解する。

 情報やメディアの特性を踏
まえて、適切な利用・判断を
している。

 情報技術が人や社会に果た
す役割と影響、情報モラルに
ついて理解している。

 情報モラルに配慮して情報
社会に主体的に参画しよう
としている。

2
本時

 ＳＮＳの特性を調べ、その特
性から起こる問題を理解し、
その解決方法を検討する。

 ＳＮＳでのトラブル事例の解決
を検討するとともに、適切な利用
の在り方について理解する。

3
 情報と情報技術を活用した
自らの問題解決が社会に貢
献できる可能性を理解する。

 情報と情報技術を活用した問題
解決に必要な知識及び技能を身
に付ける。

４ 本時の指導（全３時間中の第２時間目）
 (1) 指導のねらい
 ＳＮＳでのトラブルを回避するために、ＳＮＳの特性から起こるトラブルの実例について生徒間の議論を
し、その解決策を検討させる。

 (2) 学習方法
 ＳＮＳでのトラブルに対する自身の考えをワークシートにまとめ、それをグループで議論し、発表する。

 (3) 評価規準
 望ましいＳＮＳの利用を考え、判断している。
 ＳＮＳの特徴と、その利用からトラブルが生じたときに関係機関を活用できることを理解している。

(4) 指導上の配慮事項
 情報やメディア、ＳＮＳの利用について実際にトラブルに巻き込まれた経験や、現在悩みをもつ生徒がい
る可能性があり、その配慮をする。また、それらの生徒に対して個別の対応をする。

 実際にトラブルがある場合には、周囲の大人（保護者や教員等）を頼ることが重要であることや他の機関
に相談することを伝える。
例：東京都こたエール 電話 （都民安全推進本部）

指導事例６

情報と情報技術を活用した問題の発見・解決の方法に着目し、情報社会の問題を発見・解決する活動を
通して、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 次のような知識及び技能を身に付けること。
ｱ  情報やメディアの特性を踏まえ、情報と情報技術を活用して問題を発見・解決する方法を身に付け
ること。

イ 次のような思考力、判断力、表現力等を身に付けること。
ｱ  目的や状況に応じて、情報と情報技術を適切かつ効果的に活用して問題を発見・解決する方法につ
いて考えること。

ぱ

ぱ

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 高校生がよく利用
するＳＮＳと自身の
利用を比較する。

２ 自分が利用してい
るＳＮＳの使い分け
をについて考える。

○ 事前に、利用しているＳＮＳに対す
るアンケートを取り、その結果を示
す。結果から利用の多い上位のＳＮ
Ｓ の 利 用 方 法 を 質 問 す る 。
（Twitter：情報収集や趣味友だち
交流等、LINE：実際の友だちと連
絡等、Instagram：写真アップロー
ド等）

３ ＳＮＳ利用で生じ
るトラブルを知る。
 悩みやトラブルの経験
を記入する。ただし、
書きたくない生徒は、
他者の経験や、どのよ
うなトラブルがあり得
るかを検討する。
 実際にあった事例を用
い、その解決を検討す
る(記述したトラブル
は自身の体験であるか
どうかを伝える必要は
ない。)。
 教員から紹介されたト
ラブル事例に対して、
班単位で検討をして、
発表する。

○

○ 

○ 

ＳＮＳについて悩むことやトラブ
ルをワークシートに記述させる。プ
ライバシー配慮のため、書きたくな
い生徒には、どのようなトラブルが
考えられるかを、記述するよう伝え
る（友達からの返事が遅い、勝手に
自分の写真がアップされる等）。

実際にあった事例を用い、ＳＮＳで
のトラブルの解決策を班で検討さ
せる。4人程度の班を作り、解決方
法を検討させる。考えた解決方法は
ワークシートに書かせ、発表させ
る。
ＳＮＳトラブル事例を紹介する
（以前交際していた人と一緒に写
っている写真が相手のＳＮＳにア
ップロードされたままである。相手
はそのＳＮＳを利用していないの
か、掲載されたままである等）。

 望ましい
ＳＮＳの
利用を考
え、判断
している。

段階

導
入

展
開

ま
と
め

４ ＳＮＳの特徴の確
認をし、ＳＮＳとの付
き合い方を検討する。
 ＳＮＳの一つである
Twitter の特徴を検討
し、それをワークシー
トにまとめる。

 今後どのようにＳＮＳ
を利用すればよいのか
検討する。

５ 実際にトラブルと
なったときの対処方
法についてワークシ
ートにまとめる。

○ 

○ 

○ 

 ＳＮＳの
特徴と、
その利用
からトラ
ブルが生
じたとき
に関係機
関を活用
できるこ
とを理解
している。

指導のポイント

導入の工夫等
・ＳＮＳ利用につい
て、前時までに集
計しておくか、ア
ナライザなどを利
用して、その場で
集計する。

使用する教材等
・政府インターネッ
トテレビ「自撮り
が被害が増加！
ＳＮＳ上の出会い
に要注意！！」を
利用して、SNSで
のトラブル事例を
示す。

・「ＳＮＳ東京ノート
５（高校生用）」（東
京都教育委員会
平成 30年３月）、
「気づいて！ＳＮ
Ｓ出会いにひそむ
ワナ（政府広報）」、
「東京都こたエー
ル（都民安全推進
本部）」、「警察庁サ
イバー犯罪対策プ
ロジェクト」（警視
庁）等を参考にす
る。

ＳＮＳでのトラブルの解決策を班で検討し発表しよう

個人差への配慮、個
別指導について
・生徒が悩みやトラ
ブルについて友達
と話す場面では、
自分のことを無理
に話す必要はない
ことを伝える。

警察の資料によると、コミュニティ
サイト等で被害者数が多いのは
Twitter である。なぜ Twitter がそ
うなりやすいのかを検討させる。
（前時で学んだ、情報の「形がな
い」、「消えない」、「簡単に複製でき
る」、「容易に伝播する」などの特性
を再度確認し、Twitter の特性と照
らし合わせる。）
ＳＮＳとは今後どのように付き合
えばよいかを検討させる。

実際にトラブルとなったときには、
周囲の大人や関係機関等に連絡す
ることが良いことを伝える。

ぱ

社会的側面
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校
】

これからの人生とパートナー

対象：第１学年 教科・領域等：特別活動
 
１ 教育課程上の位置付け

第 1～3学年 特別活動（ホームルーム活動）

２ 題材設定の理由
性に対する正しい知識を基盤に、身体的な成熟に伴う性的な発達に対応し適切な行動がとれるよう

にすること、また、性的情報の氾濫する現代社会において、自己の行動に責任をもって生きることの
大切さや、人間尊重の精神に基づく男女相互のより良い人間関係の在り方などを理解し、自他の人格
を尊重した行動ができるようにすることが重要であるため、家庭科や保健体育科などの他教科の内容
と関連を図り、本単元を設定した。

３ 指導計画

４ 本時の指導
(1) 指導のねらい
・性に対する正しい知識の理解の基に、適切な行動がとれるように指導することが重要である。日本に
おける HIV感染や性感染症、人工妊娠中絶等の現状について理解することで、自分の人生、相手を尊
重する態度の育成を図る。

(2) 学習方法
・講義や意見交換の活動から、課題を把握する。ワークシートを活用し、課題の解決に向けた新しい考
え方や気付きを今後の生活に生かす。

(3) 評価規準
・性感染症や妊娠など、性行動が自分と相手の人生へ影響することがあることを理解している。
・習得した知識を基にパートナーを思いやる行動について考え、将来設計について記述している。
(4) 指導上の配慮事項
・妊娠の経過や人工妊娠中絶などは教科で学習するため、内容の提示にとどめる。
・ホームルーム活動で取り上げることができない性的指向を含めた個人的な悩みや不安は、担任又は養
養護教諭に個別に相談するように伝える。

時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本時

・自己の行動に責任をもって生き
ることの大切さや、人間尊重の
精神に基づく男女相互のより
よい人間関係の在り方などを
理解する。

・性に関する正しい知識を
基に、性行動が自分と相
手の人生へ影響すること
があることを理解する。

・心や体に関する正しい知識
を基に、自分の人生や相手
を尊重する態度の必要性に
ついて理解し、表現してい
る。

指導事例７

〔ホームルーム活動〕
（2）日常生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

エ 青年期の悩みや課題とその解決
心や体に関する正しい理解を基に、適切な行動をとり、悩みや不安に向き合い乗り越えよう

とすること。
オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立

節度ある健全な生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、
事件や事故、災害等から身を守り安全に行動すること。 

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 自分に子供ができ
る場面を想像する。

・考えたコメントを発
表する。

○第一子誕生時の自分は何歳
で、どういう立場かをワーク
シートに記入させる。

２ スライドを見て、
性感染症の種類と流
行状況に注目する。

３ 妊娠の経過と人工
中絶、避妊方法につ
いて知る。

４ パートナーと初め
てのクリスマスをど
う過ごすか考える。

・4 人程度のグループ
で意見交換し、発表
する。

○性感染症報告数の推移をグ
ラフ化し提示する。

○冊子を配布し、梅毒の流行状
況について知らせる。

○最終月経を12月10日とし、
妊娠に気が付いてから人工
妊娠中絶可能な期間が非常
に短いことを具体的に伝え
る。

○100%避妊できる方法はな
いことを知らせる。

○大切に思うパートナーに自
分の思いを伝える行動はど
うなるかを考えさせる。

●性感染症や妊
娠など、性行
動が自分と相
手の人生へ影
響することが
あることを理
解している。

５ 50 歳の時の自分
とパートナーについ
て想像する。

・想像した内容をワー
クシートに記入す
る。

○ワークシートのパートナー
の欄にも忘れず記入するよ
うに指示する。

○自分の人生は、自分の行動で
決まるだけでなく、パートナ
ーの人生にも影響すること
に気付かせる。

●習得した知識
を基にパート
ナーを思いや
る行動につい
て考え、将来
設計について
記述してい
る。

指導のポイント

導入の工夫等
・我が子が誕生した時
の様々な人のブログ
のコメントを紹介し
生命誕生の素晴らし
さを感じさせるとと
もに、30代半ばから
妊娠しにくくなるこ
とを伝える。

個人差への配慮、個別
指導について
・気分がすぐれない場
合には、遠慮せず申
し出るよう伝える。

・個人的な悩みや不安
は養護教諭、スクー
ルカウンセラーに相
談するよう伝え、個
別に対応する。

使用する教材
・厚生労働省「性感染
症報告数」（平成 28
年）、妊娠週数と人工
妊娠中絶方法の対比
表(教科書)を提示す
る。

・都民向け情報リーフ
レット（梅毒患者が
増加してます！！）
を使用する。

＜ワークシート例＞

自分の子供が誕生するのは人生の中で大きな出来事
性行動はその始まりでることを知ろう

自分 パートナー 

誕生 

中学校入学 

30 歳 

50 歳 

導
入

展
開

ま
と
め

社会的側面
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これからの人生とパートナー

対象：第１学年 教科・領域等：特別活動
 
１ 教育課程上の位置付け

第 1～3学年 特別活動（ホームルーム活動）

２ 題材設定の理由
性に対する正しい知識を基盤に、身体的な成熟に伴う性的な発達に対応し適切な行動がとれるよう

にすること、また、性的情報の氾濫する現代社会において、自己の行動に責任をもって生きることの
大切さや、人間尊重の精神に基づく男女相互のより良い人間関係の在り方などを理解し、自他の人格
を尊重した行動ができるようにすることが重要であるため、家庭科や保健体育科などの他教科の内容
と関連を図り、本単元を設定した。

３ 指導計画

４ 本時の指導
(1) 指導のねらい
・性に対する正しい知識の理解の基に、適切な行動がとれるように指導することが重要である。日本に
おける HIV感染や性感染症、人工妊娠中絶等の現状について理解することで、自分の人生、相手を尊
重する態度の育成を図る。

(2) 学習方法
・講義や意見交換の活動から、課題を把握する。ワークシートを活用し、課題の解決に向けた新しい考
え方や気付きを今後の生活に生かす。

(3) 評価規準
・性感染症や妊娠など、性行動が自分と相手の人生へ影響することがあることを理解している。
・習得した知識を基にパートナーを思いやる行動について考え、将来設計について記述している。
(4) 指導上の配慮事項
・妊娠の経過や人工妊娠中絶などは教科で学習するため、内容の提示にとどめる。
・ホームルーム活動で取り上げることができない性的指向を含めた個人的な悩みや不安は、担任又は養
養護教諭に個別に相談するように伝える。

時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本時

・自己の行動に責任をもって生き
ることの大切さや、人間尊重の
精神に基づく男女相互のより
よい人間関係の在り方などを
理解する。

・性に関する正しい知識を
基に、性行動が自分と相
手の人生へ影響すること
があることを理解する。

・心や体に関する正しい知識
を基に、自分の人生や相手
を尊重する態度の必要性に
ついて理解し、表現してい
る。

指導事例７

〔ホームルーム活動〕
（2）日常生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

エ 青年期の悩みや課題とその解決
心や体に関する正しい理解を基に、適切な行動をとり、悩みや不安に向き合い乗り越えよう

とすること。
オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立

節度ある健全な生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、
事件や事故、災害等から身を守り安全に行動すること。 

(5) 展開

段階 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 自分に子供ができ
る場面を想像する。

・考えたコメントを発
表する。

○第一子誕生時の自分は何歳
で、どういう立場かをワーク
シートに記入させる。

２ スライドを見て、
性感染症の種類と流
行状況に注目する。

３ 妊娠の経過と人工
中絶、避妊方法につ
いて知る。

４ パートナーと初め
てのクリスマスをど
う過ごすか考える。

・4 人程度のグループ
で意見交換し、発表
する。

○性感染症報告数の推移をグ
ラフ化し提示する。

○冊子を配布し、梅毒の流行状
況について知らせる。

○最終月経を12月10日とし、
妊娠に気が付いてから人工
妊娠中絶可能な期間が非常
に短いことを具体的に伝え
る。

○100%避妊できる方法はな
いことを知らせる。

○大切に思うパートナーに自
分の思いを伝える行動はど
うなるかを考えさせる。

●性感染症や妊
娠など、性行
動が自分と相
手の人生へ影
響することが
あることを理
解している。

５ 50 歳の時の自分
とパートナーについ
て想像する。

・想像した内容をワー
クシートに記入す
る。

○ワークシートのパートナー
の欄にも忘れず記入するよ
うに指示する。

○自分の人生は、自分の行動で
決まるだけでなく、パートナ
ーの人生にも影響すること
に気付かせる。

●習得した知識
を基にパート
ナーを思いや
る行動につい
て考え、将来
設計について
記述してい
る。

指導のポイント

導入の工夫等
・我が子が誕生した時
の様々な人のブログ
のコメントを紹介し
生命誕生の素晴らし
さを感じさせるとと
もに、30代半ばから
妊娠しにくくなるこ
とを伝える。

個人差への配慮、個別
指導について
・気分がすぐれない場
合には、遠慮せず申
し出るよう伝える。

・個人的な悩みや不安
は養護教諭、スクー
ルカウンセラーに相
談するよう伝え、個
別に対応する。

使用する教材
・厚生労働省「性感染
症報告数」（平成 28
年）、妊娠週数と人工
妊娠中絶方法の対比
表(教科書)を提示す
る。

・都民向け情報リーフ
レット（梅毒患者が
増加してます！！）
を使用する。

＜ワークシート例＞

自分の子供が誕生するのは人生の中で大きな出来事
性行動はその始まりでることを知ろう

自分 パートナー 

誕生 

中学校入学 

30 歳 

50 歳 

導
入

展
開

ま
と
め

社会的側面
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特
別
支
援
学
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】

特別支援学校における性教育

Ⅰ 特別支援学校における性教育の進め方

１ 性教育の基本的な考え方
特別支援学校における障害のある児童・生徒への性教育は、基本的には小学校、中学校、

高等学校における性教育の考え方と同じです。
特別支援学校における性教育の実施に当たっては、障害による学習上又は生活上の困難

を改善・克服し、卒業後の自立と社会参加に向けた視点が重要であり、学習指導要領の趣
旨等に基づき、児童・生徒の人格の完成を目指す人間教育の一環として、障害の状態や特
性及び心身の発達の段階等に応じた適切な内容・方法の改善・工夫を行っていく必要があ
ります。
また、特別支援学級での指導及び通常の学級において特別な支援が必要な児童・生徒に

対する指導に際しては、それぞれの該当校種編に加え本特別支援学校編を参考にして、児
童・生徒の一人一人の実態等に応じた適切な内容・方法の改善・工夫を行うことが大切で
す。

２ 教育課程への位置付け
「性教育の全体計画」を作成し、教育課程に明確に位置付けることが必要です。さらに、

全体計画に基づいた「年間指導計画」を作成し、個別指導計画と関連を図りながら、各教
科等の指導の目標、内容や方法等を、年間を通して相互に関連させ、それらが週ごとの指
導計画に具体化されるようにすることが大切です。

３ 年間指導計画作成上の留意点
性教育の全体計画に基づく年間指導計画を作成するに当たっては、次の視点に留意する

必要があります。
（１）学習指導要領に準拠する。 

学習指導要領に示された内容に基づき、各教科、領域等ごとに指導の時期や方法等を
考慮しながら計画します。その際、内容相互の有機的な関連を図るよう配慮する。知的
障害者である児童・生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科（以下「知的障害の
各教科」という。）については、実態及び内容に即した教科書（学校教育法附則第９条
の規定による教科書（一般図書））の選定を適切に行います。

（２）学校教育目標との関連を図り、性教育のねらい、内容、方法を明確にする。
全体の指導計画に基づき性教育のねらいを明確にした上で指導内容・方法を検討する

とともに、教員一人一人が週ごとの指導計画の中に指導内容・方法等を明確にし、指導
の結果を記録します。

（３）障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に即した効果的な学習指導を行う。
児童・生徒の実態を踏まえ、障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に即して、指
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導方法、指導内容や表現が適切な教材・教具を使用します。
（４）自立活動、総合的な学習の時間（高等部については、総合的な学習の時間を総合的な

探究の時間に読み替える）等での取扱いを工夫する。
自立活動の時間では、個人の発達の段階やレディネス（児童・生徒の学習に対する準

備状態）等に応じて個別指導計画に基づいた指導を行います。
また、総合的な学習の時間等で性教育の内容を取り上げる場合には、総合的な学習の

時間等の趣旨やねらいを十分に踏まえて行います。
（５）適正な補助教材を使用する。

　都教育委員会は、平成15年に「都立盲・ろう・養護学校経営調査委員会」を設置し、
都立盲・ろう・養護学校全体の調査を行い必要な改善策を検討しました。
　補助教材については、児童・生徒の発達の段階と学校の性教育のねらいに適正に対
応しているかどうかの視点から選択し、使用することが重要です。

（６）保護者や地域社会の理解・協力を得る。
性教育に関しては、保護者や地域社会の受け止め方や考え方は極めて多様です。指導

内容や指導方法を保護者や地域社会に向けて十分説明し、理解・協力を得て指導計画を
作成します。また、特に心身の成長に関する指導については、保護者に対し事前に十分
説明するとともに、指導時の児童・生徒の様子を伝え、家庭での様子についても情報を
得るなど、家庭や保護者との連携を密にします。

４ 指導体制の整備
特別支援学校における性教育も、全教職員の組織的な協力の下に推進することが重要で

す。そのためには、教職員一人一人が、学級担任や教科担当として、それぞれの立場に応
じた職責や役割及び職務内容を明確にするとともに、校内の指導（協力）体制を整備する
ことが大切です。

（１）各学部、各教科における取組を充実させる。
幼稚部から高等部まで複数の学部が設置されていることから、担任間の連携はもとよ

り、保健体育、家庭、理科など関連の各教科担当教員が、各教科間での連携を図り、指
導内容や指導方法について共通理解して指導に当たることが大切です。
また、複数の教育部門を設置する特別支援学校の場合は、教育部門間で連携しながら、

指導内容や指導方法を充実させることも有効です。
（２）道徳科、特別活動、自立活動、総合的な学習の時間における取組を充実させる。

道徳科、特別活動、自立活動や総合的な学習の時間では、各教科での学習を基に、関
連した補充的な内容や発展的な内容を取扱うことになるため、各教科と連携した綿密な
指導計画の作成が必要です。

（３）個別指導計画等に基づく個別の指導を充実させる。
幼稚部、小学部、中学部及び高等部の各時期における性に関する関心や理解には、個

人差が大きく、集団の指導では理解が不十分なことがあります。
性に関する問題で深刻に悩む児童・生徒や、家庭を離れて生活している児童・生徒も
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導方法、指導内容や表現が適切な教材・教具を使用します。
（４）自立活動、総合的な学習の時間（高等部については、総合的な学習の時間を総合的な

探究の時間に読み替える）等での取扱いを工夫する。
自立活動の時間では、個人の発達の段階やレディネス（児童・生徒の学習に対する準

備状態）等に応じて個別指導計画に基づいた指導を行います。
また、総合的な学習の時間等で性教育の内容を取り上げる場合には、総合的な学習の

時間等の趣旨やねらいを十分に踏まえて行います。
（５）適正な補助教材を使用する。

　都教育委員会は、平成15年に「都立盲・ろう・養護学校経営調査委員会」を設置し、
都立盲・ろう・養護学校全体の調査を行い必要な改善策を検討しました。
　補助教材については、児童・生徒の発達の段階と学校の性教育のねらいに適正に対
応しているかどうかの視点から選択し、使用することが重要です。

（６）保護者や地域社会の理解・協力を得る。
性教育に関しては、保護者や地域社会の受け止め方や考え方は極めて多様です。指導

内容や指導方法を保護者や地域社会に向けて十分説明し、理解・協力を得て指導計画を
作成します。また、特に心身の成長に関する指導については、保護者に対し事前に十分
説明するとともに、指導時の児童・生徒の様子を伝え、家庭での様子についても情報を
得るなど、家庭や保護者との連携を密にします。

４ 指導体制の整備
特別支援学校における性教育も、全教職員の組織的な協力の下に推進することが重要で

す。そのためには、教職員一人一人が、学級担任や教科担当として、それぞれの立場に応
じた職責や役割及び職務内容を明確にするとともに、校内の指導（協力）体制を整備する
ことが大切です。

（１）各学部、各教科における取組を充実させる。
幼稚部から高等部まで複数の学部が設置されていることから、担任間の連携はもとよ

り、保健体育、家庭、理科など関連の各教科担当教員が、各教科間での連携を図り、指
導内容や指導方法について共通理解して指導に当たることが大切です。
また、複数の教育部門を設置する特別支援学校の場合は、教育部門間で連携しながら、

指導内容や指導方法を充実させることも有効です。
（２）道徳科、特別活動、自立活動、総合的な学習の時間における取組を充実させる。

道徳科、特別活動、自立活動や総合的な学習の時間では、各教科での学習を基に、関
連した補充的な内容や発展的な内容を取扱うことになるため、各教科と連携した綿密な
指導計画の作成が必要です。

（３）個別指導計画等に基づく個別の指導を充実させる。
幼稚部、小学部、中学部及び高等部の各時期における性に関する関心や理解には、個

人差が大きく、集団の指導では理解が不十分なことがあります。
性に関する問題で深刻に悩む児童・生徒や、家庭を離れて生活している児童・生徒も

また、個別指導計画を基に、学級担任、教科担当、養護教諭、生活指導担当、教育相
談担当、学校医等の連携を深め、組織的に行い、一人一人に対するきめ細かな指導が重
要です。

５ 障害の程度や発達の段階等に即した指導内容
障害のある児童･生徒に対する性教育の目標、指導内容等は、幼稚園、小学校、中学校及

び高等学校の各校種に準じますが、児童・生徒一人一人の障害の状態や特性及び心身の発
達の段階の生活経験等を十分に考慮し、その状況に適したものによって系統的・計画的に
指導する必要があります。
また、複数の障害を併せ有する児童･生徒に対する指導内容は、その障害種別の指導の

内容等を参考に、障害の状態や特性等に即して、個に応じた課題が達成できるようにする
ことが重要です。

Ⅱ 障害に応じた指導上の配慮事項

１ 視覚障害者である幼児・児童・生徒への配慮事項
視覚障害者である幼児・児童・生徒（以下「児童・生徒等」という。）は、視覚からの

情報が十分に取り入れられず、情報量が少なくなりがちであるため、物事の認識が断片的
になったり、曖昧になったりしやすくなります。
指導に際しては、身の回りの具体的な事物・事象や動作と言葉を結び付けて、基礎的な

概念の形成を図ることが重要です。
教材・教具の使用に当たっては、児童・生徒等の見え方の状態を考慮し、効果的に学習

できるようにするため、全盲の児童・生徒等に対しては主として触覚や聴覚を活用し、弱
視の児童・生徒に対しては見えやすい条件を整えるなど主として視覚を活用した指導を行
うことが大切です。

２ 聴覚障害者である児童・生徒等への配慮事項
聴覚障害者である児童・生徒等は、聴覚からの情報が少ないことから、状況や場面によ

って言葉のもつ細かなニュアンスの違いなどの理解が難しいことがあります。
指導に際しては、聴覚障害者である児童・生徒等とそうでない児童・生徒等では、身体

的発育には大きな違いは見られませんが、障害の程度によって心身の発育・発達には個人
差があるため、児童・生徒等の発達の段階に応じた指導を系統的・計画的に行うことが必
要です。
教材・教具の使用に当たっては、聴覚からの情報が少ないため、目で見て分かる映像資

料やＩＣＴ機器等の視覚教材を児童・生徒の発達の段階や実態に応じて工夫することが大
切です。

いるなど、児童・生徒の障害の実態やレディネス等は様々であるため、発達の段階別の
グループ指導や男女別のグループ指導、個別指導を充実させる必要があります。
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３ 肢体不自由者である児童・生徒への配慮事項
肢体不自由者である児童・生徒は、自分で身体を動かすことができる者から、日常生活

のほぼ全てにおいて援助を必要とする者まで幅広く在籍していますが、日々の活動範囲が
限られてしまうことは共通しており、社会経験の少ない児童・生徒が少なくありません。

指導に際しては、障害によりボディイメージをもちにくいことや、自分自身の障害理解
と受容の程度が、自己の思春期に起こる身体の変化を理解したり受け入れたりすることに
大きく影響する場合があること等を踏まえ、児童・生徒一人一人に正しい知識を分かりや
すく伝えることが必要です。

教材の使用に当たっては、児童・生徒が、ＩＣＴ機器やコンピュータ等を積極的に活用
し、経験の不足や偏りを補ったり、身体面の負担を少なく自分で操作をして体験できるよ
うに、既製の教材・教具に改良を加えて使いやすくしたりして、意欲的、効果的な学習が
できるようにすることが大切です。

４ 病弱者である児童・生徒への配慮事項
病弱者である児童・生徒に対しては、主治医等と連携して、健康の回復・改善を図り、

生活の自己管理ができるようにする自立活動の指導とともに、各教科等の基礎的・基本的
な学力の定着に努めており、病院内の分教室では、ベッドサイドでの授業も行っています。

指導に際しては、医師や看護師など医療機関のスタッフや家族と十分な連携を図るとと
もに、前籍校の担任・養護教諭や地域の医療機関・相談機関との連携が重要です。

教材・教具の使用に際しては、既製の教材・教具に改良を加えて使いやすくすることや
身体面の負担を少なくするなど、運動制限等がある児童・生徒に考慮することが必要です。
ＩＣＴ機器等を積極的に活用し、経験の不足を補ったり、児童・生徒が自分で操作したり
できるようにして、学習効果を高めることが大切です。

５ 知的障害者である児童・生徒への配慮事項
知的障害者である児童・生徒は、習得した知識が生活に結び付きにくいことや、場面や

状況を理解した上での適切な判断や行動が難しい場合が多いため、生活に結び付く具体的、
実際的な内容を指導内容に位置付け、個別指導計画に基づく個に応じた指導を丁寧に行う
必要があります。

学習指導要領の各教科等の目標・内容から、児童・生徒の心身の発達の段階等に応じて、
指導内容を選択・組織し、指導計画を作成します。

指導に際しては、児童・生徒一人一人の心身の発育・発達に応じて、日常生活の基礎的・
基本的事項を身に付けさせるとともに、生命の尊さに気付かせ、相手や自分の立場を理解
し、互いに協力して役割や責任を果たすことへの意欲や態度を育てることが重要です。

教材・教具の使用に当たっては、児童・生徒の発達の段階に応じて、補助具等を工夫す
るとともに、目的が達成しやすいように、スモールステップでの段階的な指導を行うなど
して、児童・生徒の学習活動への意欲が育つよう指導することが大切です。

また、使用する教材が、学習指導要領の趣旨や内容を適切に踏まえたものとなっている
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３ 肢体不自由者である児童・生徒への配慮事項
肢体不自由者である児童・生徒は、自分で身体を動かすことができる者から、日常生活

のほぼ全てにおいて援助を必要とする者まで幅広く在籍していますが、日々の活動範囲が
限られてしまうことは共通しており、社会経験の少ない児童・生徒が少なくありません。

指導に際しては、障害によりボディイメージをもちにくいことや、自分自身の障害理解
と受容の程度が、自己の思春期に起こる身体の変化を理解したり受け入れたりすることに
大きく影響する場合があること等を踏まえ、児童・生徒一人一人に正しい知識を分かりや
すく伝えることが必要です。

教材の使用に当たっては、児童・生徒が、ＩＣＴ機器やコンピュータ等を積極的に活用
し、経験の不足や偏りを補ったり、身体面の負担を少なく自分で操作をして体験できるよ
うに、既製の教材・教具に改良を加えて使いやすくしたりして、意欲的、効果的な学習が
できるようにすることが大切です。

４ 病弱者である児童・生徒への配慮事項
病弱者である児童・生徒に対しては、主治医等と連携して、健康の回復・改善を図り、

生活の自己管理ができるようにする自立活動の指導とともに、各教科等の基礎的・基本的
な学力の定着に努めており、病院内の分教室では、ベッドサイドでの授業も行っています。

指導に際しては、医師や看護師など医療機関のスタッフや家族と十分な連携を図るとと
もに、前籍校の担任・養護教諭や地域の医療機関・相談機関との連携が重要です。

教材・教具の使用に際しては、既製の教材・教具に改良を加えて使いやすくすることや
身体面の負担を少なくするなど、運動制限等がある児童・生徒に考慮することが必要です。
ＩＣＴ機器等を積極的に活用し、経験の不足を補ったり、児童・生徒が自分で操作したり
できるようにして、学習効果を高めることが大切です。

５ 知的障害者である児童・生徒への配慮事項
知的障害者である児童・生徒は、習得した知識が生活に結び付きにくいことや、場面や

状況を理解した上での適切な判断や行動が難しい場合が多いため、生活に結び付く具体的、
実際的な内容を指導内容に位置付け、個別指導計画に基づく個に応じた指導を丁寧に行う
必要があります。

学習指導要領の各教科等の目標・内容から、児童・生徒の心身の発達の段階等に応じて、
指導内容を選択・組織し、指導計画を作成します。

指導に際しては、児童・生徒一人一人の心身の発育・発達に応じて、日常生活の基礎的・
基本的事項を身に付けさせるとともに、生命の尊さに気付かせ、相手や自分の立場を理解
し、互いに協力して役割や責任を果たすことへの意欲や態度を育てることが重要です。

教材・教具の使用に当たっては、児童・生徒の発達の段階に応じて、補助具等を工夫す
るとともに、目的が達成しやすいように、スモールステップでの段階的な指導を行うなど
して、児童・生徒の学習活動への意欲が育つよう指導することが大切です。

また、使用する教材が、学習指導要領の趣旨や内容を適切に踏まえたものとなっている

かを十分に確認することも必要です。
在籍する児童・生徒の状況から校長が判断し、学習指導要領に示されていない内容を指

解を得た児童・生徒を対象に個別指導（グループなど同時指導も可）を実施することなど

６ 通常の学級や特別支援学級に在籍する特別な支援を要する児童・生徒への配慮事項
言語障害、情緒障害、自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など、特別な支援を要す

る児童・生徒に対しては、上記の各障害種への配慮事項をはじめ特別支援学校学習指導要
領や教育支援資料（文部科学省 平成 25年 10月）等を活用し、個々の実態に応じた指
導を行う必要があります。

Ⅲ 家庭・地域・関係機関との連携
特別支援学校における性教育を適切かつ効果的に行うためには、以下のような視点から、

家庭や関係機関等の理解と協力を得るとともに、地域社会と連携して行われることが大切
です。

１ 全体計画・年間指導計画・個別指導計画の保護者への提示
全体計画・年間指導計画・個別指導計画は、保護者に提示し、性教育の目標・内容を保

護者に十分に説明するとともに、保護者の願いや評価等を考慮して計画していくことが必
要です。

２ 授業参観等の実施
保護者や地域の関係者等の理解と協力を得るために、学校公開による授業参観や文化祭

等の学校行事を利用して、積極的に理解・啓発活動を行うことが大切です。
また、家庭との連携を強化するためには、家族の願いを把握することや、学校行事での

取組や保護者向けの講演会、保護者会の実施等が考えられます。

３ 性被害防止等の情報提供・啓発活動
保護者の意識啓発を図るためには、夏季休業前などの時期を捉えて性被害防止等、生活

指導上の問題を取り上げていくことが効果的です。
家庭との連絡帳や各種の便りにより、情報収集・提供を行い、保健の内容や実施後の児

童・生徒の感想等も掲載して、家庭との連携を深めるなど、学校の考え方や取組と家庭教
育を適切に結び付けることが重要です。

４ 地域の情報収集
性に関わる問題行動の予防や指導に当たっては、地域の人々や関係機関との連携が不可

欠なことから、日頃から地域の保健所、医療機関、警察、進路先や福祉施設等との連携を
密にし、必要な情報を得ることが大切です。
また、日頃より主治医をはじめとする医療機関との連携を密にし、児童・生徒等の心身

面の変化を見逃さず情報交換をし、整理して実践に役立てるようにする必要があります。

導する必要がある場合には、事前に学習指導案を保護者全員に説明し、保護者の理解・了

が考えられます。
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よ
り

よ
い

人
間

関
係

の
形

成
（

特
別

活
動

）
 

友
情

・
信

頼
（

道
徳

）
 

家
族

愛
・

家
庭

生
活

の
充

実
（

道
徳

）
 

け
が

の
防

止
（

体
育

・
保

健
領

域
）

 
・

犯
罪

被
害

の
防

止

心
身

と
も

に
健

康
で

安
全

な
生

活
態

度
の

形
成

（
特

別
活

動
）

 
・

SN
S

等
に

よ
る

被
害

防
止

心
身

の
機

能
の

発
達

と
心

の
健

康
（

保
健

体
育

・
保

健
分

野
）

 
・

成
熟

の
変

化
に

伴
う

適
切

な
行

動
等

男
女

相
互

の
理

解
と

協
力（

特
別

活
動

）

心
身

と
も

に
健

康
で

安
全

な
生

活
態

度
や

習
慣

の
形

成
（

特
別

活
動

）
 

・
SN

S
等

に
よ

る
被

害
・

加
害

防
止

自
他

の
個

性
の

理
解

と
尊

重
、

よ
り

よ
い

人
間

関
係

の
形

成
（

特
別

活
動

）

相
互

理
解

・
寛

容
（

道
徳

）
 

家
族

・
家

庭
生

活
（

技
術

・
家

庭
）

 
家

族
・

家
庭

生
活

（
家

庭
）

 

生
涯

を
通

じ
る

健
康

（
保

健
）

 
・

生
涯

の
各

段
階

に
お

け
る

健
康

 

人
の

一
生

と
家

族・
家

庭
及

び
福

祉 （
家

庭
） 

・
青

年
期

の
自

立
と

家
族

・
家

庭
 

生
涯

の
生

活
設

計
（

家
庭

）
 

・
ラ

イ
フ

ス
タ

イ
ル

と
生

活
設

計
 

現
代

社
会

と
人

間
と

し
て

の
在

り
方

生
き

方
（

現
代

社
会

）
 

・
青

年
期

と
自

己
の

形
成

 

情
報

社
会

の
課

題
と

情
報

モ
ラ

ル（
情

報
） 

・
情

報
化

が
社

会
に

及
ぼ

す
影

響
と

課
題

適
応

と
成

長
及

び
健

康
安

全
（

特
別

活
動

・
ホ

ー
ム

ル
ー

ム
活

動
）

 
・

男
女

相
互

の
理

解
と

協
力

 

心
身

の
健

康
と

健
全

な
生

活
態

度
や

規
律

あ
る

習
慣

の
確

立
（

特
別

活
動

）
 

・
SN

S
等

に
よ

る
被

害
・

加
害

防
止

 

体
の

発
育

・
発

達（
体

育
・

保
健

領
域

） 
・

異
性

へ
の

関
心

 
心

の
健

康
（

体
育

・
保

健
領

域
）

 
・

心
の

発
達

 
・

不
安

や
悩

み
な

ど
へ

の
対

処
 

心
身

の
機

能
の

発
達

と
心

の
健

康
（

保
健

体
育

・
保

健
分

野
）

 
・

精
神

機
能

の
発

達
と

自
己

形
成

 
・

欲
求

や
ス

ト
レ

ス
へ

の
対

処
と

心
の

健
康

思
春

期
の

不
安

や
悩

み
の

解
決

、
性

的
な

発
達

へ
の

対
応

（
特

別
活

動
）

 

現
代

社
会

と
健

康
（

保
健

）
 

・
精

神
の

健
康

 

人
の

一
生

と
家

族・
家

庭
及

び
福

祉（
家

庭
） 

・
青

年
期

の
自

立
と

家
族

・
家

庭
 

適
応

と
成

長
及

び
健

康
安

全
（

特
別

活
動

・
ホ

ー
ム

ル
ー

ム
活

動
）

 
・

青
年

期
の

悩
み

や
課

題
と

そ
の

解
決

 

生
命

の
尊

さ
（

道
徳

）
 

自
分

自
身

の
成

長
（

生
活

）
 

体
の

発
育

・
発

達（
体

育
・

保
健

領
域

） 
 

・
体

の
発

育
・

発
達

 
 

・
思

春
期

の
体

の
変

化
 

健
康

な
生

活
（

体
育

・
保

健
領

域
）

 
 

・
体

の
清

潔
 

基
本

的
な

生
活

習
慣

の
形

成
（

特
別

活
動

）
 

病
気

の
予

防
（

体
育

・
保

健
領

域
）

・
病

原
体

が
主

な
要

因
と

な
っ

て
起

こ
る

病
気

の
予

防
 

心
身

の
機

能
の

発
達

と
心

の
健

康
（

保
健

体
育

・
保

健
分

野
）

 
・

生
殖

に
関

わ
る

機
能

の
成

熟

健
康

な
生

活
と

疾
病

の
予

防
（

保
健

体
育

・
保

健
分

野
）

 
・

エ
イ

ズ
及

び
性

感
染

症
の

予
防

生
物

の
進

化
と

系
統

（
生

物
）

 

現
代

社
会

と
健

康
（

保
健

）
 

・
健

康
の

保
持

増
進

と
疾

病
の

予
防

 

生
涯

を
通

じ
る

健
康

（
保

健
）

 
・

生
涯

の
各

段
階

に
お

け
る

健
康

 

情
緒

の
安

定
（

自
立

活
動

 
心

理
的

な
安

定
）

 

他
者

と
の

か
か

わ
り

の
基

礎
 

 
（

自
立

活
動

 
人

間
関

係
の

形
成

） 

他
者

の
意

図
や

感
情

の
理

解
 

（
自

立
活

動
 

人
間

関
係

の
形

成
）

 

自
己

の
理

解
と

行
動

の
調

整
 

（
自

立
活

動
 

人
間

関
係

の
形

成
）

 

事
例
１

 
P.

11
8 

事
例
２

P.
12

0

特
別
支
援
学
校
（
知
的
障
害
特
別
支
援
学
校
、
知
的
障
害
を
併
せ
有
す
る
教
育
課
程
及
び
自
立
活
動
を
主
と
す
る
教
育
課
程
）

性
教
育
に
関
す
る
主
な
学
習
内
容

小
学
部

中
学
部

高
等
部

留
意
点

低
学
年

中
学
年

高
学
年

生 命 尊 重

・
本
表
は
、
知
的
障
害
特
別
支
援
学
校
ま
た
は
そ
の
他

の
障
害
種
の
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
、
知
的
障
害
を

併
せ
有
す
る
の
教
育
課
程
及
び
自
立
活
動
を
主
と
す

る
教
育
課
程
で
学
習
す
る
児
童
・
生
徒
を
対
象
と
し
て

作
成
し
て
お
り
、
後
掲
さ
れ
て
い
る
指
導
事
例
の
う

ち
、
本
表
を
基
に
し
て
い
る
も
の
に
は
、「
対
象
」
の

欄
に
「（
知
）」
と
記
し
て
い
る
。

・
特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
に
示
さ
れ
て
い
る
知

的
障
害
特
別
支
援
学
校
の
各
教
科
等
の
学
習
内
容
は
、

そ
の
障
害
特
性
か
ら
学
年
別
で
は
な
く
段
階
別
に
示

さ
れ
て
い
る
。（
小
学
部
３
段
階
、
中
学
部
２
段
階
、

高
等
部
２
段
階
）

・
本
表
で
は
、
小
学
部
の
学
習
内
容
を
低
学
年
は
１
段

階
、
中
学
年
は
２
段
階
、
高
学
年
は
３
段
階
と
し
て
示

し
て
い
る
が
、
こ
の
区
分
に
関
わ
ら
ず
、
児
童
・
生
徒

の
障
害
の
状
態
や
特
性
及
び
心
身
の
発
達
の
段
階
等

に
応
じ
て
、
学
習
内
容
を
編
成
す
る
。

ま
た
、上

記
の
観
点
か
ら
小
学
部
の「

社
会
的
側
面
」

に
示
し
た
「
自
立
活
動
」
に
関
す
る
指
導
内
容
に
つ
い

て
は
、
児
童
・
生
徒
の
実
態
や
課
題
に
応
じ
、
必
要
な

学
部
・
学
年
段
階
で
学
習
内
容
を
設
定
す
る
。

・
特
別
支
援
学
級
に
在
籍
す
る
児
童
・
生
徒
や
知
的
障

害
特
別
支
援
学
校
高
等
部
の
就
業
技
術
科
等
に
在
籍

す
る
生
徒
に
対
し
て
は
、
本
表
と
前
ペ
ー
ジ
「
特
別
支

援
学
校
（
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
準
ず
る
教

育
課
程
）
性
教
育
に
関
す
る
主
な
学
習
内
容
」
の
両
方

の
内
容
を
参
考
に
指
導
計
画
を
編
成
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
。

・
知
的
障
害
の
あ
る
児
童
・
生
徒
は
、
学
級
や
学
習
グ

ル
ー
プ
な
ど
集
団
で
の
一
斉
指
導
で
は
、
そ
の
学
習
内

容
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
も
多
く

見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
保
護
者
の
理

解
を
得
な
が
ら
、
個
別
指
導
を
行
う
こ
と
も
重
要
な
ポ

イ
ン
ト
と
な
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
や
絵
カ
ー
ド
・

写
真
な
ど
の
視
覚
的
教
材
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
児

童
・
生
徒
の
学
習
内
容
理
解
と
定
着
が
一
層
図
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
。

生 物 的 側 面 心 理 的 側 面 社 会 的 側 面
よ
り
よ
い
人
間
関
係
の
形
成
（
特
別
活
動
）

友
情
・
信
頼
（
道
徳
）

家
族
愛
・
家
庭
生
活
の
充
実
（
道
徳
）

健
康
管
理
や
余
暇
の
過
ご
し
方
の
理
解

（
職
業
・
家
庭
２
段
階
）

心
身
と
も
に
健
康
で
安
全
な
生
活
態
度

の
形
成
（
特
別
活
動
）

・
等
に
よ
る
被
害
防
止

健
康
・
安
全
に
つ
い
て
の
課
題
把
握
、工

夫
点
の
他
者
へ
の
伝
達
（
保
健
体
育
２
段
階
）

男
女
相
互
の
理
解
と
協
力
（
特
別
活
動
）

心
身
と
も
に
健
康
で
安
全
な
生
活
態
度

や
習
慣
の
形
成
（
特
別
活
動
）

・
等
に
よ
る
被
害
・
加
害
防
止

自
他
の
個
性
の
理
解
と
尊
重
、
よ
り
よ
い
人
間
関
係
の
形
成
（
特
別
活
動
）

相
互
理
解
・
寛
容
（
道
徳
）

身
近
な
人
と
の
関
わ
り（

生
活
３
段
階
）

心
身
の
発
育
・
発
達
に
応
じ
た
適
切
な

行
動
の
理
解
（
保
健
体
育
２
段
階
）

情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
き
ま
り
や
マ

ナ
ー
の
理
解
と
実
習
（
情
報
２
段
階
）

適
応
と
成
長
及
び
健
康
安
全
（
特
別
活

動
・
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
）

・
男
女
相
互
の
理
解
と
協
力

生
命
の
尊
重
と
心
身
と
も
に
健
康
で

安
全
な
生
活
態
度
や
規
律
あ
る
習
慣

の
確
立
（
特
別
活
動
）

・
等
に
よ
る
被
害
・
加
害
防
止

体
の
発
達
・
心
理
的
変
化

（
特
別
活
動
）

心
の
健
康
・
異
性
へ
の
関
心

（
特
別
活
動
）

自
分
の
成
長
と
家
族
、
家
庭
生
活
と

役
割
（
職
業
・
家
庭
１
～
２
段
階
）

思
春
期
の
不
安
や
悩
み
の
解
決
、
性
的

な
発
達
へ
の
対
応
（
特
別
活
動
）

家
族
の
役
割
理
解
と
家
庭
づ
く
り
の

役
割
実
践
（
家
庭
２
段
階
）

生
命
の
尊
さ
（
道
徳
）

健
康
な
生
活
に
必
要
な
事
柄
の
理
解

（
体
育
１
段
階
）

健
康
な
生
活
に
必
要
な
事
柄
の
実
践

（
体
育
２
段
階
）

基
本
的
な
生
活
習
慣
の
形
成
（
自
立
活
動
・
日
常
生
活
の
指
導
・
生
活
単
元
学
習
）

健
康
や
身
体
の
変
化
の
理
解

（
体
育
３
段
階
）

体
の
発
育
・
発
達
や
け
が
の
防
止
、

疾
病
の
予
防
（
保
健
体
育
２
段
階
）

生
活
に
必
要
な
健
康
・
安
全
に
関
す
る

事
項
の
理
解
（
保
健
体
育
２
段
階
）

場
に
応
じ
た
適
切
な
生
活
習
慣
の
確
立

（
自
立
活
動
・
日
常
生
活
の
指
導
）

基
本
的
な
生
活
習
慣
の
確
立

（
自
立
活
動
・
日
常
生
活
の
指
導
）

衣
服
の
着
用
と
手
入
れ
（
職
業
・
家
庭

１
～
２
段
階
）

情
緒
の
安
定
（
自
立
活
動

心
理
的
な
安
定
）

他
者
と
の
か
か
わ
り
の
基
礎

（
自
立
活
動

人
間
関
係
の
形
成
）

他
者
の
意
図
や
感
情
の
理
解

（
自
立
活
動

人
間
関
係
の
形
成
）

自
己
の
理
解
と
行
動
の
調
整

（
自
立
活
動

人
間
関
係
の
形
成
）

事
例
３

事
例
４

事
例
６

事
例
７

事
例
９

事
例事
例
８

事
例
５

青
年
期
の
悩
み
や
課
題
と
そ
の
解
決

（
特
別
活
動
）

心
身
と
も
に
健
康
で
安
全
な
生
活
態
度

や
習
慣
の
形
成
（
特
別
活
動
）

生
命
の
尊
重
と
心
身
と
も
に
健
康
で

安
全
な
生
活
態
度
や
規
律
あ
る
習
慣

の
確
立
（
特
別
活
動
）
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

健康診断を受けよう
対象：（準）小学部第 1学年 教科・領域等：特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・学級活動

２ 題材設定の理由
児童の中には健康診断や医師による診察に恐怖心や抵抗感をもち、適切に健康診断を受けることができ

ない場合がある。
入学後間もないこの時期に、保健室や養護教諭との良好な関係を築き、落ち着いて保健室の利用ができる

ようにすることが重要である。また、健康診断実施の前に保健室を活用した事前学習を行うことで、見通し
をもち落ち着いて健康診断を受けられるようになることも目的としている。
保健室の利用や養護教諭や医師の観察を抵抗感なく受け入れられるようになることで、自分の体や健康状

態に意識を向け、健康な学校生活につなげるため、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準
１
本時

・健診の受診方法や
流れを理解する。

・病院や健診に関係する絵本などを見る。
・保健室を来室し、模擬健診を受ける。

・健診を受けることの見通しをも
っている。

４ 本時の指導
(1) 指導のねらい
・落ち着いて模擬健診に取り組むことができるようにする。
・健診を受ける姿勢を一定時間とることができるようにする。

(2) 学習方法
・教室で病院や医師の出てくる絵本を見る。
・医師をイメージさせるような服装をした養護教諭から、実際の健診の流れに沿って模擬健診を受ける。

指導事例１

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
小学部又は中学部の特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の

取扱いについては、それぞれ小学校学習指導要領第６章又は中学校学習指導要領第５章に示すものに準ず
るほか、次に示すところによるものとする。
１ 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合同で行うなどして、少人数からくる種々の制約を解消
し、活発な集団活動が行われるようにする必要があること。

２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を
通して小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共
にしたりする機会を積極的に設ける必要があること。その際、児童又は生徒の障害の状態や特性等を考
慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、
個々の児童又は生徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を
定め、具体的に指導する必要があること。

小学校学習指導要領
(２) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全
に行動すること。

生物的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

健康診断を受けよう
対象：（準）小学部第 1学年 教科・領域等：特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・学級活動

２ 題材設定の理由
児童の中には健康診断や医師による診察に恐怖心や抵抗感をもち、適切に健康診断を受けることができ

ない場合がある。
入学後間もないこの時期に、保健室や養護教諭との良好な関係を築き、落ち着いて保健室の利用ができる

ようにすることが重要である。また、健康診断実施の前に保健室を活用した事前学習を行うことで、見通し
をもち落ち着いて健康診断を受けられるようになることも目的としている。
保健室の利用や養護教諭や医師の観察を抵抗感なく受け入れられるようになることで、自分の体や健康状

態に意識を向け、健康な学校生活につなげるため、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本時

・健診の受診方法や
流れを理解する。

・病院や健診に関係する絵本などを見る。
・保健室を来室し、模擬健診を受ける。

・健診を受けることの見通しをも
っている。

４ 本時の指導
(1) 指導のねらい
・落ち着いて模擬健診に取り組むことができるようにする。
・健診を受ける姿勢を一定時間とることができるようにする。

(2) 学習方法
・教室で病院や医師の出てくる絵本を見る。
・医師をイメージさせるような服装をした養護教諭から、実際の健診の流れに沿って模擬健診を受ける。

指導事例１

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
小学部又は中学部の特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の

取扱いについては、それぞれ小学校学習指導要領第６章又は中学校学習指導要領第５章に示すものに準ず
るほか、次に示すところによるものとする。
１ 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合同で行うなどして、少人数からくる種々の制約を解消
し、活発な集団活動が行われるようにする必要があること。

２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を
通して小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共
にしたりする機会を積極的に設ける必要があること。その際、児童又は生徒の障害の状態や特性等を考
慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、
個々の児童又は生徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を
定め、具体的に指導する必要があること。

小学校学習指導要領
(２) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ウ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成

現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事故、災害等から身を守り安全
に行動すること。

(3) 評価規準
・落ち着いて保健室を訪問し、模擬健診を受けている。

(4) 指導上の配慮事項
・嫌がる児童には無理をしないようにする。
・児童の腹部や胸部には直接触れないようにする。必要な場合はゴム手袋を付け、器具等はその都度消毒す
るなどし、衛生面に注意する。

・児童の実態に応じて、スモールステップで事前指導を行う。
(5) 展開
時間 学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 教室で病院や健
診に関係する絵本
などを見る。

２ 保健室で模擬健
診を受けることを
知る。

３ 廊下に整列し、保
健室へ移動する。

○児童とともに保健室のドア
をノックし、挨拶をする。

４ 担任とともに保
健室に来室し、養護
教諭に挨拶する。

５ 保健室に入室し、
順番に模擬検査用
のベッドに横にな
る。
・横になり、姿勢を
まっすぐにする。

・上着をめくり胸部
を出す。

・ベッド上で５まで
数える。

６ 医師役の養護教
諭にお礼を言う。

○「心電図検査」の絵カードを
示し、練習内容を伝える。

○養護教諭は白衣を着用をす
る。

○活動内容は児童に応じて変
更する。

○上着をめくるときはカーテ
ンを引き、胸部にはタオルを
かける。

○数える長さは、児童によって
調整する。

○わずかな時間でもベッドで
横になれたことを賞賛する。

●落ち着いて
保健室を訪
問し、模擬健
診を受けて
いる。

７ 健康診断の日程
を確認する。

○当日も安心して健診が受け
られるよう自信をもたせら
れるように本時で頑張った
ことを伝える。

指導のポイント

導入の工夫
・普段から保健室への
親しみをもたせてお
くようにする。

使用する教材
・保健室の写真、検査
器具、検査器具の写
真、絵本、くすぐり
遊び教材を準備す
る。

個別指導、個人差への
配慮
・必要に応じて、個別
指導により健診への
抵抗感を軽減できる
ようにする。

・健診を待つ児童に対
しては、病院等での
過ごし方を意識し、
待ち方について指導
する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・車いすからベッドへ
の移乗の際は、安全
に留意する。

●聴覚障害
・実物のほか、絵カー
ド等で活動の意図を
理解し見通しがもて
るようにする。

●視覚障害
・検査器具に触れ、イメー
ジがもてるようにする。

・事前に保健室内の環境を
把握し、安全に入室でき
るようにする。

●病弱
・入院中の児童につい
ては、病院と連携し
検査や治療等への不
安を和らげるような
指導を行う。

導
入

展
開

ま
と
め
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

ストレスへの対処

対象：（準）中学部第１学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け

保健体育科・保健分野「心身の機能の発達と心の健康」

２ 単元設定の理由
体の変化とともに心も変化していく思春期に、心と体は相互に影響し合っていることやストレスは心身に

影響を与えることがあることを理解することで、ストレスに適切に対処し、心の健康を保つことができるよ
うになるために、本単元を設定した。

３ 単元計画（10時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１～４

・心身の機能は生活経験など
の影響を受けながら年齢と
ともに発達することについ
て理解できるようにする。

・身体機能の発達、生殖に
関わる機能の成熟につい
て知る。

・心身の機能の発達と心の健康
について理解を深めるとと
もに、ストレスへの対処をす
ることができる。

・心身の機能の発達と心の健康
について、課題を発見し、そ
の解決に向けて思考し判断
するとともに、それらを表現
することができる。

・生涯を通じて心身の健康の保
持増進を目指し、明るく豊か
な生活を営む態度を身に付
けている。

５～10

本時
（6時間目）

・心の健康を保持増進する方
法についても理解できるよ
うにする。

・ストレスへの対処ができる
ようにする。

・精神機能の発達と自己形
成、欲求やストレスへの
対処と心の健康について
知る。

４ 本時の指導（全10時間中６時間目）
(1) 指導のねらい
・ストレスへの適切な対処と心の健康について、課題の解決に向けての話合いや意見交換などの学習活動
に意欲的に取り組ませる。

・心の健康を保つためには、適切なストレス解消方法を身に付ける必要があることを理解することができ
る。

指導事例２

中学校学習指導要領
心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身

に付けることができるよう指導する。
ア 心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに、ストレスへの対処をすること。

(ｱ) 身体には、多くの器官が発育し、それに伴い、様々な機能が発達する時期があること。また、発育・
発達の時期やその程度には、個人差があること。

(ｲ) 思春期には、内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟すること。また、成熟に伴う変化に対応
した適切な行動が必要となること。

(ｳ) 知的機能、情意機能、社会性などの精神機能は、生活経験などの影響を受けて発達すること。また、
思春期においては、自己の認識が深まり、自己形成がなされること。

(ｴ) 精神と身体は、相互に影響を与え、関わっていること。欲求やストレスは、心身に影響を与えること
があること。また、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処する必要があること。

イ 心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、そ
れらを表現すること。

心理的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

ストレスへの対処

対象：（準）中学部第１学年 教科・領域等：保健体育科
１ 教育課程上の位置付け

保健体育科・保健分野「心身の機能の発達と心の健康」

２ 単元設定の理由
体の変化とともに心も変化していく思春期に、心と体は相互に影響し合っていることやストレスは心身に

影響を与えることがあることを理解することで、ストレスに適切に対処し、心の健康を保つことができるよ
うになるために、本単元を設定した。

３ 単元計画（10時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１～４

・心身の機能は生活経験など
の影響を受けながら年齢と
ともに発達することについ
て理解できるようにする。

・身体機能の発達、生殖に
関わる機能の成熟につい
て知る。

・心身の機能の発達と心の健康
について理解を深めるとと
もに、ストレスへの対処をす
ることができる。

・心身の機能の発達と心の健康
について、課題を発見し、そ
の解決に向けて思考し判断
するとともに、それらを表現
することができる。

・生涯を通じて心身の健康の保
持増進を目指し、明るく豊か
な生活を営む態度を身に付
けている。

５～10

本時
（6時間目）

・心の健康を保持増進する方
法についても理解できるよ
うにする。

・ストレスへの対処ができる
ようにする。

・精神機能の発達と自己形
成、欲求やストレスへの
対処と心の健康について
知る。

４ 本時の指導（全10時間中６時間目）
(1) 指導のねらい
・ストレスへの適切な対処と心の健康について、課題の解決に向けての話合いや意見交換などの学習活動
に意欲的に取り組ませる。

・心の健康を保つためには、適切なストレス解消方法を身に付ける必要があることを理解することができ
る。

指導事例２

中学校学習指導要領
心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決を目指した活動を通して、次の事項を身

に付けることができるよう指導する。
ア 心身の機能の発達と心の健康について理解を深めるとともに、ストレスへの対処をすること。

(ｱ) 身体には、多くの器官が発育し、それに伴い、様々な機能が発達する時期があること。また、発育・
発達の時期やその程度には、個人差があること。

(ｲ) 思春期には、内分泌の働きによって生殖に関わる機能が成熟すること。また、成熟に伴う変化に対応
した適切な行動が必要となること。

(ｳ) 知的機能、情意機能、社会性などの精神機能は、生活経験などの影響を受けて発達すること。また、
思春期においては、自己の認識が深まり、自己形成がなされること。

(ｴ) 精神と身体は、相互に影響を与え、関わっていること。欲求やストレスは、心身に影響を与えること
があること。また、心の健康を保つには、欲求やストレスに適切に対処する必要があること。

イ 心身の機能の発達と心の健康について、課題を発見し、その解決に向けて思考し判断するとともに、そ
れらを表現すること。

(2) 学習方法
・自分自身の考えや体験について話し合う。
・ワークシートや絵カードにより、視覚的に理解する。

(3) 評価 規準
・ストレスが心身に与える影響について理解している。
・欲求やストレスに適切に対処する方法を身に付けている。 

(4) 指導上の配慮事項
・生徒一人一人に合わせて、ワークシートを活用したり、発言させたりするようにする。
・障害があるために生ずる生徒の悩みや葛藤を予測し、それを乗り越えられるようなる指導や支援を行う。
・イライラしたり、落ち込んだりすることは、誰にでもあることを踏まえる。

(5) 展開

時間 学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 最近、イライラし

たり、落ち込んだり
したことについて、
自分の経験を思い出
し、発言する。

２ イライラしたり、
落ち込んだりした原
因を考える。

○生徒の発言をもとに
板書する。

○発言ができない生徒
に対して、具体例を挙
げて発言を促す。

３ ストレスについて
絵カードを見て理解
する。

４ 思春期はストレス
を感じやすい時期で
あることを理解す
る。

○具体的な例を絵カー
ドで示す。

○ストレス=悪いイメー
ジをもちやすいが、成
長に必要なストレス
もあることを伝える。

●ストレスが心身
に与える影響に
ついて理解して
いる。

５ ストレスを解消す
るための方法を考
え、発表したり、意
見交換をしたりす
る。

○生徒の発言をしっか
り聞き取り、板書す
る。

○今後、ストレスマネジ
メントの学習をする
ことを伝える。

●欲求やストレス
に適切に対処す
る方法を身に付
けている。

指導のポイント

ストレスとはどのようなものでしょうか。

導入の工夫
・今までの自分自身を

振り返り、実体験を
語ることができるよ
うにする。

使用する教材
・絵カード、ワークシ

ートを準備する。
・ＳＯＳの出し方に関

する教育を推進する
ための指導資料「自
分を大切にしよう」
（東京都教育委員会
平成 30 年２月）のＤ
ＶＤ教材を活用する
こともできる。思春期の心身の発達と欲求やストレスについて考えてみよう。

個別指導、個人差への
配慮
・生徒の障害を起因と

するストレスと、そ
れ以外のものについ
て配慮する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・ワークシートへの記

入が困難な場合は、
視線入力やタブレッ
ト端末等のＩＣＴ機
器を活用する。

●聴覚障害
・ストレスとはどの様

な状態なのか、イラ
スト等で具体的なイ
メージが共有できる
ようにする。

●視覚障害
・場面ごとの心の状況

を粘土等で生徒に表
現させることによっ
て、イメージを実感
させる。

●病弱
・入院中は、制限された環

境内で可能な外レスへ
の対処方法を考える。

・治療等、受け入れなけれ
ばならないストレスも
あることを考慮する。

導
入

展
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

宿泊的行事の事前学習―風呂に入ろう―

対象：（知）小学部第４学年 教科・領域等：生活単元学習
１ 教育課程上の位置付け

生活単元学習「宿泊的行事の事前学習―風呂に入ろう―」

２ 単元設定の理由
小学部のこの時期は、身長や体重の増加など身体面の変化に驚きや戸惑いを感じることが多く、精

神面でも自我の発達や児童によっては男女差について意識することも出てくる。また、学校生活面
では、宿泊的行事を経験し、入浴や布団敷きなど身の回りのことを自分で行う経験もするようにな
る。
本単元では、生活上重要ではあるが、学校生活の中では指導しにくい入浴について、服の脱ぎ着や

体の洗い方など、入浴の手順を実践しながら指導する。入浴体験では、男女別々に学習することで、
男女の違いや異性を尊重する態度についても意識できるようにしていきたい。

指導事例３

自分の身の回りのことについて一人でできることを増やすとともに、学校を離れた場で友達とと
もに一日の生活を経験し、自信をもって行動できるようになることを目指して、本単元を設定した。

３ 単元計画（３時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・体の部位を理解する。 ・乾布摩擦を取り上げ、
入浴時に洗う部位を
確認したり、体洗いの
練習をしたりする。

・指示や手本に従い、体の各部位
に触れている。

・学習に楽しんで取り組めている。
・宿泊的行事や入浴の見通しをも
って取り組んでいる。

・持ち物が分かり、自分で準備し
ている。

・落ち着いて入浴の準備をしてい
る。

・安全に入浴している。
・自分で体洗いや服の着脱してい
る。

２

・宿泊的行事で入浴するこ
とが分かり、楽しみにす
る。

・入浴の歌を歌ったり、
体洗いの練習をした
りする。

・入浴順や持ち物の確
認をする。

３
本時

・入浴の仕方が分かり自分
で入浴する。

・入浴体験をする。

４ 本時の指導（全３時間中の３時間目）
 (1) 指導のねらい

・入浴に関する一連の流れが分かり、体洗いや入浴している。
・友達や教員と一緒に落ち着いて活動している。

 (2) 学習方法
・生活訓練室を利用した部屋での過ごし方や入浴の仕方を体験する。

 (3) 評価規準
・入浴の順番が分かり、体洗いや入浴をしている。
・一定時間友達や教員と共に過ごしている。

(4) 指導上の配慮事項
・入浴指導中は、浴室の管理を徹底し、複数教員による確認体制等により、児童の安全やプライバ
シーの管理に十分留意する。

・児童の体調把握を確実に行い、体調不良や生理中の児童は実施せず部屋で別の学習を行う。
・脱衣室、浴室での安全管理のため、事前に担当する児童の確認を確実に行う。
・児童が楽しい気持ちで入浴し、洗う部位や洗う時間の長さを理解できるよう、「入浴の歌」を歌
いながら体を洗わせるようにする。

 (5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
（教室で実施）
１ 宿泊的行事の歌を歌う。
２ 入浴の準備をする。

○入浴の道具を持って集
合するよう指示する。

○宿泊的行事の事前指導
で使用している絵カー
ドを使用する。

○入浴の歌の歌詞カード
を提示する。

（生活訓練室等で実施）
３ 部屋別に集合する。
４ 入浴するグループの
順番を確認する。

５ 荷物を確認する。
６ 入浴する。
（他の児童は別室で待機）

○入浴グループを表にし、
児童の顔写真カードを
貼って発表する。

○実際の宿泊活動時と同
数の教員が付き添い、入
浴時の安全に配慮する。

○待機する児童は荷物の
確認などをして落ち着
いて過ごすことができ
るようにする。

●入浴の順番
が分かり、体
洗いや入浴
をしている。

●一定時間友
達や教員と
ともに過ご
している。

７ 感想を発表する。
・各クラスの代表者が感想
を発表する。

○体の洗い方や入浴の仕
方が特によかった児童
を発表する。

指導のポイント

導入の工夫
・毎回導入時に宿泊的行
事の歌を歌うことで、
活動への見通しや期
待感をもてるように
する。

個別指導、個人差への
配慮
・入浴できない児童や
支援の必要な児童に
は個別で付き添う。

使用する教材
・歌詞カード、入浴の
絵カードを準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・お湯や浴室の温度を
適温に管理し、身体
的負担を軽減する。

●聴覚障害
・洗う部分の身体部位
を提示する視覚教材
を用いる。

●視覚障害
・脱衣かごにマークを
付けたり、服にボタ
ンを付けたりするな
どして自分で脱衣し
やすくする。

●病弱
・入院中の児童の場合
は、病院での生活や
身辺整理等の指導に
代えて指導する。

順番を守って、風呂に入ろう。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。

時間

ま
と
め

展
開

導
入

生物的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

宿泊的行事の事前学習―風呂に入ろう―

対象：（知）小学部第４学年 教科・領域等：生活単元学習
１ 教育課程上の位置付け

生活単元学習「宿泊的行事の事前学習―風呂に入ろう―」

２ 単元設定の理由
小学部のこの時期は、身長や体重の増加など身体面の変化に驚きや戸惑いを感じることが多く、精

神面でも自我の発達や児童によっては男女差について意識することも出てくる。また、学校生活面
では、宿泊的行事を経験し、入浴や布団敷きなど身の回りのことを自分で行う経験もするようにな
る。
本単元では、生活上重要ではあるが、学校生活の中では指導しにくい入浴について、服の脱ぎ着や

体の洗い方など、入浴の手順を実践しながら指導する。入浴体験では、男女別々に学習することで、
男女の違いや異性を尊重する態度についても意識できるようにしていきたい。

指導事例３

自分の身の回りのことについて一人でできることを増やすとともに、学校を離れた場で友達とと
もに一日の生活を経験し、自信をもって行動できるようになることを目指して、本単元を設定した。

３ 単元計画（３時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・体の部位を理解する。 ・乾布摩擦を取り上げ、
入浴時に洗う部位を
確認したり、体洗いの
練習をしたりする。

・指示や手本に従い、体の各部位
に触れている。

・学習に楽しんで取り組めている。
・宿泊的行事や入浴の見通しをも
って取り組んでいる。

・持ち物が分かり、自分で準備し
ている。

・落ち着いて入浴の準備をしてい
る。

・安全に入浴している。
・自分で体洗いや服の着脱してい
る。

２

・宿泊的行事で入浴するこ
とが分かり、楽しみにす
る。

・入浴の歌を歌ったり、
体洗いの練習をした
りする。

・入浴順や持ち物の確
認をする。

３
本時

・入浴の仕方が分かり自分
で入浴する。

・入浴体験をする。

４ 本時の指導（全３時間中の３時間目）
 (1) 指導のねらい

・入浴に関する一連の流れが分かり、体洗いや入浴している。
・友達や教員と一緒に落ち着いて活動している。

 (2) 学習方法
・生活訓練室を利用した部屋での過ごし方や入浴の仕方を体験する。

 (3) 評価規準
・入浴の順番が分かり、体洗いや入浴をしている。
・一定時間友達や教員と共に過ごしている。

(4) 指導上の配慮事項
・入浴指導中は、浴室の管理を徹底し、複数教員による確認体制等により、児童の安全やプライバ
シーの管理に十分留意する。

・児童の体調把握を確実に行い、体調不良や生理中の児童は実施せず部屋で別の学習を行う。
・脱衣室、浴室での安全管理のため、事前に担当する児童の確認を確実に行う。
・児童が楽しい気持ちで入浴し、洗う部位や洗う時間の長さを理解できるよう、「入浴の歌」を歌
いながら体を洗わせるようにする。

 (5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
（教室で実施）
１ 宿泊的行事の歌を歌う。
２ 入浴の準備をする。

○入浴の道具を持って集
合するよう指示する。

○宿泊的行事の事前指導
で使用している絵カー
ドを使用する。

○入浴の歌の歌詞カード
を提示する。

（生活訓練室等で実施）
３ 部屋別に集合する。
４ 入浴するグループの
順番を確認する。

５ 荷物を確認する。
６ 入浴する。
（他の児童は別室で待機）

○入浴グループを表にし、
児童の顔写真カードを
貼って発表する。

○実際の宿泊活動時と同
数の教員が付き添い、入
浴時の安全に配慮する。

○待機する児童は荷物の
確認などをして落ち着
いて過ごすことができ
るようにする。

●入浴の順番
が分かり、体
洗いや入浴
をしている。

●一定時間友
達や教員と
ともに過ご
している。

７ 感想を発表する。
・各クラスの代表者が感想
を発表する。

○体の洗い方や入浴の仕
方が特によかった児童
を発表する。

指導のポイント

導入の工夫
・毎回導入時に宿泊的行
事の歌を歌うことで、
活動への見通しや期
待感をもてるように
する。

個別指導、個人差への
配慮
・入浴できない児童や
支援の必要な児童に
は個別で付き添う。

使用する教材
・歌詞カード、入浴の
絵カードを準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・お湯や浴室の温度を
適温に管理し、身体
的負担を軽減する。

●聴覚障害
・洗う部分の身体部位
を提示する視覚教材
を用いる。

●視覚障害
・脱衣かごにマークを
付けたり、服にボタ
ンを付けたりするな
どして自分で脱衣し
やすくする。

●病弱
・入院中の児童の場合
は、病院での生活や
身辺整理等の指導に
代えて指導する。

順番を守って、風呂に入ろう。

・人権教育プログラム（学校教育編）（東京都教育委員会　平成31年3月）のp83からの事例やp163
　からの参考資料を参照し、性的指向・性自認に係る児童・生徒にきめ細かに対応する。

時間

ま
と
め

展
開

導
入
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

健康や体の変化の理解 

対象：（知）小学部高学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

体育科・保健

２ 単元設定の理由
本単元では、自分の体について調べたり確かめたりしながら、生涯にわたって健康な生活を送るための基

礎的な事項を学ぶことを目指す。児童が実践している手洗いやうがい等の基本的な生活習慣を、清潔や感染
予防の視点からも考えられるようになってほしい。
また、小学部高学年の児童の中には、初経や精通を経験する児童も出てくる。月経や精通の基本的な仕組

みを学習し、対処の方法を知ることで、第二次性徴期に伴う心身の変化への不安をできるだけ少なくしたい
と考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（６時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準
１
２

・自分にとっての健康を考え、基本的
な生活習慣への意識を高める。

・「食事、排せつ、睡眠」の
生活習慣三要素について知る。

・生活習慣と健康の関
係について理解して
いる。

・清潔な生活を送るこ
との大切さを理解し
ている。

・月経の仕組みを知り、
月経時の過ごし方や
手当について理解し
ている。

・プライベートゾーン、
他者との距離の取り
方について理解して
いる。

３
４

・正しい手洗いの方法、歯磨きの役割
及び体を清潔にすること等を学習
し、清潔な生活を送る大切さを知る。

・正しい手洗いの方法を知る。
・歯みがきの役割を知る。
・感染症の予防について知る。

５
本時

６

【女子】
・月経について知り、適切に対応する。
【男子】
・精通について知り、適切に対応する。

【女子】
・月経の仕組みや月経時の症状と
対応方法を知る。

【男子】
・精通の仕組みを知る。
【共通】
・男女の体の成長と違い、プライ
ベートゾーン、他者との距離の
取り方について知る。

指導事例４

特別支援学校小学部学習指導要領
１段階
健康な生活に必要な事柄について、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 教師と一緒に、うがいなどの健康な生活に必要な事柄をすること。
イ 健康な生活に必要な事柄に気付き、教師に伝えること。

２段階
健康な生活に必要な事柄について、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 教師の支援を受けながら、健康な生活に必要な事柄をすること。
イ 健康な生活に必要な事柄に慣れ、感じたことを他者に伝えること。

３段階
健康な生活に必要な事柄について、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 健康や身体の変化について知り、健康な生活に必要な事柄に関する基本的な知識や技能を身に付け

ること。
イ 健康な生活に必要な事柄について工夫するとともに、考えたことや気付いたことなどを他者に伝え

ること。

生物的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

健康や体の変化の理解 

対象：（知）小学部高学年 教科・領域等：体育科
１ 教育課程上の位置付け

体育科・保健

２ 単元設定の理由
本単元では、自分の体について調べたり確かめたりしながら、生涯にわたって健康な生活を送るための基

礎的な事項を学ぶことを目指す。児童が実践している手洗いやうがい等の基本的な生活習慣を、清潔や感染
予防の視点からも考えられるようになってほしい。
また、小学部高学年の児童の中には、初経や精通を経験する児童も出てくる。月経や精通の基本的な仕組

みを学習し、対処の方法を知ることで、第二次性徴期に伴う心身の変化への不安をできるだけ少なくしたい
と考え、本単元を設定した。

３ 単元計画（６時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準
１
２

・自分にとっての健康を考え、基本的
な生活習慣への意識を高める。

・「食事、排せつ、睡眠」の
生活習慣三要素について知る。

・生活習慣と健康の関
係について理解して
いる。

・清潔な生活を送るこ
との大切さを理解し
ている。

・月経の仕組みを知り、
月経時の過ごし方や
手当について理解し
ている。

・プライベートゾーン、
他者との距離の取り
方について理解して
いる。

３
４

・正しい手洗いの方法、歯磨きの役割
及び体を清潔にすること等を学習
し、清潔な生活を送る大切さを知る。

・正しい手洗いの方法を知る。
・歯みがきの役割を知る。
・感染症の予防について知る。

５
本時

６

【女子】
・月経について知り、適切に対応する。
【男子】
・精通について知り、適切に対応する。

【女子】
・月経の仕組みや月経時の症状と
対応方法を知る。

【男子】
・精通の仕組みを知る。
【共通】
・男女の体の成長と違い、プライ
ベートゾーン、他者との距離の
取り方について知る。

指導事例４

特別支援学校小学部学習指導要領
１段階
健康な生活に必要な事柄について、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 教師と一緒に、うがいなどの健康な生活に必要な事柄をすること。
イ 健康な生活に必要な事柄に気付き、教師に伝えること。

２段階
健康な生活に必要な事柄について、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 教師の支援を受けながら、健康な生活に必要な事柄をすること。
イ 健康な生活に必要な事柄に慣れ、感じたことを他者に伝えること。

３段階
健康な生活に必要な事柄について、次の事項を身に付けることができるよう指導する。
ア 健康や身体の変化について知り、健康な生活に必要な事柄に関する基本的な知識や技能を身に付け

ること。
イ 健康な生活に必要な事柄について工夫するとともに、考えたことや気付いたことなどを他者に伝え

ること。

４ 本時の指導【女子の指導例】（全６時間中の５時間目）
(1) 指導のねらい

月経の仕組みや第二次性徴に伴う体の変化、月経時に起こる症状やその対応方法を理解する。
(2) 学習方法
・イラスト等をもとに視覚的に理解を促す。
・話し合いを通して、自分の体や性について主体的に考える時間を設定する。
・まとめで絵本の読み聞かせを行う。

(3) 評価規準
・月経の仕組みや適切な対応について理解している。
・自分の体の変化を肯定的に捉え、生活に見通しをもとうとしている。

(4) 指導上の配慮事項
・指導内容や教材について、あらかじめ保護者に情報提供し、理解を得る。
・児童によって記憶に残った内容や表現を、場所や状況を問わず言葉にすることがあるため、あらかじめ、
話題にしてもよい場所や相手を具体的に伝える。

・体の発達には個人差があり、他人と比べる必要はないことを伝える。
・障害の状態や治療の影響等により、個々に成長の発達が異なることに配慮する。

(5) 展開
学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 体が成長している
ことを確認する。

○小学部１年生から伸びた身
長分を紙テープで見せ、身
長が伸びたかを視覚で分か
るように示す。

２ 体が成長（第二次性
徴期）していることを
確認する。

３ 月経の症状と対応
について知る。

４ 月経中の手当ての
仕方や、気を付けるこ
とについてグループ
で考える。

○女性は小学部の高学年頃か
ら、第二次性徴期があり、
月経が始まることを話す。

○月経や体の成長について不
安な時は相談に来てよいこ
とを伝え、安心させる。

○初めて月経になる時期や手
当の方法は個人差があるこ
とを伝える。

●月経の仕組みや
適切な対応につ
いて理解してい
る。

５ 絵本等の話を聞い
て、落ち着いた気分で
体の変化を肯定的に
振り返る。

○児童の机の前で座りなが
ら、ゆっくり絵本を読む。

○学習した女性の大事な体の
話は、簡単に人に話さない
こと、場所と相手を選ぶこ
とを伝える。

●自分の体の変化
を肯定的に捉
え、生活に見通
しをもとうとし
ている。

指導のポイント

導入の工夫
・どの児童にも体の成
長、心の成長が見ら
れることを確認する。

個別指導、個人差への
配慮
・担任と養護教諭が連
携して、個別指導を
行う。

・思春期早発等により、
第二次性徴期が著し
く早期に発現したり、
遅れたりする場合が
あることに配慮する。

使用する教材
・イラスト、ブランケ
ット、湯たんぽ、ポ
ーチを準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・月経中の手当ては、
自分で行うことが困
難な場合は、信頼で
きる人に依頼できる
ように指導する。

●聴覚障害
・学習内容について、
話す時や場所等のマ
ナーを具体的に指導
する。

●視覚障害
・月経用ナプキンを触察
し、形状や構造を理解さ
せ、実際に色水とスポイ
ト等を用いて中央部分
が固まることを理解さ
せる。

●病弱
・児童の精神状態や治
療の状況に配慮する
ため医師と連携して
指導時期や内容を検
討する。

手当の仕方や気を付けることについて考えよう。

導
入

展
開

ま
と
め

時間

生物的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

自分らしさをみつけよう

対象：（知）中学部第１学年 教科・領域等：特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・学級活動

２ 単元設定の理由
思春期は体が変化するとともに、心も変化していく。また、この時期には、障害受容が難しかったり自

己肯定感が低かったりする生徒がいる場合もある。自分自身の変化を感じ、受け止め、自分らしさを表現で
きるようになってほしいと願い、本単元を設定した。

３ 単元計画（２時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・思春期の体と心の変化を
知る。

・体と心がどう変わってい
くか、理解する。

・思春期の体と心の変化につい
て理解している。

・自分自身の体と心の変化に気
付いている。

・自分らしさを見付け、発表し
ている。

２
本時

・自分らしさについて知る。 ・自分の長所や個性を見付
ける。

４ 本時の指導（全２時間中の２時間目）
(1) 指導のねらい
・自分自身の長所や個性を見付け、互いに認め合い、かけがえのない一人としての認識をもつことができる
ようにする。

指導事例５

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
小学部又は中学部の特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取

扱いについては、それぞれ小学校学習指導要領第６章又は中学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほ
か、次に示すところによるものとする。
１ 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合同で行うなどして、少人数からくる種々の制約を解消し、
活発な集団活動が行われるようにする必要があること。

２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を通
して小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にし
たりする機会を積極的に設ける必要があること。その際、児童又は生徒の障害の状態や特性等を考慮して、
活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、
個々の児童又は生徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を
定め、具体的に指導する必要があること。

中学校学習指導要領
(２)日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応

心や体に関する正しい理解を基に、適切な行動をとり、悩みや不安に向き合い乗り越えようとす
ること。

心理的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

自分らしさをみつけよう

対象：（知）中学部第１学年 教科・領域等：特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・学級活動

２ 単元設定の理由
思春期は体が変化するとともに、心も変化していく。また、この時期には、障害受容が難しかったり自

己肯定感が低かったりする生徒がいる場合もある。自分自身の変化を感じ、受け止め、自分らしさを表現で
きるようになってほしいと願い、本単元を設定した。

３ 単元計画（２時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・思春期の体と心の変化を
知る。

・体と心がどう変わってい
くか、理解する。

・思春期の体と心の変化につい
て理解している。

・自分自身の体と心の変化に気
付いている。

・自分らしさを見付け、発表し
ている。

２
本時

・自分らしさについて知る。 ・自分の長所や個性を見付
ける。

４ 本時の指導（全２時間中の２時間目）
(1) 指導のねらい
・自分自身の長所や個性を見付け、互いに認め合い、かけがえのない一人としての認識をもつことができる
ようにする。

指導事例５

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
小学部又は中学部の特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取

扱いについては、それぞれ小学校学習指導要領第６章又は中学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほ
か、次に示すところによるものとする。
１ 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合同で行うなどして、少人数からくる種々の制約を解消し、
活発な集団活動が行われるようにする必要があること。

２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を通
して小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にし
たりする機会を積極的に設ける必要があること。その際、児童又は生徒の障害の状態や特性等を考慮して、
活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、
個々の児童又は生徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を
定め、具体的に指導する必要があること。

中学校学習指導要領
(２)日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
ウ 思春期の不安や悩みの解決、性的な発達への対応

心や体に関する正しい理解を基に、適切な行動をとり、悩みや不安に向き合い乗り越えようとす
ること。

 (2) 学習方法
・ワークシートなどを用いて、自分や友達の良いところについて互いに発表し合う。

 (3) 評価規準
・友達の長所を、見付けている。
・自分自身の長所を一つ以上、見付けている。

(4) 指導上の配慮事項
・意見を発表する際には、個々の生徒の実態に即した方法を検討し、発語のほかに文字盤やICT機器を活用し
て発表できるように配慮する。

・本人の障害について理解を深められるよう、自立活動と連携して行う。
・自己肯定感を高められるような言葉掛けに配慮する。

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 本時の学習を知る。 ○自分自身の心の変化を感

じ、受け止め、自分らし
さを表現することが大切
であることを伝える。

２ 友達のよいところを
見付け、ワークシートに
書き出す。

３ 自分のよいところを
見付け、ワークシートに
書き出す。

４ 自分のよいところを
発表する。

５ 友達のよいところを
聞く。

○具体的な表現の例を示
し、友達の良いところを
見付けやすくする。

○否定的な記述の生徒には
肯定的な言葉に変えて伝
える。

○友達に見付けてもらった
良いところについても発
表するよう伝える。

○友達の意見に反論しない
ことを確認する。

●友達の長
所を見付
けている。

●自分自身
の長所を
一つ以上、
見付けて
いる。

時間

導
入

展
開

ま
と
め

６ 個性の大切さを伝え
る内容の詩や絵本を聞
き、一人一人良いところ
があり、違うことを理解
する。

○詩や絵本の朗読を、静か
に聞かせる。

指導のポイント

自分らしさを伝えよう。

導入の工夫
・一人一人に言葉をか
けながら、作業させ
る。

・深刻に考えこまず、
気楽に、ワークシー
トに記入できる雰囲
気をつくる。

個別指導、個人差への
配慮
・個々に出された質問
等に、その場で答え
られないものには、
あとで個別に話をす
る時間を設ける。

・体と心の変化で、気
になることがある生
徒に対しては、個別
に話を聞くことを伝
え、個別指導を行う。

使用する教材
・ワークシート、便箋
詩集、絵本等を準備
する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・ワークシートへの記
入が困難な場合は、
視線入力やタブレッ
ト端末等ICT機器を
活用する。

●聴覚障害
・話し方や表情など外見
上の長所だけでなく、
行動や態度などにも注
目するように助言す
る。

●視覚障害
・聴覚情報のみで誤っ
たイメージをもたな
いよう、補足説明を
適宜し、言葉の的確
な概念形成を促す。

●病弱
・肯定的な発言が難しい
生徒には、他者の発表
を聞く活動を中心に
行い、生徒の反応を大
切にする。

心理的側面
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第
５
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実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

リラックスしよう

対象：（知）中学部第１学年 教科・領域等：特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・学級活動

２ 題材設定の理由
障害により、体を思いどおりに動かせないもどかしさを感じたり、自分の思いを上手に伝えられず

ストレスを感じたりする生徒も少なくない。また、思春期を迎えた生徒は、体や心の変化により、
ちょっとしたことが刺激になり、憂鬱になったりイライラしたりすることもある。

「リラックスする」という実体験を通して、ストレスマネジメント力を身に付け、将来、ストレス
に対処できるようにするため、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本時

・心と体をリラックス
させる方法を知る。

・ ストレスへの対処法の獲得
に向け、自分の気持ちを落
ち着かせるリラクセー
ションの方法を知る。

・呼吸法やストレッチに
より、リラックスして
いる。

４ 本時の指導
(1) 指導のねらい
・ストレスを感じたとき、自分自身で考え、行動できるようにする。
・リラックスすることで、心に余裕が生まれることを体験できるようにする。

指導事例６

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
小学部又は中学部の特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内

容の取扱いについては、それぞれ小学校学習指導要領第６章又は中学校学習指導要領第５章に示すも
のに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
１ 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合同で行うなどして、少人数からくる種々の制約を
解消し、活発な集団活動が行われるようにする必要があること。

２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活
動を通して小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと
活動を共にしたりする機会を積極的に設ける必要があること。その際、児童又は生徒の障害の状態
や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっ
ては、個々の児童又は生徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指
導の重点を定め、具体的に指導する必要があること。

中学校学習指導要領
(２)日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成

節度ある生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事
故、災害等から身を守り安全に行動すること。

(2) 学習方法
・落ち着いた音楽を聴き、呼吸法やストレッチを行う。

(3) 評価規準
・呼吸法やストレッチによりリラックスしている。

(4) 指導上の配慮事項
・環境の変化に敏感な生徒もいるため、導入時には、照明を落としたり音楽をかけたりすることを丁寧に
伝える。

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 耳を澄まし、落ち
着いた音楽に耳を傾
け、目を閉じる。

２ 「リラックス」と
聞いて、思い浮かぶ
ことを発言する。

○静かに見守る。目を閉じ
ることに抵抗がある生
徒には、無理に促さない
ようにする。

○生徒の発言を板書し、全
体で共有できるように
する。

３ 呼吸法を体験す
る。

４ 肩のストレッチを
実際に行う。

○生徒のそばに寄り添い、
呼吸を合わせながら言
葉掛けをする。

○手や肩を思ったとおり
に動かせない生徒には
サポートをする。

●呼吸法やスト
レッチをし、リ
ラックスして
いる。

時間

導
入

展
開

ま
と
め

５ 今日の体験の感想
を交えながら、リラ
ックスした状態の心
境を発表する。

○生徒の発言を板書し、全
体で共有できるように
する。

○クラスメイトの発言に
対し、否定的な言葉を使
わないよう指導する。

指導のポイント

リラックスしよう。

導入の工夫
・照明を落とし、落ち
着いた雰囲気をつく
る。

個別指導、個人差への
配慮
・薄暗い環境や音が苦
手な生徒は、座席の
位置を配慮する。

・生徒の実態に合わせ
て、ボールプール等
の活用も有効であ
る。

使用する教材
・ＣＤプレイヤーなど
の音響機材や自然風
景等の動画を準備す
る。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・必要に応じ、車いす
からマット等に降り
て活動する。

・自立活動の指導とし
て扱うことも考えら
れる。

●聴覚障害
・音楽の代わりに、触
ってリラックスでき
るものや自然風景の
動画等の映像を用意
する。

●視覚障害
・ストレッチの模倣は
難しいため、言葉で
動作を明確に伝えた
り、補助したりして、
体の動きをイメージ
できるようにする。

●病弱
・入院中の生徒の場合
は、入院環境ででき
る活動や動作を工夫
する。

心理的側面
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第
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実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

リラックスしよう

対象：（知）中学部第１学年 教科・領域等：特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・学級活動

２ 題材設定の理由
障害により、体を思いどおりに動かせないもどかしさを感じたり、自分の思いを上手に伝えられず

ストレスを感じたりする生徒も少なくない。また、思春期を迎えた生徒は、体や心の変化により、
ちょっとしたことが刺激になり、憂鬱になったりイライラしたりすることもある。

「リラックスする」という実体験を通して、ストレスマネジメント力を身に付け、将来、ストレス
に対処できるようにするため、本単元を設定した。

３ 指導計画
時 ねらい 学習内容 評価規準

１
本時

・心と体をリラックス
させる方法を知る。

・ ストレスへの対処法の獲得
に向け、自分の気持ちを落
ち着かせるリラクセー
ションの方法を知る。

・呼吸法やストレッチに
より、リラックスして
いる。

４ 本時の指導
(1) 指導のねらい
・ストレスを感じたとき、自分自身で考え、行動できるようにする。
・リラックスすることで、心に余裕が生まれることを体験できるようにする。

指導事例６

特別支援学校小学部・中学部学習指導要領
小学部又は中学部の特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内

容の取扱いについては、それぞれ小学校学習指導要領第６章又は中学校学習指導要領第５章に示すも
のに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
１ 学級活動においては、適宜他の学級や学年と合同で行うなどして、少人数からくる種々の制約を
解消し、活発な集団活動が行われるようにする必要があること。

２ 児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活
動を通して小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと
活動を共にしたりする機会を積極的に設ける必要があること。その際、児童又は生徒の障害の状態
や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等を適切に定めること。

３ 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっ
ては、個々の児童又は生徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指
導の重点を定め、具体的に指導する必要があること。

中学校学習指導要領
(２)日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
エ 心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の形成

節度ある生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事
故、災害等から身を守り安全に行動すること。

(2) 学習方法
・落ち着いた音楽を聴き、呼吸法やストレッチを行う。

(3) 評価規準
・呼吸法やストレッチによりリラックスしている。

(4) 指導上の配慮事項
・環境の変化に敏感な生徒もいるため、導入時には、照明を落としたり音楽をかけたりすることを丁寧に
伝える。

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 耳を澄まし、落ち
着いた音楽に耳を傾
け、目を閉じる。

２ 「リラックス」と
聞いて、思い浮かぶ
ことを発言する。

○静かに見守る。目を閉じ
ることに抵抗がある生
徒には、無理に促さない
ようにする。

○生徒の発言を板書し、全
体で共有できるように
する。

３ 呼吸法を体験す
る。

４ 肩のストレッチを
実際に行う。

○生徒のそばに寄り添い、
呼吸を合わせながら言
葉掛けをする。

○手や肩を思ったとおり
に動かせない生徒には
サポートをする。

●呼吸法やスト
レッチをし、リ
ラックスして
いる。

時間

導
入

展
開

ま
と
め

５ 今日の体験の感想
を交えながら、リラ
ックスした状態の心
境を発表する。

○生徒の発言を板書し、全
体で共有できるように
する。

○クラスメイトの発言に
対し、否定的な言葉を使
わないよう指導する。

指導のポイント

リラックスしよう。

導入の工夫
・照明を落とし、落ち
着いた雰囲気をつく
る。

個別指導、個人差への
配慮
・薄暗い環境や音が苦
手な生徒は、座席の
位置を配慮する。

・生徒の実態に合わせ
て、ボールプール等
の活用も有効であ
る。

使用する教材
・ＣＤプレイヤーなど
の音響機材や自然風
景等の動画を準備す
る。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・必要に応じ、車いす
からマット等に降り
て活動する。

・自立活動の指導とし
て扱うことも考えら
れる。

●聴覚障害
・音楽の代わりに、触
ってリラックスでき
るものや自然風景の
動画等の映像を用意
する。

●視覚障害
・ストレッチの模倣は
難しいため、言葉で
動作を明確に伝えた
り、補助したりして、
体の動きをイメージ
できるようにする。

●病弱
・入院中の生徒の場合
は、入院環境ででき
る活動や動作を工夫
する。

心理的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

身だしなみを整えよう

対象：（知）中学部第２学年 教科・領域等：職業・家庭
１ 教育課程上の位置付け

職業・家庭科

２ 単元設定の理由
中学部段階の生徒は、自分なりの見方や考え方が強まり、服装等へのこだわりも見られるようにな

る。一方、体の成長とともに年齢に見合った服装やマナーが求められるようにもなる。
身だしなみや場面に合った好ましい服装について考え、実践することで、自分らしさを大事にしな

がら身だしなみについて学ぶことができるようにするため、本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・自分の姿を客観的に
捉えようとする。

・鏡の見方、チェックポ
イントを知る。

・自分の身だしなみを確認して
いる。

・必要な道具の使い方を理解し
ている。

・実際に身だしなみを整えてい
る。

・季節や生活場面を考慮した服
装を理解している。

・実際の着用を考えて服装を選
択している。

２
３
本時

・身だしなみの整え方
を知り実践する。

・髪型、洗顔、爪、服装
の整え方を知る。

４
５

・生活場面に応じた服
装や季節を考えた服
装を知る。

・場面に応じた服装を選
択する。

４ 本時の指導（全５時間中の３時間目）
 (1) 指導のねらい

・身だしなみの整え方を知り、実践できるようにする。
・自分の服装や顔、髪型などに注意を向けようとすることができる。

 (2) 学習方法
・実践を通して身だしなみの整え方を学習する。
・写真により客観的に自分自身の身だしなみについて考えることができるようにする。

指導事例７

特別支援学校中学部学習指導要領
B 衣食住の生活
１段階
ウ 衣服の着用と手入れ
衣服の着方や手入れの仕方などに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよ

(ア)場面に応じた日常着の着方や手入れの仕方などについて知り、実践しようとすること。
(イ)日常着の着方や手入れの仕方に気付き、工夫すること。

２段階
エ 衣服の着用と手入れ
衣服の手入れや洗濯の仕方などに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよ

(ア)日常着の使い分けや手入れの仕方などについて理解し、実践すること。
(イ)日常着の快適な着方や手入れの仕方を考え、工夫すること。

う指導する。

う指導する。

 (3) 評価規準
・身だしなみの整え方を理解している。
・実際に身だしなみを整えている。

(4) 指導上の配慮事項
・男女差のある服装については、一般的な内容で指導し、具体的な整え方や衣服の選択は個人の状
況に応じて行う。

・衣服や髪型を整える際は、基本的に自身で行うよう指導する。支援が必要な場合は同性の教員等
が行い、生徒間で身だしなみを確認する際も同性同士で行うようにする。

・友達の服装の乱れなどに気付いた時は、まず言葉で指摘し、無断で相手の身体に触れることのな
いよう繰り返し丁寧に指導する。

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 自分の今の姿を写真に撮
る。

○撮影した写真を画面に
映し生徒に分かりやす
く示す。

○比較しやすいように乱
れた服装がどういう様
子か写真も紹介する。

２ 身だしなみの整え方を知
る。

・チェックシートを用いて確認
する。

３ 身だしなみの整え方を実践
する。

・服に汚れがないか確認し、襟、
裾などを整える。

・くしとドライヤーを使い、髪
型を整える。

○イラスト入りの「身だ
しなみチェックシー
ト」を使用し、ポイン
トを説明する。

○事前事後のイラスト等
を示し、目標を明確に
する。

○鏡を用意し、自分で確
認しながら整えられる
ようにする。

●身だしなみ
の整え方を
理解してい
る。

●実際に身だ
しなみを整
えている。

時
間

導
入

展
開

ま
と
め

４ 再度写真を撮り、身だしな
みチェックシートを用いて確
認する。

５ 身だしなみを整えるとどん
な気持ちになるか話し合う。

○生徒が気付きにくい変
化は教師が指摘し伝え
る。

○毎日の着替えやほかの
授業等でも意識するよ
う促す。

指導のポイント

導入の工夫
・生徒の写真を示し、
興味・関心を促す。

個別指導、個人差へ
の配慮
・身だしなみの確認
は基本的に自分で
行うよう指導す
る。

・友達の体には必要
以上に触れないよ
う指導する。

使用する教材
・身だしなみチェック
シート、鏡（姿見）、
くし、ドライヤー、
洗顔料、タオル等を
準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・自分自身で整えるこ
とが困難な場合は、
整えたいところを、
介助してくれる人に
伝えられるように指
導する。

●聴覚障害
・場面や状況に応じて
求められる身だしな
みが異なることを説
明する。

●視覚障害
・身だしなみによる印象
の違いや足を開いて座
らないこと等、他者か
ら見られているという
意識をもてるようにす
る。

●病弱
・入院中の生徒の場合
は、服や髪ゴム等の、
持ち物が制限される
ため病院との連携を
十分に行う。

身だしなみを整えよう。

社会的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

身だしなみを整えよう

対象：（知）中学部第２学年 教科・領域等：職業・家庭
１ 教育課程上の位置付け

職業・家庭科

２ 単元設定の理由
中学部段階の生徒は、自分なりの見方や考え方が強まり、服装等へのこだわりも見られるようにな

る。一方、体の成長とともに年齢に見合った服装やマナーが求められるようにもなる。
身だしなみや場面に合った好ましい服装について考え、実践することで、自分らしさを大事にしな

がら身だしなみについて学ぶことができるようにするため、本単元を設定した。

３ 単元計画（５時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・自分の姿を客観的に
捉えようとする。

・鏡の見方、チェックポ
イントを知る。

・自分の身だしなみを確認して
いる。

・必要な道具の使い方を理解し
ている。

・実際に身だしなみを整えてい
る。

・季節や生活場面を考慮した服
装を理解している。

・実際の着用を考えて服装を選
択している。

２
３
本時

・身だしなみの整え方
を知り実践する。

・髪型、洗顔、爪、服装
の整え方を知る。

４
５

・生活場面に応じた服
装や季節を考えた服
装を知る。

・場面に応じた服装を選
択する。

４ 本時の指導（全５時間中の３時間目）
 (1) 指導のねらい

・身だしなみの整え方を知り、実践できるようにする。
・自分の服装や顔、髪型などに注意を向けようとすることができる。

 (2) 学習方法
・実践を通して身だしなみの整え方を学習する。
・写真により客観的に自分自身の身だしなみについて考えることができるようにする。

指導事例７

特別支援学校中学部学習指導要領
B 衣食住の生活
１段階
ウ 衣服の着用と手入れ
衣服の着方や手入れの仕方などに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよ

(ア)場面に応じた日常着の着方や手入れの仕方などについて知り、実践しようとすること。
(イ)日常着の着方や手入れの仕方に気付き、工夫すること。

２段階
エ 衣服の着用と手入れ
衣服の手入れや洗濯の仕方などに関わる学習活動を通して、次の事項を身に付けることができるよ

(ア)日常着の使い分けや手入れの仕方などについて理解し、実践すること。
(イ)日常着の快適な着方や手入れの仕方を考え、工夫すること。

う指導する。

う指導する。

 (3) 評価規準
・身だしなみの整え方を理解している。
・実際に身だしなみを整えている。

(4) 指導上の配慮事項
・男女差のある服装については、一般的な内容で指導し、具体的な整え方や衣服の選択は個人の状
況に応じて行う。

・衣服や髪型を整える際は、基本的に自身で行うよう指導する。支援が必要な場合は同性の教員等
が行い、生徒間で身だしなみを確認する際も同性同士で行うようにする。

・友達の服装の乱れなどに気付いた時は、まず言葉で指摘し、無断で相手の身体に触れることのな
いよう繰り返し丁寧に指導する。

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準

１ 自分の今の姿を写真に撮
る。

○撮影した写真を画面に
映し生徒に分かりやす
く示す。

○比較しやすいように乱
れた服装がどういう様
子か写真も紹介する。

２ 身だしなみの整え方を知
る。

・チェックシートを用いて確認
する。

３ 身だしなみの整え方を実践
する。

・服に汚れがないか確認し、襟、
裾などを整える。

・くしとドライヤーを使い、髪
型を整える。

○イラスト入りの「身だ
しなみチェックシー
ト」を使用し、ポイン
トを説明する。

○事前事後のイラスト等
を示し、目標を明確に
する。

○鏡を用意し、自分で確
認しながら整えられる
ようにする。

●身だしなみ
の整え方を
理解してい
る。

●実際に身だ
しなみを整
えている。

時
間

導
入

展
開

ま
と
め

４ 再度写真を撮り、身だしな
みチェックシートを用いて確
認する。

５ 身だしなみを整えるとどん
な気持ちになるか話し合う。

○生徒が気付きにくい変
化は教師が指摘し伝え
る。

○毎日の着替えやほかの
授業等でも意識するよ
う促す。

指導のポイント

導入の工夫
・生徒の写真を示し、
興味・関心を促す。

個別指導、個人差へ
の配慮
・身だしなみの確認
は基本的に自分で
行うよう指導す
る。

・友達の体には必要
以上に触れないよ
う指導する。

使用する教材
・身だしなみチェック
シート、鏡（姿見）、
くし、ドライヤー、
洗顔料、タオル等を
準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・自分自身で整えるこ
とが困難な場合は、
整えたいところを、
介助してくれる人に
伝えられるように指
導する。

●聴覚障害
・場面や状況に応じて
求められる身だしな
みが異なることを説
明する。

●視覚障害
・身だしなみによる印象
の違いや足を開いて座
らないこと等、他者か
ら見られているという
意識をもてるようにす
る。

●病弱
・入院中の生徒の場合
は、服や髪ゴム等の、
持ち物が制限される
ため病院との連携を
十分に行う。

身だしなみを整えよう。

社会的側面
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第
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実
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特
別
支
援
学
校
】

自分や他者がかけがえのない存在であることを発見しよう

対象：（知）高等部（全学年） 教科・領域等： 特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・ホームルーム活動

２ 単元設定の理由
高等部入学とともに、中学校や中学部までに比べて学部や学年の人数が増え、交友関係が広く、複雑に

なるため、様々な問題が生じるケースが多い。望ましい人間関係の構築には、「自分自身がかけがえのな
い存在である」ということを知ることが大切であるため、自己とともに他人の存在についてもかけがえの
ない存在であることを気付かせたいと考えた。
また、人との付き合い方やＳＮＳの利用等の生活指導に関する課題の未然防止にも役立てられることか

ら、本単元を設定した。

３ 単元計画（３時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・自分自身がかけ
がえのない存在
であることを知
る。

・赤ちゃんの写真を見せ、この頃はどんなことができる
のかを考える。

・現在の自分は、どのようなことができるようになった
のかを話し合う。

・自己の大切さを理
解した上で、他人
の存在についても
かけがえのない存
在であることを理
解している。

２
本時

・他者がかけがえ
のない存在であ
ることを知る。

・家庭等から持参した幼少期の写真をスライドに写し、
保護者からのコメントを発表する。

・仲間の発表を聞き、感じたことを記入する。
・自分にとって大切な人が誰なのかを考える。

３
・他者との関わり
を考える。

・大切な人に対して、これからどのように関わっていく
かを考える（家族、友達ほか）。

・どのような大人になりたいかを考える。

指導事例８

特別支援学校高等部学習指導要領
特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、高

等学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
１ 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われ
るよう配慮する必要があること。

２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を通して高等
学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に
設ける必要があること。その際、生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等
を適切に定めること。

３ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、個々の生
徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を定め、具体的に指導
する必要があること。

高等学校学習指導要領
（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成
自他の個性を理解して尊重し、互いのよさや可能性を発揮し、コミュニケーションを図りながらよ

りよい集団生活をつくること。

４ 本時の指導（全３時間中の２時間目）
(1) 指導のねらい
・自分や友達のよさを見付け、認め合い、互いの存在が大切なものであるという心情を育む。

(2) 学習方法
・自分や友達の発表を通して、成長した過程を振り返り、成長した自分に気付く。
・家庭等に協力を得て、写真やコメントを記入してもらうことにより、理解する。

(3) 評価規準
・自分や友達が大切な存在であることを理解している。
・大切な人への関わり方について考え、判断している。

(4) 指導上の配慮事項
・事前に保護者会等で学習内容を伝え、協力してもらうようにする。また、写真は、０歳から小学校及び
小学部段階までのものを持参できるか確認する。特に、施設入所者や家庭環境等で配慮が必要な生徒が
いる場合は、現在の写真を用いるなどして、きめ細かく対応する。

・授業終了後、学習した内容を家庭に報告し、生徒の授業の様子を伝える。
(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前回までの学習を振り
返る。

○生徒からの発言を促
す。

２ 持参した写真や保護者
のコメントを発表する。

３ 自分にとって、大切な
人は誰かを考える。また、
その理由を考える。

・ワークシートに自分の考
えを書く。

・グループで意見交換する。

○コメントを確認し、
板書する。

○個人、グループワー
ク共に、質問を受け
付け、不明な点があ
れば支援する。

○司会、記録を決め、
自分の考えを伝えら
れる環境を設定す
る。

●自分や友達が大
切な存在である
ことを理解して
いる。

●大切な人への関
わり方について
考え、判断してい
る。

段階

導
入

展
開

ま
と
め

４ グループごとに発表す
る。

５ 本時の学習を振り返
る。

○自分もこれから出会
う人も大切な存在で
あることに気付くよ
う導く。

指導のポイント

導入の工夫
・前回学習したことを振
り返り、本日の学習内
容を伝える。

・話合いのときは、仲間
の意見を否定しないと
いうルールを伝える。

ワークシートの項目例
①幼い頃の自分（保護者
からのコメント）

②幼い頃の仲間の様子
③自分にとって大切な人

個別指導、個人差への配
慮
・生徒一人一人の家庭環
境等に十分配慮する。 

使用する教材
・写真投影用のＩＣＴ機
器を準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・発表やワークシートの
記入が困難な場合は、
視線入力機器やタブ
レット端末等のＩＣ
Ｔ機器を活用する。

●聴覚障害
・個々の発表の後、メモ
する時間を確保する。

・発表や話合いの内容を
その都度確認する。

●視覚障害
・写真を提示する際に
は、映っている様子
を言葉で説明するな
どの支援を行う。

●病弱
・幼少期からの健康状
態によっては、現在
の家族や友人との関
係を取り上げるなど
の配慮を工夫する。

自分にとって大切な人は誰ですか。

社会的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

自分や他者がかけがえのない存在であることを発見しよう

対象：（知）高等部（全学年） 教科・領域等： 特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・ホームルーム活動

２ 単元設定の理由
高等部入学とともに、中学校や中学部までに比べて学部や学年の人数が増え、交友関係が広く、複雑に

なるため、様々な問題が生じるケースが多い。望ましい人間関係の構築には、「自分自身がかけがえのな
い存在である」ということを知ることが大切であるため、自己とともに他人の存在についてもかけがえの
ない存在であることを気付かせたいと考えた。
また、人との付き合い方やＳＮＳの利用等の生活指導に関する課題の未然防止にも役立てられることか

ら、本単元を設定した。

３ 単元計画（３時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１

・自分自身がかけ
がえのない存在
であることを知
る。

・赤ちゃんの写真を見せ、この頃はどんなことができる
のかを考える。

・現在の自分は、どのようなことができるようになった
のかを話し合う。

・自己の大切さを理
解した上で、他人
の存在についても
かけがえのない存
在であることを理
解している。

２
本時

・他者がかけがえ
のない存在であ
ることを知る。

・家庭等から持参した幼少期の写真をスライドに写し、
保護者からのコメントを発表する。

・仲間の発表を聞き、感じたことを記入する。
・自分にとって大切な人が誰なのかを考える。

３
・他者との関わり
を考える。

・大切な人に対して、これからどのように関わっていく
かを考える（家族、友達ほか）。

・どのような大人になりたいかを考える。

指導事例８

特別支援学校高等部学習指導要領
特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、高

等学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
１ 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われ
るよう配慮する必要があること。

２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を通して高等
学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に
設ける必要があること。その際、生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等
を適切に定めること。

３ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、個々の生
徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を定め、具体的に指導
する必要があること。

高等学校学習指導要領
（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成
自他の個性を理解して尊重し、互いのよさや可能性を発揮し、コミュニケーションを図りながらよ

りよい集団生活をつくること。

４ 本時の指導（全３時間中の２時間目）
(1) 指導のねらい
・自分や友達のよさを見付け、認め合い、互いの存在が大切なものであるという心情を育む。

(2) 学習方法
・自分や友達の発表を通して、成長した過程を振り返り、成長した自分に気付く。
・家庭等に協力を得て、写真やコメントを記入してもらうことにより、理解する。

(3) 評価規準
・自分や友達が大切な存在であることを理解している。
・大切な人への関わり方について考え、判断している。

(4) 指導上の配慮事項
・事前に保護者会等で学習内容を伝え、協力してもらうようにする。また、写真は、０歳から小学校及び
小学部段階までのものを持参できるか確認する。特に、施設入所者や家庭環境等で配慮が必要な生徒が
いる場合は、現在の写真を用いるなどして、きめ細かく対応する。

・授業終了後、学習した内容を家庭に報告し、生徒の授業の様子を伝える。
(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前回までの学習を振り
返る。

○生徒からの発言を促
す。

２ 持参した写真や保護者
のコメントを発表する。

３ 自分にとって、大切な
人は誰かを考える。また、
その理由を考える。

・ワークシートに自分の考
えを書く。

・グループで意見交換する。

○コメントを確認し、
板書する。

○個人、グループワー
ク共に、質問を受け
付け、不明な点があ
れば支援する。

○司会、記録を決め、
自分の考えを伝えら
れる環境を設定す
る。

●自分や友達が大
切な存在である
ことを理解して
いる。

●大切な人への関
わり方について
考え、判断してい
る。

段階

導
入

展
開

ま
と
め

４ グループごとに発表す
る。

５ 本時の学習を振り返
る。

○自分もこれから出会
う人も大切な存在で
あることに気付くよ
う導く。

指導のポイント

導入の工夫
・前回学習したことを振
り返り、本日の学習内
容を伝える。

・話合いのときは、仲間
の意見を否定しないと
いうルールを伝える。

ワークシートの項目例
①幼い頃の自分（保護者
からのコメント）

②幼い頃の仲間の様子
③自分にとって大切な人

個別指導、個人差への配
慮
・生徒一人一人の家庭環
境等に十分配慮する。 

使用する教材
・写真投影用のＩＣＴ機
器を準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・発表やワークシートの
記入が困難な場合は、
視線入力機器やタブ
レット端末等のＩＣ
Ｔ機器を活用する。

●聴覚障害
・個々の発表の後、メモ
する時間を確保する。

・発表や話合いの内容を
その都度確認する。

●視覚障害
・写真を提示する際に
は、映っている様子
を言葉で説明するな
どの支援を行う。

●病弱
・幼少期からの健康状
態によっては、現在
の家族や友人との関
係を取り上げるなど
の配慮を工夫する。

自分にとって大切な人は誰ですか。

社会的側面
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第
５
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実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

友達と関わるときのマナーやルールを考えよう

対象：（知）高等部（全学年） 教科・領域等： 特別活動

１ 教育課程上の位置付け
特別活動・ホームルーム活動

２ 単元設定の理由
高等部入学とともに、学部や学年の人数が増え、学習グループや部活動の友達、通学路が同じ友達の存在

など、中学校や中学部までに比べて、交友関係が複雑になってくる。そのような中、インターネット等の情
報による偏った知識やソーシャルスキルの未熟さから、ＳNＳでのやりとりが友人関係のトラブルに発展し
てしまう場合がある。
友達との関わり方について、先入観や間違った情報に左右されず、望ましい行動を自ら選択することがで

きるようにするため、本単元を設定した。

３ 単元計画（３時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・友達との望ましい付き合い
方についてイメージをも
つ。

・映画に行く、遊園地に行く、友達
の家に行くなどの外出プランを具
体的に考える。

・相手が嫌がる行為を想
像し、友達との関わり
方について考え、判断
している。

・相手を尊重して話合っ
ている。

・相手を思いやり、マナ
ーやルールを守った交
友関係を築くことの大
切さを理解している。

２

・相手の気持ちを考えた行動
を身に付ける。

・相手の気持ちを考えた行動と、実
際の相手の気持ちを比較し、自分
の行動について考える。

・ＳＮＳでのやり取りについて話し
合う。

３
本時

・実際の場面を想定し、相手
や周りのことを考えた行動
する。

・友達と一緒に出掛ける場面を設定
し、待ち合わせや行先を話し合っ
て決める体験をする。

指導事例９

特別支援学校高等部学習指導要領
特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、高

等学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
１ 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われ
るよう配慮する必要があること。

２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を通して高等
学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に
設ける必要があること。その際、生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等
を適切に定めること。

３ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、個々の生

する必要があること。

高等学校学習指導要領
（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成
自他の個性を理解して尊重し、互いのよさや可能性を発揮し、コミュニケーションを図りながらよ

りよい集団生活をつくること。

徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を定め、具体的に指導

４ 本時の指導（全３時間中の３時間目）
(1)  指導のねらい
・外出時のマナーやルールを通して、友達との関わり方について考えることができるようにする。
・外出時のトラブルの際の対処方法を、ロールプレイを通して身に付けさせる。

(2) 学習方法
・外出時の行動や場面をロールプレイで行い、グループに分けた生徒同士で話し合う。

(3) 評価規準
・相手を尊重して話し合っている。
・相手を思いやり、マナーやルールを守った交友関係を築くことの大切さを理解している。  

(4) 指導上の配慮事項
・相手の気持ちを考えることが苦手な生徒には、友達と付き合うために必要な一般的なマナーやルールを
個別指導する。

・「ＳＮＳを安全に利用しよう」（事例10）等の内容と関連させて指導する。
(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前回までの学習を
振り返る。

○相手の気持ちを考えた
行動について確認する。

２ ロールプレイを行
う。

・外出先や待ち合わせ時
刻などについて、友達
同士で計画する。

・相手、行先、帰宅時間、
金銭の使い方など、家
庭に伝えておく事柄
についても確認する。

３ ペアやグループで
話し合う。

・ロールプレイでの課題
点を修正して、適切な
話合いを行う。

○自分の都合のみを主張
しがちな生徒には、相手
の都合を取り入れなが
ら話し合うよう促す。

○各ペア又はグループの
課題点を修正方法とと
もに伝え、適切な話合い
を経験させる。

●相手を尊重して話
し合っている。

●相手を思いやり、マ
ナーやルールを守
った交友関係を築
くことの大切さを
理解している。

段階

導
入

展
開

ま
と
め

４ 友達同士での望まし
い外出の仕方について
振り返る。

○相手を思いやり、マナー
やルールを守り、よりよ
い友人関係を保つこと
の大切さを伝える。

指導のポイント

友達同士での外出を計画しよう。

導入の工夫
・前回、前々回に学習
した、内容を振り返
り、相手の気持ちを
考えた友達同士の付
き合い方を確認す
る。たせる声かけを

個別指導、個人差への
配慮
・対人関係に課題のあ
る生徒や男女交際し
ている生徒等につい
ては、トラブルへの
発展を未然に防止す
るよう、必要に応じ
て個別指導を行う。

使用する教材
・ロールプレイの場面
に応じた教材や小道
具を準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・バリアフリーの場所
や駅をあらかじめ調
べておく。

・ワークシートの記入
が困難な場合 ICT機
器を活用する。

●聴覚障害
・トラブルを回避する
具体的な表現ややり
とりについても指導
する。

●視覚障害
・心地よい距離、圧迫
感を感じる距離につ
いて、棒等を用いて
体験しながら、どの
くらい距離を保てば
よいか指導する。

●病弱
・退院後を想定して指
導する。相手に自分
の病気のことや配慮
事項をどのように伝
えるか事前に考えて
おくようにする。

社会的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

友達と関わるときのマナーやルールを考えよう

対象：（知）高等部（全学年） 教科・領域等： 特別活動

１ 教育課程上の位置付け
特別活動・ホームルーム活動

２ 単元設定の理由
高等部入学とともに、学部や学年の人数が増え、学習グループや部活動の友達、通学路が同じ友達の存在

など、中学校や中学部までに比べて、交友関係が複雑になってくる。そのような中、インターネット等の情
報による偏った知識やソーシャルスキルの未熟さから、ＳNＳでのやりとりが友人関係のトラブルに発展し
てしまう場合がある。
友達との関わり方について、先入観や間違った情報に左右されず、望ましい行動を自ら選択することがで

きるようにするため、本単元を設定した。

３ 単元計画（３時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・友達との望ましい付き合い
方についてイメージをも
つ。

・映画に行く、遊園地に行く、友達
の家に行くなどの外出プランを具
体的に考える。

・相手が嫌がる行為を想
像し、友達との関わり
方について考え、判断
している。

・相手を尊重して話合っ
ている。

・相手を思いやり、マナ
ーやルールを守った交
友関係を築くことの大
切さを理解している。

２

・相手の気持ちを考えた行動
を身に付ける。

・相手の気持ちを考えた行動と、実
際の相手の気持ちを比較し、自分
の行動について考える。

・ＳＮＳでのやり取りについて話し
合う。

３
本時

・実際の場面を想定し、相手
や周りのことを考えた行動
する。

・友達と一緒に出掛ける場面を設定
し、待ち合わせや行先を話し合っ
て決める体験をする。

指導事例９

特別支援学校高等部学習指導要領
特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、高

等学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
１ 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われ
るよう配慮する必要があること。

２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を通して高等
学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に
設ける必要があること。その際、生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等
を適切に定めること。

３ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、個々の生

する必要があること。

高等学校学習指導要領
（２）日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

ア 自他の個性の理解と尊重、よりよい人間関係の形成
自他の個性を理解して尊重し、互いのよさや可能性を発揮し、コミュニケーションを図りながらよ

りよい集団生活をつくること。

徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を定め、具体的に指導

４ 本時の指導（全３時間中の３時間目）
(1)  指導のねらい
・外出時のマナーやルールを通して、友達との関わり方について考えることができるようにする。
・外出時のトラブルの際の対処方法を、ロールプレイを通して身に付けさせる。

(2) 学習方法
・外出時の行動や場面をロールプレイで行い、グループに分けた生徒同士で話し合う。

(3) 評価規準
・相手を尊重して話し合っている。
・相手を思いやり、マナーやルールを守った交友関係を築くことの大切さを理解している。  

(4) 指導上の配慮事項
・相手の気持ちを考えることが苦手な生徒には、友達と付き合うために必要な一般的なマナーやルールを
個別指導する。

・「ＳＮＳを安全に利用しよう」（事例10）等の内容と関連させて指導する。
(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ 前回までの学習を
振り返る。

○相手の気持ちを考えた
行動について確認する。

２ ロールプレイを行
う。

・外出先や待ち合わせ時
刻などについて、友達
同士で計画する。

・相手、行先、帰宅時間、
金銭の使い方など、家
庭に伝えておく事柄
についても確認する。

３ ペアやグループで
話し合う。

・ロールプレイでの課題
点を修正して、適切な
話合いを行う。

○自分の都合のみを主張
しがちな生徒には、相手
の都合を取り入れなが
ら話し合うよう促す。

○各ペア又はグループの
課題点を修正方法とと
もに伝え、適切な話合い
を経験させる。

●相手を尊重して話
し合っている。

●相手を思いやり、マ
ナーやルールを守
った交友関係を築
くことの大切さを
理解している。

段階

導
入

展
開

ま
と
め

４ 友達同士での望まし
い外出の仕方について
振り返る。

○相手を思いやり、マナー
やルールを守り、よりよ
い友人関係を保つこと
の大切さを伝える。

指導のポイント

友達同士での外出を計画しよう。

導入の工夫
・前回、前々回に学習
した、内容を振り返
り、相手の気持ちを
考えた友達同士の付
き合い方を確認す
る。たせる声かけを

個別指導、個人差への
配慮
・対人関係に課題のあ
る生徒や男女交際し
ている生徒等につい
ては、トラブルへの
発展を未然に防止す
るよう、必要に応じ
て個別指導を行う。

使用する教材
・ロールプレイの場面
に応じた教材や小道
具を準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・バリアフリーの場所
や駅をあらかじめ調
べておく。

・ワークシートの記入
が困難な場合 ICT機
器を活用する。

●聴覚障害
・トラブルを回避する
具体的な表現ややり
とりについても指導
する。

●視覚障害
・心地よい距離、圧迫
感を感じる距離につ
いて、棒等を用いて
体験しながら、どの
くらい距離を保てば
よいか指導する。

●病弱
・退院後を想定して指
導する。相手に自分
の病気のことや配慮
事項をどのように伝
えるか事前に考えて
おくようにする。

社会的側面
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第
５
章　

実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

ＳＮＳの安全な使い方

対象：（知）高等部第１学年 教科・領域等： 特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・ホームルーム活動

２ 単元設定の理由
知的障害のある生徒のスマートフォン等の情報機器の利用率は年々高くなり、家庭でのパソコンも含める

と多くの生徒が利用している。その際にＳＮＳやスマートフォン利用の中でトラブルや犯罪に巻き込まれる
ケースも見られ、生活指導上の課題となっている。
そこで、「ＳＮＳ家庭ルール」の作成と「ＳＮＳやスマートフォン利用の中でのトラブルや犯罪」につい

て学び、生徒自らが安全な使用を選択することができるようになることを願い本単元を設定した。

指導事例 10

特別支援学校高等部学習指導要領
特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、高

等学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
１ 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われ
るよう配慮する必要があること。

２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を通して高等
学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に
設ける必要があること。その際、生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等
を適切に定めること。

３ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、個々の生

する必要があること。

高等学校学習指導要領
(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立

節度ある健全な生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事
故、災害等から身を守り安全に行動すること。

３ 単元計画 （４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・ＳＮＳ上の魅力的な誘いには、危険
性があることを理解し、危険を自ら
回避しようとする。

・ＳＮＳ上にある危険性について考
える。

・ＳＮＳを利用する
上での危険性、Ｓ
ＮＳ利用上でのト
ラブルに対処する
方法、ＳＮＳにつ
いてのルールの必
要性と内容を理解
している。

２
本時

・自撮り写真を送ることや気軽に見ず
知らずの人とと会うことの危険性を
理解し、危険を回避する力を身に付
ける。

・ＳＮＳ上でしか知らない相手との
やりとりや危険性やトラブルの
対処方法について知る。

３
・ＳＮＳ家庭ルールの必要性と内容を
理解し守ろうとする態度を育てる。

・ＳＮＳ家庭ルールの必要性やその
内容について考える。

４
・単元のまとめを小グルーブで行うこ
とで、学習を振り返る。

・本単元で学んだことを、小グルー
ブで模造紙にまとめ発表する。

徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を定め、具体的に指導

４ 本時の指導（全４時間中２の時間目）
(1) 指導のねらい
・ＳＮＳ利用時の危険な状況を理解し、回避する方法を学ばせる。
・トラブルに巻き込まれた際の対処法を理解し、実践できる力を身に付けさせる。

(2) 学習方法
・スライド資料、動画資料、ＳＮＳ東京ノート等を通して理解する。
（携帯電話会社等の出前講座等との連携も効果的である。）

(3) 評価規準
・ＳＮＳの利用時に思わぬ危険な状況に巻き込まれることがあることを理解している。
・トラブルに巻き込まれた際の対処法を理解している。

(4) 指導上の配慮事項
・安全に利用するにはどうすればよいかを本人が理解できる方法で具体的に指導する。
・事前に保護者アンケートを実施し、使用実態や問題点等を把握するとともに、保護者参観の機会などを
設け、家庭と連携して指導できるようにする。

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ ＳＮＳをどのよう
なときに利用するか
をワークシートに記
入し発表する。

○生徒が使用している
ＳＮＳを確認する。

２ 動画資料を視聴
し、各事例の危険性
について考える。

（事例）
・自撮り写真をネット
で送る。

・ネットでやり取りし
た知らない人に会
う。

○自撮り写真を送信す
ると、住所の特定や
より過激な写真の要
求をされる場合があ
ることを伝える。

○一見優しそうに思え
る人も態度が急変す
る場合があることを
伝える。

●ＳＮＳの利用時に
思わぬ危険な状況
に巻き込まれるこ
とがあることを理
解している。

●トラブルに巻き込
まれた際の対処法
を理解している。

３ ＳＮＳを使用して
困ったときはどうす
るか考え、ワークシ
ートに記入する。

○トラブルにあったこ
とを責めずに、どう
すれば解決できるか
の視点で考えさせ
る。

指導のポイント

ネットの向こうの人はどんな人？

導入の工夫
・前回学習したＳＮＳ
の種類や特徴を再度
確認する。

個別指導、個人差への
配慮
・ワークシートへの記
入が困難な場合は、
文字盤やＩＣＴ機器
を使用する。

使用する教材
・動画資料（携帯電話
会社作成のもの）、ワ
ークシート、「ＳＮＳ
東京ノート１～３」
を準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・ワークシートの記入
が困難な場合は、視
線入力機器やタブレ
ット等のＩＣＴ機器
を活用する。

●聴覚障害
・聴覚障害者間ではＳ
ＮＳによる情報が瞬
時に広まりやすいこ
とについて事前に指
導する。

●視覚障害
・スマートフォン等の拡
大文字や音声機能を使
用する際、周囲の人か
ら個人情報が見られな
いよう注意することを
指導する。

●病弱
・入院中の生徒に対し
ては、自分や友達の
病状などの個人情報
への配慮について指
導する。

導
入

展
開

ま
と
め

段階

社会的側面
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第
５
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実
践
編【
特
別
支
援
学
校
】

ＳＮＳの安全な使い方

対象：（知）高等部第１学年 教科・領域等： 特別活動
１ 教育課程上の位置付け

特別活動・ホームルーム活動

２ 単元設定の理由
知的障害のある生徒のスマートフォン等の情報機器の利用率は年々高くなり、家庭でのパソコンも含める

と多くの生徒が利用している。その際にＳＮＳやスマートフォン利用の中でトラブルや犯罪に巻き込まれる
ケースも見られ、生活指導上の課題となっている。
そこで、「ＳＮＳ家庭ルール」の作成と「ＳＮＳやスマートフォン利用の中でのトラブルや犯罪」につい

て学び、生徒自らが安全な使用を選択することができるようになることを願い本単元を設定した。

指導事例 10

特別支援学校高等部学習指導要領
特別活動の目標、各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては、高

等学校学習指導要領第５章に示すものに準ずるほか、次に示すところによるものとする。
１ 指導計画の作成に当たっては、生徒の少人数からくる種々の制約を解消し、積極的な集団活動が行われ
るよう配慮する必要があること。

２ 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い、社会性や豊かな人間性を育むために、集団活動を通して高等
学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり、地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に
設ける必要があること。その際、生徒の障害の状態や特性等を考慮して、活動の種類や時期、実施方法等
を適切に定めること。

３ 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において、内容の指導に当たっては、個々の生

する必要があること。

高等学校学習指導要領
(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全
オ 生命の尊重と心身ともに健康で安全な生活態度や規律ある習慣の確立

節度ある健全な生活を送るなど現在及び生涯にわたって心身の健康を保持増進することや、事件や事
故、災害等から身を守り安全に行動すること。

３ 単元計画 （４時間扱い）
時 ねらい 学習内容 単元の評価規準

１
・ＳＮＳ上の魅力的な誘いには、危険
性があることを理解し、危険を自ら
回避しようとする。

・ＳＮＳ上にある危険性について考
える。

・ＳＮＳを利用する
上での危険性、Ｓ
ＮＳ利用上でのト
ラブルに対処する
方法、ＳＮＳにつ
いてのルールの必
要性と内容を理解
している。

２
本時

・自撮り写真を送ることや気軽に見ず
知らずの人とと会うことの危険性を
理解し、危険を回避する力を身に付
ける。

・ＳＮＳ上でしか知らない相手との
やりとりや危険性やトラブルの
対処方法について知る。

３
・ＳＮＳ家庭ルールの必要性と内容を
理解し守ろうとする態度を育てる。

・ＳＮＳ家庭ルールの必要性やその
内容について考える。

４
・単元のまとめを小グルーブで行うこ
とで、学習を振り返る。

・本単元で学んだことを、小グルー
ブで模造紙にまとめ発表する。

徒の知的障害の状態、生活年齢、学習状況及び経験等に応じて、適切に指導の重点を定め、具体的に指導

４ 本時の指導（全４時間中２の時間目）
(1) 指導のねらい
・ＳＮＳ利用時の危険な状況を理解し、回避する方法を学ばせる。
・トラブルに巻き込まれた際の対処法を理解し、実践できる力を身に付けさせる。

(2) 学習方法
・スライド資料、動画資料、ＳＮＳ東京ノート等を通して理解する。
（携帯電話会社等の出前講座等との連携も効果的である。）

(3) 評価規準
・ＳＮＳの利用時に思わぬ危険な状況に巻き込まれることがあることを理解している。
・トラブルに巻き込まれた際の対処法を理解している。

(4) 指導上の配慮事項
・安全に利用するにはどうすればよいかを本人が理解できる方法で具体的に指導する。
・事前に保護者アンケートを実施し、使用実態や問題点等を把握するとともに、保護者参観の機会などを
設け、家庭と連携して指導できるようにする。

(5) 展開

学習内容・活動 教師の支援 評価規準
１ ＳＮＳをどのよう
なときに利用するか
をワークシートに記
入し発表する。

○生徒が使用している
ＳＮＳを確認する。

２ 動画資料を視聴
し、各事例の危険性
について考える。

（事例）
・自撮り写真をネット
で送る。

・ネットでやり取りし
た知らない人に会
う。

○自撮り写真を送信す
ると、住所の特定や
より過激な写真の要
求をされる場合があ
ることを伝える。

○一見優しそうに思え
る人も態度が急変す
る場合があることを
伝える。

●ＳＮＳの利用時に
思わぬ危険な状況
に巻き込まれるこ
とがあることを理
解している。

●トラブルに巻き込
まれた際の対処法
を理解している。

３ ＳＮＳを使用して
困ったときはどうす
るか考え、ワークシ
ートに記入する。

○トラブルにあったこ
とを責めずに、どう
すれば解決できるか
の視点で考えさせ
る。

指導のポイント

ネットの向こうの人はどんな人？

導入の工夫
・前回学習したＳＮＳ
の種類や特徴を再度
確認する。

個別指導、個人差への
配慮
・ワークシートへの記
入が困難な場合は、
文字盤やＩＣＴ機器
を使用する。

使用する教材
・動画資料（携帯電話
会社作成のもの）、ワ
ークシート、「ＳＮＳ
東京ノート１～３」
を準備する。

障害種別に応じた配慮事項

●肢体不自由
・ワークシートの記入
が困難な場合は、視
線入力機器やタブレ
ット等のＩＣＴ機器
を活用する。

●聴覚障害
・聴覚障害者間ではＳ
ＮＳによる情報が瞬
時に広まりやすいこ
とについて事前に指
導する。

●視覚障害
・スマートフォン等の拡
大文字や音声機能を使
用する際、周囲の人か
ら個人情報が見られな
いよう注意することを
指導する。

●病弱
・入院中の生徒に対し
ては、自分や友達の
病状などの個人情報
への配慮について指
導する。

導
入

展
開

ま
と
め

段階

社会的側面
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【平成 29 年度「性教育の手引」作成委員会 委員】

＜検討委員会＞
委員長 石川 哲也 神戸大学名誉教授

五十嵐 隆 国立成育医療研究センター理事長
山田 正興 東京都医師会学校医委員会副委員長
大田 裕子 北区立なでしこ小学校校長
郡 吉範 三鷹市立第六中学校校長
庄司 一也 東京都立晴海総合高等学校校長
金子 猛 東京都立小金井特別支援学校校長
堅多 敦子 東京都福祉保健局 健康安全部エイズ・新興感染症担当課長
和田 栄治 東京都青少年・治安対策本部 総合対策部青少年担当課長

副委員長 宇田 剛 東京都教育庁 指導推進担当部長
笠松 恒司 東京都教育庁 都立学校教育部学校健康推進課長
山田 善裕 東京都教育庁 地域教育支援部歯科保健担当課長
月山 良明 東京都教育相談センター次長

＜小学校ワーキンググループ＞
盛光 万紀 八王子市立館小学校副校長
吉田 光男 練馬区立田柄第二小学校主幹教諭
金子 絢子 八王子市立東浅川小学校主任養護教諭

＜中学校ワーキンググループ＞
青柳美由紀 豊島区立西巣鴨中学校副校長
石井 友保 新宿区立新宿西戸山中学校主任教諭
伊藤 康代 稲城市立稲城第三中学校主任養護教諭
中澤 幸彦 町田市立山崎中学校主任教諭

＜高等学校ワーキンググループ＞
小高 潤子 東京都立井草高等学校副校長
木下 理恵 東京都立日比谷高等学校主任教諭
広瀬菜々子 東京都立蒲田高等学校主幹教諭
星 いづみ 東京都立忍岡高等学校教諭

＜特別支援学校ワーキンググループ＞
佐藤るり子 東京都立志村学園副校長
西岡 陽子 東京都立武蔵台学園副校長
宇田川裕之 東京都立多摩桜の丘学園主幹教諭
赤坂 晶子 東京都立小平特別支援学校主任養護教諭

＜事務局＞ 佐藤   浩  東京都教育庁指導部体育健康教育担当課長
伊東 直晃 東京都教育庁指導部主任指導主事
田村砂弥香 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事
小野 隆一 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事
佐々木心哉 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
中村 美咲 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
唐澤 好彦 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
門田 英朗 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
楠本 祐也 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
進藤 智洋 東京都教育庁指導部指導企画課課長代理

（職名は平成 30 年３月現在）
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【平成 29 年度「性教育の手引」作成委員会 委員】

＜検討委員会＞
委員長 石川 哲也 神戸大学名誉教授

五十嵐 隆 国立成育医療研究センター理事長
山田 正興 東京都医師会学校医委員会副委員長
大田 裕子 北区立なでしこ小学校校長
郡 吉範 三鷹市立第六中学校校長
庄司 一也 東京都立晴海総合高等学校校長
金子 猛 東京都立小金井特別支援学校校長
堅多 敦子 東京都福祉保健局 健康安全部エイズ・新興感染症担当課長
和田 栄治 東京都青少年・治安対策本部 総合対策部青少年担当課長

副委員長 宇田 剛 東京都教育庁 指導推進担当部長
笠松 恒司 東京都教育庁 都立学校教育部学校健康推進課長
山田 善裕 東京都教育庁 地域教育支援部歯科保健担当課長
月山 良明 東京都教育相談センター次長

＜小学校ワーキンググループ＞
盛光 万紀 八王子市立館小学校副校長
吉田 光男 練馬区立田柄第二小学校主幹教諭
金子 絢子 八王子市立東浅川小学校主任養護教諭

＜中学校ワーキンググループ＞
青柳美由紀 豊島区立西巣鴨中学校副校長
石井 友保 新宿区立新宿西戸山中学校主任教諭
伊藤 康代 稲城市立稲城第三中学校主任養護教諭
中澤 幸彦 町田市立山崎中学校主任教諭

＜高等学校ワーキンググループ＞
小高 潤子 東京都立井草高等学校副校長
木下 理恵 東京都立日比谷高等学校主任教諭
広瀬菜々子 東京都立蒲田高等学校主幹教諭
星 いづみ 東京都立忍岡高等学校教諭

＜特別支援学校ワーキンググループ＞
佐藤るり子 東京都立志村学園副校長
西岡 陽子 東京都立武蔵台学園副校長
宇田川裕之 東京都立多摩桜の丘学園主幹教諭
赤坂 晶子 東京都立小平特別支援学校主任養護教諭

＜事務局＞ 佐藤   浩  東京都教育庁指導部体育健康教育担当課長
伊東 直晃 東京都教育庁指導部主任指導主事
田村砂弥香 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事
小野 隆一 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事
佐々木心哉 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
中村 美咲 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
唐澤 好彦 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
門田 英朗 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
楠本 祐也 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
進藤 智洋 東京都教育庁指導部指導企画課課長代理

（職名は平成 30 年３月現在）

【平成 30 年度「性教育の手引」作成委員会 委員】

＜検討委員会＞
委員長 石川 哲也 神戸大学名誉教授

五十嵐 隆 国立成育医療研究センター理事長
山田 正興 東京都医師会学校医委員会副委員長
大田 裕子 北区立なでしこ小学校校長
郡 吉範 三鷹市立第六中学校校長
庄司 一也 東京都立晴海総合高等学校校長
金子 猛 東京都立小金井特別支援学校校長
根岸   潤 東京都福祉保健局 健康安全部エイズ・新興感染症担当課長
堀江 敏彦 東京都青少年・治安対策本部 総合対策部青少年担当課長

副委員長 藤井 大輔 東京都教育庁 指導推進担当部長
石丸 雄二 東京都教育庁 都立学校教育部学校健康推進課長
山田 善裕 東京都教育庁 地域教育支援部歯科保健担当課長
月山 良明 東京都教育相談センター次長
奥村 透 東京都小学校ＰＴＡ協議会会長
井門 明洋 東京都公立中学校ＰＴＡ協議会会長
池本 義信 東京都公立高等学校ＰＴＡ連合会会長
長田 晋 東京都特別支援学校ＰＴＡ連合会会長

＜小学校ワーキンググループ＞
盛光 万紀 八王子市立館小学校副校長
吉田 光男 練馬区立田柄第二小学校主幹教諭
金子 絢子 八王子市立東浅川小学校主任養護教諭
樋口 玲奈 府中市立矢崎小学校主任教諭
東小川智史 国分寺市立第四小学校指導教諭

＜中学校ワーキンググループ＞
青柳美由紀 豊島区立西巣鴨中学校副校長
石井 友保 新宿区立新宿西戸山中学校主任教諭
浅野 雄太 目黒区立大鳥中学校主任教諭
米澤絵里子 葛飾区立亀有中学校主任教諭
中澤 幸彦 町田市立山崎中学校主任教諭
伊藤 康代 稲城市立稲城第三中学校主任養護教諭

＜高等学校ワーキンググループ＞
松尾 成美 東京都立板橋有徳高等学校副校長
広瀬菜々子 東京都立千歳丘高等学校主幹教諭
木下 理恵 東京都立日比谷高等学校主任教諭
星 いづみ 東京都立忍岡高等学校主任教諭
葦澤 絵美 東京都立大江戸高等学校主任教諭
稲垣 俊介 東京都立江北高等学校主任教諭
坂本 憲亮 東京都立北豊島工業高等学校教諭

＜特別支援学校ワーキンググループ＞
佐藤るり子 東京都立志村学園副校長
井上 一仁 東京都立武蔵台学園副校長
宇田川裕之 東京都立多摩桜の丘学園主幹教諭
赤坂 晶子 東京都立小平特別支援学校主任養護教諭
長島 理英 東京都立大塚ろう学校主任教諭
三浦 知子 東京都立武蔵台学園主任教諭

＜事務局＞ 堀川 勝史 東京都教育庁指導部体育健康教育担当課長
伊東 直晃 東京都教育庁指導部主任指導主事
美越 英宣 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事
久保田哲司 東京都教育庁指導部指導企画課統括指導主事
中村 美咲 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
唐澤 好彦 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
門田 英朗 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
市川 愛美 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
楠本 祐也 東京都教育庁指導部指導企画課指導主事
靱 健治 東京都教育庁指導部指導企画課課長代理

（職名は平成 31 年３月現在）








	text_kiso.pdf
	text_s
	text_j
	text_h
	text_t

